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障害程度区分認定状況調査における障害程度区分の分布状況

平成17年度障害程度区分判定等試行事業自治体に、6月末までの判定結果として報告い 
ただいた6, 845件について、速報データとして結果をとりまとめました。

・全体

・身体

・知的

・精神

二次判定上位区分変更率

33.2%

非該当 区分] 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

0.4% 10.8% 23.1% 23.4% 14.6% 11.3% 154%

二次判定上位区分変更率非該当i区分1 i区分2 [区分3 i区分4 区分5 :区分6

0.4% i 10.5%^ 22.0%： 1&5%i 10.6% 12.6%： 25.4% 20.0%

非該当_ [区分1_J区分2 _]区分3」区分4 _j区分5 区分6 _二次判定上位区分変更率

0.3%? 5.7%： 1?〇%] 26.0%] 21.3%] 14.2%] 17.6%
. • » » t____________________________

43.0%

二次判定上位区分変更率非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

0.7% 19.6% 39.8% 28.3% 8.6% 2.1% 0.9% 52.9%



（参考資料）

※ 重複障害の場合、各障害に計上されているため、3障害を足した数と全体の数は一致しない。

・全体

0.4% 10.8% 23.1% 23.4% 14.6% 11.3% 16.4% 100.0%

判定

1次判意-ヽ*
非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

非該当 ' ;22 78 5 3 〇 〇 〇 108
区分1 7 ' 646 310 61 10 4 〇 1038
区分2 〇 12 1259 655 108 20 1 2055
区分3 〇 〇 5 …:询3 543 94 13 1538
区分4 〇 〇 〇 1 ,爲3罰 212 15 565
区分5 〇 〇 〇 〇 3 436. 143 582
医分6 〇 〇 〇 〇 〇 7 ' 952 959

29 736 1579 1603 1001 773 1124 6845 上位区分変更率 33.2%

・身体
7'ゝ逖判定
1次判楚、、7

非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

非該当 -.11 54 1 1 〇 〇 〇 67
区分1 3 .ハ 348 109 10 1 〇 〇 471
区分2 〇 6 ”小 A742 195 23 8 〇 974
区分3 〇 〇 3 ：;空瀚3 148 20 3 687
区分4 〇 〇 〇 1 &カ曲237 98 5 341
区分5 〇 〇 〇 〇 3 赞昂358; 101 462
区分6 〇 〇 〇 〇 〇 5 878 883

14 408 855 720 412 489 987 ゝ-;3确
0.4% 10.5% 22.0% 18.5% 10.6% 12.6% 25.4% 100.0%

上位区分変更率 20.0%



・知的

'ヽ恣判定 

1次判克、ヽゝ
非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

非該当 8 〇 1 〇 〇 〇 14
区分1 4 ”算^X62 79 19 3 1 〇 268
区分2 〇 3 376 343 63 9 1 795
区分3 〇 〇 2 431 436 80 11 960
区分4 〇 〇 〇 〇 .147 157 10 314
区分5 〇 〇 〇 〇 〇 :-X 183 91 274
区分6 〇 〇 〇 〇 〇 3 423 426

9 173 457 794 649 433 536 3051
0.3% 5.7% 15.0% 26.0% 21.3% 14.2% 17.6% 100.0%

上位区分変更率 43.0%

・精神

0.7% 19.6% 39.8% 28.3% 8.6% 2.1% 0.9% 100.0%

ゝ、遂判定

1次判意'7ヽ^
非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

非該当 6 18 4 1 〇 〇 〇 29
区分1 〇 レ/150 138 37 8 3 〇 336
区分2 〇 4 电せ弩2Q7 179 35 7 〇 432
区分3 〇 〇 〇 '* ■ ■■ヽー:3.1 26 3 〇 60
区分4 〇 〇 〇 〇 6 1 3 10
区分5 〇 〇 〇 〇 〇 だふ宀3 〇 3
区分6 〇 〇 〇 〇 〇 1 5 6

6 172 349 248 75 18 8 876 上位区分変更率 52.9%
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障害程度区分■二次判定参考資料の作成について

障害程度区分判定は、本年4月から各市町村において行われているところ 

であるが、今般、昨年の障害程度区分判定等試行事業の実施自治体（協力自 

治体）から実際に判定が行われた事例を収集し、今後の二次判定の参考とな 

るよう、下記のとおり参考資料としてとりまとめたので、情報提供する。

① 一次判定結果と二次判定結果が一致した事例をとりまとめたもの

「障害程度区分状態像の例」:各障害程度区分ごとの認定調査項目 

（10 6項目）のチェック状況の例

協力自治体において最終的に区分判定がなされた事例について、統計学 

的処理を用いてチェック状況に共通性のある事例をグループ化し、その中 

カゝら典型的な例を抽出した。

② 二次判定において区分が上方修正された事例をとりまとめたもの

「二次判定変更事例集」:二次判定において区分が上方修正された事例 

協力自治体から収集した事例のうち二次判定において区分が上方修正さ 

れたケースの中から、専門家の意見を聞きつつ、次の視点から選定した。

・ 二次判定において、一次判定では考慮されていない'①特記事項、

②医師意見書記載内容、③一次判定で考慮していない項目群の内容か 

ら、妥当性があると判断される理由をもって障害程度区分基準時間を 

より長く要すると判断される事例

・ 試行事業の結果から作成し、既に公表している「区分変更の例」に 

ない事例

・ 自治体等から「判断が困難である」等の指摘がなされている事例

く身体障害〉聴覚障害、内部障害等

く知的障害〉行動障害、自閉症等

く精神障害〉症状の不安定例、統合失調症陰性症状例等

※ なお、この参考資料は、実際に判定された事例を収載したものであり、記載内容が・ 

必ずしも十分でない場合等も含めて情報提供していることに留意されたい。

また、現時点で収集できたデータに基づく資料であり、今後、さらにデータ収集等 

を進めていくこととしている。



く障害程度区分状態像の例の収載内容について〉

•事例番号は、障害種別、二次判定区分ごとに、A、Bと番号を振ってい 

る。

例:身体〇A、身体〇B

•事例番号の下には、二次判定区分、プロセスI!区分、プロセスI区分を 

表示している。

・区分の下には、プロセスIにかかる障害程度区分基準時間を表示してい 

る。

・ 障害程度区分基準時間の下には、106の認定調査項目について、群ごと 

に、チェック状況及び中間評価項目点数を載せている。
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障害程度区分状履像の例 区分1
.号

2 次・
プaセス!！

ブ〇セスI
nw«废@分, 準MM:

**
權せっ

移!t
iR-KS 持

Mtt
HM

tStEUtt
£»M3

Sana

i-i

麻・｛左一上蔽）

矗・（右一上）S）
底■（左一下林｝

矗・（右一 TK）
S｛■（その他）

1-2

M»(MMa)

1411(足 M0)
输!■（その檢）

中m評・审目点敷

ttn
2-1 @返り

2-2 IBき上がり

2-3
2-4 画只での巾枪

2-5 歩行

2-6
2-7 KM
d>Mnana 点*

»»■> 作

3-1 立务上がり

3-2
3-3

WM-ft-H
4-1ア. じ*そう

4-!イ. 皮nsA
4-2 えん下

4—3
4-4 飲水

4—5 «R
4—6
4>nni・・wa 直・

*の同り

5-17,
§一、イ 游m
5-1ウ.

5-1エ・ つめ切り

5-2 ア・ 上衣の站mt
5-2-f. ズポン・0>BH
5-3 ・の内・

5-4 ・傅の・理

5-5 ・話の利用

5-B

6-1 視力

6-2 魚力

6-3-7 KKOJ伝送

6-4-ア 槽示への反応

6-5 ア. ・日の日"を理解

6-5イ・ 主年月日をいう

6-5 ウ. tsaew
6-5X. @分の名前をいう

fi-fi*. 今の«e$9K
6-5*. 增所の

行・

?ア 检書的

7イ 作喘

?ウ 幻律幻験

7 X BM・が不零を

7才 ・夜連髓

7力

？キ 詡じほをする

？ク 大・を出す

?ケ 介SUK抗
7コ
?サ 施為站・なし

7シ rtULTHhXELt
？ス 1人-FfHf-tfi
7セ

7ソ 火の不蜡未
7 & 输や衣a^aす

7チ 不 XFrJh
7ッ n・行・

？テ OXI'»Sl れ

特朗な區・

8-1
8-2 4>
8-3 诱析

8-4 の処・

8-5 ”1■法
8-8 レスビレーター

8-7
8-8 体倉の・W
8-9 »«%«

8-10 ロー測す

8—11 2±<-f-5(n«i«
8-12 At-tJU
B1HRB
9-1 aa
9-2 食事の左下Hl
9-3 Htt
9-4 ift;S
9-5 入浴の準・片付け

9-« ■い输

9-7 交去丰般の利用

B2HSH
7卜 こだわり

7ナ 止

7 二 不安がな行動

7ヌ 自ら叩く 需の行お

7 * の行あ

7 ノ RttWによる行ID
7ハ も常と边う声

7 t
?ホ

cuss
6-3-イ 金自の薫恩伝逮

6—4 ーイ え明のロ解

7フ あ食、反すう第

7へ

？マ 対人面の不安緊强
7ミ ・欲が5LI'
7ム きがまとまらない

7 メ II中力が統がない

7モ 自己の過大评価

7ヤ れ、深く拒否的

9-S て字の視覚的め操

身体" 身体1B 知的1A 箱神1A 精神1B
区分1 区分1 8^1 毎分1 0分]

区分1 g分1 区分1 区分1 区分1
霏は当 菲は当 邑分1 12分1 邑分1
23.8 分 24.6 分 283分 27」分 26.4 分
0.7分 0.7分 0.7分 0.74* 0.7分
0.5分 0$分 24分 0.5分 05分
1.0分 1.0分 1.0分 2分 1.0分
4.2分 4.2分 4.2分 4.2分 4.2分
7.3分 7.3分 7.3分 7.3分 7.3分
0.4分 64分 0.4分 4.3分 04分
32分 3.2分 3.2分 3.2分 3.2分
&5分 7.3分 9.1分 5.9分 9」分

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

つかまれば可

つかまれば可

89.5 8&0 100.0 100.0 100.0

っか叢れば可

99.9 69.6 619 99.9 99.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

一部介V） ー舗介ぬ -■介・]

一都介0） 一個介助 介!！］

金介JA
椅酬な血舍JJ并可 转别な划含以并可

93.3 100.0 .74.4 89K 8Z9

ぼとんどnえず

ほとんど不可

88.9 100.0 90.2 100.0 100.0

ときどき為る

ときどきある

芻る

ある
100.0 1000 90.1 98.4 94.9

為る

JL守り.一都介助 見守叭~都介助 見守9.-8S介助 見守り、一部介助 見守り・一航介肋
-M 介助 臬守り.

J!守り.一・介助 見守り、一都仆助 見守り・一都介助 見守U.-W介助
見守り.一部介助 "守り.一部介!!）

見守M.-tt介助
策寺り.一都介助 鼻.寺り・一部介助
見守り.一!B介助 見守U.-M介！！） 見守リ.一部介肋

ときどきある

轻におる

ときどきある

と・ど・»>£

と倉どきある

と音どきある
ときどきある

全介助

_4-



障害程度区分状熊像の例 区分2
事例番号
2次制・

プロセスn
プaセスI

橈せっ

移動

仟tn

KffM連

eana

1-i

肆・(左一上・t)
麻・(右一上IR)
aff(E-TR)
黑・(右一下肢)
a«(-KD«i)

1-2

n«(HMB)
拘 »(I4HS)
»a(Hu»)
KH(lkM0>
拘It(足 180)
M>(f・の他)

中nn脾・な目点做

2-1
2-2 绘き上がり

2-3
2-4 両足での立位

2-5 步行

2-6
2-7 KM

崔!urn
3-1 ■fit, hがり

3-2 片足での立＜4
3-3
申MffamsAtt

4-1ア. 1：±<+5
4-!イ.

4-2 えん下
4-3
4-4 岐水

4-5 Hfl!
4-6 ttff

身の血

5-1ア. ロ

5-1イ. 除・

5Tウ.

5-1X. つめ切り

5-2 ア. 上衣の着號

5-2イ. ズボン繕の羞廉

5-3 ■mniH
5-4
5—5
5-6
4>MtfanaAtt
■naa
6-1 檢力

6-2 ■力

6-3-ア KK0 伝 il
6-4ーア 希示への辰鸟

fi—5T. ・日のBR*9K
6-5 イ. 隹年月B齐いう
6 —5ち・

6-61. 宜分の名圖をいう°

6-5#- <0)«K^9«
6-5 力.

4)flnRansAM
¥rth

7ア 檢書的

7イ AK
?ウ 幻權幻基

7エ 酣・が不取・

7才 ・夜連転

7力 ■«Mfr
？キ る

？ク 大出す

?ケ 介!tに椅抗
7 □ IH・ の

?サ 菇も着きなし

7シ AMLTHIれない

？ス 1人で出たがる

7セ

7ソ 火の不始末

7夕 精や衣H条IKす

7チ 不廉行・

7ツ “行・A
？テ "尸い输£れ

4>HlffaqfS£»

将别な医・

8-1 点恥の・理

8-2 中心MK隼・

8-3 »«r
R—4 “ーマの処・

8-5
8-6 レスビレーター

8-7 鬣・切mの如・

R —R 仕匕のH
8-9
8-10
8-11 じょくそうの処*

R—12 Sf-T*

Bings
9-1 09
a-j ftSOKTH
9-3 tan
9-4 济摘

B-5 入港の準a!片付け

9-8 ■い输

9-7 を事丰資の利用

B24@n
7卜 こだわり

7ナ 止

7 二 不 ffStifrtH
7ヌ HKBXWrotrA
7ネ 他齐E(X4の行含

7 ノ ■R・による行!»

7ハ 诵・と世う■

7ヒ 密・的行・

?ホ 斥啻的行動

cnsn
6—3—イ i・自の覧息伝it
6-4-イ 悚明の理備

？フ il*. £すう第

7へ ffffrsn的

？マ 対人睛の不安聚强

7ミ ■械が9しい

7ム 濟がまとまらない

7 メ ・4＞力が侨かない

7モ ap.oa大声価
?ヤ ほい3K柜否的
9-8 文字の«!覧的嫁施

身体2A 身体2B 知的2A 知的2B 辑神2A 精神2B
IZ分2 IS分2 邑分2 0分2 區分2 邑分2
12分2 8分2 @分? 俚外2 @分2 口井2
区分2 区分t 旦分2 医分! 邑分2 EW2
322分 30$分 3&6分 26.4 分 35」分 35」分
〇.7« 0.7分 〇.}» 0.7分 0.7分 0 7分
0.5分 0.5分 2.4分 0$分 0.5分 0.5分
1.0» 1.0分 10分 1.0分 “分 1.0分
4.2分 86分 10.7外 4.2分 4.2分 42分
7.3分 7.3外 釘分 7.3分 14.7 分 14.7 分
0.4分 い分 04分 0.4分 0.4分 0.4分
3.2分 &4分 3.2分 3.2分 3.2分 32分
15.0 分 5.9分 9.1分 9.1分 10.4 分 10.4 分

ある

ある

ある

100.0 66.5 100.0 100.0 1000 100.0

っがまれば可 つかまれば可

支えがち■

つかまれば可

見守り壽

8&0 66.3 90.B 100.0 100.0 100.0

っかぎれば可 つかまればBT
支えが必・

一儘介助 一部介助
69.6 43J 1000 99.9 99.9 100.0

ある ある

9&1 1000 98.1 100.0 100.0 100.0

-ft<rv) 一祸介助

一 ・介助 舍介助

一部介助 -H-ft-Kl 一鶴介助
一 ■介輪 -0 介 VI  編介Vt 一赫介V)
一 ・介助 介 th 一"介 V)

特刖な 特期なW合以界可 特翱な增合以并可

M.2 954 6&9 84.4 77.5 87.3

やっと・!える
ときど・で・る と・F*P・も

ときどき通じる

883 100.0 94.4 BS.3 100.0 100.0

ときどきめる ある

と・ど啻ある

と含どきある

ときど丧ある

ときどき為る

100.0 100.0 97.8 95.8 957 96.0

わる

見守リ、一都介助 全介助 見守り、一部介#) 見守り.一部介#) •守り.一編介#! 鼻・守り・一都介"！

・守り.一册介!!) ・守り.--■介#) 見？り.一静介助 P.守り.-・部介助 鼻・守り.一都介#3
見守り.一部介助 見守y.-»介助 -M 介#) 見守り.一郷介#) 见守U.-M介助 覚守り.-■都介#!

見守り.一棉介01 見守M.-W介#) ・守り.一都介#1 ・寺り・一都介助 JHFり.一部介#!

見守y,-«介¢) 見守り、一部介助 JI守り・一報介輪 九守9.-«介助

・寺り.-B^Bl S.^U. -M介© 見まリ・一部介#! ・おり.一H介#) K守り・一都介#J
全介・) 見守り.一都介#, 見守り.一都介#)

ときどきある

第にある

ある

と唐どきできる

ときど・林も ある

ときどきある

ときどきある ある

ときどきある ときどきある ある
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・障害程度区分状態像の例 区分3
・例書号 身体3A 身体3B 知的3A 精神3A 精神3B
2次判定 区分3 冬分3 @分3 区分3 区分3

プロセスn ©分3 区分3 区分3 IS分3 区分3
プaセスI 叭3 @分3 区分3 2分2 邑分2

譚富程!¥区分*準磚閘: 66.5 分 65.5 分 50.6 分 33.9 分 3&5分
食事 0.7分 5.7分 14.6分 0.7分 0.7分

1#廿っ 16.9外 10.5 分 4.8分 0$分 48分
移動 13.4 分 13.盼 &〇分 1.0分 2.7分

清廉保博 15.6 分 I&5分 4.2分 4.2分 4.2分
13.2 分 4」分 47分 14.7分 14.7 分

行・ 〇」分 4.8分 1」分 2.2分 2.2分
2.5外 4.0分 1.9分 1.5分 1.5分

医AU9 &1外 &1分 3.3分 9,分 5.7分

需痺｛左一上枝） ある ある

麻痺｛右一上肢） ある
1-1 »«{S-TBE) 林あ ある

瞬痒（右一下肢） ある

詹声（その他） ある ある

tt)tt(MUBi) ある

IfilBtHMS) ある

nnrmiMBM ある
1 2 i,Tin ある

IKB(9USi) 為る
IIITTC331

中!H評価瑣目点效 37.7 49.8 100.0 100.0 100.0

»W>
2-1 雷返り で考ない

2-2 Eきょがり できない

2-3 澤位 支えが必碾

2-4 両足での立位 で寺ない

2-5 歩行 で・ない

2-6 移柬 —SB介肋
2-7 sn -締介助 鼻.守りち 一部介助

申nn揮俗項目点数 60 90.B 87.5 1000 1000

WMV! 作
3-1 文ち上がり で庐ない

3-2 片足での立付 T靑ない 支えが0屋

3-3 洗為 ••"介助 金介助 一部介劫 一部介®]
中IH薛価瑣目点数 2&9 51.3 1000 S99 1000
Ubi^h

4~1ア. じょくそう

4-!イ. 庄!■劇e
4-2 えん卞

4-3 ・・援取 一部介#） 一都介助 0.7PUW
4-4 飲水 見守り毎 一部介助 見守り需

4-5 一亀介肋 -JB 介#)

4-6 -都介助 一部介助 JL守り第
中 MHB3S 点!* 78.1 54-9 63.2 1000 805
・の回り
5-1ア. □ismiK 一部介肋 -部介助 全介助
5-1イ・ 洗园 一部介¢] 一部介助 一齡介助
5〜1ウ. SK 一部介助 一部介助 一部介助
5-11. つめ切り 余介助 余介助 一88介助 一部介助

5-2 ア. 上衣の着説 -部介助 見守り・ 見守り*
5-2 イ・ ズポン繍の好脫 ~都介助 一部介助 見守り需
5-3 黑の内證 全介助 一部介助 一部介助
5-4 ・隹の管理 命介助 令介助 一瓠介助 令•介助
5-5 ・話の利用 全介助 全介助 全介助
5-6 決を 日常的に困H 希别な堰合以并可 ヨ常的に困難
中fifiHam自京敷 「 80.0 396 38.7 B96 42.9

6-1 視力

6-2 曲力 大戸がBIIえる

6-3-ア 煮惠の伝世 ときどきで・る と青ど青できる ときどきできる
6-4•・ア IS示への＜5 （C ときどき通じる ときどき通じる

6-5 ・ア. 毎日の日圧专理解 で寺ない

6-5 イ・ 生年月m寺いう できない
6-5 ウ. できない

6-51. 自分aif.nfいう

6-5 才. 今の垂・祭理解 で煮ない で畫ない
6-5 力. 場所の理解 できない
中IM解価"目点散 100.0 46.2 71.8 100.0 94.4
行動

被書的 航る
7イ 作話
?ウ 幻視幻曲 誘る ある
7 X 酬が不ま夕 と・どきある ある ある
7才 县夜逆転

7力 ・肯・行 おる ある
？キ 間じ席歩する ある 热る ある
？ク 大・を出す 折る ある
7ケ 介崔に抵按 ある
7コ

7サ 落も蹇きなし

7シ 外出して艮れない

7ス 1人で出たがる ある
7セ 収!《■ ある
?ソ 火のみ怡未
?夕 #!や衣HFWす
7チ 不溝行お

7ッ 負■仟th
ほぼ毎日

7テ ひどい物:5れ

中!H靜催E旦点!!t 1000 1000 93.9 633 56 7
林別な医!!！

8-1 点滴の■理
8-2
8-3 透析

8-4 ネトーvの

8-5
8-6 ノスビレーター

8-7 只管切finの処・

87 宇播の・滞

8-9 臣賢栄善

8-10 二9-澈ま

8-11 :よくそうの処・

8-12 庁一テA
B1HSH
9-1 as 全介助 全介助 全介助 見守り、一部介助 全介助
9-2 ・事の配下Ml 全介助 令介助 見守y.-w介助 令介站 鼻.守y.-«介助
9-3 為除 全介助 全介助 見守り.一部介助 全介助 全介助
9-4 ^;1 令介!h 全介助 見守り・一都介助 見即リ、一都介助 金介助
9-5 入港の準備片付け 辛介断 全介助 見守り、一都介助 全介V） 全介助
9-6 ■い柯 見守り.-ttfl-th ・守り.一部介助 余介助 令介助 令介Mr
9-7 交通手较の利用 全介助 全介助 全介助 見守り、一麹介助 全介助
B2瓊自詳
7卜 こだわり ある
7ナ 止 ほぼ毎日
7 二 不安定な行U 月に】回以上 ほぼ篡日 月に1回以よ
7ヌ Sら叩く需の行右

月に1回以上 月に1同以b
7ネ はをDfX第の行直 週に1回は上
7 ノ Q味等による行動 毎B（并出のナー”）
7ハ ■常と違う・

7 t 突発的行動
7ホ E復的打1»
CIR目样
6-3 — イ ヨ自の倉黑伝逮 ほとんどぶ可 ときどきできる
6-4-イ 兑明の理解 できない
7フ 1食.反すう壽

7へ 的 利る
7マ 甘人面の不安S？强
7ミ t欲がラしい ときどきある ある
7ム 舌がまとまらない

ある
7 メ 1中力が統がない ある ときどきある 紛る
7モ ヨ己の遇大秤価
?ヤ 豪い滚く捐否的
9-8 C字の視覚
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障害稷度区分状超像の例 区分4
号 身休4A 身体4B 知的4A 精神4A

2 次・1$ IS分4 星分4 区$4
@分4

プロセスH 区分4 E分4 底分4 @分4
ブaセス1 乞分4 邑分4 区分4 12*4

HSS1TK分・事睛№1: &9.6 分 89.0 分 70.9 分 師.8分
_ *« 0.7分 1%分 4.3分 31.0 分

楡せっ 26.7 分 佩9分 18.1^ 4®分
13.4 分 2.7分 13.8« 6.0分

分 15-6 外 17」分 14■〇 分
MK 2.2分 13.2 分 4.8分 13.7 分
HM (M分 0.1分 7.3分 4.3分

8.5分 5.8分 2.2分 1.5M
8.2分 6」分 3.3分 RA分

saw a
R«(£ 一上枝) 朽右 あも

(右一上Rt) ある ある

i-i SMX-卞 K) 為る 為る

麻算(右一下肢) 為る ある

ある ある

MMdMMB) 為る

na(KM«) ある
1'

中n^aasAK 6&2 00 100.0 100-0

s»
2-1 つかまれば可 できない

2-2 起き上がり つかまれば可 できない つか、まれば可

2-3 ・检俣拎 专戈が松鼻 支X,が
2-4 HiS?の立位 支えがあ■ できない

2-5 歩行 できない できない

2-6 移彙 一都介01 金介助

2-7 KU -・介助 全介助

15.1 2.6 100.0 a&o

3-1 fttiJ・がり つかまれば可 で・ない つかまれば可

3-2 片足での立10. できない できない 支えがあ・

3-3 洗・ 全介助 金介助 ・介助 一部介助

15.0 5.9 S1.3 G9.7

«tJN 介 ft
4-!ア. じょg

4-!イ. ftflKM ある ある

4-2 えん卞 見守り需

4-3 一 ・介助 金介助

4-4 飲水 見守り編 一 ・介助 -・介助

4-5 金介N) -・介!!)

4-B 壬介JM 一・介助 一 ・介・！)

63.3 37.0 73.3 79.3

*0iraiJ
5-1ア・ 一 ■介!!) 全介!h 金介”1
5-1イ. 一 ■介助 —■介！!) ・介!h 拿介!！！

5-1ウ・ WK 一 ・介助 -・介!!) 全介!h 全介!！］
5-1X. つめ切り 0介助 余介助 ・介励 ♦介!!)

5-2 ア. 上衣の着脱 全介助 一*介助 一・介!！)

5-2-f. ズポン 辛介S) -・介!b -Mfl-lh
5-3 豪の内鼻 一 ・介觀 全介!!！ -«1介
5-4 一部介助 金介!！) ・介！！)

5-5 ・話の利用 基介!h

5-6 ヨ第の・1!決金 で・ない 转S!なH會以并可

4>fWHBqiSAM 45.2 59.8 as 41.0

ssaa
6-1 複カ

6-2 出力

6-3-ア K£<D£X ほとんど不可

6-4-7 t・示への反!C 通じない

6-57. P •ない

6-5< 生年貝いう できない

6—5ウ・ HUlPtt で・ない

6-51. 書分いう できない

今の■・を理假 で•ない

6—5 ヵ, できない

4>nanaiisdtt 100.0 100.0 32.3 100.0

Frlk
?ア・ ■・的 ときどきある

7イ 作蛛

?ウ ある

?エ ■Wt6<不电・ ときど會务も

7才 »«>«£ 為る lht>

7力 “■行

？キ RCKrする

？ク 大・キ出す ある

?ケ

7コ 當!!の・・ ある

?サ 篦も暑きなし

7シ 并出l.TRh・ない

？ス 1人で出たがる 為る

7セ
?ソ

7夕 と・ど賣ある

7チ 不ま行凌

?ツ JI-tHtt.
7テ ひどい*!応れ

100.0 100.0 740 89.0

转射な■謹

8-1 AStnva
8-2 申心KMtX«
8-3
R—4 Ak-?ff>nv
0-5 ある

8-6 レスピレー§一

8-7 気・切Hon*
8-8 弄〇の・!《

B-S KVK*
8-10
8-11 :よくそうの処・

8-12

B13SM
9-1 ■9 金介助 全介助 全介!！］ *1>»1
9-2 ・・の丘下!* 余介助 辛介助 ・介ぬ W?FU. 一!!介V)
9-3 HNe 全介助 全介助 全介助 全介助

9-4 --------------------- 令介*) 余介助 全介助 鼻・守り.一!!介助

9-5 入港の!•借片付け 金介助 全介助 全介!!) M'ffM.-tt 介助
9-8 ■い输 ・却り-一邮介助 ・守U.-B介助 令介!h ・介0)
9-7 ま鼻军№の利用 全介助 全介助 全介!!) 見守り、一M介助
B2ngtt
7卜 二だわり

7ナ ftBi-frMflCit 希にある

7 二 不安费な行H) ヨに1@U±
7ヌ 言らWK・の行あ 月に1回以t

7ネ 做をMG・の行A 调に1回灿上
7 ノ Rtt・による行・

?ハ 通Ktと違う庐 日匸1回以上
?ヒ XAMfiUi ヨに1回以上
7ホ <511的行動

准自の：B思伝遑 ほとんど不可

NtD!の理*! できない

？フ ・食、反すう壽 週に')回以上

7へ #霍で恋11的 ときど寺ある

？マ 対人茴の不

7ミ ・敬がラしい と含ど・ある

7ム ほがまとまらない

7 メ ■e力がmかない ある ときど寺祐る

7モ 自己の遇大详俺

?ヤ ・い漫く櫛否的

9-8 文字のa*K12!S



障害覆度区分状矗憧の例

2次利定
ブ!□セスM
プロセス!

1・書糧!T虽分出MmIUI：
食・

律せっ

flfl播

行・

w«ntt
S«M9

k«*h

1-i

蛊・（方一トRt）
-上 IK)

辰・f方一卞IK）
M(«-TK)
薛・（その恤）

1-2

1!：
IW(ttHB)

Mt(fiHB)
M・好の从）

中 nffaixaAtt

2-1 «au
2-2 >eせ上がり

2-3
2-4 narto宜检
2-5 «fT
2-B
2-7

4MI ・伟
3-1 ■fi-hトがり

3-2 片足での立位

赫
申 mffaqiSAik

4-!ア. じとくそう
4—1イ.

4-2 えん下

4—3 *«sn
4-4 ttA
4-5 ttR
4-6

*nraij
5-1ア・ □B»S
3Tイ・ %■
5-1ウ. »■
5-1X. つめ切り

5-27. 上衣の着!K
5—2イ. ズポンW0»tt
5-3 ・の内*

5-4 *1*0)119
5-5
5-B BMOSSStX

KBtta
6-1 視力

6-2 ■力

6-3-7 ■島の伝盗

6-4ーア 構乗へのJE応
6-5 ア・ ・日の日“糸理備

6-5 イ. 生年月日をいう

6-5 ウ. BURtt
6-5X. ・分の4M*-いう
6-8 才. 令の・B»aK
6-6 力・

区分5
身休5A 知的5A 履神5A
世・5 罰5

区分S
邑升5 区弁5 E分5
区05 僵分5 @分5

1M-9 分 105.6 分 血6分
0.7分 惋0分 0.7«
21.3 分 23.砂 23.5 分
16.7 分 29.5 分 23.7*
15.6 分 23】分

13.2 分 9.7分 1<.0«
0.1分 0.1分 〇」分

6.4分 5.7分 1&7分
32$分 4.7M G6分

ある ある
坊右

ある ある ある

ある

ある

為る

ある

・る ある

B6.5 68.0 49.8

つかまれば可

できない つかまれば可

支えが必■ 倉分で支えれば司

でせない rtnn、 支えがあ■

で・ない で育ない つかまh.l£3
金介助 金介助

金介助 金・> 一錚介!!）

64 44.7 35.0

"ない つかまれば两

できない できない できない

行っていない 金介他 ♦介V)
00 5» ISO

ある

見守り繡 站り・

一・介!U 見守り綸

見守り・ 見守り繕 见守り・

金介助 ・介0> 令か・

全介・）） 奎介!H 全介购

513 3M 310

一■介助 全介助 ー・・0)
介!！） 余介!h -11 介!h

全介!）） -・介助

全介助 余介!h
一 ・介助 全介!）） 一 ・介諭
全介!）） 金か!b
一!9介助 金介Kr 一・介!h

金めKi -・介!！）

全介M> —1# 介！！）

日篇的に3靈 傅魅な出含以齐可

59.7 2.9 400

と・どきで*る と・ど・T*i
ときど@通じる ときどfiiUi

できない

で@ない

できない

で書ない

できない

100.0 H2 81.3

sn .
7ア 植窖的

7イ KH
7ウ 幻41幻・

?エ 酣・“萃更・

7才 vase
7力 a»fr
？キ mじ瞬事する

？ク 大・条出す

7ケ

7コ »N0)9B
?サ 期も■きなし

7シ 外出して8¢れない

？ス 1入で出たがる

7セ na«
7ソ 火の不惜未

?夕 す
7チ 不乳行・

7ツ 鼻・行・

7 T “ドい输宣れ
4>M0aii9Att
〇卿な・*

B-1 *31の・理
B-2 中わ!MK栄・

8-3 affi
B-4 ネIのM
8-5 HS«St
8-6 レスビレーター

B-7 気・切N1の显*

8-8
8-9 ft«X«
B-1O
8-11 じょ< そうの》・

8-12

Bimsit
9-1 na
9-2 ・事のETM
9-3 in
9-4 如

9-5 入港の準・片忡け

9-S ■い・

9-7 交通手itの利用

B2aeg
7卜 こだわり

7ナ •■•行mf・止
7 二 平安定な行it
7ヌ e^JVKW の行 3
7ネ 倉・《）<需の行娥
7 ノ Htt・による行・

7ハ 績篤と違う声
?ヒ 五傀的行■

?ホ saKffHi
CVSS
6-3-イ 检自のssea
6-4-イ HMASK
7フ 遇・、反すう“

7へ 9HTX・的

？マ 対人面の不安駅彈

7 S R&が 5LD
7ム 必がまとまらない

7 メ ■中力がMtかない

7モ 倉己の,大

?ヤ ・いat く拒否的
9-B 文字の祝覚的證!1

ときど・需る

ときどきある

ときどきある ときどきある

ある

100.0 9).8 93.7

ある

為る

芻る

金介!h 全介物 全介!））

全介!！） 余介!h 全介!））
全介”！ 全介!！） 全介助
余介ぬ ・介助 金介!！）
全介助 全介!h 金介!！）

介助 ♦介!b 余介!！）
全介脇 全介!）） 全介!））

ときどき务る

箱にある

・に拚る

壽にある

需に誘る

と倉どH-C9る

ある

ときど・ある

-8—



障害穆度区分状態像の例 区分6
・例・号

2次判定
プロセスロ

ブ!□セス1
障書穆度区分] 準HM:

食事

拚せっ

移勤
Ss«S

行助

詹・（左一rit）
泉养（右一上枝）

R«(£-TK)
廳・(右-TH}
矗・（その植）

1-2

MM(MMS)
构 ・(JHMS)
拘績（股HB）
拘•(■BUG!)

(足&Afll)
徇Hlその做）

中間脾価項冒点数

»»

2-1
2-2 灵き上がり

2-3 毒柚杯林

2-4 SE?の立位

2-5 步行

2-6 移彙

2-7

KMMft
3-1 立・上がり

3-2 片足でのSr杭
3-3 洗身

中 MtfSflSdtt

创M介f
4-!ア. じよくそう

4-!イ.

4-2 えん下

4-3
4-4 tt*
4-5 aat
4-6 ____

■の働り

5-1ア. a證清泰

5-!イ.

5-1ウ・ «v
5-1エ. つめ切り

5-2 ア・ 上衣の着談

5-2 イ. ズポン等の着st
5-3 atの内is
5—4 の・珂

S-5 ・轟の科用

5-6 a・の«aai
中 nBBIKSAtk
・ stna
6-1 復力

6-2 hea

6-3-7 st息の伝證

6-4ーア n示への用序

6-5 ア. ■Bの日標を理縈

6-5 イ・ ・歸貝日存いう

6-5 ウ. enten
6-5X. 自分のもm寺いう

6-6 才. 今の畢窗・理・!

6-5*. 増帯の理磁

中 MHSHSAIIl

frUi

7ア 續書的

7イ 作塀

?ウ 幻視幻聰

7 I mが不毛金

7才

7力
7キ 御じisをする
7ク 大声を由す

7ケ 介事に鮭杭

7コ 常请の悅宿

7サ きなし

7シ MHH.TJfれない

7ス 1人で出たがる

7セ VtM*
7ソ 火の不给末

?夕 幅や衣«・寺填す

フチ 不亲行0
7ツ m*h»
7 t びドい输烹れ

辑1Mな區・

8-1 点滴の・理

8-2 申心静・K栄善
B-3 诱析

B-4 ”ーマの枷・

8-5
S-6 レスビレーミ一

8-7 気・切IWの<&■

8-8 瘁您の暑tt
8-9 怪・栄養

8-10 モリー測ま

8-11 ;よくそうの如・

8-12 1t-tA

9-1 H3
9-2 •V0&TN
9-3 曙除

9-4
9-5 入満の績fi!片忖け

&-0 ■い输

9-7 ま鼻手越の利阳

7卜 こドわり

7ナ $1A•行!f!停止
7 二 不安定な行動

7ヌ ^kW<»の行右

7ネ 也※叩く耀の行鸟

7 ノ ・味审による行勦|

?ハ 通常と逮う声

7ヒ 奕龛的行動

7ホ 用柄的杆”！

cnsn
6-3-イ 金倉のH总伝連

6—4—イ 说明の理績

7フ ま食.反すう第

7へ ち練で褪!!的

7マ 対人面の不安緊强

7ミ ま敎がヲしい

7ム えがまとま9ない

7 メ 鋼中力が按かない

7モ 自己の過大評価

;ヤ ・いsk栢杏的
9-8 文字の視覧的腿播

身体6A 身体6B 知的6A 知的6B
区分6 世分6

区分6 は分6
区分6 区分6 园分6 区分6
区分6 区分6 区分6 区分6

134.0 分 126W 130.0 分 133.5 分
5じ5分 3.1分 51.55J 40.8 分
18.7分 273外 IB.O$t 18.0 分
16.0 分 12」分 16.9分 16.9 分
1&B分 24.9 分 19.9 井 11〇分

100分 6.8分 “.3分 10.0 分
0.1分 0.1分 〇」分 20.3 分
0.4分 41分 2.2分 2.2分
20.5 分 47」分 7.1分 13.5 分

ある かる

ある ある

ある

ある
ある おる

ある ある

ある AL

ある ある

ある ある

ある 為る

ある ある

00 0Q 100.0 100.0

できない で・ない つかまればヨ
できない できない つかまれば可
で・ない 自分で3F凭ればヨ 支えが必・
できない できない 支えが必・ 支えが必豪
で・ない できない できない つかまれば3J
全介助 全介助 全介助 一都介助
令介助 全介助 金介助 -を介助

0.0 10.0 47.8 16.9

Is・ない で・ない つかまればSI つかまれば司
できない できない できない できない

行っでいない 全介助 金介助 全介!!]
0.0 5.9 150 15.0

ある

ある
*・守り需 できない 見守り聲 見守り审
辛介!）） 余介!h 余介助 伞介！!）
全介!!} 全介肋 全介助 全介助
辛介助 命介助 ・介！！） •介!!]
全介!!） 仝介!！） ・介!h 全介助

9.4 13.7 21.2 19.3

全介!!！ 全介助 全介助 全介・!）
令介!!） 余介1h 辛介助 令■介!!）
全介!!） 全介助 全介・） 全介!！）
・介助 全介!h 金介助 全介助
全介"1 仝介!!） 全介!!） 全介助
令介!!） 金介肋 全介!h 金介!！}
全介助 金介助 全介助 全介!！）
余介!！） ・介助 金介助 余介!*}
辛・!!） 圭介!！） 金介!！！ 金介!！）

で・ない で・ない で倉ない で・ない
0.0 0£ 0.0 〇・〇

利歸不催 判Bi不能
大・がIMえる

できない で・ない で・ない できない

诵じない 通じない ときどき通じる 通じない
で・ない で・ない で余ない できない
できない で*ない できない できない
で•ない で*ない で音ない で會ない

できない でまない できない できない

できない で・ない で青ない で・ない

できない できない できない できない
2B.B 1.4 33.4 00

為る

と*どきある ある

ある

Aる

為る

ある

站る
ある

ある

ある ある

ある

ある

紘

ある

ほぼ■自
為る

100.0 1000 91.7 14.4

ある

ある
ある

ある

ある

ある

全介助 金介!!） 全介!*！ 全介肋

全介助 金介!！） 令介!!！ 辛介助

全介!!） 全介助 全介!h 全介助

全介助 金介!h 全介助 全介助

余介!!！ 全介!!） 全介！!！ 全介助

・介!h 令介!!） 令介!!） 全介助

金介B） 全介!15 全介!！） 全介!！）

ある

ぼぼ毎m

ほぼ毎B
ほぼ毎B
ほぽ毎日

sain 出の t-tn

日に頻间

日に植回

ある

できない で农ない できない できない

できない できない できない

ほぼ毎日

ある

ある

ある

ある ある
ある ある

ある

金介助
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＜二次判定変更事例集の収載内容について〉

・事例番号は、二次判定区分ごとに、番号を振っている。

例:区分〇事例〇

•各事例の最初のページ（事例番号が大きく書かれているページ）には、 

事例の概要を載せている。

•プロセスII区分 f 二次判定区分
-障害程度区分の有効期間.

•審査及び判定の概要（障害の概要、二次判定での判断の概要）

•各事例の市町村審査会資料、特記事項、医師意見書、概況調査票を載せ 

ている。

•市町村審査会資料の左下には、IADLスコア、行動障害スコアも表示し 

ている。（算出方法は次ページ）
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IADLのスコア、行動障害のスコアの算出

表1IADLスコア表

※各項目の点数を総Mした点数について、7点満点（全項目が全介助）を6点満点に!tき直して再ttMLfcttJR値をスコアとする。

調理（献立を含む） できる 〇 見守り・一部介勖 0.5 全介助 1.0

食事の配膳•下膳（運ぶこと） できる 〇 見守り•一部介助 0.5 全介助 1.0

掃除（整理整頓を含む） できる 〇 見守り•一部介助 0.5 全介助 1.0

洗濯 できる 〇 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0

入浴の準備と後片付け できる 〇 見守り•一部介助 0.5 全介助 1.0

買い物 できる 〇 見守り•一部介助 0.5 全介助 1.0

交通手段の利用 できる 〇 見守り・一部介助 0.5 全介助 1.0

表2行動障害スコア表

※各項目の点数を総計した点数について、19点満点（全項目が最高点）を6点満点に3（き直して再If算した結果値をスコアとする。

泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

暴言や暴行 ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

しっこく同じ話をしたり、不快な音を立てる ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

大声をだす ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

助書や介護に抵抗する ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

目的もなく動き回る ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

『家に帰る」等と書い落ち着きがない ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

1入で升に出たがり目が離せない ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

いろいろなものを集めたり、無断でもってくる ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

物や衣類を壞したり、破いたりする ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

特定の物や人に対する強いこだわり ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

多動または行動の停止 ない 〇 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0

パニックや不安定な行動 ない 〇 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0

自分の体を叩いたり傷つけるなどの行為 ない 〇 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に］回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0

叩いたり蹴ったり器物を壤したりなどの行為 ない 〇 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0

他人に突然｝aきついたり、断りもなく物を持って ＜る ない 〇 希にある 0.25 月に1回以上 0.5 週に1回以上 0.75 ほぼ毎日 1.0

環境の変化により、突発的に通常と連う声を出す ない 〇 希にある 0.25 週に1回以上 0.5 日に1回以上 0.75 日に頻回 1.0

突然走っていなくなるような突発的行動 ない 〇 希にある 0.25 週に1回以上 0.5 日に1回以上 0.75 日に頻回 1.0

再三の手洗いや、繰り返しの確認のため、日常動作に時間ががかる ない 〇 ときどきある 0.5 ある 1.0

-12-



障害程度区分二次判定変更事例集（平成18年8月24H）目次

事伸1番寻 林專 I回・爭-進 TV BES3.

区分2事例1

・統合失調症を発症し、強迫観念がある事例。
・脅迫症状が強く家事等日常生活面で支障が生じており、同症 
状により行動がスムースに行えず買い物や家中の清潔などに日 
常生活に関する支援に加え、強迫観念に伴う頻回の同様の行動 
への対応等介護に時間を要することを特記事項及び医師意見書 
から判断し、区分2に変更した。

1 1 2 特記事瑣 
医師意見・

15

区分2 事例2

・統合失調症を発症した事例。
・幻覚•妄想、意思疎通性に乏しい、判断能力に乏しい等の残 
遺症状力¢あり、身辺整理、清潔の保持等が困難であることを、 
また、判断能力に乏しいことや環境刺激で状態が不安定になる 
ことから、日常生活維持のための支援や自発的行動が可能な際 
の促しとフオロー、判断が困難な際のサポートなど介護時間を 
長く要することを特記事項及び医師意見書から確認し、区分2に 

しに〇

1 1 2 特記事頊 
医師意見書

23

区分2 事例:3

・統合失調症を発症し、糖尿病を合併した事例。
・下着を1週間交換しないなど日常空活面での支障があることに 
加え、糖尿病の管理が不良で、摂食上の注意等合併症に伴う支 
援が必要であることなどを特記事項及び医師意見書から判断 
し、区分2に変更した。さらに精神症状と糖尿病の不安定性から 
有効期間を1年とした。

1 1 2 特記事瑣 
医師意見書

31

区分3事例1

・重度の知的障害に聽覚障害を併せ持つ事例。
・難聴と知的障害のためコミュニケーションに重い障害があ 
り、また、日々の生活の中の様々な塌面でこだわりが認められ 
見守りや促しが必要である等、より長い介護時間を要すると判 
断し、区分3に変更した。

1 2 3 B2・C項目群 38

区分3事例2

・重度の知的障害で、ほぼ毎日夕食後、3時間程度不安定にな 
り、自傷、奇声など行動障害が見られる事例。
・飲水畳が多く、過食傾向もある。あわせて、聴覚過敏もあ 
り、支援に配慮が必要なことなど办、ら、介護時間が長くなると 
判断し、区分3に変更した。

2 2 3
特記事瑣 
医師意見書 
B2・C項目

46

区分3 事例3

・中度の知的障害、広汎性発達障害で、統合失調症を併発して 
いる事例。
・構音障害、吃音のコミュニケーションに障害があり、そのた 
め被害妄想を抱くなど精神症状も不安定で介護を拒む場面もみ 
られる。これらに対応することから、介護時間が長くなると判 
断し、区分3に変更した。

2 2 3
特記ヨ瑣 
医師意見書 

B2・C填目群
54

区分3事例4

・パニック障害とアルコール依存症の事例。
・現在断酒を続けているが、アルコールに対する精神依存が引 
き続きみられることに伴う対応を要すること、対人恐怖が強 
く、頻回に動悸、胸苦、過呼吸を伴うパニック発作が出現し、 
外出困難となること、しばしば食事摂取も困難となるなど、状 
態悪化時のサポートを要すること、身辺の世話の必要な時に援 
助を求めることが困難であり、指示や声かけ、見守りなどを要 
し、より長い介護時間を要することを转記事項及び医師意見書 
から判断し、区分引こ変更した。

2 2 3 特記事項 
医師意見書

61

区分3 事例5

・気分変調症を発症した事例。
・特記事項及び医師意見書から症状の不安定性があり、入浴は 
自らの決意では1〇日に一度がやっとであるなど日常生活面での 
支障が大きいこと、昼夜逆転がみられ、夜間における支援を要 
すること、不安定な状態になると暴言や大声を出すなど行勳上 
の障害も顕著であり、こうした状況への対応が必要なこと、ま 
た、希死念慮もみられ、こうした状況下での対応を要すること 
など、より長い介護時間を要すると判断し、区分3に変更した。

1 1 3 特記事項 
医師意見書

69

区分4事例1

・重度の知的障害と心因反応症状のある事例。
■あせりや脅迫的な状態にあるとき興奮し物を投げたり奇声を 
発したり蹴ったりする。スケジュールや支援者に対する強いこ 
だわりなどもあることから、介護に時間が長くなると判断し、 
区分4に変更した。

3 3 4
特記事項 
医師意見書 

B2・C項目群
76

区分4事例2

・中度の知的障害、反復性うつ病で、不快気分が著しい時に易 

怒的で興奮状態となる事例。
・グループホームで、世話入のちょっとした話しかけを曲解し 
たり、自分の思いが受容されないと包丁を振り回したり、謝る 
まで許さないため、世話人力ヾ何人も退職する状況力ヾあり、’さら 
に昼夜逆転による引きこもりも月1回程度ある。これらに対応 
し、また本人の訴えを傾聴し本人に分かりやすい支援を行う必 
要があることから、介護時間が長くなると判断し、区分4に変更 
した。

2 2 4
特記事ま 
医師意見書 

B2 • C項目群
84
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辜例番島 プロセスI プロセスn 2次判定 変更事由 ページ

区分4 事例3

・統合失調症を発症した事例。
・部屋から一歩も出ることができない、風呂に何年も入ってい 
ないなど身の回りのことは全くできない（姉が実施）など、日 
常生活面での積極的な支援を要すること、、行動上の障害も著 
しく、粗暴行為もみられる、こうした状態への支援を要するこ 
となど、より長い介護時間を要することを特記事項及び医師意 
見害から判断し、区分4に変更した。

3 3 4 特記事項 
医師意見書

91

区分4 事例4

・当初うつ病と診断され、後に統合失調症と診断された事例。 
■ B2 • C項目群、特記事項、医師意見書から引きこもり状態 
であり、また、洗髪、歯磨きなど身の回りのことが全くできて 
いないなど身辺の世話に関する対応に加え、飲酒、過食が著し 
く飲食面での管理に関する支援を要すること、ほぼ毎日一日中 
泣いている等情緒不安定がみられ、こうした状況へのサポート 
を要すること、昼夜逆転もあり夜間対応を要することなど、よ 
り長い介護時間を要すると判断し、区分4に変更した。

2 2 4
B2-C項目 
群、持記事 
瑣' 医師県 

緒

98

区分5事例1

・四肢の麻痺に重度の知的障害を併せ持つ事例。
・排辰排便や清潔保持等が全介助であることに加えて、ほぼ毎 
日ある不安定な行動や過食、てんかん発作の頻発等、介護によ 
り長い時間を要すると判断し、区分5に変更した。

3 3 5 B2・C項目群 106

区分5 事例2

・最重度の知的障害で、先天性甲状腺機能低下症、重積のてん 
かん発作がある事例。
・頻回に他害、異食、自傷、危険な行動があり、行動障害、精 
神症状に関する介助項目が多く、介護の手間がかかると特記事 
項、医師意見書から判断し、区分5に変更した。

4 4 5
特記事項 
医師意見書 
B2-CH目群

114

区分5 事例3

・重度の知的障害で、周期性の興奮、不眠状態がある事例。 
・排便時に排泄物を壁になすりつけたり、葉を口に入れるなど 
の異食行為、奇声、暴行（母親の髮を引つ張る）、破衣等の行 
動障害がみられることから、これらに対応するため、介護時間 
が長くなると判断し、区分5に変更した。

3 3 5 B2 - CIJS 目群 122

区分6 事例1

・脳内出血による左片麻痺、視覚障害、高次脳機能障害の事 
例。
・排尿排便時にも人に知らせることができず、清潔保持を含め 
て全介助の状態である。また、記憶障害、遂行機能障害、社会 
的行動障害があって、日常生活では全面的に要介護の状態で、 
より長い介護時間を要すると判断し、区分6に変更した。

5 5 6
Cで目群 
特記事琪 
医師意見書

129

区分6事例2

・聴覚障害、重度の知的障害によりコミュニケーションが十分 
にとれず精神的に不安定になることが多い事例。
・このため、施設通所がほとんどできない。さらに、拒食（值 
食）、興奮が頻回にあり、排尿排便のコントロールができず、 
おむっを着用するなど、日常生活において全面的に介護が必要 
なことから、介護時間が長くなると判断し、区分6に変更した。

5 5 6
特記事項 
医師意見書 

B2・C項目群
137
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区分2事例1

区分2事例1

I
区^ae: 区分1一区分2

5 3年間

飪及び判定〇）M：
・統合失調症を発症し、強迫観念がある事例。

・脅迫症状が強く家事等日常生活面で支障が生じてお 

り、同症状により行動がスムースに行えず買い物や 

家中の清潔などに日常生活に関する支援に加え、強 

迫観念に伴う頻回の同様の行動への対応等介護に時 

間を要することを特記事項及び医師意見書から判断 

p し、区分2に変更した。

I
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区分2事例1

1一次判定等

门ス セ プ ス セ プ 定 判 次 間 期 审 有

結 定 判 知 区 知 区

4
分 区 年 酢 隣 蟲 雕 期

S
器
I
L

尿 輛 基 分 区 穆 窖 障 分

一

分 
a

分 分
7̂

分
4" 分 分

2判定調査項目

A項目群 稠査桔果

麻

1-1

麻痺佐—上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺佑一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮0W彌）

拘縮（肘!3TO
拘縮（股蜩）

拘縮（膝関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

髓

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位嘩

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 糜

2 一フ 移動

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特别痕

4-1ア・ じょくそう

4-1イ・ 皮膚

4-2 えん下

4-3 食・m
4-4 畑

4-5 排尿

4-6 排便

身の回り

5—1ア・

5-1イ. 拓

5-1ウ. 整髮

5 -1 X. つめ切り

5-2 ア・ 上衣の蒼脱

5-2 イ・ ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 r介助

5 — 4 金銭の确 一部介助

5-5 蔣の利用

5-6 日常の意思決定

6-1 視力

6-2 聴力

6-3-ア 意思のgit ときどきできる

6-4 ーア 指示への反応

6-5 ア. 毎日の日課を理解

6 — 5イ・ 生年月日をいう

6-5 ウ. 融記憶

6 — 5エ. 自分の名前をいう

6-5 才. 今の孝節を理解

6-5 力. 塢所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複朋作 特別価 身の回り 意思嚴 行動

100.0 100.0 99.9 100.0 87.3 94.4 90.7

I ADL 行動昨

0.42 点 1.02 点

? ア 被害的

フィ 帕

7ウ 幻^m
7 エ が;F軽
7才 昼旄転 ときどきある

7力 ある

7キ 同じ話をする ときどきある

7ク 大声を出す

7ケ 加に抵抗

7 コ

7サ 落ち着きなし

7 シ 外出して戻れない

7 ス !人で出たがる

7セ 肚痒

7 ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壊す

7チ 不潔行為

7 ッ 異食樋

7 テ ひどし晦助

特別な斑

8-1 点滴の倔

8-2 中心静脈栄養

8-3 透折

8-4 いのa®
8-5 細磁

8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の処・

8-8 mの〇

8-9 経管耘

8-10 モニター測定

8-11 じょくそ・うの処直

8-1 2 カテーテル

日1項目群
9-1 調理

9-2 食》の£下膳

9-3 腸

9-4 . 卿

9-5 入浴の準備片忖け

9-6
9-7 交通手段の利用 見守り、一M介助

B2孑目群
7 卜 こだわり ときどきある

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な行動

7 ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行含 週に1回以上
7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発怖動

7ホ 反復的行動 ときどきある

C項目群
6 — 3 ーイ 独自の意思伝逢

6 — 4—イ 説明の理解

7 フ 過氢反すう等

7 へ 理で悲翩 ある

7 マ 対人面の不安卿 ある

7 ミ 意欲が乏しい ときどきある

7 厶 話がまとまらない ときどきある

7 メ 集中力が続かない

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く拒否的 ときどきある

9-8 文字の視覚的認識
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区分2事例1

特記事項

1 麻痺等に関連する項目についての特記事項

卜1麻痺等の有無1-2関節の動く範囲の制限の有無

(1-1)日常生活に支障となる麻疼や筋力の低下は見られない。作業所に徒步や亘転車で一人で通っている。

(1-2)上下些とも自由に動かせ、支障はない。

2 移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
(2 -1,_ 2)_つかまらず行Nる。ー ー __

(2-3,_ 4)_支えな£堡持でき一勺2_______________ ____ _______ ____________ _____
(2-5)作業所まで片道10分を雨の日は歩いて、晴れの日些自転車で通っている。

(_2-6)_支障なく行える。 __

(2-7)作業所は1人て:通Zているが、本屋には他人の視線が気になり1へで辽寸ない。

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身

(_3 -1,_2)_支障な〈行えるゝ______________________________________ ______________ _______________________________

(3-3) 1EJ1回、1冬丫シャワー浴している。

4'身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便

(4 —1)皮』F疾恿なし。― __ _ _

(_4 一 2)支障£ くできる。

(4-3)_箸を使用し、1人で食べられる。作業所にはお弁当(冷凍食品)を持っていって食べている。

(4一4)自分で飲みたい時に飲んでいる。___ ____ ____ _______ _________________________ _________

(4-5)支障な一〈できる。

(4-6)便秘あり。下剤を飲んでいて、1日1回排便がちる。

5'身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱，5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5-1)_ア.イ.流しで1a 2回(朝•夜)自分で行っている。

(5 —1)エ・手足とも自分で切っている。 一 _ _ _ 一

(5 — 2)支障なく行乙空。一___________________________ ______________ __________ ______ ____________________________

(5-3) 4週間分もらってきた薬を1週間分ずつ母親にケースエ分けて入れても上っている。飲むのは自立。

(5-4)年金の申から母親足月の小遣いをもら・、小額のき自己管理している。 一

_(5 - 5, 6)作業所を休む時には自分で電話できる。 一 __ ______ _______________ _

6コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- 1視力，6-2聴九6-3-7意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶・理解,

(6 -1,2)日常生活に支障はない。 一__ ____ __________

(6-3)問いかけに対しI答えられるが、自分が言ったことに対して他人がどう思うか等、先のことを考えてしまい、意 

思を伝達できないことがある。 _______ _______________________

(6-4)特に支障はない。 _______ _________ ______________

(6-5)ア.作業所には忘れずに通之ている。 ―

(6-5)イ.即答できる。

_ (6-5)ウ・「才匕ビを見て、'た」と正答。

(6-5)エ.力.正石雀に答之ろ。 ______ _____ ________________________

(6 — 5 )才.「〇月、春」と答之る〇 _ _
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区分2事例1

7行動に関連する項目についての特記事項

7行動（ア〜ヤまで）

（才）月1回くらい、盟をの1時間〈らいしか眠れないことがきる。 一

（力,ネ）週1回くらい、母親の腕を叩いて、翌日母親の手がおがらなくなることがある。 ―

（キ）こだわり、同じことを何度も言った1）する。

（ソ）家の鍵を1箇所かければいいのに、2箇所かけないと気がすiない。使った畤に何度も火を消したかどうか確認する。

（ート）いつものヘールバーでないと、気持ちが不安定になってしまう。 ―

（へ）「殺される」という不安があ1）、先週1週間、外が怖くて出られなかった。

8'医療に関連する項目についての蒔記事項

8医療

（ ）医療は知ナていな,____________________________________________________________________________ _ _________

9生活に関連する項目についての特記事項

9-1調理，9-2配下膳,9-3掃除，9-4洗濯，9-5入浴準備,9-6買物，9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

（9 一1）カレーの材料を買ってきて調理する。

（9-2）料理の盛りつけ、配膳、下膳はする。食器洗いはやればできるが、母親の役割なのでやっていない。

（9-3）自分の部星は、週,1〜2回掃除機をかけてい■る。布団も自分で干している。

（9-4）1日1回洗濯機で洗濯している。 一

（9-5）入浴はほとんと.シャワー浴。風呂場の後片づけは父親の役割なのでやったニとがない。

（_9-6）_父親が網膜色素変性症によ.る^^* Aり身障一2級、母親ザ脊髄性小児麻痺による両下肢機能障害の身障1級の 

ため、体調が良い時は、1日1回近所のスーバーに1人で買、、物に行っている。ぬ人の視線は気なるが、決め 

られた物は買いに行くことができる。 一

（9-7）他人の視線が気になることと、電車•バスな匕乗・）方が分からないので1人では乗れない。人が一斉に自分のこ 

とを見ていると思ってしまう。
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区分2事例1

医師意見書

記入日平成年 月 日

1.傷病に関する意見

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 （■）明.大・昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。

主治医として本意見書がサービス利用計画作成に利用されること 

医師氏名

に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 fax （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 □初回02回目以上

（3）他科受診の有無

□有 □無

（有の場合）一口内科口精神科口外科口整形外科□脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科□眼科口耳鼻咽喉科□リハビリim沼口歯科□その他（ ）

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については'!.に記入）及び発症年月日

1.統合失調症 発症年月日 （昭和•帚） 4年 月 日頃）

2. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和・平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•@成） 7年 10月〜 7年 n月 （傷病名:統合失調症 )

2.昭和•评成） 12年 12月〜，13年 6月 （傷病名:統合失調症 )

（2） 症状としての安定性 □安定 0不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

強迫症状、被害関係麦想、不安があり病感はおるが、病識はない。 _____ _____ _

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

中学校不登校。平成4年8月〇〇受診していたが、平成15年11月〇日当院に紹介になり初診。その後入退 

院4回くり返し、平成13年6月〇日退院後は定期的に外来通院している。症状は強迫症状、被害関係妄想、 

対人関係球通性の欠如、それによる不安感でおる。治療は薬物療法、精神療法を行っている。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 口点滴の管理 

□レスピレーター

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置

特別な対応

ロ吸引処置（回数 回/日,□-一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、・酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

□疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無

（有の場合）一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

___________________  口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 0その他（強迫行為）ー ー

（2） 精神・神経症状の有無

0有（症状名統合失調症 ）□無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向□幻視•幻聴0妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

0その他（強迫行為）

•専門医受診の有無刁有（〇〇病院）□無
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区分2事例1

＜てんかん〉

□有 □無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右口左）身長=155.3cm体重=46.0kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持 口減少） 

ロ四肢欠損 倍"立: 程度:口軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 □中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） 口右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 倍"立: 程度 :口軽 口中 口重）

ロ筋力の低下 倍!5位: 程度:口軽 口中口重）

□関節の拘縮

□肩関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽口中 口重）

□股関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽口中 口重）

□肘関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽口中 口重）

□膝関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽口中 口重）

□その他 （部位: )

□関節の痛み （部位: 程度:口軽 口中□重）

□失調•不随意運動•上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 □重）

ロ褥瘡 倍0位: 程度:口軽 口中口重）

□その他の皮膚疾患倍M立: 程度:口軽 口中□重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

一 対処方針 （____ ______________________________________________________________________________ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 刁特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ ）

•摂食について 刁特になし □あり （ ）

•移動について 0特になし □あり （ ）

•その他 （ ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） セ無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

強迫症状による行動。被害的に常に他者にと・う思われているかを気にしている。何度も財布の中を確認し、ド 

アノブにも触れず、また、今どう思っているか他者に確認したくなる。金銭感觉は乏しく、計算能力も欠けて 

いる。家中ではど.うにか生活出来るが、買物なと・は他者が気になり、また強迫行為があり、スムーズに行動で 

きない。両親と同居しているが、両親とも病弱なため、買物の手助けや家中の清潔に援助してもらいたい。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;4能力障害;3 ）伴り定時期 平成〇年〇月〉

〇生活障害評価:（食事;3 生活リズム;2 保清;2 金銭管理;4 服薬管理;2
 対人関係;4 会的適応を妨げる行動;*1 ）伴IJ断時期 平成〇年〇月〉
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区分2事例1

概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふり力¢な

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男・女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 — —

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1・2・3・4・5・6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由・内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級・（2統・ 3級

5）障害基礎年金等級 1級•(2^)

6）その他の障害年金等級 1級• 2級・ 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）・有（他人介護料無し）・無

w 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 23回程度（受診は2週間に1回、買物や友人と会う） 

社会活動の参加の状況（ ） 

過去2年間の入所歴:□なし □あり

あり〇入所期間: 年 月〜 年 月

年 月〜 年 月 

•過去2年間の入院歴:□なし □あり

あり〜入院期間: 年 月〜 年 月

年 月~ 年 月

• その他

自動車の運転は医師力' ら禁止されているため、

入所した施設の種類（ ）

入所した施設の種類（ ）

入院の原因となった病名（ ）

入院の原因となった病名（ ）

普段は自転車で行動している。
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区分2事例1

vi就労関連について、サービスの種類や量に関するこ—とを中心に記入してください。___________________

・ 就労状況:口一般就労 □パート・アルバイト 刁就労していない □その他（ ）

・過去の就労経験:一般就労やパート・アルバイトの経験 □あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり □なし

中断の有無 □あり刁なし

• 就労希望の有無:□あり□なし

具体的に

人間関係をうまくやっていく自信がないので働けない。

VC 一日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_______________

・主に活動している場所:□自宅 0施設 □病院 口その他（ ）

火•水は9 : 〇〇〜15 : 00、木は9 ; 〇〇〜12 : 〇 〇を作業所で過ごしている。交通手段は 

主に自転車。昼食はお弁当（冷凍食品）を持って行っている。他の日は、買い物に行ったり、友人 

と会ったり、電話したり、自室でCDを聴いて過ごしている。

w 介護者関連について、jtービスの種類や量に関することを中心に記入してください。________________

・介護者の有無:□なし刁あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

父•母•本人の3人暮らし。父は身障（網膜色素変性症による視野障害）2級、母も身障（备髄性 

小児麻痺による両下肢機能障害）1級を持っている。本人が通院の時は、母親が運転して連れて行 

っている。父母とも障害はあるが、自立して生活している。

ヘルパーは週1回2H、月曜日に利用し、調理を一緒に行っている。

竺 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 生活の場所:□自宅（単身）口自宅（家族等と同居）ログループホーム□ケアホームロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

自宅で2階建て住居。居間は片づいている。本人は在宅している時は、2階の自室で過ごしている 

ことが多い。

x その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。
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区分2事例2

I
区预更:区分1T区分2

有効期間:2年間

鮭及び判定＜Dm：
I .統合失調症を発症した事例。

I ・幻覚•妄想、意思疎通性に乏しい、判断能力に乏し 

! い等の残遺症状があり、身辺整理、清潔の保持等が 

! 困難であることを、また、判断能力に乏しいことや 

! 環境刺激で状態が不安定になることから、日常生活 

麗 維持のための支援や自発的行動が可能な際の促しと 

S フォロー、判断が困難な際のサポートなど介護時間 

I を長く要することを特記事項及び医師意見書から確 

线 認し、区分2に変更した。
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有効期間1
対 器 騙 斑 城

僻
畳一

分 
a

分 分
4

分
3

分 分
2
 

X
分

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻 .

!一1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）.

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘晰）

拘縮股晰）

拘縮（膝甌）

拘縮促阪）

拘縮（そ咖

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位駅

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2 — 7 移動

作

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3~3 洗身

特別価

4-!ア. じょくそう

4-1イ・ 皮膚趣

4-2 えん下

4-3 食wm®
4-4
4-5 排尿

4-6 排便

身の回り

5-1ア・ 口^^

5-1イ. 趣

5-1ウ. 整鑒

5 -1 X. つめ切り 一部介助

5 — 2ア・ 上衣のM脱

5-2 イ. ズボン等のM脱

5-3 薬の内服

5-4 金銭の管理 部介助

5-5 電話の利用

5~6 日常の意思決定

6 —1 視力

6-2 聴力

6 一 3 ーア 就思のSil
6 — 4 —ア 指示への反応

6-5 ア・ 毎日の日課を理解

6 — 5イ. 生年月日をいう

6-5 ウ・ 脚記憶

6 — 5エ. 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解

6-5 力・ 場所の聲
-----------严------------------

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複 特別倆！ 身の回り 意思馳 行動

100.0 100.0 99.9 100.0 B&2 100.0 95.1

I ADL 行動時

1.71点 〇・ 31点

行動

? ア 被害的

7イ 膳

7ウ 幻視幻聴 ある

フェ 感砒环妊

7才 昼蛇耘

7力 暴言怖

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す

7 ケ 介護に抵抗

7 コ 常時の^徊

7サ 落ち着きなし

7シ 外出して戻れない

7 ス !人で出たがる

7セ 做癖

7 ソ 火の禅末

7夕 物や衣®を壊す

7 チ 不潔行為

7 ツ 異食册

7テ ひどし物忘K
特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 いの処!S
8-5 酸素療去

8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 疼痛のWU
8-9 軽恃栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

項目群

9-1 調理 見守り、YP介助
9-2 食$の配下膳

9-3 m 見守り、一部介助

9-4 趣 見守叭ヨ介助

9-5 入浴の準備片付け 見守り、t介助

9-6 買い物

9-7 交通手段の利用

B2頊目群
7 卜 こだわり

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な行動

7 ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による档a
7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発怖動

7ホ 反復的行動 ある

C項目群
6  3  イ 独自の意思伝達

6 — 4 —( 説明の舸

7 フ 過食、反すう等

7 へ 憂證で悲観的 ときどきある

7 マ 対人面の不安緊張

7 ミ 意欲が乏しい

7 ム 話がまとまらない

7 メ 集中力加統かない ときどきある

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く鹿的

9-8 文字の^覚^m
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

()

()__________________

2'移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持，2-5歩行，2-6移乗,2-?移動
(2-5)薬の副作用もおり、歩くのはつらいとのこと。足腰を鍛Nなくてはという思ゝ、呼り、2◎でくバイクでなく自 

転車で移動している。

() __

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- !立ち上がり,3-2片足での立位保持，3-3洗身
() ___________________ _________ __________________________________

丄 )__________________________________________________________________________________

4・身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
(4 一 5)トイレが近いと話す。緊張もおってか、調査時も約1時間の間に2回トイレで席を立った。 _

() ________________________________

5・身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用，5-6日常の意思決定

(5-1)ア.総入れ歯を自分で洗浄している。

(5-1)エ.腰疱がちる時は足のつめは切れないのでヘルバーに切つgもらう。 一 ___

(5-3)薬箱なども使用せず管理できているが、自己判断で服薬を中断したすることがお・)、訪問看護師が1回/週卷 

訪し、本人の状況を确認している(本Ali#除のため［こ来ていると思って_いる)。自分では、ちゃんと飲めてい 

__ると話す。 一

(5-4)社協の金銭管理援助事業を利用し、家賃を引いた食费と小遣いを月二回に分けて渡してもらう。その中でのや 

〇 <りはできて_いる。 ―

(5-5)電話がかかって〈ることに対して恐怖感がちり使用したくはな、、护、施設に連絡をする際に必要なので利用して 

い1〇 〇 _ ___ ____ __ _

(5-6)食になると、しっこく相談してしまう面がある。

6コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- 1視力，6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3-4本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(_ )______________________________________________ _________________ ___________________________________ _________

(_____________________________________________________________ ______ ____________________________________

7'行動に関連する項目についての無記事項

7行動(ア〜ヤまで)

(ア)自分の不調を他者のせいにしてしまうようなこくもある。 _________

(ウ2ひと?でいる時に約聴が聞こzるため音楽やテレビでまざら杯している。 一

(サヽへ、マヽミ)平成17年12月自宅にいるにもかかわらず、自宅が他にあるような気がして場所が分からなくなり1 
ヶ月任意入院した。背景として、一人で頑張らな < てはとの決意でヘルパー支援を控え無理をしすぎた 

ことと、自己判断で服薬を中断するといったことがあった。現在は、タト出したり人と会ったりすること 

がしんと、、E)もちるが、自宅で寝込んでしまうと入院につながってしまうとの思いから、日に1回は必 

ず、精神障害者地域生活支按センターに顔を出している。体調次第で、3 〇分程度しかいられない日も
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_ あれ崔、一朝から夕方まで過ごすこともある。 一

(ホ)畫化製品のスイッチや施錠なとー、タト出の際は確認に時間がかかる2時間には正雀・で、時間を約束すると気になって2 
〜3時間前から落ち着かなくなり、本人自身しんどいと訴;しる。そのため、支援センター-の顔出しは特に時間は決 

包Iいない。__ _ ______ __ __

8・医療に関連する項目についての特記事項

8医療

________________ _ __________ _ ______ _____ ____________ ______________ _________________ ____________________  

丄)___________________ ______ _ _________ _ ________________________________________________________ _____________

9・生活に関連する項目についての特記事項 '

9-!調理.9-2配下膳,9-3掃除,9-4洗濯,9-5入浴準備,9-6買物,9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

(9-1)ヘルパーが数日分まとめて調理したものを温めて食べている。ヘルパーの調理を見るのは好きだが、後からその 

段取り通りに自分で作をというのは萼しく、自分で作るのはインスタントの味噌汁やラーメン程度。

(9- 3)_机の汚れた箇所を执いたりはするが、部屋をきれいに掃除するというのは難しい。

(9-4)洗濯機の使用と干すことはできるが、・たたむのはヘルバーが行っている。洗濯物を分類して片付けるのはしんど 

いとのこき_。 __ ___ _ __ __ ___

(9-5)入浴の準備は自分;Cする。風呂は3日に1回で,他のE!はシャワーを浴びている。風呂掃除をしていると不安な 

気特ちになるため掃除はヘルバーにしてもら7。 _

(9 — 6)調理の材料はヘルバーに買って来てもらうが、健康を考Z、自分で牛乳やみかん等を購入して食べている。 

※生活全般に意欲はちり、頑張りたい気持ちもあるが、負荷がかかりすぎる前に自分で回避することができず不調になる 

ため、訪問や見守りが必要。

-26-



区分2事例2

医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 C ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。

主治医として本意見書がサービス利用計画作成に利用されること 

医師氏名

に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

0有 口無

（有の場合）T0内科口精神科口外科口整形外科□脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科□眼科口耳鼻咽喉科□リハビリラ7ヨ潯□歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.統合失調症 発症年月日 鯉）•平成 50年 1月 日頃）

2.高血圧症 発症年月日 （昭和-®> 18年 1月 〇日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•疑成；17年12月〜 18年 1月 （傷病名:統合失調症 )

2.昭和•毎茂）10年7月〜 11年 1月 （傷病名:統合失調症 )

（2） 症状としての安定性 □安定 ロ不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

_______情動の不安定さ、意欲の尢進と低下や困惑状態出没など病状が全体として安定しない。

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

昭和50年1月幻觉•妄想状態にて発症。昭和50年1月〜約1年間入院加療し、その後か来通院を続け、平成7年6月〇 

日〜平成7年12月〇日、平成10年7月〇日〜平成11年1月〇日と金錢管理困難、日常生活破綻のために再入院してい 

る。病状は幻聴が持続し関係妄想なと■陽性症状に加之、無為•好褥•だらしなさな匕残遣症状も著しく経過。平成:11年2 
月より訪問着護、地域生活支援センターの援助を受けつつ、かろうじて在宅療養していたが、病状は不安定なままであっ 

た。平成17年12月〇日数日来不眠.で急に「家に帰る道が分からない」と警察に保護され、困惑状態著しいため入院とな 

った。薬物調整により在宅療■養可能なまでに回復したが、社会遗応力に乏しく、身辺整理を含めた日常生活維持は医療ス 

タッフ、介護支援スタッフの適・切な援助が不可欠な状況におる。連合弛・緩著しく、判断能力は十分と言ミず、環境刺激で 

情動不安定、困惑状態出没するなど安定しない。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 口点滴の管理 口中心静脈栄養

□レスピレーター 口気管切開の処置

特別な対応

ロ吸引処置（回数 回/日,口一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護□経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）（ラバーシーツの利用）

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

刁有 □無
（有の場合，一 口昼夜逆転 □暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

_______________ 口火の不始末口不潔行為□異食□，性的行塹障害 0その他（判断力低下、現実検討カ低下）

（2） 精神•神経症状の有無

0有（症状名幻覚•妄想 •残遺症状 •連合弛緩 ） ロ無

（有の場合）-口せん妄 □傾眠傾向 0幻視•幻聴 □妄想 □失見当識 □失認□失行

ロ認知障害 □記憶障害 （短期、長期） 0注意障害 忆遂行機能障害 0社会的行動障害
□その他（ )

'専門医受診の有無刁有（ ) ロ無
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＜てんかん〉

□有 □無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 □月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（口右0左）身長= 163 cm体重=63 kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持 口減少）

ロ四肢欠損 倍"立: 程度:口軽 □中□重）

□麻痺

□左上肢 （程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢 （程度:口軽 口中 口重） □右下肢（程度:口軽□中 口重）

□その他 （部位: 程度: 口軽 口中□重）

ロ筋力の低下 倍M立 程度: 口軽口中口重）

度

度

度

度
 

程

程

程

程

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左

□ 股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左

□ その他 （部位 )

□関節の痛み （部位:

□その他の皮膚疾患倍"立;

□失調•不随意運動•上肢 □右 （程度:口軽 □中

•体幹 □右 （程度:口軽 口中

•下肢 □右 （程度:口軽 口中

口褥瘡 （部位:

動w

fi)

□
 

ロ
ロ

口軽口中 

口軽口中 

口軽口中 

口軽口中

程度:口軽

□左

□左

□左 

程度:口軽 

程度:口軽

□重） 

口重） 

口重）

口重）

口中□重）

（程度:口軽

（程度:口軽

（程度:口軽 

口中口重） 

口中□重）

口中□重） 

口中□重） 

口中□重）

4.サービス利用に関する意見

（1）現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

0尿失禁 

□心肺機能の低下

T対処方金十

□転倒•骨折

□痛み

（

ロ徘徊

□脱水

□褥瘡 口嚥下性肺炎 □腸閉塞

□その他（ ）

.□易感染性

）

（2）介護サービス（ホームヘルプサービス等） の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について □特になし □あり （高血圧症 )

•嚥下について 0特になし □あり ( )

•摂食について □特になし 0あり （メニュー選択、調理に際し本人意向と協働の視点を尊重する必要あり）

•移動について 0特になし □あり ( )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意・ 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。） _ _______________

表情はしかめ顔で思考障害として連合弛緩が著しい。疎通性は表面的で、応答は保たれているが、判断力が充 

分とは言えず、現実検討力も乏しい。そのため不要な物を買ってしまい、金銭的に困窮する事態になったり、 

他■者にだまされた.り、うまく利用されてしまうことがある。しかし本人はそのように判断できず、自分の言動 

を良しとし、スタッフの助言を受け入れず、自己中心的になることがある。身辺整理、清潔の保持が困難で、 

スタッフの援助なしには日常生活維持が不能と考えられる。無為•自閉傾向にあり、社会適応のためには医療 

従事者の適切な援助が不可欠である。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;4能力障害;4 ）伴リ定時期平成〇年〇月〉

〇生活障害評価:（食事;5生活リズム;4 保清;5 金銭管理;5 服薬管理;1
対人関係;4 社会的適応を妨げる行動;2  ）伴IJ断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 — 一

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 一

n認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1-2-3-4-5-6

2）身体障害の種類 視覚障害・聴覚障害•肢体不自由・内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 • 2 級・ 3 級

5）障害基礎年金等級 1級•遊

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）皐］他人介護料無し）•無

n 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 30回程度

社会活動の参加の状況（通院1/4W。毎日、艾援センター-顔出ししている。 ）

•過去2年間の入所歴:口なし □あり

あり・入所期間: 年 月〜 年 月

年 月~ 年 月

• 過去2年間の入院歴:□なし 0あり

あり= 入院期間:平成17年12月〜平成18年 

年 月~ 年 月

入所した施設の種類（ ）

入所した施設の種類（ ）

1月入院の原因となった病名（統合失調症 ） 

入院の原因となった病名（ ）

その他

自転車や原付バイクを運転し、毎日のようにタト出している。
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________ .

• 就労状況:口一般就労 □パート・アルバイト ロ就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 0あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり □なし

中断の有無 □あり□なし

•就労希望の有無:□あり □なし

具体的に

製造業1年-呉服営業1年一収集業務1年

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•主に活動している場所:刁自宅 ワ施設 □病院 口その他（ •）

家でひきこもったり、他者との交流を避けていると、不調となって入院に至るという思いから、1 
日1回は、必ず自転車で2 0分くらいの支援センター^顔を出している。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 介護者の有無:0なし □あり

-介護者の健康状況等特記すべきこと

家族とは、関わりを持っていない。

母親の遺影を部屋に飾っている。

IX 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________________

・ 生活の場所:0自宅（単身） 口自宅（家族等と同居） ログループホーム □ケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

ワンルームタイプの’アパート1F、角部屋。日当たりもよく、周囲は田畑。民家やアパートも徒歩 

圈内にある。

ヱその他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。________________________________ 

統合失調症（1回/4W通院、1回/W訪問介護、2回/W家事援助）。

1人身で「自分でがんばらなくてはならない」思いが強く、バイクから自転車へ移動手段をうつし 

て足腰を鍛えようとしたり、ヘルバー利用を控えたりとがんばりすぎ、昨年12月入院に至った経 

緯あり。また、自己判断で服薬の中断をすることもある。
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区分2事例3

区^X: 区分1一区分2

mm：!年間

就;sび判定咖要:
・統合失調症を発症し、糖尿病を合併した事例。

・下着を1週間交換しないなど日常生活面での支障が 

あることに加え、糖尿病の管理が不良で、摂食上の 

注意等合併症に伴う支援が必要であることなどを特 

記事項及び医師意見書から判断し、区分2に変更し 

た。さらに精神症状と糖尿病の不安定性から有効期 

間を1年とした。

评
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1一次判定等

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺删

1-1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（そ砲）

1-2

拘縮（肩师）

拘縮（肘晰）

拘縮（股晌

拘縮（膝晰） ある

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位静

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移葉

2-7 移動

3-1 立ち上がり つかまれ1垣
3-2 片足での立位

3-3 洗身

特別曲

4-1ア. じょくそう

4-1イ・ 皮膚疾患

4-2 えん下

4-3 食

4-4
4 — 5 排尿

4—6 排便

身の回り

5-!ア・ □检林

5-1イ・ 题

5-1ウ. 整髮

5 -1 X. つめ切り  部介助

5-2 ア・ 上衣©®脱

5-2 イ. ズボン等切脱

5-3 薬の内服 一部介助

5-4 金銭の管理 一部介助

5-5 msの利用

5 — 6 日常の意思決定

6-1 視力

6-2 聽力

6-3-ア

6 — 4 ーア 指示への反応

6-57. 毎日の日課を理解

6 — 5 イ. 生年月日をいう

6 — 5ウ. 短期記憶 できない

6-5X. 自分の名前をいう

6 — 5才. 今の季節を理解

6-5 力. 場所の鲫

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複作 特別介護 身の回り 意思疎通 行動

89.5 100.0 69.6 100.0 81.5 94.0 95.6

I ADL 行動昨

2.14 点 0.15 点

行動

? ア 被害的

7イ 幅

フゥ 幻視幻聴

7 X
7才 昼夜逆転

7力 暴言琢

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す

7ケ 介護に抵抗

7 コ 冊询徊 ときどきある

7サ 落も着きなし

7 シ 外出して戻れない

7 ス 1人で出たがる

7セ 蚁癖

7 ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壞す

7 チ 平潔行為

7 ッ 異食柚

フテ ひどし物忘K ときどきある

特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透折

8-4 入L?の処置

8-5 稣澎去

8-6 レスピレーター

8—7 気管切開の処置

8-8 疼痛の看護

8-9 経管栄養

8-10 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

項目群

9-1 調理 全介助

9-2 食事の配TK
9-3 全介助

9-4 . 卿

9-5 入浴の準備片付け 見守り、一部介助

9-6 買い物

9-7 交通手段の利用

B2項目群
7 卜 こだわり

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な行動

7 ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発的行動

7ホ 反復的行動

C項目群
6 — 3 ーイ 独自の意思伝達

6 — 4 —f 説明の理解

？ フ 過食、反すう等

7 へ 憂鬱で悲観的

7 マ 対人面の不安緊張

7 ミ 意欲が乏しい ときどきある

7 厶 話がまとまらない

7 メ 集中力が続かない ときどきある

7 モ 自己の過大評価

フヤ 疑い深く扌陌的

9-8 文字の視覚的認識
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺馳有無,1-2関節の動く翹の制限の有無

(1-2)起床時、膝が痛くて立ちづらいことがおる。 ー ー

2'移動等に関連する項目についての特記事項

2- 1寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
(2-2)糖尿病のため低血糖にな』ぢちで、起き上がるときには、横に向き手をつかないと起き上がれない。

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
(3 -1)糖尿病のため低血糖になりがちで，一ふらついて転倒する匚ともおるため、壁につかまって立ち上がっている。

___________________ _ ________________________________ _________________________________ ______________
4身辺の介護等に関連する項目についての焉記事項

4- 1じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便

(4-2)むせて咳が出ることがおる。 _ _

_______________ ______ _________________________________ _____________ _______________________________________

5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5—1)エ.握力がなく、足の爪切りができていな「、ため、ヘルバーに依■頼する予定である。

(5-3)処方された薬を飲みすぎるため、ポーとしたり、ふらつくため、主治医から注意されている。

(5-4)自分では調理せず、タト食したり弁当を買ったりするため(購入時の支払いはできる)、赤字になり借金すること 

一がおる。 ー ー ー

6コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- !視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3-イ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(6-5)ウ.調査の直前匚何をしていたか忘れて思い出せない。 一

() ________________________ _________ ________________________________

7'行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア〜ヤまで)

(才)眼剤を毎日内服している。 __ ________ ____________________________ ______ _____________ ________

(コ)いらいらして落ち着かなくなると自転車に乗り、出かけてまぎらわしている。 一

(ソ)昔、放火して家が燃Nてしまった。

(チ)排泄物にさわることはないが、着替・乙はちま1)しない。

(テ)臀部への筋肉注射をしているグ、左右どちらにした?'聞かれても觉2ていない。 一

(ミ)證が切れると動けなくなるため、横になって過ごすことがおる。

(メ)やる気が起こらず、本や新聞を読んぢJ)、何かしていても集中できず、途中でやめてしまう。

8医療に関連する項目についての特記事項

8医療

()______________________________________________ _ ________________________________________________ ______ _____

9生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理，9-2配下膳,9-3掃除,9-4洗濯，9-5入浴準備.9-6買物,9-7交通手段.9-8文字の視覚的認識使用

(9-1)糖尿病の食事療法が必要であるが、調理しようという意欲や能力がな〈、タト食や弁当を買って食べている。

(9—3)自分で掃除や片付けする意欲や能力がなく、ヘルパーに任せている。

(9-4)着棒2をちま0しないため、洗濯はおまりしていない。

(9-5)自分で風呂にお湯を入れられるが、掃除はできないため、ヘルパーにしてもらっている。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男

女

〒 

連絡先 （ ）明.大・昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 fax （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

0有 口無

（有の場合）-*0内科口精神科口外科0整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリチショ沼 口歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.統合失調症 発症年月日 （（昭和＞ 平成 60年 月 日頃）

2.糖尿病 発症年月日 （昭和色应） 16年 月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1. 昭和＜®＞17年 12月〜平成18年 1月（傷病名:統合失調症、糖尿病 ）

2. 昭和.（〇）17年 5月〜平成17年 6月（傷病名:統合失調症、糖尿病 _______ ）

（2） 症状としての安定性 □安定 0不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

糖尿病のコントロールが不良で精神症状にも波がある。 _

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

昭和60年頃よ〇言動にまとまりがなく家で興奮し、母に暴力をふるうようになった。

昭和60年から平成9年まで3回、〇〇に入院している。退院後も他者への暴行などの、行動上の障害があっ 

た。平成13年3月〜1ヶ月入院した。その後平成13年5月〜9月に2回目の入院、退院後は外来通院を続け 

ていた。平成15年6月〇〇を紹介されタト来通院し、糖尿病合併や精神症状の悪化などにより、平成17年に 

2回短期間〇〇へ入院した。その後も糖尿病で精神症状の不安定さをくり返しながら現在服薬外来で治療・中。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 口点滴の管理 口中心静脈栄養

特別な対応

ロレスピレーター 

□吸引処置（回数

口気管切開の処置 

回/日,口一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置□酸素療法

口疼痛の看護□経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3 .心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

0有 口無

（有の場合）ー ロ昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

0火の不始末 刁不潔行為 □異食 □性的行動障害一 口その他（___________ ）

（2） 精神•神経症状の有無

0有（症状名 ）口無

（有の場合）一 口せん妄 □傾眠傾向□幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害0遂行機能障害□社会的行動障害 

0その他（無為）

•専門医受診の有無口有（ ）□無
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＜てんかん〉

□有 □無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態   :

利き腕（忆右□左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持 口減少）

ロ四肢欠損 （部位: 程度:口軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 口重） 

□右上肢（程度:口軽 口中 口重）

□左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 

倍M立:

程度:口軽 口中 口重）

程度: 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□肩関節 口右（程度 口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□股関節 口右（程度 口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□肘関節 口右（程度 口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□膝関節 口右（程度 口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□その他 （部位: )

□関節の痛み 倍M立: 程度: 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動•上肢 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患（部位: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

0失禁 □転倒•骨折 0徘徊 口褥瘡 □嚥下性肺炎 口腸閉塞 0易感染性
ロ肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

一 対処方針 （血糖値のコントロークが不良、食事指導が必要 ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 口特になし □あり （ ）

•嚥下について 忆特になし □あり （ ）

•摂食について 口特になし 0あり （血糖のコントロールが良くなる食事指導）

•移動について ワ特になし □あり （ ）

•その他 （ 一 ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

糖尿病を合併しているが、コントロール不良である。平成17年5月には自宅にて4〜5日意識不明で近隣の 

人に発•見され、救急病院に搬送され、何とか事なきをえた。週に1〜2日のホームヘルプサービスは必要であ 

る〇

人格水準低下しており、身辺処理もままならず、下着なども一週間交換しないこともある。入浴サービスなど 

も必要。身辺を清潔に保つことと、血糖値のコントロールが重要である。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;3能力障害;3 ）伴9定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;4 生活リズム;4 保清;4 金銭管理;3 服薬管理;2
対人関係;3 社会的適応を妨げる行動;2  ）伴り断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふり力¢な

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男・女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 一 —

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1-2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6

2）身体障害の種類 視覚障害・聴覚障害•肢体不自由•内部障害・その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級徐• 3級

5）障害基礎年金等級 1級• 2級

6）その他の障害年金等級 1級・ 2級• 3級

7）生活保護の受給. 有（他人介護料有り）•逋）（他人介護料無し）•無

w 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

ゝ_地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。______________

• 外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）: 3〇 回程度（食事（外食）、精神科月2回受診。首•肩•

腰•背中•足の痛みがあるため、整形タト科へ月の半分程度受診している）

•社会活動の参加の状況（なし ）

•過去2年間の入所歴:□なし □あり

あり=> 入所期間: 年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ ）

年 月~ 年 月入所した施設の種類（ ）

•過去2年間の入院歴:□なし □あり

あり=> 入院期間:17年12月〜18年1月 入院の原因となった病名（統合失調症 ）

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ ）

■その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

・ 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト 0就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 刁あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり0なし

•就労希望の有無:□あり □なし

具体的に

就職先があれば、半日くらいの仕事がしたい。

V1I日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________

•主に活動している場所:0自宅 □施設 0病院 □その他（ ）

午前中、リハビリのために〇〇へ受診し、首のけん引等を実施している。

自宅では、TVを見たり音楽を聴いて過ごしている。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•介護者の有無:0なし□あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

市内に兄が居住していて、時々連絡している。

K 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

・ 生活の場所:□自宅（単身） 口自宅（家族等と同居） ログループホーム □ケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

市営住宅5階建ての2階に居住。

4〜5年前から居住（自宅は火事のため消失）。

3DK。

x その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 _______

居宅介護 家事援助 8時間/月。（週1回水曜日13： 3 〇〜15： 00） 
短期入所 7日/月 まだ利用していない。

1回に1泊2日程度だが、1ヶ月に2回利用することもある。
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区分3事例1

区^S: 区分2 -＞区分3

有効期間:3年間

春査及び验加要:

・重度の知的障害に聴覚障害を併せ持つ事例。

・難聴と知的障害のためコミュニケーションに重い障 

害があり、また、日々の生活の中の様々な場面でこ 

だわりが認められ見守りや促しが必要である等、よ 

り長い介護時間を要すると判断し、区分3に変更し 

た。
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1一次判定等

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻

1一!

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺佑一下®）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（属师）

拘縮（肘甌）

拘縮（股im）
拘縮曦甌）

拘縮（足师）

拘縮（その他）

2-1 蘇り

2-2 起き上がり

2-3 座位翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

3-1 立も上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特別痕

4-1ア. じょくそう

4-1イ. 皮膚翹

4-2 えん下

4-3 食事摂取 見守り等

4-4
4 — 5 排尿

4 — 6 排便 見守り等

身の回り

5-17. 一部介助

5—1イ. 一部介助

5-1ウ・ 整髮 全介助

5-11. つめ切り 一部介助

5-2 ア. 上衣の着脱

5 — 2イ. ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 一部介助

5-4 缽の管理 一部介助

5-5 電話の利用 全介®1
5 — 6 日常の意思決定 特別活合以外可

6-1 視力

6-2 聰力 ほとんど聞えず

6-3-7 ほとんど不可

6-4-7 指示への反応 ときどき通じる

6-57. 毎日の日課を理解

6-5 イ. 生年月日をいう できない

6-5 ウ・ 短期記憶 できない

6-5X. 自分の名前をいう

6-5 才・ 今の季節を理解 できない

6-5 力. 場所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複畅作 特別临 身の回り 意思馳 行動

100.0 100.0 99.9 80.9 4& 9 46.6 86.3

I ADL 行動疇

3.00 点 1.10 点

fr® mm
? ア 被害的

7 イ 倔

フゥ 幻視幻聽

7 X 惑情妊雄

7才 昼夜逆転 ときどきある

7力 暴言彌

フキ 同じ話をする

7ク 大声を出す

7ケ 介護に抵抗

7 コ 常時の徘徊 ときどきある

7サ 落ち着きなし

7 シ 外出して戻れない

フス 1人で出たがる

7セ 嗽癖 ある

7 ソ 火の不始末 ときどきある

7夕 物や衣®を壊す

7 チ 不潔行為

7 ツ 異食翎 ときどきある

7 テ ひどし嘴忘れ

特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 ストマの処置

8-5 麻磁

8-6 レスビレータ-"

8-7 気管切開の処置

8-8 師の彌

8-9 経管栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

項目群

9-1 爾理 見守り、r介助

9-2 食事の配下膳 見守り、一部弁助

9-3 見守り、一^介助

9-4 卿 見守り、一SS介助
9-5 入浴の準備片忖け 見守り、一部介助

9-6 見守り、一部介助

9 ーフ 交通手段の利用 見守り、一^介助

B2項目群
7 卜 こだわり ある

7ナ 多動-行動停止

フニ 不安定な行動

7 ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動 月に1回以上
7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発怖動

7ホ 反復怖動 ときどきある

C項目群
6-3-イ 独自の意思伝達 ほとんど不可

6-4-イ 説明の朗 ほとんど不可

7 フ 過食、反すう等 希にある

7 へ 憂鬣で悲観的

7 マ 対人面の不安弼

7 ミ 意欲が乏しい

7 厶 話がまとまらない

7 メ 集中力が続かない

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く扌陌的

9-8 文字のt競
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特記事項

!麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

2移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗，2-?移動
(2-7)作業所からの帰路、長時間、除草などにこたい、帰宅が夜7時ごろになることがおる。

3'動作等に関連する項目についての特記事項 ................................. ..............

3- !立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
(3-3) 一人でできるが洗い残しがおる。产かけをしないと1〜2時間かかり(一＞ 洗身のみでな〈入浴全体に時間がかか 

っている)、声かけによる促しが必要。 ー ー

4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
(4一3)注意して見ていないと、好きな副食は他の人の物まで食べたり、店舗(自営)の食べ物まで持ってきて食べる。 

(4-6 )ズボンを便所の外で全部脱いで入ろうとするのご注意と見守りが必要。 _ .

5'身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5-1)ア.しーない匸とがよ〈少1)―、声かけが必要。磨きだしたらいつまでも磨いているが、歯の表面だけ。 

(5-1)イ.促さないと洗わない。

(5—1)ウ.鏡を見ても無関心で母が介助。

(5—1)エ.爪が伸びても無関心。促すと切るが、深爪になるので母親が見守る。

(5- 2)_ア.着るものは母觀が用意。寒いときに1枚多く着ることができない。

(5 — 3)用意すると自分で飲むが、何の薬かは理解していない。

(_5-4)_財布の中に常に千円を入れている。ジュースなどは自芳で買う。財布の中身は母超が確認して補充している。

(5 — 5)聞こZないので電話として機能していない。

(5-6)こだわりのちることについては本人の意思を感じるが、他のことでは困難。

6コミュニケーションに関連する項目についての特記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶・理解,

(6-_2)__感音性難聴のため、音は鮮明に聞こ文にくい(7 6 d b)。音声は聞こ2ておらず、太鼓のような振動音は可。 

聴觉障害によるコミュニケーション障害が、人間関係や行動面での課題を顕在化している。

(6 — 3  ア,イ)お腹がすいたときなど母親の顏をのぞきこむ程度。・

(6 — 4)絵カード、独自の身振りで通じる。文字は認識できない。

(6-5)ア.絵カードなどを使って理解する。時間は分からない。

(6 — 5)イ〜オ.音声言語、書き言葉がきいため、概念形成ができていなかったり、できていた_としても空えられない。 

(6-5)力.家と作業所の区別はついていると思われるが、それ以かの場所はよく理解できていない。

7'行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア〜ヤまで)

(才)週に1〜2日は、、 夜の2時まで起きている。 __ 一

(コ)自宅近くのバス停から1〇分程度の距離を1時間半以上うろうろして帰っている。

(セ)ネ,ジ、釘、虫の死骸。一 __ _ __ __ _

(ソ)使い捨・てライターで火遊びをしていて警察に補導されて、注意している。

(ツ)ネジーや釘を乎に含む。砂を吸い込む。 ―

(卜)ネジ、釘など。道ばたの草の除草。

(ヌ)小学校2年頃までは自分の頭を壁に打ち付けていた。
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(ノ)言葉の問題もあると思われるが、作業所の事務所に入ってきて物品を持ち出す。

(フ)夕食をおなかいっぱい食べても、店で出す食品を食べてしまう。

(ホ)手洗いでは石けんを泡立てて遊ぶので洗い終わるまでに時間がかかる。作業所で、玄関から更衣室までの間に確認し 

たい場所があり、10分以上かかる。シーツの小さなゴミなどを取り除申、ないと眠れない。

(メ)作業中、突然立ち上がってこだわりに関する行動がみられる。

8'医療に関連する項目についての特記事項

8医療

9 生活に関連する項目についての特記事項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除，9-4洗濯.9-5入浴準備,9-6買物，9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

(9一1)冷凍食品を電子レンジにかける程度。 ―

(9-3)声かけをすると掃除機・を使う。 ________ ______一 ___

(9-4)洗濯機は使わせていない。干すことはできる。一タオルはたためるが服はたたり_ない。

(9-5)苕替の準備は母親がする。湯加減はできない。長時間入浴するため冷めて風邪をひくことがおる。

(9-6)近くのコンビニなら店員に頼んでおるので、お基子を買いに住(ミーとはできる。お金力冬［なければ、家族宛に 

電話をもらうことになっている。

(9-7)通所に使っているバスは1回分だけの運賃を渡.している。バス停でバスを選.んで乗ることはできない。〇〇から 

の帰りは、同じ方面に帰る仲間と一緒にバスを利用。一人では公共交通機関は利用できない。

(9-8)自分の名前は、形で識別できているようだ。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名 ,・ーー

医療機関所在地 FAX （ ） .

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無
（有の場合）一口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科□泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リノ、ビリ〜ヨ沼 口歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見__________________________________________________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1•に記入）及び発症年月日

1.知的障害 発症年月日 <&・平成 54年 5月 〇日頃）

2.聴覚障害 発症年月日 •平成 54年 5月 〇日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•平成 年 月〜 年 月 傷病名: )

2.昭和•平成 年 月〜 年 月 傷病名: )

（2）症状としての安定性 0安定 ロ丕麦垂ーーロを閃
（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） 一

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容 

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

障害は固定した状態で、投薬などはしていません。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応

口点滴の管理 口中心静脈栄養

□レスピレーター 

ロ吸引処置（回数

口気管切開の処置 

回/日，口一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置□酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無

（有の場合）一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（ ）

（2） 精神•神経症状の有無

0有（症状名 ） □無

（有の場合）-口せん妄 □傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

刁認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無口有（ ）口無
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＜てんかん〉

□有 0無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（口右叼左），身長= 174.2cm体重= 75.7 kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加0維持 □減少） 

ロ四肢欠損 倍B位: 程度:□軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 □重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） 口右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 （部位: 程度:□軽 口中 口重）

ロ筋力の低下 倍0位: 程度 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度 口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 股関節 □右 （程度 口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度 口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度 □軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ その他 （部位 )

□関節の痛み （部位: 程度 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動 •上肢 □右 （程度 :口軽 .□中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 □重)

•下肢 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度 □軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患（部位: 程度 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

対処方對 （ _ _ ________________________________________________________________ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ ）

•摂食について 0特になし □あり （ ）

•移動について 0特になし □あり （ ）

•その他 （ - ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

聴力障害障害4級。 

知的障害重度A。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価 :（精神症状; 能力障害; ） 伴I］定時期 平成 年 月〉

〇生活障害評価:（食事; 生活リズム; 保清; 金銭管理; 服薬管理;

対人関係; 社会的適応を妨げる行動; ) 〈判断時期平成 年 月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふ LJ がな

性別 男•女

年齢

生年月日

( )歳

対象者氏名
年 月 日

現住所

〒 

電話 ー ー

家族等 

連絡先

〒 ・

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 ー ー

皿認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1• 2 • 3 •(4)• 5 • 6 
X---- ヽ

2）身体障害の種類
視覚障害•應覚障勃•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 ⑥ A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級・ 3級

5）障害基礎年金等級 れ妙2級

6）その他の障害年金等級 1級・ 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）・有（他人介護料無し）9Q

iv現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）:上回程度 （作業所通所を除く）

•社会活動の参加の状況（青年学級 1回/2ヶ月 ）

•過去2年間の入所歴:□なし 刁あり

あり=> 入所期間: 2001年6月〜 年 月 入所した施設の種類（知的障害者通所授産施設）

年 月~ 年 月入所した施設の種類（ ）

•過去2年間の入院歴:□なし □あり

•その他

あり〜入院期間: 年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（

)
)
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関するこ一とを中心に記入してください。___________________

• 就労状況:□一般就労 □パート•アルバイト 0就労していない □その他（ ）

・過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 0あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり 0なし

•就労希望の有無:□あり□なし

具体的に

卒業後の3年間弱、経営者の理解があってリネン会社で働いていたが、コミュニケーションの問題 

なと・、本人を受け止めるのに周囲の人が苦労している様子が本人と家族に伝わり、心苦しくなって 

退職した。家族としては、できれば就労してほしいが、困難だと思っている。

vn日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_____________

•主に活動している場所:□自宅 0施設 □病院 口その他（ ）

社会就労センター〇〇。母の仕事の都合で午前11時ごろに本人を送ってくる。

土•日は母の自営（スナック）の後片付けの手伝いを少し手伝うようだが、無為に過ごすことが多い。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________________

•介護者の有無:□なし刁あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

母子家庭。深夜までの仕事もあり、疲れがとれない。店の関係で就寝が午前3時ごろになるため' 

身辺処理の細部への介助等、本人に関わる時間がなかなかとれない。自分で起きて作業所へ通所し 

てくれればよいと感じている。母は病気等はないが、本人が病気になって入院した場合等、店を閉 

めなければならず、収入減に直結する。新しい介護者（ヘルパーなど）では本人が受け入れてくれ 

ない可能性が大きく、と・うすればいいか対応に苦慮することになる。

IX 居住関連について、一サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 生活の場所:□自宅（単身） □自宅（家族等と同居） ログループホーム.□ケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

店舗付き住宅で、本人は店舗にも出入りしている。

X その他、サービスの種類や量に関するこーとを中心に記入してください。_______________________________

（現在、新しい受給者証を発行してもらっていて、手元にないため母の記憶）

ホームヘルプ 18時間 ショートスティ 7日（従来3日。受給量を増やしてもらっている） 

ホームヘルプ 青年学級参加への支援に利用。

ショートスティ 昨年度、〇〇（施設）で何回か利用。
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区分3事例2

I
広分换;区分2 一反分3

有効期間:3年間

び验の概要:

・重度の知的障害で、ほぼ毎日夕食後、3時間程度不 

! 安定になり、自傷、奇声など行動障害が見られる事 

|例。

I ・飲水量が多く、過食傾向もある。あわせて、聴覚過 

! 敏もあり、支援に配慮が必要なことなどから、介護 

! 時間が長くなると判断し、区分3に変更した。
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1一次判定等

プロセスnプロセスI 1

判定結果: 区分2

障害程度区分基準時間:
40.8 分 !

2次判定

区分2 区分3 食事 排せっ 移動 間接 行動
機能 

訓練

医療 

関連| 0.7分
2.4分 1.0分 140分 3.2分 105分 1.5分 7.5分

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺輸

1-1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺佐一下肢）

麻痺佑一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘辐（眉関節）

拘縮（肘関節）

拘縮（fl$m）
拘縮（膝晰）

拘縮促麵）

拘縮（その他）

移動

2-1 殴り

2-2 起き上がり

2-3 戟翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特别加

4-1ア. じょくそう

4—1イ. 皮膚疾患 ある

4-2 えん下

4-3 食朝莎

4-4 切K 一部介助

4-5 排尿

4 — 6 排便

身の回り

5-!ア.

5—1イ. 题

5-1ウ. 整髮

5 -1 X. つめ切り 全介助

5-2 ア. 上衣の着脱

5-2 イ・ ズボン等の®脱

5-3 薬の内服 一部介助

5-4 金銭の管理 全介助

5-5 務の利用 全介助

5-6 日常の意思決定

武ma
6-1 視力

6-2 聴力

6-3-ア 意思の

6-4 ーア 指示への反応

6-5 ア. 毎日の日課を理解

6 — 5 イ， 生年月日をいう

6-5 ウ・ 短期記憶

6 — 5エ・ 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解 できない

6-5 力・ 場所の酹

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特別临 身の回り 意思 行動

100.0 100.0 99.9 84.1 69.3 93.2 61.5

I ADL 行動嚴

4. 28 点 2.92 点

冊 調^!^
7 ア 被害的

フィ

?ウ 幻視幻聽

7 エ 慈情林证 ある

7才 昼夜逆転

7力 暴言彌

フキ 同じ話をする ある

7ク 大声を出す ある

7ケ 介護に抵抗

7 コ 常時の徘徊 ある

7サ 落ち着きなし ある

7 シ 外出して戻れない

7 ス 1人で出たがる

7セ 峻癖

7 ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壊す ある

7チ 不潔行為 ある

7 ツ 異食樋

7テ ひどし沏忘れ

特別な酗

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 スHの処置

8-5
8-6 レスビレーター

8-7 気管切開の処直

8-8 Mの彌

8-9 経管栄養

8-10 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

B1項目群
9-1 調理 全介助

9-2 食事の配下膳 見守り、ヨ介助

9-3 全介助

9-4 卿 見守り、r介助

9-5 入浴の準備片付け 見守り、T介助

9-6 買い物 全介助

9-7 交通手段の利用 見守り、r介助

B2項目群
7 卜 こだわり

7ナ 多動,行動停止 ほぼ毎日

フニ 不安定な行動 ほぼ毎日

7 ヌ 自ら叩く等の行詹 ほぼ毎日

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声 希にある

7 ヒ 突発怖動

7ホ 反復怖動

C項目群
6 — 3 ーイ 独自の意思伝達

6 — 4ゴイ 説明の理解

7 フ 過食、反すう等 ほぼ毎日

7 へ 憂體で悲馳

7 マ 対人面の不安緊張 ある

7 ミ 意欲が乏しい

7 ム 話がまとまらない

7 メ 集中力が続かない ある

7 モ 自己の過大評備

7 ヤ 疑い深く扌箔的

9-8 文字の視覚的認識
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

]-1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

2 移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動

3動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう（床ずれ）等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取，4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
（4-1）イ・手、足の爪を嚙む行為が日常的におるため化膿している。 ____

（4-4） 一回の飲水量が乡いため产かけが必要。 __________________

5'身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

（5 -1）エ・手足の爪ゝ自分で嚙んでしまう特異行動おり。炒空咎更生ザ企'■一'2________ ___________ -_______
（5-3）自分で時間になると飲むことはできるが見守りは欠かせない。情緖不安定時の頓服は、服薬拒否おり。 

6コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-？意思の伝達,6-3-イ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

（6- 3-ア）本人の要求について、口阴にて単語程度の会話にて意思の表現をする程度。

（6-5）才.衣類が季節每に選べないことからできないものと思われる。 _ __ _ _

7"行動に関連する項目についての特記事項

7行動（ア〜ヤまで）

（ウ）部屋の片隅をじっと見つめることが多くちるが、幻觉が見えているかは判斷がつかなじ。 _

（才）睡眠薬服用にて夜間は眠1れている。服棊し忘れると不眠となる。 一

（エ,ク,二，ヌ）平成18年4月頃より、ほぼ毎日、夕食後から3時間程情緒不安定。表情険しく自分の腕を嘍む自傷行

為、奇声（大声でのうなり声）がある。

（キ）日常的に同じことを繰り返して聞き返すことがおる。

（コ,サ）日常的に徘徊あり（目的の有勲は不明）。

（夕）テレビのリモコン等を嚙んで壊す。

（チ）約1年前に便を手でこねる行為がちった。現在、唾、痰、鼻汁を手でこねる行為お1）。

（ナ）日帯的に多動で落ち着きがない。

（ヌ）自分の手、指の皮を剥き血を出ーす。 _ __ _______ __

（ネ）壊すほと.ではないが床を踏み鳴らしたり、壁を叩く行為が、ほぼ每EJ夕食後より3時間ほと・ちる。

（ノ）好意を抱いている人に対しては、顔や体を触る。 ―

（ハ）人混みや高い声、音に対して大声をおげ召ことがちるため、介助者が配慮をしている。

（フ）毎食過食傾向のため声かけにより適正量の盟整を行っている。

（マ）基本的工他者との圏わりを好まないたゆ、夕助者が配慮をしている。 ___

（メ）日中作業矫では、作業に全く集中できないため支援者がマンツーマンで対応している。

8 医療に関連する項目についての特記事項

8医療

9生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理.9-2配下膳,9-3掃除，9-4洗濯，9-5入浴準備，9-6買物，9-7交通手段，9-8文字の視覚的認識使用

コ2）配圏ゝ;F膳は声かけの指示にてできる。自分から食器を洗うことも林におり。

（9-3, 5）声かけの指示によりできる。
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(9-4)洗濯機のスイッチ操作は介助者が行う$畳み方が雑なため、介助が必要。

(9 一?)以前はバスを乗り換えて一人で授産所に通うことができていたが、現在の不明,電車は経験がないため介 

助が必要。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 （ ）明.大.昭・平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無
（有の場合）二口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリラ7ヨン科□歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見________________________________________________________________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1•に記入）及び発症年月日

1.精神遅滞 発症年月日 〇昭租）平成 54年 月 日頃）

2. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2）症状としての安定性 0安定 ロ不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及が投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

精神遅滞あり。自傷行為、精神運動興杳みられ、平成n年より、当院にて治療。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 □点滴の管理 口中心静脈栄養

特別な対応

□レスピレーター 

ロ吸引処置（回数

□気管切開の処置 

回/日,□一時的

ロモニター測定（血庄、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3.心身の状態に関する意見 

（1）行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

刁有 □無

（有の場合）一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

_____________________口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 0その他（興奮、自傷）

（2）精神•神経症状の有無

0有（症状名精神遅滞 ）口無

（有の場合） 一 口せん妄

0認知障害
□その他（

□傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

□記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害

）

•専門医受診の有無刁有（精神科 ）□無
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＜てんかん〉

□有 0無

（有の場合）f 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態  

利き腕（0右口左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持 口減少） 

ロ四肢欠損 倍M立: 程度:口軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重）

□左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽

（部位:

口中 口重）

程度: 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□肩関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□股関節 口右（程度:口軽 口中 □重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□肘関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□膝関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□その他 （部位: )

□関節の痛み （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動•上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 '口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患（部位: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

ロ尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

f 対処方針 （ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

・血圧について 0特になし □あり ( )

•嚥下について 0特になし □あり ( )

•摂食について □特になし □あり ( )

•移動について □特になし □あり ( )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

時々、奇声をあげたり、興奮をみる。

強迫傾向あり〇

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;4能力障害;4 ）〈判定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;3 生活リズム;3 保清;4 金銭管理;5 服薬管理;2
対人関係;4 社会的適応を妨げる行動;1 ）〈判断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな (■ ）歳

性別 男・女

年齢

対象者氏名
生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 — 一

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1-2-3-4-5- 6

2）身体障害の種類 視覧障害•聴覚障害•肢体不自由・内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A @2コ 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級・ 3級

5）障害基礎年金等級 2 級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）

w 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 頻 回程度（買物、通所施設）

•社会活動の参加の状況（特になし )

• 過去2年間の入所歴:□なし □あり

あり=> 入所期間:.年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ )

年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

•過去2年間の入院歴:0なし □あり

あり0入院期間: 年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

・その他

-52-



区分3事例2

vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•就労状況:口一般就労 □パート•アルバイトロ就労していない □その他（ )

・過去の就労経験:一般就労やパート・アルバイトの経験 □あり 刁なし

最近1年間の就労の経験 □あり 刁なし

中断の有無 □あり 0なし

•就労希望の有無:□あり 刁なし

具体的に

vn日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________

・主に活動している場所:□自宅 0施設 □病院 口その他（ ）

月〜金9 ： 0 〇〜16 ： 0 〇通所施設にて木工作業を主として行う。

作業に集中できないため支援・員とマンツーマンでの活動。

送迎は事業所送•迎バス利用。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 介護者の有無:□なし0あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

主たる介護者は母親。健康状態は良好。

竺居住関連について、サービスの種類や量に関するこーとを中心に記入してください。___________________

・ 生活の場所:□自宅（単身） 0自宅（家族等と同居） ログループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

父母、弟と同居。

生活上等に不便はないとのこと。

本人が騒いだ時に、近隣の:目が気になる。

X その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________ __________ ___

自閉的傾向強く、意思表示は本人の要求を口頭にて単語程度で伝えるだけで、会話は成立しない。 

平成〇年〇月頃より、ほぼ每日、夕食後から3時間程度表情険しく奇声.（うなり声）、自傷行為（腕 

を嚙む）の特異行動がある。頓服、服薬拒否あり、放っておくしかない状態。原因不明。

自宅内でも落ち着きなく終始動き回っている。食べ物の要求がかなり多い。
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区分3事例3

区分変更:区分2 -区分3

有効期間:3年間

び判定加要:

・中度の知的障害、広汎性発達障害で、統合失調症を 

併発している事例。

・構音障害、吃音のコミュニケーションに障害があり、 

そのため被害妄想を抱くなど精神症状も不安定で介 

護を拒む場面もみられる。これらに対応することか 

ら、介護時間が長くなると判断し、区分3に変更し 

た。

碩
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1一次判定等

プロセスI I 2次判定 有効期間

判定結果: 区分2 1
H区分2 H

区分3 3年
!食事

排せっ 移動
清潔 

瞬
間接 行動

機能 

訓練 器
障害程度区分基準時間: 32.1分 !

1____________ 1 | 0.7 分
0.5分 1.0分 4.2分 14 7分 0.4分 1.5分 9.1分

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺拘縮

!一1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺佑一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘师）

拘縮（股関節）

拘縮懈関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

额

2-1 寝返り

2-2 起き上カれ丿

2-3 座位歸

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身 行っていない

特別痕

4-1ア. じょくそう

4—1イ. 皮膚^I
4-2 えん下

4-3 食事题

4-4 勵K
4-5 排尿

4-6 排便

身の回り. -

5-1ア.

5-!イ. 趣

5— 1ウ. 整髮

5— 1エ. つめ切り

5-2 ア. 上衣の着脱

5-2 イ. ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 一部介助

5-4 金》の管理 一部介助

5-5 電話の利用

5 — 6 日常の®夬定 特別M合以外可

6-1 視力

6-2 聽力

6-3-ア 意思の ときどきできる

6-4-7 指示への反応

6-5 ア. 毎日の日課を理解

6 — 5イ. 生年月日をいう

6-5 ウ. 短期記憶

6 — 5エ. 自分の名前をいう

6-5 才・ 今の季節を理解

6-5 力. 埸所の鑿

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特別価 身の回り 意思馳 行動

100.0 100.0 71.1 100.0 82.9 94.4 86.4

I ADL 行動障害

2.57 点 〇, 78 点

樋
7 ア 被害的 ときどきある

7イ 無
フゥ 们視幻聴 ときどきある

フェ 丽吓雄 ときどきある

7オ 昼夜逆転

7力 窮舒 ときどきある

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す ときどきある

7ケ 介護に抵抗 ときどきある

7 コ 常時の徘徊

フサ 落ち着きなし

7シ 押出して戻れない

フス 1人で出たがる

7セ 4KA癖
? ソ 火の不始末

フタ 物や衣類を壊す

7 チ 不潔行為

フツ 異食冊

？ テ ひどし物忘れ

特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 入Zの処直

8-5
8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 劇の翻

8-9 経管栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じよくそうの処置

8-1 2 カテーテル

吕［項目群

9-1 猶理 全介助

9-2 食事の配TK
9-3 掃除 見守り、一部介助

9-4 卿 全介助

9 — 5 入浴の準備片付け 見守り、一^介助

9-6 買い物

9 ーフ 交通手段の利用

B2項目群
7 卜 こだわり

7ナ 多動・倔停止

7 二 不安定な行動 月に1回以上
7ヌ 自ら叩く等の行為

フネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

? ヒ 突発的行動

7ホ 反復的行動

C項目群
6~3 ーイ 独自の意思伝達

6 一 4 —■イ 説明の勢

？ フ 過食、反すう等

7 へ 憂雑で悲観的 ときどきある

？ マ 対人面の不安緊張

7 ミ 意欲が乏しい ときどきある

7 厶 話がまとまらない ときどきある

7 メ 集中力が続かない ときどきある

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く扌函的 ときどきある

9-8 文字の舷的曲
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特記事項

1 麻痺等に関連する項目についての特記事項

卜1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

_丄 ） _____________________________________

）

2'移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
（丿 ____________________________________

丄 ）

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- !立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身

（3-3）入浴を拒否し、ほとんど入浴をしていない。 

........... .............. ........

4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう（床ずれ）等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排展4-6排便

_______ _________ ______ _________________________________________

一丄） __ 一

5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

（5 — 2）衣服は着脱・は自分でできるが、衣類の用意は介護者がしないと着ない。

（5—3）飲み忘れがお1?、確認が必要。 一

（5 — 4）少額の使用及び管理のみ可能。

6 コミュニケーションに関連する項目についての特記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達，6-3-イ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解，

（6-3 ーイ）意思表示はするが、言語が不明瞭（構音障害）で吃音がおるため、伝えようとしているが、なかなか聞き取

_ れない。  ______ _ __ _

（6 — 4 ーア）一指示は通じても、従わないことも多い。

7行動に関連する項目についての特記事項

7行動（ア〜ヤまで）

（ア）言語が不明瞭なため、伝わらなかった人に対して、被害妄想をいたくことがちる。

（力）”護者に対しゝ威字的な言動を行うことがもも（薬でよ$なってきていもとのこ三）。___ _

8 医療に関連する項目についての特記事項

8医療

（____）_〇〇病院に定期通院。月に1度。

（ ）以前長期に入院していたが、その時の疾病名はわも、、ないとのこと。統合失調症と推測される。 一

9 生活に関連する項目にっし;その特記事項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除，9Y洗濯，9-5入浴準備，9-6買物，9-7交通手段，9-8文字の視覚的認識使用

（9-3）_掃除は、言われれば行うが、同じ所ばかり掃除をしている。そのため、いつもやり直しを允護者がする。

（9 — 4）洗濯は全く行うことはない。自分がすることではないと決めている様子。 ー

一（9一 5）入浴をしていない様子ではあるが、推測すると自分では用意できないが、用意するものを指示するとできるのでは。
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記入日平成年 月 日

（ふりがな）

申請者

上記の申請者

医師意見書

明•大•昭•平 乎 月 日生（歳） 

こ関する意見は以下の通りです。

連絡先

主治医として本意見書がサービス利用計画作成に利用されることに 口同意する。 ロ同意しない。

医師氏名 

医療機関名 

医療機関所在地 FAX ()
電話 （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 □無

（有の場合）—口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリチショ潯 □歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

入院歴（直近の入院歴を記入）

1. •平成53年3月〜 54年 8月

2. 越那•平成55年7月〜平成7年一］,月

1.広汎性発•達障害 発症年月日

2.統合失調症 発症年月日

3.精神遅滞（中度） 発症年月日

平成 30年 5月 〇日頃）

•平成 51年 〇月 〇日頃）

輕•平成 30年 5月 〇日頃）

（傷病名:統合失調症 )

（傷病名:統合失調症 )

（2）症状としての安定性 0安定 ロ不安定 ロ不明

男

女
)

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

構音障害が著しく、会話は困難で、常同行為がめだつ。

パターン化した生活を続けていて、望んでいないことがあると母親を責めたり叩いた1）する。不自然な行動が 

目立ち、対人関係は作れず、孤立している。

生活能力も低く、母の介護を受けて生活しているが、母が入院して一人になり生活が困難となって施設にショ 

-トスティした。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応

口点滴の管理 

ロレスピレーター 

□吸引処置（回数

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置 

回/日,口一時的 

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護□経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

0有 口無

（有の場合）〜□昼夜逆転 口暴言 □暴行刁介護への抵抗刁徘徊

口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（___________）

（2） 精神•神経症状の有無

□有（症状名上記の通り ）□無

（有の場合）-口せん妄 □傾眠傾向□幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

0その他（上記の通り ）

•専門医受診の有無0有（当院 ）口無

-57-



区分3事例3

＜てんかん〉

□有 0無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右口左）身長= 165 cm体重=80 kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加ワ維持 口減少）

ロ四肢欠損 （部位: 程度:口軽口中 口重）

□麻痺

□左上肢 （程度: 口軽口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口キ'口重）

□右上肢 （程度: 口軽口中口重） □右下肢（程度:口軽口キ'□重）

□その他 （部位: 程度 :口軽 口中 口重）

ロ筋力の低下 倍M立: 程度: 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□その他 倍I5位 )

□関節の痛み （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動 •上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患 （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

対処方歪T （ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ ）

•摂食について 0特になし □あり （ ）

•移動について ワ特になし □あり （ ）

•その他 （ ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。） __________________________

中度の精神遅滞を伴う、広汎性発達障害があり、生活能力はきわめて低く、一人ぐらしが困難である。社会性 

の障害とコミュニケーション能力の障害のため適切に援助を求められないうえ、被害的となりやすく、援助を 

拒むこともある。訪問看護とホームヘルプサービスによる在宅支援が必要であり、それでも生活を維持できな 

い。時々、グループホーム等への入所も考える必要がある。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;5能力障害;3 ）伴リ定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;4 生活リズム;4 保清;4 金銭管理;4 服薬管理;4
対人関係;5  社会的適応を妨げる行動;2 ）伴り断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅处（ . )

ふリがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

T

電話 — 一

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 一

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1• 2 • 3・4・5・6

2）身体障害の種類 視覧障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 | 1度
重度 A A2 | 2 度
中度 回 B 1 | 3度
軽度 C B2 | 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級・ 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 ［級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級・ 3級

7）生活保護の受給 衢（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）•無

iv現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）：2日に1回程度
社会活動の参加の状況 （なし )

過去2年間の入所歴: □なし □あり

あり=> 入所期間: 年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ )

年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ )

過去2年間の入院歴: □なし 0あり

あり二入院期間:平成18年 5月~ 18年 6月 入院の原因となった病名（統合失調症? )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト 0就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 □あり□なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり0なし

• 就労希望の有無:□あり 0なし

具体的に

労働に対する意欲はみられない。

vn 一日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•主に活動している場所:0自宅 □施設 ロ病院 □その他（ ）

特にサービスは受けていない。自宅で何もせずに過ごしている。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。________________

• 介護者の有無:□なし0あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

介護者の母親は要介護1とのこと。ヘルパーを週2回利用しているが、断ることも多い。他人が家 

に入ることを嫌う傾向がある。また、認知症やうつ病もあるとの話。介護者の家事能力は低く、同 

じものを何日も食べた〇しているとのこと。

上記は、〇〇さんの姉より聞き取りした内容である。

IX 居住関連について、一サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

•生活の場所:□自宅（単身） 0自宅（家族等と同居） ログループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

2DKの部屋に母親と2人で生活。かなり古いアパートである。本人は用事がない限り外出しない 

し、母親の手伝いも殆どしない。

x その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_______________________________

母親の介護や健康状態を考えると、母親や姉は入所施設を希望している。しかし、本人は入所施設 

には行きたく.ないと話している。

しかし、高齢の母親と2人で生活は限界にきているように感じる。訪問したときは2 〇分くらいず 

っとひげそりをしている。

言葉は不明瞭でかつ吃音があるため、意思は伝えにく く、聞いていてもよくわからない。
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区分3事例4

区分変更:区分2 -区分3

有効期間:1年間

及び判定咖要:

・パニック障害とアルコール依存症の事例。

・現在断酒を続けているが、アルコールに対する精神 

依存が引き続きみられることに伴う対応を要するこ 

と、対人恐怖が強く、頻回に動悸、胸苦、過呼吸を 

伴うパニック発作が出現し、外出困難となること、 

J しばしば食事摂取も困難となるなど、状態悪化時の
! サポートを要すること、身辺の世話の必要な時に援

珞 助を求めることが困難であり、指示や声かけ、見守

2 りなどを要し、より長い介護時間を要することを特

】 記事項及び医師意見書から判断し、区分3に変更し

た。
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1一次判定等

プロセスI I |プロセスHI 2次判定| 有効期間

判定結果: 区分2 1
4区分2 k

＞区分3 1年

障害程度区分基準時間: 36一 〇 分 ！

1____________ r [__J

_n
壬
 食

汽 严 Is
S 11 器

分
7
 a

分 
0

分 分
4

分
7

分
4

隔
-

—— 分9.1

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻^

1一1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他） ある

1-2

拘縮(WTO)
拘縮（肘晰）

拘縮（股晰）

拘縮（膝関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位購

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

3-1 立ち上カれ丿

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特別曲

4一 1ア・ じょくそう

4-1イ. 皮膚疾患

4-2 えん下

4-3 食事摂取

4-4 竝

4 — 5 排尿

4-6 排便

身の回り

5-1ア. □腔赫

5-1イ. 獅

5 —1ウ. 整髮

5 -1 T. つめ切り

5-2 ア・ 上衣の着脱

5-2 イ. ズボン等のM脱

5-3 薬の内服 全介助

5-4 金銭の管理

5 — 5 電話の利用

5 — 6 日常の意思決定 特別な場合以外可

武恩利
6—1 視力

6-2 聽力

6-3-ア 意思の

6-4 ーア 指示への反応

6-5 ア. 毎日の日課を理解

6-5 イ. 生年月日をいう

6 — 5 ウ・ 短期記憶

6 — 5エ. 自分の名前をいう

6-5 才・ 今の季節を理解

6-5 力・ 場所の期

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特別価 身の回り 慧思瞬 行動

100.0 100.0 99.9 100.0 84.2 100.0 82.5

I ADL 行動Ptt
2.14 点 0.7I点

行動 調査梅

7 ア 被害的 ある

7イ

7ウ 幻視幻聽 ある

7 エ 感情カネ魅 ある

7才 昼夜逆転 ある

7力 暴言^^

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す

7ケ 介護に抵抗

7コ 常時の徘徊

7サ 落ち着きなし

フ シ 外出して戻れない

フス 1人で出たがる

フ セ 馆癖

7 ソ 火の不始末

7夕 物や衣頤を壞す

7 チ 不潔行為

7 ツ 異食

フテ ひどし®!忘れ

特別な訣

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 ストーマの処置

8-5
8-6 レスピレーター

8-7 気管:切開の処置

8-8 疼痛の看護

8-9 経管栄養

8-! 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-12 カテーテル

B1頊目群
9-1 調理 見守り、 部介肋

9-2 食事の配下膳

9-3 掃除 全介助

9-4 洗濯

9-5 入浴の準備片付け

9-6 買い物 見守り、一部介助

9一7 交通手段の利用 見守り、一部介助

3 2項目群
7 卜 こだわり

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な僚!！ ほぼ毎日

7 ヌ 自ら叩く等の行為 希にある

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

フ ヒ 突発怖動

7ホ 反復的行動

C頊目群
6 — 3 —( 独自の意思伝達

6 — 4 —f 説明の理解

7 フ 過食、反すう等

7 へ 憂犧で悲観的 ある.

7 マ 対人面の不安緊張 ある

7 ミ 意欲が乏しい ある

フ ム 話がまとまらない ときどきある

7 メ 集中カカ¢続かない

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く拒否的 ある

9-8 文字の^覚的瞬
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

（1—1）長期にわたって飲酒を続けた結果として手の震2、足の重さを感じる。・

2移動等に関連する項目についての特記事項

2- 1寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
3動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- 1じょくそう 味ずれ）等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取.4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

（5 — 3）大量服薬してしまうことがちる。大量服薬を防ぐために薬を飲まないことがある。常に残薬量の不安が頸におる。 

このため、常に主治医やケースワーカーなどから気をつけるように言われている。飲む量が一定しない。

（5-6）_必要時に援助を求めることが困難である。例Zば、病状が思わしくない場合、診療予約日を変更して早目に受診 

するといった判斷が有り得るが、予約日までひたすら我慢してしまう。ワーカーの指示のもと、はじめて変更の 

連絡を病院へ入れることができる。__ 一 __

6コミュニケーションに関連する項目についての特記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

7 行動に関連する項目についての特記事項

7行動（ア〜ヤまで）

（ア）病状が悪い時は、周囲に自をは嫌われていると思いがちになク、焚害的となる。敵に思Zてくる。

（ウ）室内のエアコン付近に虫が見える（幻觉）。特に調査日より1週間ほど前から毎日でちる。

（エ）自分は若いのに1日中ボーッと過ごしてしまうことに自責の念を持ち、ふと泣いてしまい、感情が不安定とーなる。感 

情失禁してしまいがち。 __ ______________ _____________ ___________

（才）寝ている時間は長いが、ぐっすりと眠ったゑがしない。途中で目が觉める。

（二）対人恐怖により過呼吸発作をおこす。動悸、大量服薬あり。

（へ）（エ）に同じ。気分が憂うつで悲観的になると、周囲が話しかけても思考が中断しがちで、会・話が途切れる。

（マ）決まった場所、・慣れている場所にしか、汗出ができない。対人恐怖により、近くの商店街（アーケード）は步くこ 

ともできず、出入りできる店は近くのコンビニのみでおる。このため、服は、施設を退所してから5年以上買い足し 

ていない。買い物したくないため、一食吏は夜に一度コンビニ食である。ー ー

一（ミ）断酒会には一かろうりて行くが、一それ以汗はずっち一日中横になっている。何もない日は1日家にいて、なるべくタト 

__出しな,、。 ___ _______ ____ _____________ ________ ______ __

（ム］（へ）に同じ。話にまとまりがなくなる。話題が広がってしまう。 ―

（ヤ）（ア）に同じ。 ______________________ _________ ______ ______ ________________ __________ _____________________

8医療に関連する項目についての特記事項

8医療
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9 生活に関連する項目についての特記事項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除，9-4洗濯，9-5入浴準備,9-6買物,9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

(9—1)献立を立てることができない。1つ1つの段どりは指示がおればできる。

(9-3)室内の書類整理はヘルバーと共に行う。

(9 ~ 6) 7ーマに同じ。

(9-7)他下鉄に乗ると電車に吸い込まれそうな感觉になる。乗車時は対人恐怖。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 ー

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者に関する意見は以下の通りです。

主治医として本意見書がサービス利用計画作成に利用されること 

医師氏名

に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名 …

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 □每

（有の場合）一口内科口精神科口外科口整形外科□脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科□眼科口耳鼻咽喉科□リハビリ〜ヨ沼口歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見________________________________________________________________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.パニック障害 発症年月日 傾碗•平成 50年 月 日頃 )
2 .アルコールイ衣存症 発症年月日 歸-(J^) 〇年 月 日頃 )
3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃 )
入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )
2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（_2）_症状としての愛底准................. ................ □奏匡ーーー0丕麦匡一…□否更_____________________________

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） 

パニック％•作。

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

幼少時より、パニック発・作の出現をみた。平成3年〜平成6年通院。徐々に外出困難となり退職。飲酒量増大 

' し、コントロール喪失。診療所の紹介で、平成14年12月〇日当院初診。以後、外来通院。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 口点滴の管理 口中心静脈栄養

□レスピレーター 口気管切開の処置

特別な対応 

失禁への対応

ロ吸引処置（回数 回/日,□ 一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

ロカテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

3.一心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無
（有の場合）’一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行 □介護への抵抗 口徘徊ー 

_______________ □火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（ ）

（2） 精神•神経症状の有無

□有 （症状名 パニック発作 ）口無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無0有（ ）口無
-65-



区分3事例4

＜てんかん〉

□有 □無

（有の場合）— 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（口右□左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持 口減少）

ロ四肢欠損 （部位: ・ 程度:口軽 口中口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） □右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽

（部位:

口中 口重）

程度: 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ その他 （部位 )

□関節の痛み （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動 •上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 傕度 :口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度 :口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患 倍"立: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 □腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

t 対処方富!’ （ ____________________________________________________

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ •）

•摂食について 0特になし □あり （ ）

•移動について ワ特になし □あり （ ）

•その他 （ ） .

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

対人恐怖強く、頻回に、動悸、胸苦、過呼吸などのパニック発作が出現し、タト出も困難な状態。 

食事摂取も、しばしば困難となる。

アルコールに対する精神依存は認めるが、現在、断酒を続けている。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;4 能力障害;4 ）〈判定時期 平成〇年〇月〉

〇生活障害評価:（食事;4 生活リズム;4 保清;3 金銭管理;3 服薬管理;2
対人関係;3 社会的適応を妨げる行動;2 ）〈判断時期 平成〇年〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n 調査対象者

ふりがな
( ）歳

対象者氏名
性別 男・女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 一 —

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 一

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1-2 ■ 3 ■ 4 ・ 5 - 6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C I B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級3級

5）障害基礎年金等級 1級• 2級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）笆メ他人介護料無し）•無

iv 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 24 回程度

•社会活動の参加の状況 （週6日断酒会などの ーティングに参加している。 )

・過去2年間の入所歴: □なし□あり

あり=> 入所期間: 年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ )

年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

■過去2年間の入院歴: □なし □あり

ありこ入院期間: 年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

• その他
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v!就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト 0就労していない □その他（ ）

• 過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 0あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり□なし

• 就労希望の有無:0あり □なし

具体的に

以前の就労経験を活かし、ブログラマー、SEなど。

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_______

•主に活動している場所:□自宅 □施設 □病院 口その他（ミーティング ）

•日中は、〇〇の仲間から依頼された書類づくりを主に行っている。夜間は週6日のミーティング 

に通っている〇

• 土曜日は2時間ホームヘルプを利用している。

vm 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 介護者の有無:□なし □あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

親兄弟は市内在住だが、5年以上疎遠となっている。

K 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________________

• 生活の場所:0自宅（単身）口自宅（家族等と同居）ログループホームロケアホームロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

駅から平垣な道を歩いて5分程度のところに自宅がある。周囲は、昔の商店街の名残りがあり、自 

宅のならびには、クリニックや商店なと・が点在する。バスも通るが比較的静かな環境である。自宅 

は階段を昇った3階にあり、ワンルームである。

x その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。________________________________

・ミーティングには、どんなに体調•病状がすぐれなくても週6日通い続けている。酒•薬を断つ 

ために「命より大事」とくり返し自分に言いきかせている。
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区分3事例5

I区碾更:区分1一区分3

! 有効期間:1年間

I
® 審査及び判定咖要:

・気分変調症を発症した事例。

・特記事項及び医師意見書から症状の不安定性があ 

り、入浴は自らの決意では1〇日に一度がやっとであ 

るなど日常生活面での支障が大きいこと、昼夜逆転 

! がみられ、夜間における支援を要すること、不安定

! な状態になると暴言や大声を出すなど行動上の障害

i も顕著であり、こうした状況への対応が必要なこと、
哂 また、希死念慮もみられ、こうした状況下での対応 

送 を要することなど、より長い介護時間を要すると判

冷 断し、区分3に変更した。
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1"・次判定等

プロセスI I

判定結果: 区分1

障害程度区分基準時間:
29.5 分 !

プロセス]！ 2次判定

区分1 区分

有効期間

食事 排せっ 移動
清潔

保持
間接 行動

機能 

訓練 器
I 0.7分 0.5分 1.0分 4.2分 1A7分 0.4分 1.5分 6.5分

1年

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺趣

1一1

麻痺（左—上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘関節）

拘縮（股関節）

拘縮（膝齣）

拘縮促関節）

拘縮（そ砲）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位嘩

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

作

3-1 立ち上ヵヾり

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特別価

4-!ア. じょくそう

4-1イ. 皮虜疾患

4-2 えん下

4-3 食事摂取

4-4
4-5 排尿

4 — 6 排便

身の回り

5-1ア.

5—1イ・ 题

5-1ウ. 整髪

5 -1 X. つめ切り

5-2 ア. 上衣处脱

5-2 イ・ ズボン等の着脱

5-3 薬の内服

5-4 金銭の管理

5-5 膵舌の利用

5-6 日常の意思決定

伽馳

6—1 視力

6-2 聽力

6-3-ア 慧思の砸

6-4-ア 指示への反応

6-5 ア・ 毎日の日課を理解

6 — 5イ. 生年月日をいう

6-5 ウ・ 短期記憶

6 — 51. 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解

6 — 5 力. 場所の理解

ファ 被害的

7イ 倔

フゥ 幻視幻聽

? エ 酬林妊 ある

7才 昼夜逆転

7力 暴言期亍 ときどきある

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す ときどきある

7ケ 介護に抵抗 ときどきある

7 コ 常時の徘徊

7サ 落ち着きなし

7 シ 外出して戻れない

7 ス 1人で出たがる

7 セ 瞬癖

7 ソ 火の不始末

7夕 物や衣類を壊す

フチ 不潔行為

フ ッ 異食瑚

7 テ ひどし物忘れ

特別な皴

8 — 1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 スト・7の処置

8-5 酸素療去

8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 疼痛の看護

8-9 経管栄養

8-10 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテノレ I

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特别介護 身の回り 意思艇 行動

100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 89.7

I ADL 行動PW
〇・ 85 点 1.10 点

吕1頊目群
9-1 調理

9-2 食事の配下膳

9-3 掃除 見守り、一部介肋

9-4 卿

9-5 入浴の準備片付け

9 — 6 買い物 見守り、一部介®]

9-7 交通手段の利用

日2項目群
フト こだわり ある

フナ 多動・行動停止

フニ 不安定な砸

フヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発的行動

フホ 反復的行動

C項目群
6-3-イ 独自の意思伝達

6-4一-( 説明の理解

7 フ 過食、反すう等

7 へ 憂鬱で悲観的 ある

フ マ 対人面の不安緊張 ときどきある

7 ミ 意欲が乏しい

7 ム 話がまとまらない

7 メ 集中力が続かない

7 モ 自己の過大評価

7 ヤ 疑い深く拒否的

9-8 文字の視覚的認育哉
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特記事項

! 麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺等の有無］-2関節の動く範囲の制限の有無

___________________ __________ _____________ _____________

()________ ___________________ ____ 一

2 移動等に関連する項目についての特記事項

2- 1寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行，2-6移乗,2-?移動

() __________________________ ____________________ _________

丄)_______________________________________________________________ __________ _________ _________________________

3動作等に関連する項目についての舜記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
(3-3 )入浴ができない。10日に1度入るのがやっと。入浴するのに決心が理;要とのこと。洗きは可能。 一

( )

4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- 1じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
(4-3)食欲不振。内容?偏りがおり栄養バランスが悪い。食材選びのアドバイス等が必要。

() _____________________________________

5'身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

___________________________ _____________________ ______________ __________ _ _________ _____ __________ ______  

丄)________ ______ ______ _______________________________________________ ____________________________________

6コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶・理解,

(_)_________________________________ _________________ ________________________________________________ _ ________

(__ )______________________ ______________ _____________ _________ ________________________________ ______ _________

7 '行動に関連する項目にら)ヽての特記事項

7行動(ア〜ヤまで)

一(エ)不安定な状態になるとマイナス思考で悲観的になり、身体的にも低下する。 ー ー

(力)感情的になり暴言や大声を出すことがある。

(ケ)助言等は聞いて牡も・)、その場では納得するが、自分の考Zから抜け出せない。

(卜)自分の意に添わずトラブルのちった人に対して執勒に執着して玫撃的になる。

(へ)悲観的にな!)陸橋に立ち自殺未遂の行動をとったことがちった。

(?)乡くの人の集まる場所や買い物等に行く時に緊張が強くなリ、ひとりで行動できない時がある。

8'医療に関連する項目についての特記事項

8医療

____________________________________________________________ _____________________________________ __________________________________ ............  

(____)__________________________________________________________________ __________ _____________________________________ _________一…_________.

9'生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理,9-2配下膳，9-3掃除，9-4洗濯.9-5入浴準備，9-6買物,9-7交通手段，9-8文字の視覚的認識使用

(9-1)おそばを作る、魚を焼く くらいで、あとはレトルト食品ですませる。包丁等を使う調理は、ほとんどしない。

(9-3)週1回のホームヘルプサービス利用時に一緒に行う。ひと1)ではできない。やらなければと思うほと'身体が動か 

なくなるとのこと。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

1.傷病に関する意見

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 □初回刁2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無

（有の場合）f 口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリラJション科□歯科□その他（ ）

1 診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については

1. 気分変調症
2. 
3._____________________
入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•掘劭17年4月〜 

2 .昭和•&■成）17年7月〜

発症年月日 （昭和 

発症年月日 （昭和 

発症年月日 （昭和

17年 5月（傷病名:

17年 8月（傷病名:

1.に記入）及び発症年月日

•平成

•平成

月
月
月

6
 年

年
年

反応性精神病、自殺未遂 

反応性精神病

日頃） 

日頃） 

日頃）

） 

）

（2）症状としての安定性 □安定 0不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） 

精神状態が非常に不安定で、自殺念慮が出没する。

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

平成4年6月頃より食欲不振、抑うつ気分、不眠で〇〇病院受診。同年10月〜11月入院。 

以後、数回の入退院を繰り返している。自殺未遂、自殺念慮で消耗している。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 口点滴の管理 口中心静脈栄養

特別な対応

ロレスピレーター 

ロ吸引処置（回数

口気管切開の処置 

回/日,口一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう）

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無

（有の場合）ー ロ昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

______ 口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害一 口その他（____________ ）

（2） 精神•神経症状の有無 -

刁有 （症状名 抑うつ、自殺念慮、不眠 ）□無

（有の場合）-> 口せん妄 □傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害0社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無忆有（精神科）□無
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＜てんかん〉

□有 □無

（有の場合）T □頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右□左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加0維持 口減少）

ロ四肢欠損 （部位: 程度:口軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） □右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 （部位: 程度:□軽 口中 口重）

ロ筋力の低下 倍"立:__________________________________________程度:口軽 口中 □重）

□肩関節 

□股関節 

□肘関節 

□膝関節

□右

□右

□右

□右

□その他倍IJ位:

□関節の痛み

度

度

度

度
 

: 

程

程

程

程 

位

)

口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

程度:口軽口中口重）

□失調•不随意運動•上肢

•体幹

•下肢 

口褥瘡 （部位:

□その他の皮膚疾患（部位:

爺
程度:□軽口中口重）

（程度:口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

（程度:口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

（程度:口軽口中口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

程度:口軽 口中□重）

4.サービス利用に関する意見

（1）現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み 0脱水 □その他（ )

)—*対処方針 （見守りを要す。

（2）介護サービス （ホームヘルプサービス等） の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり ( )

,嚥下について 0特になし □あり ( )

•摂食について □特になし □あり （栄養指導を要す。 )

•移動について 0特になし □あり ( )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

障害基礎年金診斷書の孚しから抑うつ気分、希死念慮、不眠等があることを確認。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;4能力障害;4 ）〈判定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;3 生活リズム;4 保清;3 金銭管理;3 服薬管理;2 '
対人関係;3 社会的適応を妨げる行動;3 ）〈判断時期平成〇年〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )
ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 — —

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 — 一

m 認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1"2 " 3 ・ 4 ■ 5 ・ 6

2）身体障害の種類 視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 I 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 [3度
軽度 C B2 | 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級・ 2級・(3^)

5）障害基礎年金等級 1級• 2級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）速）

iv 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

ェー地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________

• 外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）: 15回程度

•社会活動の参加の状況（デイケア2回/w ）

•過去2年間の入所歴:□なし□あり

あり=> 入所期間: 年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ ）

年 月〜 年 月入所した施設の種類（ ）

•過去2年間の入院歴:□なし □あり

あり=> 入院期間:17年7月~17年5月 入院の原因となった病名（飛び降り自殺を図ろうとした） 

17年7月〜17年8月 入院の原因となった病名（病1隔匕钿振抑うつ感事

• その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

・ 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト ロ就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 □あり□なし

最近1年間の就労の経験 □あり□なし

中断の有無 □あり □なし

•就労希望の有無:0あり □なし

具体的に

経済的理由もあり就労は希望しているが、通勤ができないので、自宅での仕事を探している。

vn日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________

•主に活動している場所:0自宅 □施設 ロ病院 口その他（ ）

ディケアに週2回ホームヘルプ週1回利用。

ひとりで買い物ができない。掃除ができない。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 

•介護者の有無:0なし □あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

母は特養入所中。

妹は海タト在住。

単身生活。

竺居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 生活の場所:□自宅（単身） 口自宅（家族等と同居） ログループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

アパート単身生活。

X _その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。________________________________

ディケアに通所するようになり、ひとりでの外出もできるようになってきた。通院も定期的にでき 

るようになってきているが、精神面の躁鬱の波が激しい。依存傾向もあるので、関係者の統一した 

対応が必要。

-75-



区分4 事例1

区分4事例1

!区^JE: 区分3 -»区分4

| 有効期間:3年間

!審査及び瞬加要:

I ・重度の知的障害と心因反応症状のある事例。

1・あせりや脅迫的な状態にあるとき興奮し物を投げた 

! り奇声を発したり蹴ったりする。スケジュールや支 

! 援者に対する強いこだわりなどもあることから、介 

i 護に時間が長くなると判断し、区分4に変更した。

氓
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1一次判定等

プロセスI 1 |プロセスUI r2次判定| 有効期間

判定結果: 区分3 14区分3 V＞区分4 3年

障害程度区分基準時間:
54.9 分 ! LZJ LZJ

事
ー

上 つ せ 排
機能 

訓練 器
分
7

が
&

分
5

分 分
7

分
67-

分 分
5

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺删

1—1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右―上肢）

麻痺（左—下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮(MTO)
拘縮（肘麵）

拘縮（股麵）

拘縮（膝甌）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位嘩

2-4 両足での立包

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動 見守り等

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身 一部介助

特別加

4~1ア. じょくそう

4-1イ. 皮膚擁 ある

4-2 えん下

4-3 食 見守り等

4-4 見守り等

4-5 排尿 見守り等

4-6 排便 見守り等

身の回り

5-1ア・ □Ki筋 一部介助

5 — ?イ. 卿 一部介助

5-1ウ. 整髪 一^介助

5-IX. つめ切り 部介助

5-2 ア・ 上衣の着脱 見守り等

5-2 イ・ ズボン等の着脱 見守り等

5-3 薬の内服 -SS介助
5-4 金銭の餌 全介助

5 — 5 電話の利用 一部介助

5-6 日常の意思決定 特別な場合以外可

6-1 視力

6-2 聴力

6-3-ア 意思の® ときどきできる

6-4-ア 指示への反応

6 — 5ア. 毎日の日課を理解 できない

6 — 5 イ. 生年月日をいう

6-5 ウ. 短期記憶 できない

6-5X. 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解 できない

6-5 力・ 場所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑瞬 特別介護 身の回り 意思舷 行動

100.0 90.8 100.0 59.9 45.5 75.7 40.3

1 ADL 行動疇

6.00 点 4.97 点

行動 調^^

7 ア 被害的

7イ 帽

フゥ 幻視幻聽

7 X 感情力环安定 ある

7才 昼夜逆転 ある

7力 暴書觀亍 ある

7キ 同じ話をする ある

7ク 大声を出す ある

7ケ 介證に抵抗 ときどきある

7 コ 常時の^徊 ある

7サ 落ち着きなし ある

7 シ 外出して戻れない ある

7 ス 1人で出た办ヾる ときどきある

7セ 瞬癖 ときどきある

7 ソ 火の不始末

フタ 物や痢を壊す ある

7チ 不潔行為 ある

7 ツ 異食股

7 テ ひどし物忘れ

特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透折

8-4 スHの処置

8-5 酸素雌

8~6 レスピレーター

8 — 7 気管切開の処置

8-8 疼痛の看護

8-9 経養栄養

8-! 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

B [項目群
9-1 艇 全介助

9一2 食事の配下膳 全介助

9-3 播除 全介助

9-4 卿 全介助

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買い物 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

B2項目群
7 卜 こだわり ある

7ナ 多動・行動停止 ほぼ毎日

7 二 不安定な行動 ほぼ毎日

7 ヌ 自ら叩く等の行為 ほぼ毎日

7ネ 他を叩く等の行為 週に1回以上
7 ノ 興味等による行動 月に1回以上
7 ハ 通常と違う声 日に1回以上
7 ヒ 突発怖動 希にある

7ホ 反復的行動 ] ある

C項目群
6-3-イ 独自の意思伝達 ときどきできる

6 — 4 —イ 説明の理解 ときどきできる

7 フ 過食、反すう等

7 へ 憂務で悲観的 ときどきある

7 マ 対人面の不安緊張

7 ミ 意欲が乏しい

7 ム 話がまとまらない ある

7 メ 集中力が続かない ある

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く扌陌的

9-8 文字の腿的 商
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

卜1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

2移動等に関連する項目についての特記事項

2- 1寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行，2-6移乗,2-?移動

(2—3)座位保持は可能だが、精神的に落ち着きがない時等、じっと座っていられないこと多い。

(2-7)通所場面で時折、バスを乗りつぎ登所が遅れる等あり。

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- !立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- 1じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便

(4-1)イ.精神的に不安定な時等、できた傷が気にかかり、さわり続け悪化させてしまうことが多い。

(4—3)食べこぼしゃ、逋量など見守り必要。

(4-5)尿意に応じて適切に対応できず、失敗がよくみられるため。声かけが必要。

5・身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理，5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5 —1)ウ.髪にくしは通せるが、こぎれいに整;Iることはできない。

(5-1)エ：つめを切ることは可能でも、角なく適切に始末はできない。

(5 — 2)ア.イ.共に前後逆、2枚ぱき等、確認できず着てしまい、そのこヒに気づかずにいることが多く、見守り必要。 

(5-3)時間•量等適切に判斷できない。

(5 — 4)金銭価值等理解できておらず、管理できない。

(5-5)携帯電話で、特定の人(親)への連絡(かけ。•うける)は可能。

(5-6)日常場面においても、まわりの人の意見に流され、本意でない決定をしてしまうことも多い。

6コミュニケーションに関連する項目についその特記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-？意思の伝達,6-3-イ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(6 —1,2)_機能的には問題なし。ただし、注意して見る•聞く等については、難し〈、見Zない•聞こ;iない等の 

ことが多丫。 _

(6-3-ア,イ)―意思伝達.は言語でまれに本意を伝2ることができるが、表現できないことが多く、靴を投げたり、奇声 

を発したりする。 ー ー

(6 — 4 一イ)より正確な理解や注意を得るためにカー よ・使用することがおる。

(6 — 5)ア.スケジュール表の提示をしても、何度も＜_り返し聞きに来たりすることが多い。

(6 — 5)ウ.時間の流れを正確に理解し振丄返ることは難しく、適切に答2られない。

7'行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア〜ヤまで)

ー丄2ー土-主:-?-,-ヨー乂)一雄逹的匚@丸苦丄や、②強迫的な状態、③嫌な作業をしている時等2特に①②の状況が多く

............................更;注会纹2行動メ够投げ、奇声、ける)等に出る。落ち着いて座ることもままならず、トイレ 

..................... 等頻繁に動きまわってしまう。

__(シ,ス,ソ)単独で行動することの経験がない。また火元などに近づけないようにしている。

(チ)鼻をつねに・じーって［\る。

(卜)スケジュールやその日の対応、職員が誰であるかについて自閉症特有の強いこだわりがちる。1回に数えられないほ 

と.聞いてくる。

「(へ，ホ)時々不安が高ま・)、泣いてしまったり、起きることができないことがある。また、活動に实摩がちることもをい 

(歩きまわる、頻尿、意欲低下てどがみられる)。
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（ム）話はできるが、理解力が十分とはいえず、複雑な内蓉は理解できない。

__（/）_集中力に矢け、作業や含話などに集中できまい。またすぐに気が散ってしまう。

8医療に関連する項目についての特記事項

8医療

9 生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理，9-2配下膳,9-3播除，9-4洗濯・9-5入浴準備,9-6買物.9-7交通手段.9-8文字の視覚的認識使用 

（9一8）簡単なひらがなや名前、日常よく目にする文字（ex.病院、か作業、納品、お休みなど…）一は読むことができ 

るが、使用はできない。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 ー

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無

（有の場合）一口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリ升ション科□歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見________________________________________________________________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.精神発•達遅滞 発症年月日 く昭砂珈 51年 11月 日頃）

2 .心因反応 発症年月日 （昭和 18年 2月 〇日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )■

2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2） 症状としての安定性 □安定 0不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） 

ささいなストレスで、情緒不安定となる。

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

作業所通所中であるが、対人関係などのストレスで情緒不安定、奇異な行動、強迫行動等が出現する。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応

口点滴の管理

□レスピレーター 

□吸引処置（回数

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置

回/日,口一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

□疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3 .心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無

（有の場合）一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 0徘徊
口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害忆その他（興奮 ）

（2） 精神•神経症状の有無

□有（症状名心因反応 ）□無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害0社会的行動障害 

0その他（興杳 ）

•専門医受診の有無刁有（当院 ）口無
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＜てんがん〉

□有 0無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（口右□左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 □増加□維持 口減少）

ロ四肢欠損 （部位: 程度:口軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 □重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） 口右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽

倍1？位:

口中 口重）

程度 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 股関節 □右 （程度:□軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ その他 （部位 )

□関節の痛み 倍"立: 程度 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動 •上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 倍"立; 程度 口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患 （部位: 程度 □軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 □嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

T 対処方針 （ _______________________________________________________________ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について □特になし □あり ( )

•嚥下について 0特になし □あり ( )

•摂食について 0特になし □あり ( )

•移動について 刁特になし □あり ( )

,その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 口無 0不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

精神発達遅滞を認め、社会生活機能障害があるため、適時、支援、保護を要する状態である。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;4能力障害;3 ）〈判定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;2 生活リズム;3 保清;4 金銭管理;4 服薬管理;4
対人関係;4 社会的適応を妨げる行動;4 -）伴IJ断時期 平成 〇年 〇月〉 
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迥ミロ羽孟as 
砒zX調章ホ

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 一 一

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1-2・3・4・5・6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 1級• 2級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級・ 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）•⑥

w 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）：__ 回程度

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

社会活動の参加の状況（現在なし )

過去2年間の入所歴:□なし □あり

あり=> 入所期間:平成9年4月〜 年 月 入所した施設の種類（知的障害者通所授産施設）

年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

過去2年間の入院歴:0なし□あり

ありつ入院期間: 年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

, その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________________

• 就労状況:ロー般就労 □パート•アルバイト 刁就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 □あり 0なし

最近1年間の就労の経験 □あり□なし

中断の有無 □あり刁なし

・就労希望の有無:□あり0なし

具体的に

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。______________

・主に活動している場所:□自宅 ワ施設 □病院 □その他（ ）

知的障害者通所授産施設を月〜金の日中利用。土 •日は、ヘルパーとのプールや、両親（特に母と 

買物等）と出かけている。月〜金は昼は施設給食。

W 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 介護者の有無:□なし0あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

K 居住関連について、一サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________

• 生活の場所:□自宅（単身）0自宅（家族等と同居）ログループホームロケアホームロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

x その他、一サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•言語性が優伎であるが、その理解力は低く、抽象的な概念理解や、先の予定など、言葉には出し 

てもその内容は伴っていないことが多い。

•注意力が散漫で、物事への集中が続きにくい。

•環境の変化に弱く、不安が高まる。また、気になることがあると、同じことでも繰り返し聞いて 

しまう。
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区分4事例2

区预更:区分2 -区分4

有効胡間:1年間

艇及び判定加襄:

・中度の知的障害、反復性うつ病で、不快気分が著し 

い時に易怒的で興奮状態となる事例。

・グループホームで、世話人のちよっとした話しかけ 

を曲解したり、自分の思いが受容されないと包丁を 

振り回したり、謝るまで許さないため、世話人が何 

人も退職する状況があり、さらに昼夜逆転による引 

きこもりも月1回程度ある。これらに対応し、また 

本人の訴えを傾聴し本人に分かりやすい支援を行う 

必要があることから、介護時間が長くなると判断し、 

区分4に変更した。
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1一次判定等

ス セ プ
n
 ス セ プ 定 判 次 間 期 効 有

分 区 分 区 
哺

分 区 年
一
事 食 つ

w
鬻
S
EJ 機能 

訓練

器

分 〇 込 分
5

分 分
4

分
7

分
4

分 分

2判定調査項目

A項目群 調査!課・

麻痺删

1一1

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘関節）

拘縮（股関節）

拘縮（膝関節）

拘辐促関節）

拘縮（その他）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

作

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特別痕

4-1ア・ じょくそう

4-1イ. 皮膚疾患

4-2 えん下

4-3 食事摂取

4-4 飲水

4-5 排尿

4 — 6 排便

身の回り

5-1ア. □腔赫

5—1イ. 獅

5-1ウ. 整髪

5 -1 X. つめ切り

5 — 2ア・ 上衣の着脱

5-2 イ. ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 一部介助

5 — 4 金銭の管理 一部介助

5 — 5 強の利用 一部介助

5 — 6 日常の意思決定 特別な場合以外可

鳶ma
6-1 視力

6-2 聴力

6-3-ア 意思の^ ときどきできる

6-4-ア 指示への反応

6 — 5ア・ 毎日の日課を理解

6-5 イ・ 生年月日をいう

6-5 ウ. 短期記憶

6-5X, 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解

6-5 力. 場所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特別般 身の回り 意思 行動

100.0 100.0 99.9 100.0 11.1 94.4 6& 9

I ADL 行動疇

0.85 点 2.60 点

行動

? ア 被害的 ときどきある

7イ 倔

?ウ 幻視幻聴

フ ェ 葩力环安定 ある

7才 昼夜逆転 ある

7力 暴言怖 ときどきある

7キ 同じ話をする ある

7ク 大声を出す ときどきある

7ケ 介護に抵抗 ある

7 コ 常時の緋徊

7サ 落ち着きなし ある

7 シ 列・出して戻れない

7 ス 1人で出たがる

7 セ

7 ソ 火の不始末

7夕 物や衣類を壊す ときどきある

7 チ 不潔行為

7 ツ 異食刊

1テ ひどし物忘K
特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 ストマの処置

8-5 蠟磁

8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 疼痛の彌

8-9 経管栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

項目群

9-1 調理 見守り、n介助

9-2 食事の配下膳

9-3 掃除 見守り、T介助

9-4 洗濯

9-5 入浴の準備片付け

9-6 買い物

9-7 交通手段の利用

B2項目群
7 卜 こだわり ある

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な行動 週に1回以上
7 ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為 希にある

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声 希にある

7 ヒ 突発怖動

フホ 反復的行動 ときどきある

C項目群
6 — 3 ーイ 独自の意思伝達 ときどきできる

6-4( 説明の理解 ときどきできる

？ フ 過食、反すう等

7 へ 憂雀で悲蹄 ある

？ マ 対人面の不安緊張 ある

フミ 意欲が乏しい ある

7 厶 話がまとまらない ときどきある

7 メ 集中力が続かない ときどきある

7 モ 自己の過大評価

?ヤ 疑い深く拒S的 ある

9-8 文字の舷啊識
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

卜1麻痺飘有無1-2関節の動く麺の制限の有無

2 移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
3動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取,4-4飲水，4-5排尿,4-6排便
5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服，5-4金銭の管理，5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5-3)精神的に不安定になると、眠剤をくれるよう祀間世話人室に何度もくる。薬が少な〈なるとそのこと自体が不

_ 安定の庚・因となっているよ?だ。 ―

(5 — 4?小遵いは自己管理しているが、年金やホームの負担金の銀行からの出し入れは困難で、世話人が趣亍。

_ (5-5)電話は使2るが、不安定になると、夜遲〈からでも話を聞いてもらいたくて、リタイアした担当医などに長時間 

電話をする。このため、迷惑になることやグルーーブホームの業務に差し支Nることを話し制限する必要がおる。 

そのことが世話人との軋襟になる。

(5-6)不安定ミなると、世話人への依・存が高まり、選択を委ねる。

6'コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3-イ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応，6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(6 - 3-ア,イ)言語によらないで、相手?威圧するような表情や行動で意思を表現し、伝ミる。

7・行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア~ヤまで)

(ア)仲間に金品を盗まれたといつまでも訴Z続けたり、世話人が他の利用者と会話していると、必ず介入し話を自分の 

方に持って行こうとする。待つようにいうと、自分はのけ者にされていると強い調子で不満をなげかけたりする 。

8 医療に関連する項目についての特記事項

8医療

9 生活に関連する項目についての特記事項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除.9-4洗濯，9-5入浴準備，9-6買物，9-7交通手段，9-8文字の視覚的認識使用

(9-1)一 土 •日はインスタントラーメンを作っている。日常は声かけで、でき◎こともあると思われるが、些細なことに 

ひっかかり、トラブルとなるため、产をかけられない殳_____ _ _ ______ _________ ______

(9-3)部屋の中は真つ暗で散らかっており、声かけでできることもおると思われるが、9-1と同じ理由で、できてい 

ない。 _ ____ __ _ _

( )毎月2〜3回の精神的不安定が行動面で様々な問題を顕在化させている。グループホームでは、世話人のち上っと

した話しかけを曲解したり、自分の思いを全面夷蓉されない場合、それが許せなく過去には包丁を振り回しちりーゝ 

一鼠近でも食器を投げつけたりの行動が見られ、謝るまで許さない(それ以降も、その問題をことある每に持ち出し 

たりする)。そのため世話人が何人か退職せざるをえなくなった状況がある。障害が重いホームの仲間に対しては、 

気に掛けるという一面もちるが、それ以タトの仲間に対してはほとんど世話人と同じ対応がみられる。そうした反面、 

自分の着る衣類も選べないなと■世話人への極度の依存もおるIそうした周期には、昼夜逆転し、朝起きられず、作 

業所へ通所できなくなり、自室への引きこもり状態になる。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 （-）明.大.昭评 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 0
（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

0有 □無

（有の場合）-口内科□精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリ〜斗□歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.うつ病（反復性） 発症年月日 （昭和•皱 16年 5月 〇日頃）

2.知的障害 発症年月日
（昭和・〇） 16年 5月 〇日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

,入院歴（直近の入院歴を記入）（非:t型稱神病（S53年12月〇日関始）の診斷は上記のように、HO年〇月〇日に変更した）

1.昭和＜〇）11年6月〜 11年 〇月（傷病名:非定型精神病 ）

2_.昭和 守成）16年 n月〜 17年 1月（傷病名:うつ病（反復性） ）

（2） 症状としての安定性 □安定 0不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

_主として対人関係の障害から気分は不安定となり、抑うつ的となったり易怒的となったりする。

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

知的障害に基づく理解の恶さに加え、対人関係の障害等から、気分が変動し、その結果、抑うつ気分や不安を 

呈し、不眠が生じる。特に不安が著しい場合は、易怒的とな1）、時に興奮状態となる。気分障害が認められる 

時期には、作業所やグルーブホームへ適応困難となる。

このため、薬物療法ならびに傾聴を主体とし、適時生活指導を与えるといった形の精神療法を継続している。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 口点滴の管理 

ロレスピレーター 

ロ吸引処置（回数

特別な対応

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置 

回/日,口一時的 

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無

（有の場合）-□昼夜逆転 口暴言 0暴行□介護への抵抗 口徘徊

_________ _______口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（ ）

（2） 精神•神経症状の有無

0有 （症状名抑うつ気分、不快気分（時に易怒性））□無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向口幻視*幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害0社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無0有（ ）口無
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＜てんかん〉

□有 0無
（有の場合）-* □頻度（口週1回以上 口月1回以上 □年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右□左）身長= 154 cm体重=44 kg （過去6ヶ月の体重の変化 □増加□維持 0減少）

ロ四肢欠損 （部位: 程度 :口軽 口中 口重）

□麻痺

□左上肢 （程度:口軽口中口重） □左下肢（程度:口軽口中口重）

□右上肢 （程度:口軽 口中 口重） □右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 （部位: 程度 :口軽 口中 口重）

ロ筋力の低下 （部位: 程度:口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□肩関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度: 口軽口中 口重）

□股関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度: 口軽口中 口重）

□肘関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 (舷: 口軽口中 口重）

□膝関節 口右（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度: 口軽口中 口重）

□その他 （部位: )

□関節の痛み 倍M立: 程度:口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動•上肢 口右 （程度 :口軽 口中 □重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 倍"立; 程度:口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患（部位: 程度:口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 □腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

一 対処方針 （ _____________ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ ）

•摂食について 0特になし □あり （ ）

•移動について 0特になし □あり （ ）

•その他 （ ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 口無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。） .

対人関係の障害を改善する目的で、まず本人の訴えを傾聴し、必要に応じて、わかり易い生活上のアドバイス

・を与えることが望ましい。

加えて、病院•作業所•グルーブホームの職員ならびに本人との相互理解を適正に行う必要性が高いので、適. 

時、関係者をまじえた面談が必要となる。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;3能力障害;3 ）伴り定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;2 生活リズム;3 保清;4 金銭管理;4 服薬管理;3
対人関係;3  社会的適応を妨げる行動;2 ）伴IJ断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内■自宅外（ )
ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男・女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

T
電話 一 —

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 — —

皿 認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1・2・3・4 • 5・6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 （町 B 1 3度
軽度 C B2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 1級•

6）その他の障害年金等級 1級・ 2級・ 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）他人介護料無し）・無

i?現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）：一 回程度（作業所通所は除く）

•社会活動の参加の状況（ ）

・過去2年間の入所歴:□なし□あり 

あり=> 入所期間: 年 月〜 年

年 月〜 年

月入所した施設の種類（〇〇作業所 

月入所した施設の種類（〇〇作業所

•過去2年間の入院歴:□なし□あり 

あり=入院期間:16年11月〜 年 

年 月〜 年

月 入院の原因となった病名（不眠•精神症状3週間）

月 入院の原因となった病名（ ）

)

)

, その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト 0就労していない□その他（
:)

• 過去の就労経験:一般就労やパート・アルバイトの経験 0あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり SZなし

中断の有無 □あり 0なし

・ 就労希望の有無:□あり □なし

具体的に

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_

・主に活動している場所:□自宅 0施設 □病院 口その他（ ）

共同作業所へ通所しているが、精神的に不安定な状態になると、通所できなくなり、グループホー 

ムの自室で日中でもうたた寝して過ごす。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

・ 介護者の有無:□なし 区あり （グループホーム世話人）

・介護者の健康状況等特記すべきこと

区 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________________

• 生活の場所:□自宅（単身） 口自宅（家族等と同居） 0グループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

・居住環境

ヨその他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________________

ホームへルブ身体介護11時間 タト出（身体を伴わない）8時間。 

ショートスティ 7日。

共同生活援助

精神的に安定している時は、〇〇の利用をすることはあるが、不安定になると、依頼しても部屋 

にヘルパーを入れなかったり、部屋から出てこないことがある。通院時は利用。
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豊?

区分4事例3

I
区^区分3 -区分4

mm：1年間

ひ惟如要:
・統合失調症を発症した事例。

・部屋から一歩も出ることができない、風呂にイ可年も 

入っていないなど身の回りのことは全くできない 

（姉が実施）など、日常生活面での積極的な支援を 

要すること、、行動上の障害も著しく、粗暴行為もみ 

| られる、こうした状態への支援を要することなど、 

! より長い介護時間を要することを特記事項及び医師

! 意見書から判断し、区分4に変更した。

I

ミ
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!一次判定等

プロセスII 2次判定 有効期間

判定結果: 区分3 1
4区分3 H

区分4 1年 食事 排せっ 移動
清潔 

保持
間接 行動

機能 

訓練
器

障害程度区分基準時間:
50.4 分 ! 1____________ 1 | 3.1分

12 4分 &8分 140分 4.1分 0.4分 1.9分 5.7分

2判定調査項目

A項目群、 調査結果

麻痺删

1-1

麻痺（左一上肢）

麻痺佑一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺佑一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮谢関節）

拘縮（股関節）

拘縮镰师）

拘縮促関節）

拘縮（そ哋）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2 一フ 移動

^9^
3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身 行っていない

特别痕

4-1ア・ じょくそう

4-!イ・ 皮膚^® ある

4-2 えん下

4-3 食劃驗

4-4
4-5 排尿 一部介助

4-6 排便 一部介助

身の回り

5-1ア・ 全介助

5—1イ. 题 全介助

5-1ウ. 整髮 全介助

5 -1 X. つめ切り ・ 全介助

5-2 ア・ 上衣咖脱

5-2 イ・ ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 • 全介助

5-4 金銭の管理 全介助

5-5 電話の利用 全介助

5-6 日常の意思決定 日常的に困難

武思鮭

6 ~ 1 視力

6-2 聽力

6-3-ア 意思の伝達

6 — 4ーア 指示への反応

6 — 5ア・ 毎日の日課を理解

6 — 5 イ. 生年月日をいう できない

6 — 5 ウ. 短期記憶 できない

6 — 5エ. 自分の名前をいう できない

6-5 才. 今の季節を理解 できない

6 — 5 力. 場所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特別临 身の回り 意思嘔 行動

100.0 100.0 71.1 76.2 24.3 6& 4 88.2

I A DL 行動轄

5.14 点 0.47 点

行動

? ア 被害的

フィ 廣

?ウ 幻WK ある

7 エ 的力怀妊

7才 昼夜逆蓝

7力 累書怖 ときどきある

？キ 同じ話をする

7ク 大声を出す

フケ 介護に抵抗 ある

7 コ 常時嗚徊

?サ 落ち着きなし

7シ 列•出して戻れない

？ ス 1人で出たがる

7 セ 嘶癖

? ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壊す

7 チ 不潔行為

7 ッ 異食翎

？テ ひどし物忘れ

特別な酗

8-1 点満の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 ストマの処直

8-5
8-6 レスビレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 疼痛0W
8-9 経管栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処1置
8-1 2 カテーテル

B1項目群
9-1 腕 全介助

9-2 食事（DE下膳
9-3 掃除 全介助

9-4 卿 全介助

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買い物 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

B2項目群
フト こだわり

7ナ 多動-行動停止

7 二 不安定な行動

7 ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

? ハ 通常と違う声

フヒ 突発怖動

7ホ 反復的行動

C項目群
6 — 3 ーイ 独自庞思伝達 ときどきできる

6-4一-( 説明の理解

7 フ 過食・反すう等

7 へ 憂餓で悲蹄

7 マ 対人面の不安50 ある

7 ミ 意欲が乏しい ある

フム 話がまとまらない

フ メ 集中力が続かない

フモ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く扌硒的 ある

9-8 文字卿覚^m
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

卜1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

__________ _____________________

_______________ __ 一

2移動等に関連する項目についての特記事項

2- 1寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動

__________________________________________________________________________________  

___________ ______________ _______________________________ ______

3動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
_ (3-3)精神的理由により、部遲.から屯ることザできな［、ため何年も入浴できていない。

() _____________________________________________________  一

4"身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
_ (4-1)イ.入浴していないため、毛穴から菌が入1)右足首に水や膿がたまり腫れている。往診で2日に1回消毒し、水

_ や膿を拔いている。

(4- 5 , 6)排尿・、排便は自分でできるが、トイレが共同で部屋？タトにあヱため、ポータブルトイレを使用。後始末に介 

助が必要である。ー ー ー

5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5-1)精神的理由により自分一では全くする意思がなく、すべて姉が行っていも。ー ー

(5-3)服薬に抵抗があり、姉がお茶匚混ぜて飲ませている。 ー ー

(5-6)殆どのことに対して拒否的でちり、妥岂でない意思決定判斷をすることがおる。

6コミュニケーリョンに関連する項目についての扁記事項

6T視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4ア介護者の指示への反応,6-4-イ言

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(6 — 3 一イ)「わかった」「了解」の時は手を挙げる。「嫌なとき」は手を叩くことがおる。

(6-5)イ〜オ・質問されたことに対して反応がない。

7 行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア~ヤまで)

(ウ)琴日、目？前匚何かがおるかのようになぐる真似をする。

(力).嫌なことを言われたとき等、殴り判かろうとすることがちる。

(ケ)清执や入浴なと■促すと、殴・)かかろうとし抵抗する。 ー ー __

,ソ)本人は火を使うことが全くない。 __ 一 _____

()部屋から一步も出ることができない。 ,

8医療に関連する項目についての無記事項

8医療

(2_________________________________________________
(_ _________________________________________________

9生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理,9-2配下膳.9-3掃除，9-4洗濯,9-5入浴準備，9-6買物，9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

(9-3, 4)掃除や洗濯は全・しようとせず、言葉かけにも応じようとはしない。

(9 - 6 , 7)部屋から出ることができず、一連の行為はできない。 一 _ _ .
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男

女

〒 _

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 一日 一

（2）意見書作成回数 刁初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無

（有の場合）T口内科□精神科口外科口整形外科□脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科□眼科口耳鼻咽喉科□リハビリ升ショ沼口歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名.（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.統合失調症 発症年月日 軽•平成 40年 月 日頃）

2. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和・宰砂15年5月〜 15年 7月 （傷病名:統合失調症 )

2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2） 症状としての安定性 □安定 0不安定 □不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

服薬不規則にて、情緒不安定（易怒的となりうる）。

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

高校中退後、自閉的生活を続けていた。平成4年に被害妄想から、女子学生への他害行為がおり、初回入院。 

以後、平成15年まで入退院をくり返していたが、その後、タト来通院を拒み、病院からの訪問看護にて抗精神 

病等を中心とする薬物療法を継続していた。同居する母が高齢、病弱となりサポート体制が減弱している。そ 

のため、服薬が不規則となり人格水準が顕著に低下している。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応

口点滴の管理

□レスピレーター 

ロ吸引処置（回数 

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置

回/日,□ 一時的

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護□経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3.心身の状態に関する意見

（1）行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック） 

刁有 □無

（有の場合）-口昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（ ）

（2）精神・神経症状の有無

□有（症状名精神科 ）

（有の場合）一 口せん妄 □傾眠傾向 ロ幻視•幻聴

ロ認知障害 □記憶障害 （短期、長期）

□その他（ )

専門医受診の有無口有 （当科 ） ロ無

ロ無

刁妄想 □失見当識 □失認□失行

ロ注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害
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＜てんかん〉

□有 □無

（有の場合）— 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身祐の!! ' ' ・ 一

利き腕（0右口左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持；口減少） 

ロ四肢欠損 （部位: 程度:口軽 口中 口重）

□麻痺 '

□左上肢（程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） □右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽

倍M立:

口中 口重）

程度 :口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） .□左・ （程度:口軽 口中 口重）

□ 股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ その他 （部位 )

□関節の痛み 倍M立: 程度::□軽 口中 口重）

□失調•不随意運動 •上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 □重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 倍M立: 程度::口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患倍M立: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 □腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

T 对処方針 （ ____ ____ ______________________________________________________________________  ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について /特になし □あり （ ）

•摂食について 刁特になし □あり （ ）

•移動について 0特になし □あり （ ）

・その他 （ _____________________________ 「 ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 口無 0不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害^^申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;5能力障害;5 ）〈判定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;5 生活リズム;5 保清;5 金銭管理;5 服薬管理;5
対人関係;5 社会的適応を妨げる行動;4 ）伴Q断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )
ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

__ 沁___y.一址一一なー…———

性別 男・女

年齢
( ）歳

対象者氏名
生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 — —

家族等 

連絡先

〒 

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1"2"3"4-5"6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害・肢体不自由・内部障害•冼の脸（精神通院）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級・ 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 - 2 級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級・ 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）・有（他人介護料無し）

iv 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）: 〇回程度

•社会活動の参加の状況（

・過去2年間の入所歴:忆なし□あり

ありコ入所期間: 年 月〜 年 月

年 月〜 年 月 

•過去2年間の入院歴:□なし□あり

あり亠入院期間: 年 月〜 年 月

年 月〜 年 月 

• その他

入所した施設の種類（ ）

入所した施設の種類（ ）

入院の原因となった病名（ ）

入院の原因となった病名（ ）

平成4年から平成15年まで入退院を2 〇回ほど繰り返している。（〇〇医療センター）
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•就労状況:ロー般就労 □パート•アルバイト 刁就労していない □その他（ ）

・過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 □あり 0なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり 0なし

•就労希望の有無:□あり0なし

具体的に

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________

•主に活動している場所:0自宅□施設ロ病院口その他（ ）

自宅ではテレビを一日中視聴する。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_________________

• 介護者の有無:□なし 0あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

母との二人暮らし。

母親は〇歳で介護認定を受けている。肺炎を患っており目も不自由なため、介護できる状態ではな 

い。

姉が近くに住んでおり、每日様子を見に来ている。

区 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 生活の場所:□自宅（単身）口自宅（家族等と同居）ログループホーム□ケアホームロ病院 

口入所施設口その他（ ）

・居住環境

1階建てのアパート。かなり古く、お風呂はついていない。トイレは共同。

X その他'一サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 

お風呂に何年も入っていないので、清拭に身体介護を利用したい。
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区分4事例4

g区簸更:区分2 -区分4

I 锄期間:2年間

!毒査及び判定阳要:

I ・当初うつ病と診断され、後に統合失調症と診断され 

! た事例。

g ・B2 • C項目群、特記事項、医師意見書から引きこ 
! もり状態であり、また、洗髪、歯磨きなど身の回り

! のことが全くできていないなど身辺の世話に関する

冒 対応に加え、飲酒、過食が著しく飲食面での管理に

" 関する支援を要すること、ほぼ毎日一日中泣いてい

1 る等情緒不安定がみられ、こうした状況へのサポー

リ トを要すること、昼夜逆転もあり夜間対応を要する

H ことなど、より長い介護時間を要すると判断し、区 

分4に変更した。
；4
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1一次判定等

プロセス］!プロセスI I

判定結果: 区分2

障害程度区分基準時間:
38.6 分 !

2次判定

区分2 区分4

有効期間

!食事
排せっ 移動

清潔

保持
間接 行動

機能 

訓練 器I 0.7分
2.4分 1.0分 4.2分 14 7分 5.0分 1.5分 9.1分

2年

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺拘縮

!一!

麻痺（左一上肢）

麻痺（右一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘断）

拘縮（股师）

拘縮（膝関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動

2 — 1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位駅

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

複

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身

特別加

4-1ア・ じょくそう

4-!イ. 皮膚疾患 ある

4-2 えん下

4-3 食勰取

4-4
4-5 排尿

4-6 排便

身の回り

5-1ア・ □ぬ薛 一部介助

5-1イ. 痂 一部介助

5-!ウ. 整髪 一部介助

5 -1 T. つめ切り

5-2 ア. 上衣のM脱
5-2 イ. ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 一部介助

5-4 金銭の管理 部介助

5-5 電話の利用

5-6 日常の意思決定 日常的に葩

慧

6-1 視力

6-2 聴力

6-3-ア 意思の

6 — 4ーア 指示への反応

6-5 ア. 毎日の日課■を理解

6 — 5 イ. 生年月日をいう

6 — 5 ウ. 短期記憶

6 — 5エ. 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解

6 — 5力. 場所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複雑動作 特別谊 身の回り 意思馳 行動

100.0 100.0 99.9 98.1 65.9 100.0 83.7

I A DL 行動昨

2. 57 点 0.94 点

行動 調^^

? ア 被害的 ある

7イ 恒舌

フゥ 幻視幻聴 ある

7 X 感情力怀安定 ある

7才 昼夜逆転

7 力 暴言却

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す

7ケ 介護に抵抗

7 コ 常時の徘徊

フサ 落ち着きなし ときどきある

7 シ 外出して戻れない

7 ス 1人で出たがる

7セ 琳癖

7 ソ 火の不始末

7夕 物や域を壊す

7 チ 不潔行為

7 ツ 異食股

7 テ ひどし物忘!X
特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透折

8-4 入トマの処置

8-5 稣磁

8-6 レスビレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 疼痛の看護

8-9 経管栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

吕1項目群
9-1 調理 見守叭〜介助

9-2 食事の配下膳

9-3 全介助

9-4 洗濯

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買い物 見守り,一^介助

9-7 交通芋段の利用

B2項目群
7 卜 こだわり

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な行動 週に1回以上
7 ヌ 自ら叩く等の行為 週に1回以上
フネ 他を叩く等の行為

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発的行動

7ホ 反復怖動

C項目群
6 ~ 3 一・^{ 独自の意思讎

6 ~ 4 ■-イ 説明の理解

7 フ 過食、反すう等 ほぼ毎日

7 へ 憂稽で悲酗 ある

7 マ 対人面の不安緊張 ある

フミ 意欲が乏しい ある

7厶 話がまとまらない ときどきある

7 メ 集中力が続かない ある

7 モ 自己の過大評価 ある

7 ヤ 疑い深く拒否的 ある

9-8 文字の視覚的認識
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特記事項

1 麻痺等に関連する項目についての特記事項

［-1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

(1-2)右ひざに痛みおり。正座をするともたない。 _____________________________________

() ________________________________________________ __________ _____ ____________ _ _____________________

2'移動等に関連する項目にらいての特記事項

2- 1寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持，2-5歩行,2-6移乗,2-?移動

(2-7)ごく近所に每E!タリコを買いに行〈が、その短距離の往復でも疲労する。

)_______ ____________ ______ _________________________________________________________________ _________ ______ _

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身

丄丿_____________________________ ______ _________________________________________________________________________

丄)__________________________________________________________________________________________________ __________

4"身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- 1じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取,4-4飲水4-5排展4-6排便

(4-1)イ.湿疹のかきむしりをくり返しており、治瘡しない(7 -ヌにも記載.)。

()_______ _______________________________________ _________ __________ ____________ ________________________

5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用，5-6日常の意思決定

(5-1)ア.イ.歯みがきは、しなーければと彷かって、ヽる?だが、みがけない。ヘルバーが卷る、一通院するなど人に会う 

とき、努力して何とかみがく。単身生活なので助言•指示する人はいない。一部介助に相当。洗面も全く同じ。

(5-1)ウ.整髪は全くしていない。レベ乞としては歯みがき、洗髪，と同レベルと判斷。

(5-3)薬は飲んでいるが、頓服の一まとめのみを故意にしてしまうという問題ちり〇同上で一部介助と判断(7 一ヌにも

_ 一記載)。 __ _ __ _

(5-4)預金で生活。生活保護をいずれ受;けられれば2思つ［\、る护、そのためには今の家赁より安いところに転居しな 

ければと分かっているのに引越せない。お惣菜を買込むのをやめなければと思っているのに通院の折まとめ買い 

してしまう。よつ^自分は管理能力がないと悩んでいる。 ―

(_5-6)_適切な判断をして生活できない。最低限しなければなら'ない保清ができない戸色みながら生活している。

6コミュニケーションに関連する項目についての無記事項 ....... ............

6- 1視力,6-2聴力,6-3-？意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

__________________________________ ______ _________ ____________________ ___________________  

丄)_________________________________________________  _______________ _________ ______

7"行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア〜ヤまで)

(ア，ウ)バスで言われているはずのない悪口を言われて一いると感じる。実際に聞こえてしまう。週1回以上起こる。

_ 一 抗精殍薬き飲冷でいる。 ー ー

(エ)自分の状況がつら < て每0 2-3回は泣き続けている。

__亚2一作業所では必ず家に帰りたくなり、いてもたってもいられない思いがする。(1回/月)。

_(?)物を壞してしまうことは昨更の通院先で起きた。このと匚ろは「ない。」

(二)毎日泣いているが(7 —工)そのうち1—2回/週は泣き统彳のが止まらなくな］、収捨がつかな〈なる。

__它?湿疹をかきむしることが自分で止められない。また、肝機能が悪いことが分かーっているのに、顿服をまとめ飲みし 

てしまう。不きになるとしてしまうとのこと。

(フ)買い込んだ惣菜や冷凍食品を食べ過ぎることが、1ヶ月前は殊にひどかった。1年で1Okg増Nた後、さらにこ
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の2ヶ月で7kg体重増。 一

（マ,ミ）通院日とヘルバーに会える日を除いては、ひたすら他者が恐ろしく、タト出できずひきこーもつ［いる（往復5分の 

_ タバコ選いはしている）。5日/週2
（ム）話が支離滅裂になってしまうことが通院時、特におきる。1回/週。

（む 以前不眠に悩んだが、今は睡眠薬•で眠っている（飲まなければ眼れない）。 _

（メ）集中が続かず、何もかも中途半端でおると感じている（毎日）。

（ヤ）基本的に他岁■を受け入れることは恐ろしく、耐Zがたい。認定調査もかなり抵抗がちった様子で、慣れたへルバーの 

来訪日に合わせることで可能になった（每日）。 _

（モ）過大評価ではなく、過小評価がちると感じられる。金銭管遇•日常の畫思決定の項目で自分は全〈駄目であると評 

価するが、見受;けたところ簡素り宅活するレベルは保って若り（体重増加量から考zるに食物の買い過ぎは本当らし 

い）、ズボン等が太ることで全て買替zたと言っても、衣類はわずかしか持っていない。過小評価が「おる」と判断。 

暹:日のことで悩んでいるので頻度は「每日」。

8'医療に関連する項目についての特記事項

8医療

（ ）______________________ ____________________ ____________________ ______ _____________ ______ _______________

（一）_______________________ ___________________________________________ ______ __________________ _ _____________

9・生活に関連する項目についその特記事項

9-!調理,9-2配下膳,9-3掃除,9-4洗濯,9-5入浴準備，9-6買物:9-?交通手段，9-8文字の視覚的認識使用

（9-1）調理では、冷凍食品を冷蔵庫から出しレンジで温めることは「できる」が、他の調理は一切できない（精神的 

に取り組めない）。ヘルパーさんに作ってもらったものを食べている。「一部介助」と判斷。

（9-3）掃除は精神的に取り組めない。

（9-5）入浴はシャワーしか使わ兀片付けも全く一していない。掃除もヘルバーに頼んでいない、とのこと。レベルとし 

ては9 一 3と同レベルと判斷。 ____ __________ ______________________

（9-6）買物はできるが、2ヶ月で7 kg太ってしまう程の調理済食品を買いこんでしまうとのことなので「見守り、一 

部介助」と判斷。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名 —

医療機関所在地 fax （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 □初回□2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 Qte
（有の場合）：0内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリチショ沼 口歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見_____________________________________________________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.うつ病 発症年月日 （昭和 10年 2月 日頃）

2.統合失調症 発症年月日 （昭和 14年 4月 日頃）

3・ 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2） 症状と..................................口实生…一0丕実匡…一口-を閃...........................

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） 

情緒不安定でひきこもりから、泣いてばかりいることがある。

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

平成18年1月に友人が急死してから、1日中泣いてばかりいて、ほとんと外に出ず、飲酒、過食、昼夜逆転、 

過量服薬を認め、まったく作業所に通所できない状態。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応

口点滴の管理 

ロレスピレーター

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置

ロ吸引処置（回数 回/日,□一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3 .心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 区無

（有の場合）-» □昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（ ）

（2） 精神•神経症状の有無

□有 （症状名 抑うつ状態 妄想 ）□無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向口幻視•幻聴忆妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害0遂行機能障害□社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無口有（ ）□無
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＜てんかん〉 

□有

（有の場合）

0無

一 口頻度（口週1回以上 □月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右口左）身長= 159
ロ四肢欠損

□麻痺

□左上肢

□右上肢

□その他

（部位:

cm体重=67 kg （過去6ヶ月の体重の変化 0増加□維持 口減少） 

程度:口軽 口中□重）

（部位:

□筋力の低下

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右

□ 股関節 □右

□ 肘関節 □右

□ 膝関節 □右

□ その他 （部位

□関節の痛み

度

度

度

度
 

程

稿

稿

程
 

z(\ /t\ z(\ z(\

（程度:□軽！
（程度:口軽！ 

倍I5位:

（部位:

口中 

口中

口重）

口重） 

程度:口軽

□左下肢（程度:口軽 口中 口重） 

□右下肢（程度:口軽 口中 口重） 

口中口重）

程度:口軽 口中口重）

□
 
□
□

ロ 

中
中
中
中

□
 
□
 
□

ロ

軽

軽

軽

軽

□
 
□
□

ロ

度

度

度

度
 

程

程

程

程

□
 
□
□

ロ 

中
中
中
中

□
 
□

□

ロ 

軽

軽

軽

軽

□
 
□
□

ロ

程度:口軽 口中□重）

□失調・不随意運動・上肢 口右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

口褥瘡 （部位: 程度:口軽 口中 口重）

刁その他の皮膚疾患（部位:湿疹 程度:0軽 口中 口重）

黑
黑

)

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

0尿失禁 ロ転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎• 口腸閉塞 □易感染性

0心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

___ ____T 尹於方西（ _____ _______________________________________________________________________________ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ ）

•摂食について 0特になし □あり （ ）

•移動について 0特になし □あり （ ）

•その他 （ ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 口無 0不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;5能力障害;3 ）〈判定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;4 生活リズム;4 保清;4 金銭管理;1 服薬管理;2
対人関係;2 社会的適応を妨げる行動;1 ）伴IJ断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふ M がな

性別 男•女

年齢

生年月日

( ）歳

対象者氏名
年 月 日

現住所

〒

電話 一 —

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 — 一

n認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1・2・3・4・5・6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害・その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級•

5）障害基礎年金等級 1級• 2級

6）その他の障害年金等級 1級・ 2級•

7）生活保護の受給 有（他入介護料有り）•有（他人介護料無し）O8L?

iv 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 30 回程度（1/逊精神科通院、1/月作業所、1/0 Aぱこをてう （歩5分）

•社会活動の参加の状況（ )

•過去2年間の入所歴:刁なし □あり

あり=> 入所期間: 年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ )

年 月〜 年 月 入所した施設の種類（ )

•過去2年間の入院歴:刁なし □あり

あり〜入院期間: 年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

・その他

作業所へは無理せず行ける範囲で行ってV る （1ヶ月に1回のみ）。ひきこもりと自觉。
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

・ 就労状況:0一般就労 □パート•アルバイト □就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 0あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり刁なし

• 就労希望の有無:0あり □なし

具体的に

軽作業のような、対人関係の少ない仕事をしたい。

vn日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________

•主に活動している場所:0自宅 □施設 ロ病院 □その他（ ）

TVを見る、音楽をきく。

友だちとT e!で話す（家族•友人•作業所で知り合った人）。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 

• 介護者の有無:0なし □あり

・介護者の健康状況等特記すべきこと

家族としては母•姉がいるが、T e1で話す程度。介護者はいない。 

母•姉一つらいときに話し相手、相談•助言をしてくれる存在である。

k 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_____________

• 生活の場所:0自宅（単身）口自宅（家族等と同居）ログループホーム□ケアホームロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

1Ko簡素に生活。室內は物が少なく片付いている。本人の話では掃除にはどうしても取りくめな 

い。きれいになっているのはヘルパーのおかげとのこと。

ヨその他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 一

•担当のMSWが変わった。MS Wと今の悩み（社会資源に行けていない現状をどうしたらよいか） 

について話をもっとしたいと考えている。

•現状のひきこもりに自身悩むだけでなく、急速に肥満が進んでいることも問題と本人が自觉。特 

に胴囲が増大している。
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区分5事例1

区分変更:区分3 -区分5

有効顾:!年間

審査及咖定城要:

・四肢の麻痺に重度の知的障害を併せ持つ事例。

・排尿排便や清潔保持等が全介助であることに加え 

て、ほぼ毎日ある不安定な行動や過食、てんかん発 

作の頻発等、介護により長い時間を要すると判断し、 

区分5に変更した。
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1一次判定等

ス セ プ ス セ プ 定 判 次 間 期 効 有

身 結 定 単 分 区 分 区

4
分 区 年

M
跡

一一
潔
持 

一
清
保 

-

比
機能 

訓練

S
一分 幻

8&
分

心 分 分

2判定調査項目

A瓊目群 調査結果

麻痺删

1-1

麻痺佐一上肢） ある

麻痺佑一上肢） ある

麻痺佐一下肢） ある

麻痺（右一下肢） ある

麻痺（その他）

1-2

拘縮（膺関節）

拘縮（肘师）

拘縮血師）

拘縮陳関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動・

2-1 肢り

2-2 起き上がり

2-3 座位瞬

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

3-1 立ち±がり

3-2 片足での立位 できない

3-3 洗身 全介助

特別加

4一 1ア・ じょくそう

4-1イ. 皮膚彌

4-2 えん下

4-3 一部介助

4-4 奶 部介助

4-5 排尿 全介助

4-6 排便 全介助

身の回り

5—1ア. ロ洗赫 全介助

5—1イ. 獅 全介助

5—1ウ・ 整髮 全介助

5-11. つめ切り 全介助

5-2 ア. 上衣の着脱 見守り等

5-2 イ. ズボン等の着脱

5-3 薬の内服 全介助

5-4 竝の管理 全介助

5-5 嘶の利用 全介助

5 — 6 B常の意思決定 日常的に圈《

6-1 視力

6-2 聽力

6-3-ア 轄の ほとんど不可

6 — 4 ーア 指示へのSIS
6-5 ア. 毎日の日課を理解 できない

6-5 イ. 生年月日をいう できない

6-5 ウ. 短期記憶 できない

6-5X. 自分の名前をいう できない

6-5 才. 今の季節を理解 できない

6 —5 力・ 場所の®B できない

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複题作 特別価 身の回り 慧恩艇 行動!

84.0 100.0 45.3 45.5 19.1 45.0 64.5 1

I ADL 行動鰐

6.00 点 3.47 点

行動 MOS*
7ア 被害的

7イ 倔

7ウ 幻敬聽

7 エ が^雄 ある

7才 転 ある

7力 昭・^ ときどきある

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す ある

7ケ 介護に抵抗 ときどきある

7 コ 常時のW徊

7サ 落も着きなし

7 シ 外出して戻れない ・ある

7 ス 1人で出たがる ときどきある

7セ ある

7 ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壞す ときどきある

7 チ 不潔行為 ときどきある

7 ツ 異食

7 テ、 ひどし物sn
特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 入トマの処直

8-5
8-6 レスビレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 却の看護

8-9 経管栄養

8-1 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

B1項目群
9-1 贋理 全介助

9-2 食事の配下膳 全介助

9-3 掃除 全介助

9-4 卿 全介助

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買い物 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

日2玖目群
7 卜 こだわり ある

7ナ 多動”行動停止 週に〔回以上

7 二 不安定な行動 ほぼ毎日

7 ヌ 自ら叩く等の行為 希にある

7ネ 他を叩く等の行為 週に1回以上
7 ノ 興味等による行動 週に1回以上
7 ハ 通常と違う声 日に頻回

7 ヒ 突発 週に1回以上
7ホ 反復的行動

C項目群
6 •— 3 ーイ 独自の意思伝連

6-4ーイ 説明の嘶 ときどきできる

7 フ 過食、反すう尊 ほぼ毎日

7 へ 憂雑で悲瞬 ときどきある

？ マ 対人面の不安緊强

7 ミ 意欲が乏しい

7 厶 溜がまとまらない ある

7 メ 集中力が続かない ときどきある

7 モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く拒S的 ある

9-8 文字の脱mm
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- !麻痺馳有無,卜2関節の動く®ffiの制限の有無

（1-1）軽い麻痺、しびれおり、力が入らない。

（_1-2）骨折した右肩と股関節は固い。

2・移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
（2-1）てんかん発■作後は、自分では動けない。

（2 -7）_保護帽着用、転倒に備える。発・作もちるため、外出中は車イスを魅し［吏 ・一巻遁閱ヨ艺サ生二（す逻し理壬 

イス）。 __________ ______________________________________________

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- !立ち上がり，3-2片足での立位保持，3-3洗身
4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう（床ずれ）等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便

（4一3）はし練習中。スブーン、フォークは使えるが、介護者が口元まで運んでいる。

（4-4）自分で飲むこざできるが、介護者が口元まで運ぶ必要がある。

（4-5）便座に座ってする。

5'身辺の世話等に関連する項目についての特記事項 .............

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

（5-1）_ア.手渡■すと、口に入れるところまでできる。みがくのは介助が必要。

（5—1）ウ.髪.をとかされるのは嫌がるため、短くして普段必要ないようにしている。 一

（5-2）_ア.ボタンの服は着られない。Tシャツを前後確認して渡すと、自分で着られる。

（5-2）イ.ズボンを持ち上げられないときがある。

（5 — 3）朝夕、,し 3?2 _____ _____ ____ _________________________________________
（5-6）好きな物を選んだり、嫌という様子を見せることはおる。

6コミュニケーションに関連する項目についての無記童項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-7意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶・理解,

（6 — 3 —ア）ハイ、イヤ、チイ、ネンネ、バイバイ、エッチ、オッバイの発語のみ。エッチ、オッバイと言うと周囲が嫌 

がるのが分かる様子。

（6-4-ア）発作でダメージが残ったり、気分がのらない時はほとんど反応しない。 _

（6 — 4 一イ）絵カードを使っている〇

_ （6-5）ア.作業所のろ/ジュールは慣れている。 ー ー

（6 — 5）ウ.表現できない。

7・行動に関連する項目についての特記事項 .........

7行動（ア〜ヤまで）

（イ）できない。 __ _ _ _

（ウ）よく起こる。一

（エ）てんかん発作で、昼夜逆転がよくちる。居眠りある。

（力）意にそぐわない時、自分の思いと違う時、缶コーヒーなど自分の飲み物を持っていかれた時。 一

（ク）エッチと大声をあげる。

（ケ）気分がのらない時。 ____ ___ _

（シ）1人ではか出しなゝヽが、バスを降りた時、「帰宅したくない」と動かない。

（ス）施設内では1人にさせないようにしているが、玄関へ行きたがる様子をする。

-108-



区分5事例1

（セ）お金や缶ジ已ース。財・布を手にして出かけるふりをする。

（夕）薬や物を投げる。

（チ）つばをつける。

■_（テ）記憶力については、判断が困難。

（卜）自販機が好きで、抱きつく。 __

（ナ）日に2回位発作があり、停止することがある。

（二）作業所では迴1回住だが、家では毎日父への暴力がある。 ―

（ヌ）アトビーがちり、かきむしるのをやめられない。その防止のため、施設では本人に記錄ノートを常に持たせるように 

している。 ー ー

（ネ）施設では週1回、家では毎日ある。 ー ー

（ハ）嫌がる行為がよくちる。

（ヒ）施設内で、玄関まで向かう。一

（フ）あればあるだけ食べてしまう。

（ミ）発・作後は、動けず寝ている。

（ム2話ができない。 ____ ________________________________________________ _____________ ________

（メ）月1回仪、［時間位の集中ができることがある。

（ヤ）父への拒否おり。物を取り•合うなご、子どものようなケンカがちる。

8'医療に関連する項目についての特記事項 ...........

8医療

9生活に関連する項目についての特記事項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除.9-4洗濯,9-5入浴準備，9-6買物，9-7交通手段，9-8文字の視覚的認識使用

（9-2）足元が不安定なため、持たせない。 ____ _______________________________________________

（9-6）店で、カフの中に好きな物を入れる。 ...... ............... ......... .........

（9-8）自分の名前の漢字はわかる樣子。施設では自分の記録ノートを選び、持ってくることはできる。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 _

連絡先 （ ）明•大.昭・平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されるこi•に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 □初回02回目以上

（3）他科受診の有無

□有" 13無
（有の場合）二口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリ〜ヨン科□歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見_____________________________________________________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.てんかん 発症年月日 （觀•平成 5!年 4月 日頃）

2. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成・ 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和• 2年2月〜 2年 8月 （傷病名:てんかん )

2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2）症状としての安定性 □安定 0不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

生後8ケ月よりけいれんが出現。薬物治療にもかかわらず、発■作は週単位からときに日単位の頻度で、なお続 

いている〇

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容.

特別な対応

口点滴の管理 口中心静脈栄養

□レスピレーター 

□吸引処置（回数

口気管切開の処置 

回/日,口一時的

ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

0有 口無

（有の場合）一 0昼夜逆転 0暴言 □暴行0介護への抵抗 口徘徊

口火の不始末0不潔行為□異食□性的行動障害一口その他（____________ ）

（2） 精神•神経症状の有無

□有（症状名 ）口無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無口有（ ）口無 ーーへ
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＜てんかん〉

0有 口無

（有の場合）一刁頻度（0週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態- —  一

利き腕（口右□左）身長= cm体重=61kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加0維持 口減少）

ロ四肢欠損 （部位: 程度:口軽口中 口重）

0麻痺
0左上肢（程度:□軽 0中 口重）.0左下肢（程度:□軽 0中 口重）

0右上肢（程度:口軽 0中 口重） 0右下肢（程度:口軽 0中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽

倍！5位:

口中 口重）

程度 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度 口軽 口中 口重）

□ その他 倍"立 )

□関節の痛み 倍IS位: 程度 口軽 口中 口重）

0失調•不随意運動 •上肢 0右 （程度 :口軽 刁中 口重） 刁左 （程度 :口軽 0中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 0中 口重） 0左 （程度 :口軽 0中 口重）

•下肢 0右 （程度 :□軽 口中 口重） 刁左 （舷 :口軽 0中 口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度 口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患 倍M立: 程度 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 0転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 □嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

一 対処方針 （移動には車イスを用いるなどの配慮が必要。 ______ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について □特になし □あり ( )

•嚥下について 刁特になし □あり ( )

•摂食について 刁特になし □あり ( )

•移動について □特になし □あり （転倒に注意。 )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

抗てんかん薬の血中濃度が上昇しすぎると、アテトーゼ様の不随意運動はより強くなる。一力、抗てんかん薬 

の血中濃度が低下すると不随意運動は軽;咸するが、強直して倒れるてんかん発■作が日単位に頻発•する。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状; 能力障害; ）〈判定時期 平成 年 月〉

〇生活障害評価:（食事; 生活リズム; 保清; 金銭管理; 服薬管理;

対人関係; 社会的適応を妨げる行動; ）伴り断時期 平成 年 月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )
ふリがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな

性別 男•女

年齢

生年月日

( ）歳

対象者氏名
年 月 日

現住所

T
電話 — —

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

n認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級
①• 2 • 3 • 4 • 5 • 6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害・鮫体不自由）•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A1 1度
重度 A A2
中度 B B1 3度
軽度 C B2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級・ 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 3 • 2級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）・有（他人介護料無し）3

w 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________

• 外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）：_____ 回程度 （買い物、ドライブ（家族の運転による））

•過去2年間の入所歴:0なし□あり 

あり=・入所期間: 年 月〜 年

年 月~ 年

・過去2年間の入院歴:0なし□あり 

あり=> 入院期間: 年 月〜 年

年 月~ 年

•社会活動の参加の状況（困難 ）

月入所した施設の種類（' ）

月入所した施設の種類（ ）

月 入院の原因となった病名（ ）

月 入院の原因となった病名（ ） 

• その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。__________________

• 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト ロ就労していない □その他（ ）

• 過去の就労経験:一般就労やパート・アルバイトの経験 □あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり □なし

中断の有無 □あり □なし

• 就労希望の有無:□あり □なし

具体的に

vg日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•主に活動している場所:□自宅 0施設 □病院 口その他（ ）

通所更生施設。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•介護者の有無:□なし刁あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

父母と兄と同居。

月1回くらいある夜の発■作時は、その後一晚中眠れない。

巴居住関連について、サービスの種類や最に関することを中心に記入してください。 一

• 生活の場所:□自宅（単身） 0自宅（家族等と同居） ログループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

マンション3階。

x その他'一サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_ 

脳性麻瘁による脳原性両上肢機能障害1級、脳原性移動機能障害4級。
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区分5事例2

I
区驱更:区分4 T区分5

mm： 3年間

泄及び艇咖要:

・最重度の知的障害で、先天性甲状腺機能低下症、重 

積のてんかん発作がある事例。

■頻回に他害、異食、自傷、危険な行動があり、行動 

障害、精神症状に関する介助項目が多く、介護の手 

間がかかると特記事項、医師意見書から判断し、区 

| 分5に変更した。

8

I
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1一次判定等

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺删

1-1

麻痺佐一上肢）

麻痺佑一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻瘴（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘财）

拘縮（股!W）
拘縮（膝呗

拘辐

拘縮（そ哋）

砂

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2-7 移動

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位 支えが必要

3-3 曲 全介助

特別皿

4一1ア. じょくそう

4—1イ. 皮膚舷

4-2 えん下

4-3 食 一部介助

4-4 一部介助

4-5 排尿 全介助

4 — 6 排便 全介助

身の回り

5 — 1ア. 全介®J
5-1イ. 全介助

5 — 1ウ・ 整髮 全介肋

5 -1 X. つめ切り 全介助

5-2 ア. 上衣脱 全介助

5-2 イ. ズボン等（DM脱 一部介助

5-3 薬の内服 全介助

5-4 の修理 全介助

5-5 電話の利用 全介助

5-6 日常の意思決定 日常的に葩

6-1 視力

6-2 聴力

6-3-ア ほとんど不可

6-4 ーア 指示への反応 ときどき通じる

6-5 ア. 毎日の日課を理解 できない

6-5 イ・ 生年月日をいう できない

6 — 5 ウ. 融記憶 できない

6 — 5エ・ 自分の名前をいう できない

6 — 5才. 今の季節を理解 できない

6-5 力. 場所の删 できない

3中間評価項目得点表

麻痺晰 移勦 複 特別河 身の回り 憲WS 行動

100.0 100.0 51.3 45.5 7.1 36.9 50.9

1 ADL 行動障害

6.00 点 3.71点

行動

? ア 被害的

7イ 鹽

7ウ 尙視幻聽

7 X 环雄 ときどきある

7才 昼矽転

7力 ときどきある

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す ある

7ケ 介護に抵抗 ときどきある

7 コ 常時轴徊 ある

フサ 落ち着きなし ときどきある

7シ 外出して戻れない ある

7 ス 1人で出たがる ある

7 セ

7 ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壊す ある

7 チ 不潔行為 ときどきある

7 ッ 異食时 週に1回以上
フテ、 ひどし嘴忘れ

特別な医療

8-1 点満の倔

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 Mの処直

8-5 酸索雌

8-6 レスピレーター

8 一フ 気管切開の処建

8-8 劇の彌

8-9 軽管栄養

8-! 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処!t
8-1 2 カテーテル

B1审目群
9-1 調理 全介助

9-2 食事の配下膳 全介助

9-3 掃除 全介助

9-4 〇 全介助

9-5 入浴の準備片忖け 全介肋

9-6 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

B2項目群
7卜 こだわり

7ナ 多動•行動停止 ほぼ毎日

7 二 不安定な行動

7 ヌ 自ら叩く等の行為 ほぼ毎日

7ネ 他を叩く等の行為 ほぼ毎日

7 ノ 興味等による行動 毎日（外出のたび）

7 ハ 通常と違う声 日に1回以上
7 ヒ 突発怖動 日に頻回

7ホ 反復婀動

C項目群
6 — 3ーイ 独自の意思赵 ほとんど不可

6 — 4—イ 説明の鲫 ときどきできる

7 フ 過食、反すう等 ほぼ毎日

7 へ 憂欝で悲瞬

7 マ 対人面の不安緊張

フ ミ 意齣乏しい

7 ム 話がまとまらない ある

7 メ 集中力が続かない ある

7 モ 自己の過大評価

フヤ 疑い深く拒否的

9-8 文字の^ 的商
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特記事項

1 麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

2移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動

3動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身

(3—3)清潔保持への関心が乏い、。 _____________________ ____________________ _____ ______ _____ _________

4"身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿，4-6排便

(4- 3)そしゃくしないで丸飲みしてしまうた少、荒刻みにしている。食べこぼしの後始末に介助を要す。

(4-4)やかんやペットボトルを飲み干してしまう。1〜2回/月は洗面所で水を飲むなど多飲。けいれんをおこすこと有。

(4-5)自分からの訴Nなく、1〜1.5時間おきに誘導するが、タイミングが難しくバットに出ることが多い。_______

(4-6)表情で察しての誘導。バットに出ていても訴えな〈、弄便していることもおる。促されればズボンの上げ下ろし 

はするが、性器が出ているような状態のため要介助。 _______________

5"身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5-1)清潔保持への関心が乏しい。介助も嫌がる。流涎用のタオルを肩からゴムで斜めがけしているが、自分で拭きと 

ることは「ない。

_ (5-2)ア.首を通してーもら之れば腕をぬしことは可。暑い時、入浴したい時は自分で脱ぐが、着替・えのための指示では 

_ 脫がない。

(5-2)イ.ズボン•バンッ〜トイレ時など、促されれば上げ下げを行うが、やり直しを要す。

6"コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- !視力,6-2聴力,6-3-？意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4-イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(6 — 3  ア,イ)嫌な時に、自分の?5をたたいたり、相手を押しのける・〇何かをしたい時は、相手の手を引つ.張ってその 

物気触れさせたりしている。それを見て、介護者が推測している状況。

(6-4-ア)生活上の知っている言葉(風呂•ごはん)に反応しているが、「トイレに行ってから風呂」な匕と言われる 

と、どちらかしかできない。 _

(6 — 4 一イ)実物が有効な場令ちり。 _

7'行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア〜ヤまで)

(力,ヌ)毎日、制止をされるなど思い通りにならない時、母へ手が出たり、壁に頭を打ちつける、指を嚙む等の行為おり。

(コ,シ,ス,ヒ)家の中は、かもいに手をかけ、机や出窓を渡り歩く。すぐにかに出ようとするため、防犯用のロックを 

したり、窓の前に棚な匕を置いている。早朝に1人ご出て、匕こかで服を脫ぎ、裸で団地内を歩いてい 

たこと有。 _ _

(ツ,フ)異食があり、部西などいろいろ2・も？が便に混じっている。また、あめなどを見つけると、1度に全て口に入れ 

てしまう。

-SA1?Ay_?^3:はも\、一ぢ、物を枝げてその音を楽しむため、2階から蛍光灯を投げて割ったりする。聴きと 

り時も、しばら〈なめていたおもちゃを突然机に投げたり、机の上を步いていて、陶器の小物入れを割ったりした。

8 医療に関連する項目についての特記事項 ........... ......... .............

8医療

( )重積発・作のための入院が多く、薬でのコントロール。甲状腺機能低下症で、ホルモン薬服用中。
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9 生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理,9-2配下膳，9-3掃除,9-4洗濯，9-5入浴準備，9-6買物,9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用 

(9-1,2)台所にも施錠されており、本人は関わっていない。配下@も、途中で膳クら手を離してしまう。

(9-6)目に入った物を、その場で開けて飲んでしまうため、全面的な支援.を要す。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

1.

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 _

連絡先 （ ）明.大・昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること•に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名 —

医療機関所在地 fax （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無
（有の場合）：口内科□精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リノ、ピリ〜ヨ潔 □歯科□その他（ ）

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1・に記入）及び発症年月日

1.先天性甲状腺機能低下症 発症年月日

2 .精神運動発•達遅滞 発症年月日

3.てんかん___________________ 発症年月日

入院歴（鸟近&入院歴を記入）

1. 昭禾□17年2月〜 17年 8月

2. 昭和•せ成）13年 7月〜 13年 7月

（2）症状としての安定性

船秒•题 63年 1〇月 〇日頃）

（昭和-（Q 6年 10月 日頃）

（昭和• @） 6年 10月 日頃）

（傷病名:けいれん重積 )

（傷病名:気管支炎 )

0安定 □不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

先天性甲状腺機能低下症にて甲状腺ホルモンの補充を続けている。熱性けいれんは何回か起こしていたが、平 

成6年〇月〇日にけいれん重積で入院後てんかんと診断。現在3種類の抗けいれん剤を内服中。けいれんは完 

全には消えておらず、時々短時間のけいれんはあり。精神運動発・達遅滞も認め日常生活にも介助が必要。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容 □点滴の管理 

ロレスピレーター 

ロ吸引処置（回数

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置

回/日,口一時的

特別な対応 □モニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

ロ褥瘡の処置

3.心身の状態に関する意見

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

（1）行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

ロ徘徊 

□その他（ )

0有 口無

（有の場合）T □昼夜逆転

口火の不始末

ロ暴言 

□不潔行,

□暴行0介護への抵抗 

為口異食□性的行動障害

（2）精神•神経症状の有無

□有（症状名 )□無

（有の場合）T 口せん妄 □傾眠傾向 ロ幻視•幻聴□妄想 0失見当識 0失認0失行
0認知障害 □記憶障害 （短期、長期）0注意障害 ロ遂行機能障害 0社会的行動障害
□その他（ )

•専門医受診の有無□有（ ) ロ無
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＜てんかん〉

刁有 □無

（有の場合）1刁頻度（口週1回以上 刁月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右口左）身長=150.3cm体重=41.9 kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加0維持 口減少）

ロ四肢欠損 倍"立: 程度:口軽 口中□重）

□麻痺

□左上肢 （程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢 （程度:口軽 口中 口重） □右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 （部位: 程度:口軽 口中□重）

ロ筋力の低下 （部位 程度: 口軽口中口重）

X
—/ X)/ \JZ

□
 
□
□

ロ 

中
中
中
中

□
 
□

□

ロ 

軽

軽

軽

軽

□
 
□

□

ロ

度

度

度

度
 

程

程

程

程

重

重

重

重

□
 
□
□

ロ 

中
中
中
中

□
 
□
□

ロ

軽

軽

軽

軽

□
 
□
□

ロ

度

度

度

度
 

程

程

程

程

は
煮

□関節の拘縮

□肩関節□右

□股関節□右

□肘関節□右

□膝関節□右

□その他（部位: ）

□関節の痛み （部位:__________________________________________ 程度:口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動

ロ褥瘡

□その他の皮膚疾患

"

囂
（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

（程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

程度:口軽 口中口重）

程度:口軽 口中口重）

囂
豔

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

□尿失禁 □転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 口腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 0その他（けいれん ）

T対処方針（けいれんは自然に止まる可能性が高い。止まらなければ救急車で来院を。 ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

・血圧について 0特になし □あり ( )

•嚥下について 0特になし □あり ( )

•摂食について 0特になし □あり ( )

•移動について 0特になし □あり ( )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 刁無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

精神発•達遅滞が強く、見ていないとどこに行くか分からない状態である。食事などの日常生活にも介助が必要。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状; 能力障害; ）伴U定時期 平成 年 月〉

〇生活障害評価:（食事; 生活リズム; 保清; 金銭管理; 服薬管理;

対人関係; 社会的適応を妨げる行動; ）〈判断時期 平成 年 月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな

性別 男•女

年齢

生年月日

( ）歳

対象者氏名
年 月 日

現住所

〒

電話 — 一

家族等 

連絡先

〒

氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 — —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1・2・3・4・5・6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 L OA 0C 1度
重度 A AT2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 1級 *3）

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）•無

iv 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 25回程度（ドライブ、通学）

社会活動の参加の状況（ ）

過去2年間の入所歴:□なし□あり

あり=> 入所期間: 年 月〜 年

年 月〜 年

•過去2年間の入院歴:□なし 0あり

あり〇 入院期間:平成17年7月〜 年

年，月〜 年

•その他

月入所した施設の種類（ ）

月入所した施設の種類（ ）

月 入院の原因となった病名

（剰乍が重なってICUに3 ar-!計1!日間の入院〇）

月 入院の原因となった病名（ ）

発■作（けいれん）のための入院は10回以上。発・熱で2回入院。
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 就労状況:口一般就労 □パート・アルバイト □就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 □あり 刁なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり0なし

-就労希望の有無:□あり□なし

具体的に

卒業後、授産やデイサービスの通所を検討中。

vn日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。____________

•主に活動している場所:0自宅 □施設 ロ病院 0その他（学校 ）

vm介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•介護者の有無:□なし 0あり 

•介護者の健康状況等特記すべきこと

父〜洗身、添寝。

母〜体を拭く、スクールバスまでの送迎、家事。

巴 居住関連について'サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 ー ー

• 生活の場所:□自宅（単身） □自宅（家族等と同居） ログループホーム □ケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

団地の一春奥まった所〇

すぐに外に出たがる、物を投げる（壊れる音を楽しむ）ため、いたるところに防犯用ロックがされ、 

窓から出られないよう棚などが置いてある。障子も本人に破られている。

x その他、•»-ビスの種類や量に関することを中心に記入してください。

現在、養護学校高等部〇年生。

ADL全般に介助を要する。自分の興味が優先し、制止を嫌う。 

外に出たがり目が離せない状況。

言葉の理解も難しいようで、知っている単語に反応し、促されて行動している。
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区分5事例3

I
区^S: 区分3 -区分5

有効期間:3年間

刊及び判定咖要:

・重度の知的障害で周期性の興奮、不眠状態がある事 

例。

・排便時に排泄物を壁になすりつけたり、葉を口に入 

れるなどの異食行為、奇声、暴行（母親の髪を引っ 

張る）、破衣等の行動障害がみられることから、これ 

! らに対応するため、介護時間が長くなると判断し、

! 区分5に変更した。
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1一次判定等

I
 ス セ プ

n
 ス セ プ 定 判 次 間 期 効 有

結 定 判 分 区 分 区 分 区 年 つ 卍

H
BE

吋

JI 器

分 

e
d 分 分

5
分 一

分

i  8
一

种 分
4

分
2

分
3

2判定調査項目

A項目群 謂査結果

麻

1-1

麻瘴（左一上肢）

麻痺佑一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩蹶）

拘縮（肘删）

拘辐（股师）

拘縮（^関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗 見守り等

2-7 断 見守り等

3-1 立も上がり

3-2 片足での立位

3-3 曲 全介助

特別加

4-1ア. じょくそう

4-1イ. 皮膚噸

4-2 えん下

4-3 食事砸 見守り等

4-4 飲水 見守り等

4 — 5 排尿 見守り等

4 — 6 排便 一部介助

身の回り

5-1ア・ 一部介助

5— 1イ. 獅 部介助

5— 1ウ. 整髮 —部介助

5 -1 X. つめ切り 全介助

5-2 ア・ 上衣の®脱 見守り等

5-2 イ. ズボン等の淮脱 見守り等

5-3 薬の内服 全介助

5-4 竝の管理 全介助

5 — 5 強の利用 全介助

5 — 6 日常の意思決定 できない

伽刪

6-1 視力

6-2 聽力

6-3-ア 艇の^ ほとんど不可

6 — 4—7 指示への反応 ときどき通じる

6-5 ア・ 毎日の日課を理解 できない

6 — 5イ. 生年月日をいう できない

6-5 ウ・ 晰記憶 できない

6 — 5工. 自分の名前をいう できない

6-5 才・ 今の季節を理解 できない

6 — 5 力. 場所の理解 できない

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複働作 特別価 身の回り 意思艇 行動

100.0 82.5 77.0 60.3 29.7 36.9 61.7

I ADL 行動障害

5.5?点 4.26 点

ffl 調

7 ア 被害的

7イ

7ウ 幻聴

? エ が^雄 ある

7才 昼鮭転 ときどきある

7力 ときどきある

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す ある

7ケ 介a!に抵抗
7 コ 常時のw あ召

7サ 落ち着きなし ある

7 シ 外出して戻れない

7 ス !人で出たがる

7セ 嘶癖

7ソ 火の不始末

7夕 物や痢を壊す ときどきある

7チ 不潔行為 ときどきある

7 ッ 異食樋 ぼぼ毎日

7テ、 ひどし物忘れ ある

特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8 ~ 4 スHの処置

8 — 5 酸素般

8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の処置

8-8 疼痛の93
8-9 経管栄養

8-10 モニター測定

8-11 じょくそうの処直

8-1 2 カテーテル

項目群

9-1 調理 全介助

9-2 食事の配下膳 見守り、介助

9-3 全介助

9-4 卿 全介助

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買い物 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

B2項目群
7卜 こだわり ある

7ナ 多動・行動停止 ほぼ毎日

7 二 不安定な別! ほぼ毎日

7 ヌ 自ら叩く等の行為 ほぼ毎日

7ネ 他を叩く等の行為 ほぼ毎日

7 ノ 興味等による行動 毎日（外出のたび）

7 ハ 通常と違う声 日に1回以上
7 ヒ 突発怖動 日に1回以上
7ホ 反復的行動 ある

C項目群
6 — 3 ーイ 独自の意思伝達 ほとんど不可

6 — 4 ーイ 説明の勢 ときどきできる

7 フ 過食、反すう等

7 へ 憂鳌で悲観的

7 マ 対人面の不安緊張

7 ミ 意欲が乏しい ある

7 厶 話がまとまらない

7 メ 集中力が続かない ときどきある

7 モ 官己の過大評価

7ヤ 疑い深く拒否的

9~8 文字の視覚的認識 全介助
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項 

伯 麻痺等の有無1-2関節の動く範囲の制限の有無

2移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動

（2-6, 7）踐動や務乗の際に严かけがないと行動できないことや步道から車道に飛び出してしまう行動も見られるため 

見守りが必要と判断。 ____________ ____________ ______ __________ __________________

3・動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり，3-2片足での立位保持,3-3洗身
（3-3）介助者が产かけ宇しても手で体を撫でる程度の洗身しかできていないため全介助と判斷。

4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう（床ずれ）等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排尿,4-6排便
（4- 3）介助者が产をかけないと食事が進まない。手が止まってしまうなどの様子が見られる。

（4-4）介助者が声をかけないと道量以上の水分を摂取してしまうため、見守りが必要と判斷。

（4-5, 6）介助者が声をかけないと便器の爪に排尿してしまったり、おしりを拭.く行為をしないことがおるため、見守 

り、一部介助が必要と判断。 一 ____ _______________ ___________________

5身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- 1清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

（5-1）歯ブラシは手に持ってDの中に入れる程度、洗顔は水で軽；く顔を鴻らす程度のため、一部介助と判断。

（5—2）表裏反対に着てしまうことなどがおるため、見守りが必要と判断。 __

6コミュニケーションに関連する項目についての特記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-？意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶・理解,

（6 - 3-ア）「アー」「ウー」などの発・声が見られるが、意図していることが分からないことが多い。

（6-4 ーア）介助者からの指示に対しては、何度か繰り返す中で反応される時とそうでない時がちる。

7 行動に関連する項目についての特記事項

7行動（ア〜ヤまで）

（力,ク］ネ）ほぼ毎日自分の思い通りにならない時に大きな声を出したり、母親の髪の毛を引つ張るなどの行為が見られ 

__4〇__________________________________ ______________ ______ _________ ________________________________

（コ,サ）日中自宅にいる際には、常時部屋の中を動き回ったり、部屋のF宵の方に行き座るなどの行動を繰15返している。 

（チ）排便後、排泄物を壁などになすりつけるなどの行為がおる。

（ツ）汗出時に、葉つぱなどをむし*）取ってDに入れてしまう行為がちる。ト出時は常に）。

（ホ,卜）広告チラシを細かくちぎってゴミ箱に入れる。.それを繰り返し行っている。破って良い物、悪い物ので 

______一 き空し_______________________________ ______ ____________________________________________ _________ ______

（二.ヒ）着替;Iをすることが好きなため、わざと排尿・を失敗して着替Zをする行為が見られる。自宅に置いてちった塗料 

__ 用のシンナーを飲んでしまったこごもある/ _

8 医療に関連する項目についての特記事項

8医療

（ ）※てんかん発•作おり。服薬もお1）（精神安定剤もちり）。

9生活に関連する項目についての特記事項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除,9-4洗濯，9-5入浴準備,9-6買物,9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

（ ）一連の行為において上記のような行動が見られるため、すべてにおいて見守り、介助が必要と判斷。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 ー

連絡先 （ ）明.大・昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 刁初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無
（有の場合）一口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリテーンヨ嗨 □歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.てんかん 発症年月日 （超初-平成 44年 月 日頃）

2.精神発•育遅滞 発症年月日 （軽•平成 〇年 月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1・昭和・平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

2・昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2） 症状としての安定性 □安定 □不安定 ロ不明
（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） .................

ほぼ1ヶ月周期で精神運動興奮、不電,を来たす2 一

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載） 

てんかんはコントロール良好、発作を認めていない。

周期性の興奮時には服薬で対応。

2.特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

口点滴の管理 

ロレスピレーター 

ロ吸引処置（回数

口中心静脈栄養 

口気管切開の処置

回/日,口一時的

特別な対応 □モニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）□褥瘡の処置 

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法

口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 

□継続的）

3 .心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無 （該当する項目全てチェック）

□有 口無・

（有の場合）一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行□介護への抵抗 口徘徊

口火の不始末口不潔行為□異食□性的行動障害 □その他（ ）

（2） 精神•神経症状の有無

□有（症状名 ）□無

（有の場合）一 口せん妄 口傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）□注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

0その他（不穩、興奮、不眠）

•専門医受診の有無口有（当院 ）口無
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＜てんかん〉

0有 口無

（有の場合）— 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）現在は無い

（3）身体の状態

利き腕（口右□左）身長=150 cm体重=5〇kg（過去6ヶ月の体重の変化 口増加0維持 口減少） 

ロ四肢欠損 （部位: 程度:□軽 口中口重）

□麻痺

□左上肢（程度:口軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 □中 口重） 口右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

倍"立: 程度:口軽口中

倍！5位:

口重）

程度: 口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ その他 （部位 )

□関節の痛み 倍！5位: 程度:;口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動 •上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 傕度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•下肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

ロ褥瘡 倍M立; 舷 :□軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患 脚位: 程度;:口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1）現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

ロ尿失禁 

□心肺機能の低- 

一対処方針

□転倒•骨折 

F □痛み

（

ロ徘徊

□脱水

□褥瘡 口嚥下性肺炎

□その他（

口腸閉塞 

）

□易感染性

）

（2）介護サービス :ホー厶へルブサービス等） の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり ( )

•嚥下について 0特になし □あり ( )

•摂食について □特になし 0あり （適量が分らず過食に及ぶ。 )

•移動について 刁特になし □あり ( )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 口無 刁不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

周期性の病状悪化（精神運動興奮）の時期には不眠を来たし、奇声を上げて家族や周囲の者を叩く。又、破衣、 

過食•過飲水なども同時期に出現する。悪化の期間は7〜1〇日/月程度。それ以外の時期には大人しく他者 

と交流をもたない。言語の使用はできない。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;2能力障害;3 ）伴I］定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;4 生活リズム;2 保清;3 金銭管理;5 服薬管理;5
対人関係;5 社会的適応を妨げる行動;3 ）伴IJ断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふ LJがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 一 —

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 — —

m 認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1-2 ■ 3 ■ 4 • 5 ■ 6

2）身体障害の種類 視覚障害•聴覚障害•肢体不自由•内部障害•その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 ® A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B 2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 錘> 2級

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）

iv 現在受けているサ亠ビスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 回程度

・社会活動の参加の状況（ )

・過去2年間の入所歴:0なし□あり

あり=> 入所期間: 年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

•過去2年間の入院歴:0なし □あり

あり〜入院期間: 年 月~ 年 月 入院の原因となった病名（ )

年 月~ 年 月 入院の原因となった病名（ )

・その他
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vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

・ 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト0就労していない □その他（ ）

•過去の就労経験:一般就労やパート・アルバイトの経験 □あり /なし

最近1年間の就労の経験 □あり0なし

中断の有無 □あり刁なし

•就労希望の有無:□あり □なし

具体的に

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________

•主に活動している場所:0自宅0施設□病院口その他（ ）

月〜金第2、3、4土曜日。〇〇〇

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 介護者の有無:□なし0あり

•介護者の健康状況等特記すべきこと

母親は高血圧（服薬などはなし）。

IX 居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

• 生活の場所:□自宅（単身） 口自宅（家族等と同居） ログループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

・居住環境

X その他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 

外出介護 54畤間/月。

ショートスティ ？ 0/月。

〇〇を利用予定。
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島

区分6事例1

区范見:区分5 一区分6

mm： 3年間

せ及び判定0U要:

・脳内出血による左片麻痺、視覚障害、高次脳機能障 

害の事例。
・排尿排便時にも人に知らせることができず、清潔保 

持を含めて全介助の状態である。また、記憶障害、 
遂行機能障害、社会的行動障害があって、日常生活 

では全面的に要介護の状態で、より長い介護時間を 
要すると判断し、区分6に変更した。

嗣

自
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1一次判定等

ス セ プ ス セ プ 定 判 次 間 期 効 有

結 定 判 分 区 分 区

4
分 区 年 つ せ 排 剛

絮
持 

潮
保 臓 刑

器

 

機
訓 11

分

一

分 
a

分
8

分 分 分 分
52 1

1

2判定調査項目

A項目群 調査!課

麻痺触

!一!

麻痺（左一上肢） ある

麻痺佑一上肢）

麻痺（左一下肢） ある

麻痺（右一下肢）

麻瘴（その他） ある

1-2

拘縮（屑関節）

拘縮附関節）

拘縮（股im） ある

拘縮曦関節） ある

拘縮促师） ある

拘縮（その他） ある

2-1 寝返り っがまれ跑

2-2 起き上がり できない

2-3 座位翳 支えが必要

2-4 両足での立位 できない

2-5 歩行 できない

2-6 移乗 全介助

2 —フ 移動 全介助

3-1 立ち上がり できない

3-2 片足での立位 できない

3-3 涵 全介助

特別皿

4-1ア. じょくそう

4-1イ. 皮膚腿
4-2 えん下

4-3 食am 一部介助

4-4 部介助

4-5 排尿 全介助

4-6 排便 全介肋

身の回り

5-1ア・ 一部介助

5 —1イ・ 痂 全介®]

5-1ウ. 整畫 全介助

5 -1 X. つめ切り 全介助

5-2 ア・ 上衣の着脱 全介助

5 — 2イ. ズボン等のM脱 全介助

5-3 薬の内服 全介助

5-4 金銭の管理 全介助

5-5 膵の利用 全介助

5-6 日常の意思決定 日常的に囲曜

伽爾
6—1 視力 判断不魅

6-2 聴力

6-3-ア ほとんど不可

6-4-ア 指示への

6-5 ア・ 毎日の日課を理解 できない

6 — 5 イ. 生年月Bをいう

6-5 ウ. 短期記億 できない

6-5X. 自分の名前をいう

6 — 5 才. 今の季節を理解

6-5 力. 場所の理解 できない

3中間評価項目得点表

麻痺晰 移動 複泗作 特別介護 身の回り 意思艇 行動

41.2 7.8 5.9 49.8 9.3 56.9 80.3

I ADL 行動昨

6.00 点 1.57 点

行動

ファ 被害的

7イ 価

7ウ 幻視幻聽

? エ OU环雄 ある

7才 昼竝転 ある

7力 暴言舒 ある

7キ 同じ話をする

7ク 大声を出す ときどきある

7ケ 介護に抵抗 ときどきある

7 コ 常畤の^徊

7サ 落ち着きなし あり

7 シ 外出して戻れない

7 ス 1人で出たがる

7セ 蚁癖

7 ソ 火の不始末 あり

7夕 物や痢を壊す

7 チ 不潔行為

7 ッ 異食

7〒 ひどし沏助 ある

特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 ストマの処置

8-5
8-6 レスピレーター

8-7 気管切開の置

8-8 劇の彌

8-9 経管耘

8-! 〇 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-1 2 カテーテル

項目群

9-1 調理 全介助

9-2 食事の配下膳 全介助

9-3 全介助

9-4 卿 全介助

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買し喑 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

82項目群
7卜 こだわり

7ナ 多動-行動停止

7 二 不安定な行動

7ヌ 自ら叩く等の行為

7ネ 他を叩く等の行為 ほぼ毎日

7 ノ 興味等による行動

7 ハ 通常と違う声

7 ヒ 突発怖動

7ホ 反復的顺

Cが目群

6 — 3  イ 独自の意思伝逮

6 — 4—イ 説明の理解

7 フ 過食、反すう等

7 へ 憂證で悲観的 ある

？ マ 対人面の不安緊强

7 ミ 意欲が乏しい ある

7 ム 話がまとまらない

7 メ 集中力が続かない

7モ 自己の過大評価

7ヤ 疑い深く糅的 ときどきある

9-8 . 文字の視覚的認識 全介助
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区分6事例1

特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

1- 1麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

(1-1)一手指•足の指にも麻痺有。

(1-2)股関節は、可動域に制限有。足全体の筋力そのものも低下。

2・移動等に関連する項目についての特記事項

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動
(2-2)介助なければ不可能。

(2-7)_バリアフリー部分なら車いすで移動できるが、外には出たがらず、デイサービスなどに行〈ときは、介助必要。 

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- !立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身
4身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- 1じょくそう(床ずれ)等の有無,4-2えん下,4-3食事摂取,4-4飲水,4-5排展4-6排便
(4-3)食事の行為は匹Zるが、金事中に食事をしていることを忘れるため、常に声かけな匕必要。量の調整も必要。

(4一4)用意してもらZばー包分で可能。 ー ー

(4-5)尿意感じない。オムツをしている?、排尿しても知らせない。 _

(4-6)排便しても知らせることができない(便意ない)。不快惑もないようだとのこと。 一

5・身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理,5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5 -1)ア.はみがき、歯ブラシ•歯みがき粉•コップ等用意すれば自分で行Zる。

(5-1)イ.洗顔は手指に麻疼もおり、卷.うのも困難。本人も洗おうとしない。 _

(_5—1)_ウ.洗髪、整髪、共に企跋必要る越失もクら飞今:)一。ー__________________________

(5-3)飲むたびに「何の藥?」と確認する。 _

(5 — 5)雹話をとろうとしない。 ........... ....

(5-6)排尿•排便時のように、必要なときに援助を求めることが困難。

6コミュニケーションに関連する項目についての蒔記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-ア意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4ア介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶•理解,

(6 -1)脳の伝達にもダメージがちるため、見えてい乡いのか、見いても認知判斷できていないのか、判断できない 

が、医師の診斷によると视觉障害有。

(6-3)こちらが夢しかければ答えることはでさるが、本人から傅かを言ったりすることは一切ない。

(6 - 5)_ウ・短期亂憶—その日食べたものも觉Zていない。

7'行動に関連する項目についての無記事項

7行動(ア〜ヤまで)

(エ)®!の;!犬態による。攻撃的になついする。 ........ ........................ .... 一

(才)夜も目をおけていたりする。日中、寝たいときに寝ている。ほぼ每日。

(力)同じことを2回聞〈だけで玫爭的になる。不意に突然に壁をたた〈、音をたてる等有。毎日。

(ク2攻窒的になったとき—ささいなことで攻撃的になる。例:同じことg 2一回聞ゝヽたりするたけで怒りたす』

(ケ)支障はないか.拒否毎いつもおる。

(テ)15秒笑丫も忘れている。 ____________ _  __ ________________ __________

(へ)常に悲観的に感じられるが、生命の危険と隣合わせのものでもない。

(マ)判断できない。自分から、話しかけた』一もしないので。

(ミ)家族が見ている限り、意欲は全〈ないように感じられる。自発的に何もしようとしない。

(メ)集中力そのものがないように思われる。 __ _ ー ー ___ ______ ______ ____ ___
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(ヤ)頻度は、そのときどきで違うが、拒否的でおる。

(ネ)手加減が'ない。不機嫌になるとすぐたたゝ、いする。 .............

8 医療に関連する項目についての特記事項

8医療

9 生活に関連する項目についての特記事項

9-!調理,9-2配下膳,9-3掃除.9-4洗濯,9-5入浴準備,9-6買物，9-7交通手段.9-8文字の視覚的認織使用

(9—1)立位不可能なうZ、気力も無く、視力にも障害がおる。

(9一2)できない、やろうとする気力も無い。 一

(9-6)買い物に連れて行っても、色も分からないので、選択もできない。一

(9-7)介助者が全て付き添わないと黑理と思われる。
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 —

連絡先 （ ）明•大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 □初回□2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無
（有の場合）—口内科口精神科口外科口整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハビリ—ヨン科□歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

〇日頃）1.くも膜下出血後遺症 発症年月日 （昭和宴或）15年 9月

2.二次性てんかん 発症年月日 （昭和•逐成） 15年 9月 日頃）

3. 発症年月日 （昭和•平成 年 月 日頃）

入院歴（粵歟入院歴を記入）

1.昭和•鉞）15年3月〜 16年 6月 （傷病名:くも膜下出血 )

2.昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2）症状としての安定性 0安定 □不安定 ロ不明

（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入）

（3）障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容 

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

高次脳機能障害。体幹失調あり、手すりがないと動けない。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応 

失禁への対応

口点滴の管理 
□レスピレーター

口中心静脈栄養 
口気管切開の処置

ロ吸引処置（回数 回/日,□一時的
ロモニター測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）
ロカテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

ロ透析 □ストーマの処置口酸素療法
口疼痛の看護口経管栄養（胃ろう） 
□継続的）
ロ褥瘡の処置

3ゝ心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

□有 □無

（有の場合）一 口昼夜逆転 口暴言 □暴行忆介護への抵抗 口徘徊

□火の不始末□程行為□異食□性的行動障害 □その他（無為 ）

（2） 精神•神経症状の有無

□有（症状名 ）口無

（有の場合）-口せん妄 □傾眠傾向□幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

ロ認知障害口記憶障害（短期、長期）0注意障害□遂行機能障害0社会的行動障害 

□その他（ ）

•専門医受診の有無口有（ ）口無
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＜てんかん〉

0有 口無

（有の場合）- 口頻度（口週1回以上 □月1回以上 刁年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（口右□左）身長= cm体重= 58.1 kg （過去6ヶ月の体重の変化 □増加□維持 □減少）

ロ四肢欠損 倍1？位: 程度:口軽 口中口重）

刁麻痺

0左上肢（程度:0軽 口中 口重） 0左下肢（程度:0軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽 口中 口重） 口右下肢（程度:口軽 口中 口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽

倍b位:

口中 口重）

程度::口軽 口中 口重）

□関節の拘縮

□ 肩関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 □重）

□ 股関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 肘関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 口重）

□ 膝関節 □右 （程度:口軽 口中 口重） □左 （程度:口軽 口中 □重）

□ その他 （部位 )

□関節の痛み 倍M立: 程度::口軽 口中 口重）

0失調•不随意運動 •上肢 口右 （程度 :口軽 口中 口重） □左 （程度 :口軽 口中 口重）

•体幹 □右 （程度 :口軽 口中 口重） 0左 （程度 :口軽 口中 0重）

•下肢 0右 （程度 :口軽 口中 0重） 0左 （程度 :□軽 口中 0重）

ロ褥瘡 倍M立; 程度 :口軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患 （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1） 現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

0尿失禁 ロ転倒•骨折 口徘徊 口褥瘡 口嚥下性肺炎 □腸閉塞 □易感染性

□心肺機能の低下□痛み □脱水 □その他（ ）

〜対処方針（オムツ ）

（2） 介護サービス（ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について 0特になし □あり （ ）

•嚥下について 0特になし □あり （ ）

•摂食について 0特になし □あり （ ）

•移動について 0特になし □あり （ ）

•その他 （ ）

（3） 感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 0無 口不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。） ___________________

意欲低下、著明な記憶障害、易怒性あり。

日常生活全介助に近い。かへ出ようとしたがらない。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;5能力障害;5 ）伴り定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;5 生活リズム;5 保清;5 金銭管理;5 服薬管理;5
対人関係;5 — 社会的適応を妨げる行動;1 ）〈判断時期 平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな
( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

T

電話 — —

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 — —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 ①・2・3 - 4・5・6
------------ -- —，  " —

2）身体障害の種類 龜崑障が 聴覚障害〈肢体不冃鉀内部障害、その他（ ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 A A 2 2度
中度 B B 1 | 3度
軽度 C B2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級・ 2級• 3級
ナ--ヽ

5）障害基礎年金等級 1級

6）その他の障害年金等級 1級・ 2級・ 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）遜;

w 現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）:月4 回程度（デイサービスのみ）

• 社会活動の参加の状況（ )

・過去2年間の入所歴:□なし□あり

あり=> 入所期間: 年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

年 月~ 年 月 入所した施設の種類（ )

•過去2年間の入院歴:刁なし□あり

あり=> 入院期間: 年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

" その他

-135-



区分6事例1

vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト0就労していない □その他（ )

•過去の就労経験:一般就労やパート・アルバイトの経験 刁あり □なし

最近1年間の就労の経験 □あり □なし

中断の有無 □あり □なし

• 就労希望の有無:□あり 刁なし

具体的に

vn日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________

・主に活動している場所:□自宅 □施設 ロ病院 口その他（ ）

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•介護者の有無:□なし□あり

・介護者の健康状況等特記すべきこと

母と夫と同居。

巴居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。___________________

•生活の場所:□自宅（単身） 0自宅（家族等と同居） ログループホーム ロケアホーム ロ病院 

口入所施設口その他（ ）

•居住環境

一户建て（2Fだて）。

きーその他、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。________________________________

実母•夫•子供2人と計5人で同居しているが、夫も仕事（出張あり）、実母は飲食店経営のため、 

デイサービス.への送迎が難しいので、外出介護の申請をし週3日程デイサービスを利用できるよう 

にしたい、とのこと。

※病後、何に対しても無気力•意欲もなく、自発的に行動もしないため、デイサービスには通わせ 

て、外の空気を吸わせたいとのご家族のご要望です。
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区分6事例2

I
区麻更:区分5 -区分6

锄期間:3年間

艇及び判定〇）m：
・聴覚障害、重度の知的障害によりコミュニケーショ 

ンが十分にとれず精神的に不安定になることが多い 
事例。

・このため、施設通所がほとんどできない。さらに、 
« 拒食（偏食）、興奮が頻回にあり、排尿排便のコント 
3 ロールができず、おむつを着用するなど、日常生活 
初 において全面的に介護が必要なことから、介護時間

S が長くなると判断し、区分6に変更した。
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1一次判定等

ス セ プ ス セ プ 定 判 次 間 期 効 有

分 区

4
分 区 分 区 年

-a* 食 礦
清潔 

保持
接 間
.

動 行

S
器

間 時 準 基 分 区 度 程 害 障 込 分 
a

分
8

分
4

分
7

分
4

分 分

2判定調査項目

A項目群 調査結果

麻痺顺

1一1

麻痺（左一上肢）

麻痺佑一上肢）

麻痺（左一下肢）

麻痺（右一下肢）

麻痺（その他）

1-2

拘縮（肩関節）

拘縮（肘呗

拘縮（股晰）

拘縮（膝関節）

拘縮促関節）

拘縮（その他）

移動

2-1 寝返り

2-2 起き上がり

2-3 座位翳

2-4 両足での立位

2-5 歩行

2-6 移乗

2— 7

3-1 立ち上がり

3-2 片足での立位

3-3 洗身 全介助

特別介護

4-1ア. じょくそう

4-1イ. 皮膚疾患

4-2 えん下

4-3 食事摂取 一部介助

4-4 飲水 部介助

4-5 排尿 全介助

4 — 6 排便 全介助

身の回り

5— 1ア. 全介助

5-1イ・ 涵 全介助

5-1ウ・ 整髮 全介助

5 -1 X. つめ切り 全介助

5 — 2ア・ 上衣のM脱 見守り等

5-2 イ. ズボン等のM脱 見守り等

5-3 薬の内服 全介助

5-4 金銭の管理 全介助

5-5 電話の利用 全介助

5-6 日常の意思決定 できない

意思駆

6-1 視力

6-2 聴力 大声が聞こえる

6-3-ア 意思の^ ときどきできる

6-4 ーア 指示への反応 ときどき通じる

6-5 ア. 毎日の日課を理解

6 — 5イ. 生年月日をいう できない

6-5 ウ. 短期記憶 できない

6 — 5エ. 自分の名前をいう

6-5 才. 今の季節を理解

6 — 5力. 場所の理解

3中間評価項目得点表

麻痺拘縮 移動 複换作 特别備 身の回り 意思馳 行動

100.0 100.0 77.0 45.5 10.8 58.9 58.6

I ADL 行動昨

6.00 点 3.86 点

行動 調査結果

? ア 被害的

フィ 偉

7ウ 幻視幻聽 ときどきある

7 エ 的カ即安定 ある

フォ 昼夜逆転 ある

7 力 暴Mfi ある

7キ 同じ話をする ある

7ク 大声を出す ある

7ケ 介護に抵抗 ある

7 コ 常時の徘徊

7サ 落ち着きなし ある

フシ 外出して戻れない

フ ス 1人で出たがる

7セ 収集癖 ある

7 ソ 火の不始末

7夕 物や衣®を壊す

7 チ 不潔行為

7 ツ 異食砌

7テ ひどし物忘K
特別な医療

8-1 点滴の管理

8-2 中心静脈栄養

8-3 透析

8-4 スト~マの処置

8-5 酸素療去

8-6 レスピレーター

8 — 7 気管切開の処置

8-8 疼痛の看護

8-9 経管栄養

8-10 モニター測定

8-11 じょくそうの処置

8-12 カテーテル

項目群

9-1 調理 全介助

9-2 食事の配下膳 全介助

9-3 掃除 全介助

9 一4 洗濯 全介助

9-5 入浴の準備片付け 全介助

9-6 買い物 全介助

9-7 交通手段の利用 全介助

B2項目群
7卜 こだわり ある

7ナ 多動・行動停止

7 二 不安定な行動 週に1回以上
7 ヌ 自ら叩く等の彳亍為 ほぼ毎日

7ネ 他を叩く等の行為 週に1回以上
7 ノ 興味等による行動 月に1回以上
7 ハ 通常と違う声 希にある

7 ヒ 突発怖動

7ホ 反復的行動 ある

C項目群
6-3-イ 独自の意思伝達 ほとんど不可

6 ― 4 ~~ イ 説明の理解 ほとんど不可

フフ 過食、反すう等 ほぼ毎日

7 へ 憂诺で悲観的 ある

7 マ 対人面の不安緊强 ある

7 ミ 意欲が乏しい ある

7 ム 話カ¢まとまらない ある

7 メ 集中力が続カ、ない ある

フモ 自己の過大評価

フヤ 疑し '深く扌陌的 ある

9-8 文字の視覚的認識
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特記事項

1麻痺等に関連する項目についての特記事項

1つ麻痺等の有無,1-2関節の動く範囲の制限の有無

) __________

2移動等に関連する項目についての特記事項 ......

2- !寝返り,2-2起き上がり,2-3座位保持,2-4両足での立位保持,2-5歩行,2-6移乗,2-?移動

( ) _ _

3'動作等に関連する項目についての特記事項

3- 1立ち上がり,3-2片足での立位保持,3-3洗身

_________________________________________

4 身辺の介護等に関連する項目についての特記事項

4- !じょくそう味ずれ)等の有無,4-2えんT, 4-3食事摂取,4-4飲水4-5排展4-6排便
(4-4)飲水は理食のたり、ほとんどなし。 ー ー

(4—3)拒食症状がちり、母が声かけや介護をしないと食べようとしない。また、食事前にこたわりの確認行為をくりか 

___ __  _ミし、しない匸食事ドききい2__ __ __ _________  ________ _

(_4 - 5)_精神不安定のため排尿のコントロールできず失禁がちるため、昨年秋から紙オムツ使用。

(____) __________________________ _______ ________  __________ ________________

5 "身辺の世話等に関連する項目についての特記事項

5- !清潔,5-2衣服着脱,5-3薬の内服,5-4金銭の管理，5-5電話の利用,5-6日常の意思決定

(5-3)薬の飲み方も本人のこだわりの手顺があり、その通りに母が飲ませなければいけなゝ\。

(5-6)自をの意思はちるが、うまく表現できないので、伝えられない。状況を判断して決めることはできず母がするこ 

ーとになる。ー ー _ ■ ____ _______

( )__........ ............................ ...... ............ ....... ...................

6 コミュニケーションに関連する項目についての無記事項

6- 1視力,6-2聴力,6-3-？意思の伝達,6-3ーイ本人独自の表現方法,6-4-7介護者の指示への反応,6-4一イ言 

葉以外の手段を用いた説明の理解,6-5記憶・理解,

(6-3)意思伝達は母でも分からないことは多いー(キュー ードスービーチや筆爽も併因するが)。自分の思いを、伝わるよう 

に表現できず、母が伝zたいこともうま〈伝わらない。

(__ __________________________________________________________________________________________________________

7'行動に関連する項目についての特記事項

7行動(ア~ヤまで)

( )_精神状態が不安定なためにイライラやこだわりが強い。要求が通らないとエスカレートし、暴力もおる。日常生活

すべてにこだわりがあり、その通りにならないとパニックになる。母はそれに従わなければならず、精神的負担が 

大きい。作業所へ行くたびにこだわりの物を無斷でもちかえる。一人では外出できない。室内、か出時も基本的に 

严母グ一緒にいきいとより不安定になり、母の精神的魅旦は大きい。 ー ー

__________________ _____________________________ -__________ _________________ __________ _____________________

8 医療に関連する項目についての特記事項

8医療

_______________________ ______ ___________________________________________ ______ ____________________________

9生活に関連する項旨についての特記拿項

9-1調理,9-2配下膳,9-3掃除,9-4洗濯，9-5入浴準備，9-6買物，9-7交通手段,9-8文字の視覚的認識使用

( )__________________________________________________ ________ ___________________________ __________ _________
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医師意見書

記入日平成年 月 日

申請者

（ふりがな）
男 

女

〒 一

連絡先 （ ）明.大.昭.平 年 月 日生（歳）

上記の申請者 

主治医として 

医師氏名

に関する意見は以下の通りです。

本意見書がサービス利用計画作成に利用されること に 口同意する。 ロ同意しない。

電話 （ ）医療機関名 . —

医療機関所在地 FAX （ ）

（1）最終診察日 平成 年 月 日

（2）意見書作成回数 0初回口2回目以上

（3）他科受診の有無

□有 0無
（有の場合）—口内科口精神科口外科□整形外科 □脳神経外科□皮膚科口泌尿器科 

ロ婦人科 □眼科口耳鼻咽喉科□リハ匕リ〜ヨ沼 口歯科□その他（ ）

1.傷病に関する意見____________________________________________________ ____________________

（1）診断名（障害の直接の原因となっている傷病名については1.に記入）及び発症年月日

1.知的障害 発症年月日 迦•平成 52年 5月 〇日頃）

2.適応障害 発症年月日 （昭和・（〇） 17年 1月 〇日頃）

3.難聴、白内障術後 発症年月日 够-平成 52年 5月 日頃）

入院歴（直近の入院歴を記入）

1.昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

2 .昭和•平成 年 月〜 年 月 （傷病名: )

（2） 症状としての安定性 □安定 0丕安定 ロ不明
（「不安定」とした場合、具体的な状況を記入） 一

食事摂取が全くできず、点、滴等を要することが数ヶ月に1回ある。

（3） 障害の直接の原因となっている傷病の経過及び投薬内容を含む治療内容

（精神疾患については、病状の不安定に関する所見も記載）

聴力障害、発語や歩きはじめの遅滞あり、聲学校を卒業し、〇〇作業所に通所した。

平成17年1月、特に物事へのこだわりが強くなり、収集癖や偏食が強くなった。家族の援助に拒否的になり 
興奮するため当院を初診。以後、薬物療法と関わりの工夫に関する助言が継続的に必要である。

2 .特別な医療（現在、定期的に、あるいは頻回に受けている医療）

処置内容

特別な対応

口点滴の管理
□レスピレーター 

ロ吸引処置（回数

口中心静脈栄養 
口気管切開の処置
回/日,口一時的

ロモニター■測定（血圧、心拍、酸素飽和度等）

ロ透析 □ストーマの処置□酸素療法
口疼痛の看護□経管栄養（胃ろう） 

□継続的）
ロ褥瘡の処置

失禁への対応□カテーテル（コンドームカテーテル、留置カテーテル等）

3.心身の状態に関する意見

（1） 行動上の障害の有無（該当する項目全てチェック）

0有 口無

（有の場合）〜口昼夜逆転 0暴言 0暴行刁介護への抵抗 口徘徊

口火の不始末 0不潔行為 □異食 □性的行動障害 刁その他一（拒食、一強度の強迫行為）

（2） 精神•神経症状の有無

0有（症状名重度適応障害、知的障害 ）□無

（有の場合）-口せん妄 □傾眠傾向口幻視•幻聴□妄想 ロ失見当識 □失認□失行

刁認知障害口記憶障害（短期、長期）忆注意障害□遂行機能障害□社会的行動障害 

□その他（強迫行為）

•専門医受診の有無□有（〇〇病院）□無
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＜てんかん〉

□有 0無

（有の場合）一 口頻度（口週1回以上 口月1回以上 口年1回以上）

（3）身体の状態

利き腕（0右口左）身長= cm体重= kg （過去6ヶ月の体重の変化 口増加□維持 口減少）

ロ四肢欠損 倍M立: 程度:口軽口中口重）

□麻痺

□左上肢（程度:□軽 口中 口重） □左下肢（程度:口軽 口中 口重）

□右上肢（程度:口軽口中口重） 口右下肢（程度:口軽口中口重）

□その他 

ロ筋力の低下

（部位: 程度:口軽口中口重）

（部位: 程度::口軽 口中 口重）

0関節の拘縮

□肩関節 口右 （程度:口軽 口中 口重） □左（程度:口軽 口中 口重）

□股関節 口右 （程度:口軽 口中 口重） □左（程度:口軽 口中 口重）

□肘関節 口右 （程度:□軽 口中 口重） □左（程度:口軽 口中 口重）

□膝関節 口右 （程度:口軽 口中 口重） □左（程度:口軽 口中 口重）

0その他 （部位:両手指を常に強く握りしめている。）

□関節の痛み （部位: 程度: 口軽 口中 口重）

□失調•不随意運動•上肢 口右 （程度:口軽 口中□重） □左 （程度 :口軽□中口重）

•体幹 □右（程度:口軽 口中口重） □左 （程度 :口軽口中口重）

•下肢 口右 （程度:口軽 口中□重） □左 （程度 :口軽口中口重）

ロ褥瘡 （部位: 程度::□軽 口中 口重）

□その他の皮膚疾患倍"立: 程度: 口軽 口中 口重）

4.サービス利用に関する意見

（1）現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針

0尿失禁 

□心肺機能の低一

I対処方針

□転倒•骨折 

F □痛み
（関わりの工夫。

ロ徘徊 

□脱水

□褥瘡 口嚥下性肺炎

□その他（興奮、拒食

口腸閉塞

）

□易感染性

）

（2）介護サービス （ホームヘルプサービス等）の利用時に関する医学的観点からの留意事項

•血圧について □特になし □あり ( )

•嚥下について 刁特になし □あり ( )

•摂食について □特になし 0あり （本人の好みに合う食事の工夫。 )

•移動について 0特になし □あり ( )

•その他（ )

（3）感染症の有無（有の場合は具体的に記入して下さい）

□有（ ） 口無 刁不明

5.その他特記すべき事項

障害程度区分認定やサービス利用計画作成に必要な医学的なご意見等をご記載して下さい。なお、専門医等に別途意 

見を求めた場合はその内容、結果も記載して下さい。（情報提供書や身体障害者申請診断書の写し等を添付して頂いて 

も結構です。）

知能検査を試みたが、検査の意味が理解できず施行不能であった。

行動障害は強度で、公共の場（店）などで強迫行為が出現し、周囲の者が応じないと大声を出し興奮するため、 

常に援助や対処行動の強化が必要である。抗精神病薬の投与も必要である。家族の介護負担は、大変大きい状 

態が続いている。

〈精神障害の機能評価〉

〇精神症状•能力障害ニ軸評価:（精神症状;5能力障害;4 ）伴リ定時期 平成 〇年 〇月〉

〇生活障害評価:（食事;5 生活リズム;4 保清;5 金銭管理;5 服薬管理;4
対人関係;5 社会的適応を妨げる行動;5 〈判断時期一平成 〇年 〇月〉
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概況調査票

I調査実施者（記入者）

実施日時 年 月 日 実施場所 自宅内•自宅外（ )

ふりがな

記入者氏名 所属機関 調査時間

n調査対象者

ふりがな ( ）歳

対象者氏名
性別 男•女

年齢

生年月日 年 月 日

現住所

〒

電話 — 一

家族等 

連絡先
氏名（ ）調査対象者との関係（ ）

電話 一 —

m認定を受けている各種の障害等級等（該当する項目に〇をつけてください）

障害種別 等級および程度区分

1）身体障害者等級 1"②"3 ■ 4 - 5 ■ 6

2）身体障害の種類 視覚障害 肢体不自由•内部障害•その他（言語 ）

3）療育手帳等級 最重度 OA A 1 1度
重度 Q A 2 2度
中度 B B 1 3度
軽度 C B2 4度

4）精神障害者保健福祉手帳等級 1級• 2級• 3級

5）障害基礎年金等級 • 2紋

6）その他の障害年金等級 1級• 2級• 3級

7）生活保護の受給 有（他人介護料有り）•有（他人介護料無し）3

iv現在受けているサービスの状況について、別紙1「サービスの利用状況票」に記入してください。

v 地域生活関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

外出の頻度（過去1ヶ月間の回数）： 5回程度（散歩週3回ヘルパー同行。1人での并出は無理。（精神状態に

より断る日も多い）

社会活動の参加の状況（月3日くらい〇〇作業所通所。 )

過去2年間の入所歴:□なし □あり

あり〜 入所期間: 年 月〜 年 月 入所した施設の穫類（ )

年 月〜 年 月入所した施設の種類（ )

過去2年間の入院歴:□なし 刁あり

あり= 入院期間:平成16年5月〜16年5月 入院の原因となった病名（白内障手術 )

年 月〜 年 月 入院の原因となった病名（ )

その他
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区分6事例2

vi就労関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

•就労状況:口一般就労 □パート•アルバイト0就労していない □その他（ 

•過去の就労経験:一般就労やパート•アルバイトの経験 □あり□なし

)

最近1年間の就労の経験 

中断の有無

□あり □なし

□あり □なし

・就労希望の有無:□あり□なし

具体的に

w 日中活動関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。_______________

・主に活動している場所:0自宅□施設ロ病院口その他（ ）

•〇〇作業所に在籍しているが、気分にムラがあり、通えるのは月によって差が大きいが、ほとん 

ど行けない。〇月は3日間のみ。

•週3回ヘルパー利用によりタト出支援となっているが精神状態により利用できない日も多い。

w 介護者関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。

• 介護者の有無:□なし□あり

・介護者の健康状況等特記すべきこと

•ほとんど母から離れることができない。そのため母の精神的負担は大きい。

•腰が悪い。

居住関連について、サービスの種類や量に関することを中心に記入してください。 一

• 生活の場所:□自宅（単身）0自宅（家族等と同居）ログループホームロケアホームロ病院 

口入所施設□その他（ ）

•居住環境

場所についてのこだわりもあり、本人は居間で過ごすことが多い。

X その他、サービスの種類や量に関するこ一とを中心に記入してください。

•聴覚障害と知的障害、精神障害があることで、他者とのコミュニケーションはあいさつ程度のみ可。 

•母とのコミュニケーションが一舂できるが、母でも伝えられないことや理解できないことは大きい。 

•話していることがと・の程度伝わったか分かりにくい。また、精神障害のため、受け止め方がゆがん 

だり、表現がうまくできない。

•本人が気に入っている職員やヘルバーにのみ心を開く。
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 資料3

重度訪問介護対象者の経過措置について

現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下 

の経過措置を設けることとする。

【経過措置】

平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者であって、 

重度訪問介護の対象者要件に該当しない者のうち、

① 障害程度区分3以上で、

② 日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える者 

については、当該者の障害程度区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象とする。

※当該経過措置対象者のうち、区分3の者に係る取扱い

報 酬:区分4に適用される額とする。

国庫負担基準:15, 220単位とする。



障害保健福祉関係主管課長会議

H1 8・ 8. 2 4 資料4 一1

障害児施設の利用者負担 
の見直しについて



障害児施設利用者負担の見直し（平成18年1〇月から実施）|

〇平成18年10月から定率負担、実費負担が導入される陣害児施設の利用者負 
担について、障害児を養育する世帯は若い世帯が多いこと、早期療育促進等の観 

点から以下のとおり見直し。

入所施設利用創
---- ------------ ---- ---- ------- .ーー ..........................................................................................................................................................................

〇障害児を養育する世帯については他の世代に比べて若い世帯が多いことに特 

に配慮し、育成医療の角担軽減措置寺踏まえ、市町村民税所得割額2万円未満
世帯までヽ食費・光熱水費の軽減措置を拡大。

・所得割2万円未満世帯の負担額:45,000円/月f19,60〇円/月に軽減。

通所施設利用者
--------- t 「 … _刑十¥...............................................................................................................................  ・.

〇障害児施設の利用者負担は本人ではなく、保護者が行うことから、特に若い世帯 

の多い学齢期前の障害児に係る通所施設につき、一般の子育て世帯との均衡から、 

保育所の保育料程度の負担水準となるよう食費負担軽減措置を拡大C

•低所得者世帯の負担額: 12,600円/月-9,040円/月に軽減

•所得割2万円未満世帯負担0:28,700円/月-20,500円/月に軽減



障害者・児の利用者負担の見直し等について

※平成18年10月施行分

サービス区分 18年4月 18年10月 施行・見直し内容

在宅・通所サービス 

（障害者自立支援法）
施行 現行どおり （20歳以上の障害者と同様）

施設入所サービス 
（障害者自立支援法）

福祉型 施行 見直し
18歳、19歳の一般世帯（所得割2万円未満世帯）の補足 

給付額について、低所得1ヽ2と同様となるよう拡充（別添1）

療養介護 — 施行 福祉型と同様の負担

児童福祉施設■入所 

（児童福祉法）
—— 施行

20歳未満の一般世帯（所得割2万円未満世 

帯）について食費等の軽減措置を拡大（当初 

案からの変更）

-別添2（福祉型）、別添4（医療型）

20歳以上は、障害者施設入所者と同様

-医療型については別添5

児童福祉施設■通所 

（児童福祉法）
— 施行

学齢期前の障害児の利用者負担について、 

保育所の保育料程度とする

-別添3（福祉型）、別添6（医療型）

2



20歳未満の障害者施設（福祉型）入所者の負担軽減措置の見直し（別添1）

〇 20歳未満の障害者施設入所者のうち、一般世帯（所得割2万円未満世帯）の実費負担について、障害児施 

設の負担軽減措置の見直し等とあわせ、低所得世帯と同様の負担となるよう、補足給付の額を拡大する（平成 

18年10月から実施）。

[ 負担 广 補足給付

その他生活費 

（2. 5万円）

定率負担 

相当額 

滋2）
食費•光熱水費（※力

家計における平均的な

1人当たりの支出額（※彳）

【見直し後の20歳未満の利用者負担】
（※巧食畳・光熱水費

5. 8万円（食費4. 8万円、光熱水費1.〇万円）

※食費等の実態に応じ、3年ごとに見直す

（探2）定率負担相当額

生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯（所得割2万円未満世帯）■■■1.5万円 

一般世帯（所得割2万円以上世帯）••・単価/日x 30. 4 X 〇,1

（探3）家計における平均的な一人当たりの支出額 

生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯（所得割2万円未満世帯）…5. 〇万円 

一般世帯（所得割2万円以上）••• 7. 9万円
/ —— X

（例）事篥費19万円.食■筹実■負担額5. 8万円の場合

【低所得1、2、一般世帯（所得割2万円未満世帯）】 【一般世帯（所得割2万円以上世帯）】
補足給付額4. 8万=（2. 5+1. 5+5. 8）-5. 〇 補足給付額=2. 3万=（2. 5+1. 9+5. 8）-ア 9
実費負担額=1.0万円=5. 8—4. 8 実費負担額=3. 5万円=5. 8—2. 3
利用者負担計=実費負担額（1.〇）+定率負担額 利用者負担計=実費負担額（3. 5）+定率負担（1.9）=5. 4
低所得1:1. 0+1. 5=2. 5低所得上記の一般世帯:1.0+1, 9=2. 9

※数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。（実際は1円単位で計算） 3



—4—

（別添2）
20歳未満の児童福祉施設（福祉型）入所者の利用者負担

〇児童福祉施設に入所する20歳未満の障害者の食費•光熱水費の負担（詳細は次頁）について、「育 

成医療」における負担軽減措置の対象と同様、一般課税世帯のうち、市町村民税額（所得割）が2万 
円未満の世帯について、低所得者と同様の負担となるよう軽減措置を拡充する。 丿

______________     p歳未満の場合 
措置費制度 ! z--------------- 1 児童福祉法（契約制度）_________J——ヽ

n 平均事業費約18. 6万円 「、 ' うち食費•光熱水費 ヽ

低所得世帯1
2, 200F3 — 8, 500円

（社会福祉法人減免）

1,000H
（補足給付57, 000円）

低所得世帯2
2, 200H — 13, 300円 

（社会福祉法人減免）

1,000円 

（補足給付57, 000円）

一般世帯

（所得割2万円未満世帯）
4, 500R/6, 600円

— 19, 600円 1,000円 

（補足給付57, 000円）

一般世帯（所得割2万円以上世帯）
ゝ 9. 〇〇〇円〜全額 ノ — 45, 000F1

26, 400円
ゝ（補足給付31,600円）ノ 丿

4



20歳未満の児童福祉施設（福祉型）入所者の負担軽減措置

〇 20歳未満の児童福祉施設入所者の実費負担について、子どもを養育する一般世帯において通常要する程度の負担（収入 
階層別の家計における平均的な一人あたり支出）となるよう、補足給付を行う。

探20歳未満の一般世帯（所得割2万円未満世帯）の実費負担について、障害児施設の負担軽減措置の見直し等とあわせて低 
所得世帯と同様の負担となるよう、補足給付の額を拡大する° （当初案からの変更）

8歳未満は3. 4万円;V-------------► : V---------一----------------------►:

: 負担; 補足給付 [

その他生活費

（2. 5万円）

定率負担 

相当額 

快2）
食費•光熱水費（※门

家計における平均的な

1人当たりの支出額（探3）

【費用尺度】

（※力食費・光熱水費

5. 8万円（食費4. 8万円、光熱水費1.〇万円）

※食費等の実態に応じ、3年ごとに見直す

（探2）定率負担相当額

生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯（所得割2万円未満世帯）■■■1.5万円 

一般世帯（所得割2万円以上世帯）••・単価/日X3〇・ 4X0.1

（探3）家計における平均的な一人当たりの支出額

生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯（所得割2万円未満世帯）■■■5. 〇万円 

一般世帯（所得割2万円以上）•…7. 9万円
r - ' >

（例）事業費19万円、食費等実費負担額5. 8万円の埸合

【低所得1、2、一般世帯（所得割2万円未満世帯）】 【一般世帯（所得割2万円以上世帯）】
補足給付額4. 8万=（2. 5 + 1. 5 + 5. 8）-5. 〇 補足給付額=2. 3万=（2. 5 + 1. 9+5. 8）-7. 9
実費負担額〇万円=5. 8-4. 8 実費負担額=3. 5万円=5. 8-2. 3
利用者負担計二実費負担額（1■ 〇）+定率負担額 利用者負担計=実費負担額（3. 5） +定率負担（1.9） =5. 4
低所得1：1.0 + 1. 5 = 2. 5低所得2・上記の一般世帯:1.0 + 1. 9 = 2. 9
探18歳未満の埸合は、2. 5万円に0. 9万円を加えて計算

I_____________________________________________________________________________________ ）
※数字は端数を丸めて計算してお叭実際の数値とは異なる。（実際は1円単位で計算） 5
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（別添3）

学齢期前の児童福祉施設（福祉型）通所者の利用者負担

〇学齢期前の障害児に係る通所施設の食費の負担を軽減することにより、障害児の通所施設の 
利用者負担を一般の子育て世帯との均衡から、保育所の保育料程度の負担水準に抑える。

措置費制度
平均事業費約14. 4万円

新制度

うち食費

ヽ厂

低所得世帯1
1,100 円

低所得世帯2
1,100 円

9, 040H 
（社会福祉法人減免）

9, 040円 
（社会福祉法人減免）

L540円

1,540R

一般世帯

（所得割2万円未満世帯）

2, 200/3, 300円

一般世帯

20, 500円 5,100円

（所得割2万円以上世帯）

4, 500円〜全額
28, 700円

\________
14, 300R

ノ

当初案からの見直し内容!
6



学齢期（20歳未満）の児童福祉施設（福祉型）通所者の利用者負担

※既にお示ししている内容から変更なし。

r
措置費制度

平均事篥費約14. 4万円
新制度

低所得世帯1
1,100H

低所得世帯2
1,100円

12, 600円
（社会福祉法人減免）

12, 600円
（社会福祉法人減免）

うち食費

5,100円

5,100H

一般世帯

14, 500R

k_____________

28, 700円

k____ ___

14, 300円
< 丿

ノノ

7
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（別添4）

20歳未満の児童福祉施設（医療型）入所者/18、19歳の療養介護利用者の利用者負担（10月施行:

福祉部分の利用者負担上限額 医療部分の利用者負担上限額 食費（標準負担額）

月
額
負
担
上
限
額
等

〇福祉型の利用者負担と同額

生活保護 0円

低所得I 1 5, 0 0 0円

低所得H 2 4, 6 0 0円

一般 3 7, 2 0 0円

〇老人保健制度の上限額を参考に設定

•生活保護 0円

・低所得I 1 5, 0 0 0円

・低所得H 2 4, 6 0 0円

• 一般 4 〇, 2 0 0円

〇健康保険の標準負担額

〇福祉部分の定率負担、医療部分の定率負担及び食費負担並びにその他生活費の合計が、地域で子どもを育てるために必要な費用 
と同程度の負担となるよう、医療部分の定率負担及び食費負担の軽減を行う。
※ー定収入•預貯金額以下の者については、社会福祉法人等減免の適用有り。

-福祉型の児童福祉施設において、恒久的な措置として、地域で暮らす場合にかかる費用と同様の費用となるよう、食費負担の軽減 

措置を講じていることを踏まえた措置。

地域で子どもを育てるために通常必要な費用 
低所得I, n. 一般世帯（所得割2万円未満世帯）5万円 

一般世帯（所得割2万円以上世帯）7. 9万円

.負担額
1
1
1 _____________________________

減免額

-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- k1

その他生活費
福祉部分 

利用者負担額
医療部分 

利用者負担額
食費の標準負担額

I.減免額=その他生活費・+福祉部分利用者負担額・*+医療部分利用者負担額+食費の棵準負担額一5万円・**（低所得I、n、一般世帯（所得割2万円未満世帯）の場合）

*18歳以上の場合は、2. 5万円、18歳未満は3. 4万円

*・低所得II及び一般世帯（所得割2万円未満世帯）の埸合には、1.5万円が上限

**・一般世帯（所得割2万円以上世帯）の埸合は、7. 9万円

n. Iにより計算された負担額（①+②+③が利用者負担額）

A食費の標準負担額〉減免額の場合

①福祉部分利用者負担額 ②医療部分利用者負担額 ③減免後食費負担額=食費の標準負担額一減免額

B食費の標準負担額W減免額の場合

①福祉部分利用者負担額 ②減免後医療部分利用者負担額=医療部分利用者負担額+食費の棵準負担額一減免額 ③減免後食費負担額=0円

_
_
_
2
0
歳

未

満

——
 

負
担
軽
減
措
置(

入
所
施
設)

8



児施設

（医療型） 肢体不自由児施設入所者の例（2〇歳未満）
（平均事業費（福祉）6. 7万円、（医療）46. 5万円）

水課税世帯の平均徴収額

（現行） 合計

一 般

（所得割2万円以上）
19, 600円・

一 般

（所得割2万円未満）

4, 500円/
6, 600円

低所得！! 2, 200円

低所得I 2, 200円

8歳未満の埸合

合計
福祉部分 

利用者負担額

医療部分 

利用者負担額
食費（標準負担額）

45, 000F1 6, 700円 38, 300円 0円（@0円）

16, 000円 6, 700円 9, 300円 0円（@0円）

16, 000円 6, 700円 9, 300円 0円（@0円）

16, 000円 6, 700円 9, 300円 0円（@0円）

9
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児施設
（医嚥型） 重症心身障害児施設入所者の例（20歳未満）

（平均事業費（福祉）22. 9万円、（医療）41.4万円）

・課税世帯の平均徴収額

（現行） 合計

- 般

（所得割2万円以上）
19, 600円・

一 般 

（所得割2万円未満）
4, 500円/
6, 600R

低所得H 2, 200円

低所得I 2, 200円

8歳未満の場合

合計
福祉部分 

利用者負担額

医療部分 

利用者負担額
食費（標準負担額）

45, 000円 22, 900円 22,100円 0円（@0円）

23, 900円 22, 900円 1,000円 0円（@0円）

23, 900円
1

[13, 300円】

22, 900F1
1

[12, 300円】

1,000円 0円（@0円）

16, 000円
1

[8, 500円】

15, 000円
1

[7, 500円】

1,000円 0円（@0円）

［】内は社会福祉法人減免後の額
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児施設
（医療型） 第1種自閉症児施設入所者の例（20歳未満）

（平均事業費（福祉）12.1万円、（医療）2〇. 2万円）

・課税世帯の平均徴収額

（現行） 合計

- 般

（所得割2万円以上）
19, 600円・

一 般 

（所得割2万円未満）

4, 500円/
6, 600FI

低所得U 2, 200円

低所得I 2, 200円

探18歳未満の場合

合計
福祉部分 

利用者負担額

医療部分 

利用者負担額
食費（標準負担額）

45, 000円 12,100円 20, 200円 12, 700円（@780円）

16, 000円 12,100 円 3, 900R 0円（@0円）

16, 000円 12,100円 3, 900円 0円（@0円）

16, 000円
1

【11,400円】

12,100 円
1

[7, 500円】

3, 900F1 0円（@0円）

【】内は社会福祉法人減免後の額

li
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2〇歳以上の児童福祉施設（医療型）入所者/20歳以上の療養介護利用者の利用者負担（10月施行:
（別添5）

※既にお示ししている内容から変更なし。

福祉部分の利用者負担上限額 医療部分の利用者負担上限額 食費（標準負担額）

月
額
負
担
上
限
額
等

〇福祉型の利用者負担と同額

•生活保護 0円

・低所得I1 5,0 0 0円 

・低所得U 2 4, 6 0 0円

・ 一般 3 7, 2 0 0円

〇老人保健制度の上限額を参考に設定 

・生活保護 0円

・低所得I1 5,0 0 0円 

・低所得H 2 4, 6 0 0円 

•一般 4 0, 2 0 0円

〇健康保険の標準負担額

〇資産が少ないなど負担能力の乏しい者について、福祉部分及び医療部分の定率負担並びに食費負担をした場合において、その他 
生活費として一定額が手元に残るよう、その負担を減免（3年間の経過措置）。

-障害者施設において、3年間の経過措置として、定率負担部分を減免していることを踏まえ、児童福祉施設においても、福祉部分 

及び医療部分の定率負担について、個々の障害者の収入状況に応じ、負担軽減措置を実施。

2
0
歳
以
上 

負
担
軽
減
措
置(

入
所
施
設)

I.減免額=その他生活費・+食費の標準負担額+福祉部分利用者負担額+医療部分利用者負担額一認定収入 

・その他生活費は、2. 5万円

n. !により計算された負担額（①+②+③が利用者負担額）

A医療部分利用者負担額〉減免額の場合

①食事の標準負担額 ②福祉部分利用者負担額

③減免後医療部分利用者負担額=医療部分利用者負担額一減免額

B医療部分利用者負担額W減免額の場合

① 食事の標準負担額

② 減免後福祉部分利用者負担額=医療部分利用者負担額+福祉部分利用者負担額一減免額

③ 減免後医療部分利用者負担額=0円

認定収入額
減免額

--------------------------------- ►
i 負担額 ------------- ---------

その他生活費 食費の標準負担額 福祉部分利用者負担額 医療部分利用者負担額

12



児施設

（医療型） 児童福祉施設（医療型）入所者の例（20歳以上）

重症心身障害児施設 平均事業費（福祉）22. 9万円、（医療）41.4万円

（現行） 合計 合計
福祉部分 

利用者負担額

医療部分 

利用者負担額
食費（標準負担額）

- 般 90, 000円・ 8フ,280円 22, 900R 40, 200円 24,180H （@780円）

低所得H 
（年金1級）

49, 800円 ■f 55, 000円
（62, 380円）

22, 900R
（22, 900円）

17, 220円 
（24, 600R） 14, 880円（@480円）

低所得I 
（年金2級）

39, 800円 41,000円 
（44, 880円）

15, 000円
（15, 000円）

11,1 20円
（15, 000円）

14, 880円（@480円）

慎担上限額 （）内は個別減免が無し'場合の額

第1種自閉症児施設 平均事業費（福祉）12.1万円、（医療）2〇. 2万円

（現行） 合計 合計
福祉部分 

利用者負担額

医療部分 

利用者負担額
食費（標準負担額）

- 般 50, 000円・ 56, 480円 12,100円 20, 200円 24,180円（@780円）

低所得U 
（年金1級）

49, 800R 47,180円 12,100 円 
（個別減免不要）

20, 200円
（個別減免不要）

14, 880円（@480円）

低所得I
（年金2級）

39, 800円 41,000円 
（41, 980R）

12,10 0円 
（12,100 円）

14, 020円
（15, 000円）

14, 880円（@480円）

・負担上限額
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20歳未満の児童福祉施設（医療型）通所者の利用者負担（10月施行）1（別添6）

〇学齢期前（肢体不自由児通園施設:平均事業費（福祉）4. 9万円、（医療）4. 5万円）

・課税世帯の平均徴収額

（現行） 合計

一般 

（所得割2万円以上）
18, 700円・

一般 

（所得割2万円未満）
2, 200円

低所得H 1,100円

低所得I 1,100円

合計
福祉部分 

利用者負担

医療部分 

利用者負担
食費（実費）

23, 700円 4, 900円 4, 500円 14, 300円

15, 500円 5, 900円 4, 500円 5,100円

12, 240円 6, 200円 4, 500P1 1,540R

12, 240円 6, 200円 4, 500円 1,540円

〇学齢期（20歳未満）（肢体不自由児通園施設:平均事業費（福祉）4. 9万円、（医療）4. 5万円）

・課税世帯の平均徴収額

（現行） 合計

一般 18, 700円・

低所得H 1,100 円

低所得I 1,100円

合計
福祉部分 

利用者負担

医療部分 

利用者負担
食費（実費）

23, 700円 4, 900R 4, 500円 14, 300円

15, 500R 5, 900円 4, 500円 5,10 0円

15, 500円 5, 900R 4, 500円 5,100円

14



平成18年10月施行分利用者負担に係る事務取扱上の留意事項について

120歳未満（施設入所者）の利用者負担見直しについて

〇 一般世帯のうち、所得割2万円以下の世帯について補足給付額を拡大したことに伴う 

所得の認定については、障害者施設については、18年4月に利用者負担の見直しを 

行っていることから、18年4月認定時の申請資料（16年収入に基づく課税状況資料）に 

基づき行うことも差し支えないこととする。

2障害児の通所施設における利用者負担について

〇通所施設利用者については、申請者が一般世帯（所得割2万円未満世帯）該当である 

場合には、食費負担軽減措置が適用されることから、該当世帯については、受給者証の 

特記事項の欄に「食事提供体制加算対象」と記載すること°
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負担の軽減措置生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設（入所）•療養介護20歳以上）

<減免方法〉

①定率負担 （医療）の減免措置
医療部分の定率負担を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象でなくな 

るまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額40,200円一24,600円-> 15,000円0円

※「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」（平成14年9月30日社援保発 
第0930001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず 
適用すること。

②定率負担 （福祉）の減免措置
施設入所者について、①の措置を講じた上で、福祉部分の定率負担を負担すると、生活保護の適用対象でなくな 

る場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額37,200円—24,600円-15,000円—0円

③ ①及び②の措置を講じた上で、一般世帯について、食事の標準負担額を負担しなければ、生活保護の適用対象で 
なくなる場合には、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。（入所施設に限る。）

負担上限額 24,180円（260円 X3食x31H）—14,880円（160円 x3食X31B）

④ ①〜③の措置を受けても食費の実費負担により、生活保護の対象となる者について、施設が、社会福祉法人減免 
制度により、食費の実費負担を〇円に減免した場合に、生活保護の対象でなくなる者については、食費の実費負担 
を0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。（入所施設に限る。）

低所得世帯 一般世帯

① 定率負担（医療） 24,6007 15,000—0 40,200—24,600— 15,000—0 「福祉型障害児施 1 
丿設と同じ額まで負 

ん 担 ノ② 定率負担（福祉） 24,600—15,000->0 37,200-24,600— 15,000—0

③ 食事療養に係る標準負担額 14,880 24,180-*14,880 >
の---------------- ノ



負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設（入所）•療養介護20歳未満）

＜減免方法〉

① 食事療養に係る標準負担額を負担しなければ、生活保護の適用対象でなくなる場合には、生活保護の適用対象で 
なくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。

負担上限額24,180円（260円X3食日）-*14,880円（160円X3食X31B） 0円

② 定率負担（医療）の減免措置
施設入所者について、①の措置を講じた上で医療部分の定率負担を負担すると生活保護の適用対象となる者にっ 

いては、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額 40,200円-24,600円15,000円-10,000（1,000）円・

※「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」（平成M年9月30日社援保発 
第0930001号厚生労働省社会•援護局保護課長通知）に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず適 
用すること。

③定率負担 （福祉）の減免措置
①及び②の措置を受けても福祉部分の定率負担を負担すると 、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護の 

適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額37,200円 f 24,600円-15,000円-* 0円

福祉型障害児施 

設と同じ額まで負

低所得世帯 一般世帯

① 食事療養に係る標準負担額 14,880—0 24,180— 14,880-0

② 定率負担（医療）
24,60〇-* 15,000—10,000

(1,000)

40,200-24,60〇-15,00〇-10,000

(1,000)

③ 定率負担（福祉） 24,60〇-15,000-0 37,200—24,60〇-15,000-0
※勺8歳未満1,000円

18-19 歳 40,000 円
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負担の軽減措置 生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設（通所））

＜減免方法〉

①定率負担 （医療）の減免措置
施設入所者について、①の措置を講じた上で医療部分の定率負担を負担すると生活保護の適用対象となる者にっ 

いては、生活保護の適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額40,200円 —24,600円—15,000円 -0円

※ 「高額療養費及び老人医療の高額療養費等の生活保護法における取扱いについて」（平成14年9月30日社援保 
発第0930001号厚生労働省社会•援護局保護課長通知）に定める医療保険等の自己負担限度額の減額措置をまず 
適用するものであること。

②定率負担 （福祉）の減免措置
①及び②の措置を受けても福祉部分の定率負担を負担すると 、生活保護の適用対象となる場合には、生活保護の 

適用対象でなくなるまで月額負担上限額の区分を下げる。
負担上限額37,200円 f 24,600円一15,000円—0円

低所得世帯 一般世帯 r福祉型障害児施、!

① 定率負担（医療） 24,600—15,000->0 40,200-^24,60〇-> 15,000—0
設と同じ額まで負 

担

② 定率負担（福祉） 24,60〇-* 15,00〇->0 37,200-*24,60〇-* 15,00〇->0

——丿
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生活保護への移行予防措置（療養介護）

V具体的な手続き〉

〇利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。
① 20歳以上

1療養介護定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合 
福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「療養介護定率負担（医療）減額相当」であること又は 

「療養介護定率負担（医療及び福祉）減額相当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する。
21の措置に加え、療養介護医療に係る食費の実費負担を減額すれば、保護を要しなくなる場合 
福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、 
・「療養介護医療食事療養費軽減対象」
・生活保護において認定した額及びその世帯に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。

3 2を講じても生活保護の対象となる場合であって、社会福祉法人等が、食費等実費負担額減免制度に 
より、食事療養費を減免した場合に、生活保護の対象でなくなる場合については、食事療養費の負担を 
0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。

② 20歳未満
1食費の実費負担額を減額すれば、保護を要しなくなる場合 
福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、 
・「療養介護医療食事療養費軽減対象」

21の:措置に力^え、療養介護定率負担減額措置を行えば保護を要しなくなる場合 

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に
・「療養介護定率負担（医療）減額相当」であること又は「療養介護定率負担（医療及び福祉）減額相 
当」であること、軽減す'べき負担上限額を記載する

•生活保護において認定した額及びその世帯に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。 
〇利用者は療養介護定率負担の減免の申請書に保護の却下通知書を添えて都道府県等に減免の申請をする。 

都道府県等は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、月額負担上限額を決定する。

19
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生活保護への移行予防措置（医療型障害児施設）

＜具体的な手続き〉

〇利用者は福祉事務所に生活保護の申請を行う。
① 20歳以上

1定率負担の減免措置のみを行えば生活保護の対象者とならない場合 
福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に「障害児施設支援定率負担（医療）減額認定相当」である 

こと又は「障害児施設支援定率負担（医療及び福祉）減額認定相当」であること、軽減すべき負担上限額 
を記載オる〇
2益設入所蓍については、1の措置に加え、障害児施設医療に係る食費の実費負担額を減額すれば、 

生活保護の対象とならない場合
福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、
・「障害児施設医療食事療養費軽減対象者」
•生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。

3 2を講じても生活保護の対象となる場合であって、社会福祉法人等が、食費等実費負担額減免制度に 
より、食事療養費を減免した場合に、生活保護の対象でなくなる場合については、食事療養費の負担を 
0円とし、減免した施設に対し、減免額の一部を公費助成する。

② 20歳未満
1食費の実費負担額を減額すれば、生活保護の対象とならない場合（入所施設のみ） 
福祉事務所は、保護を却下し、却下通知書に、 
・「障害児施設医療食事療養費軽減対象者」

を記載する。21の舊置に力彳え、定率負担減額措置を行えば生活保護の対象者とならない場合 

福祉事務所は保護を却下し、却下通知書に
・「障害児施設支援定率負担（医療）減額相当」であること又は「障害児施設支援定率負担（医療及び 
福祉）減額相当」であること、軽減すべき負担上限額を記載する
•生活保護において認定した収入額、その者に適用される生活保護の最低生活費の額を記載する。 

〇利用者は障害児施設支援定率負担の減免の申請書に保護の却下通知書を添えて都道府県等に減免の申請をする。 
都道府県等は、保護の却下通知書に記載された情報を元に、月額負担上限額を決定する。
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 資料4 —2

医療型障害児施設（療養介護）の利用者負担の認定について

（6月26日主管課長会議配付資料訂正版） 

※障害児施設（福祉型）については、2以降を除き、既にお示ししている「利用者負担に 

ついて」に基づき取り扱われたい。

※ 通所型の医療型障害児施設については、福祉型の障害児施設と同様に取り扱われたい。

1所得区分、個別減免の認定方法について

（1） 負担上限額を定める際の所得区分の設定について

一既にお示ししている「利用者負担について」を参照

（2） 医療型個別減免・の収入、資産等の認定について

・「医療型個別減免」:医療型障害児施設（通所の医療型障害児施設を除き、療養介 

護を含む。以下「医療型障害児施設等」という。）の利用者負 

担については、福祉型の障害児施設と同様の負担となるよう負 

担上限月額を設定している。（平成17年12月26日障害保健福 

祉関係主管課長会議）

医療型障害児施設等においては、食事に係る負担については、 

食事療養に係る標準負担額として実費を徴収されるものであ 

り、福祉型障害児施設と異なり、特定入所障害児食費等給付費

（補足給付）は給付されない。

このため、福祉部分定率負担分と医療部分定率負担部分及 

び食事療養に係る標準負担額について一体的に減免を行うこ 

ととし、この減免制度を「医療型個別減免」と整理する。

従って医療型障害児施設等については、「補足給付」制度の適 

用はなく、20歳未満、20歳以上に関わらず、「医療型個別 

減免」により負担軽減を行うものである。

く 2 0歳以上の場合の入所者の場合＞

【手続き等】

障害者の申請により、障害者の収入額、資産を都道府県又は市町村（「都 

道府県等」・という。以下同じ。）が認定する。伸請がなければ、個別減 

免は行わない。）

・療養介護事業については、実施主体が市町村である。

【対象者】

一「利用者負担について②個別減免の収入、資産等の認定について」
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の【個別減免の対象者】と同様

【添付種類等】

-＞「利用者負担について②個別減免の収入、資産等の認定について」

の【添付書類等】と同様

【収入の認定方法】

〇 医療型障害児施設等に係る収入額の認定については、収入を2種類に 

分類することとする。

具体的には、障害児施設支援を受ける日の属する前年（障害児施設支 

援を受ける日が1月〜6月である場合にあっては、前々年）の収入の 

合計額を12で除した額（端数については切り捨て）をもとに算出す 

る（年間の収入、前年の収入を把握することが困難な場合は、平均的 

な月収として都道府県等が認める額とする。）

その際、障害児施設支援のあった月の属する前年（障害児施設支援の 

あった月が1月~6月である場合にあっては、前々年）にかかる必要 

経費を12で除した額（端数については切り捨て）を控除した上で算 

定すること。

ア）負担をとらない収入

〇 特定目的収入••国、地方公共団体等から特定の目的に充てるため

に支給されるもの

・地方公共団体から医療費の自己負担分として支給される手当

-原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療 

特別手当及び特別手当のうち、生活保護基準の放射線障害者加算に 

相当する額

・児童手当法により支給される児童手当等利用者本人の生活費以外 

の用途に充てることとされている金銭

•生活保護法において収入として認定されないこととされている収 

入（「利用者負担について」において、稼得収入として明記されて 

いるものを除く）

イ）負担を取る収入 ア）を除く収入

ウ）必要経費とするもの

•租税の課税額

•社会保険料（6 5歳以上の施設入所者については、介護保険料を除 

く。）

【具体的な計算方法】

!負担限度額の算定方法



イ）からウ）を差し引いた額を12で除した数（端数については、切 

り捨て。以下、認定収入額という。）

負担限度額（月額）=認定収入額一その他生活費

※その他生活費の額

a b及びc以外の者 2. 5万円
b障害基礎年金1級受給者、6〇〜64歳の者、65歳以上で重症心 

身障害児施設入所者、療養介護利用者 2. 8万円
c 65歳以上（重症心身障害児施設入所者、療養介護利用者を除 

<□） 3. 〇万円

ロ各部分ごとの負担上限額の算出内訳

①食費②福祉部分の定率負担 、③医療部分の定率負担の合計額がIで 

算出した負担限度額となるよう①-②-③の各部分ごとの順番で限度 

額を設定していく。（端数については切り捨て）

① 食費負担限度額の決定

食費負担限度額（月額）=食事療養に係る標準負担額x酸4日

② 医療型個別減免後蒂祉部分負担限度額の決定

ア 福祉部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた福祉 

部分の負担上限額を比較し、小さい額を選定する。

（低所得2であれぱ、旦月・額単位※x10円X30.4 0x0.1と24, 600 
円を比較する。）

※利用する施設に応じ、平均単位数をあらかじめ設定する。

☆ケース1 ①で決定した食費負担限度額+②アで選定した福祉部分 

の負担限度額+その他生活費〉認定収入額となる場合

② イ医療型個別減免後福祉部分負担限度額二

認定収入額一（その他生活費+①）

③ 医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定

医療型個別減免後医療部分利用者負担限度額=〇円

☆ケース2 ①で決定した食費負担限度額+②アで選定した福祉部分 

の利用者負担限度額+その他生活費く認定収入額となる場合



② 'イ医療型個別減免後福祉部分負担限度額

二②アで選定した額

③ ’医療型個別減免後医療部分負担限度額

※ 医療部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた医療 

部分の負担限度額を比較し、小さい額を選定する。・'••A

※ 医療部分の1割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設定

医療型個別減免後医療部分利用者負担限度額

=認定収入額一（その他費用+①+②'イ）••••B

もし、B>Aであるならば、Aの額が医療型個別減免後医療部分負 

担限度額

〇 受給者証には、決定した食費負担限度額、医療型個別減免後福祉部 

命限度額、個別減免後医療部分:負担限度額を記載する。

〇なお、個別減免によって当初の負担上限額から負担限度が引き下げ 

られた額については、

•医療部分:障害児施設医療費※

•福祉部分:障害児施設給付費※

により給付されることになる。

※療養介護については、「障害児施設医療費」は「療養介護医療費」 

に、「障害児施設給付費」は「介護給付費」にそれぞれ置き直すもの 

とする。以下同じ。）

計算例1 低所得2で負担限度額が55, 000円 医療費のコ割負担 

額50, 000円で重症心身障害児施設利用の場合862単位 

（認定収入額83, 000円）

①食費について

低所得2の場合480円（1日あたり）x 沖メー日=

14, 8801/1,-592 円
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②医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定

862 単位 x 1〇 円 x 30. 4 H x 〇,1=26, 204 円
上記により計算した金額と福祉部分負担上限月額の24, 600円を比 

較し、低い金額を選定。この場合は、24, 600円となる。

14, 880U； 592・円+24, 600 円+28,000 円く83,000 円 — ケース 2

よって、医療型個別減免後福祉部分負担限度額は、24, 600円

③医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定

医療費の1割50, 000円と医療費負担上限額24, 600円を 

比較し、24, 600円を選定・■■•A

83, 000 円 一（28,000 円 + 14, 88014,-592 円+24, 600 円）=15, 520卿 

円・・B
A>Bのため、15, 52015, 808 円

医療型個別減免後福祉部分負担限度額 

医療型個別減免後医療部分負担限度額 

食事負担額 

計

24,600 円
15, 52015~808・円

14, 880147492・円 

55,000円となる。

計算例2 低所得1で負担限度額が41,000円 医療費の1割負担 

額50, 000円 重症心身障害児施設利用の場合862単位 

（認定収入額66, 000円）

①食費について

低所得1の場合480円（1日あたり）x31304日=14, 88044^
円

②医療型個別減免後 福祉部分負担限度額の決定

862 単位 x 10 円 x 30. 4 0 x 0.1=26, 204 円
上記により計算した金額と福祉部分負担上限月額の15,000円を比 

較し、低い金額を選定。この場合は、15,000円となる。



14, 8801停592一円 + 15, 000 円+25, 000 円 <66, 000 円 ー ケース 2

よって、医療型個別減免後畫祉部分負担限度額は、15, 000円

③医療型個別減免後 屋療部分負担限度額の決定

医療費の1割50, 000円と医療費負担上限額!5, 000円を

比較し、15,000円を選定••••A

66,000 円一 (25,000 円 + 14, 88014,-592 円 + 15, 000 円)=11,12044/俯 

円

A>Bのため、口J2044朋一円

医療型個別減免後福祉部分負担限度額 

医療型個別減免後医療部分負担限度額 

食事負担額

計

15,000 円
11,12〇4~1「408 - 円

14, 88044 卿一円

41,000円となる。

< 2〇歳未満の場合の入所者の場合>

【手続き等】

障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）の申請により、 

都道府県等が認定する。

このため、申請がなければ、個別減免は行わない。

なお、18、1g歳の障害者については、民法上、保護者に障害者を監 

護する義務があることを考慮し、保護者等の障害者を監護する者の属する 

世帯の所得区分を認定して、決定する。

【対象者】

1全ての所得区分の者が対象

※なお、一般世帯については、市町村民税所得割の額が年間2万円以上の 

世帯と市町村民税所得割の額が年間2万円未満の世帯に分ける。

【添付書類等】

2 〇歳未満の障害者が利用する場合については、2 〇歳以上と異なり、 

資産要件がないため、所得区分の設定に係る資料（（1）の設定に必要な資 

料）のみを提出すればよい。

【具体的な計算方法】
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I負担限度額の算定方法

地域で子どもを育てるために通常必要な費用から、その他生活費を 

差し引いた額とする。

負担限度額（月額）=地域で子どもを育てるために通常必要な費用一 

その他生活費

※地域で子どもを育てるために通常必要な費用

一般世帯（市町村民税所得割の額が年間2万円以上の方）--------

79,000 円
低所得150, 000円
低所得2、ー般世帯（市町村民税所得割の額が年間2万円未満の方） 

は、計算上50, 000円とし、実際には？9, 000-50, 000円
※その他生活費の額

18 -19 歳 25,000 円18 歳未満 34,000 円

n各部分ごとの負担限度額の算出内訳

①福祉部分の定率負担②医療部分の定率負担③食費の合計額が Iで 

算出した負担限度額となるよう①-②一③の各部分ごとの順番で限度 

額を設定していく。（端数については切り捨て）

① 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定

福祉部分の1割負担額と（1）で決定した所得区分に応じた福祉部 

分の負担上限額を比較し、小さい額を選定する。

（低所得2、ー般世帯（市町村民税所得割の額が年間2万円未満の方） 

であれば、旦月・額単位 ><10円X30.4 0x0.1と15,000円・を比較す 

る。）

・ 低所得2ヽ一般世帯（市町村民税所得割の額が年間2万円未満の 

方！の場合も、②以降の算出上!5,000円（15, 000円を下回る場合は、 

福祉部分の1割負担額）で計算する°最終的な医療型個別減免後福祉 

部分負担限度額算出の比較においては、24, 600円（一般世帯（市町 

村民稅所得割の額が年間2万円未満の方）については、37,20〇円） 

と福祉部分の1割負担額の比較となる。

② ア医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定

医療費の1割負担額※と（1）で決定した所得区分に応じた医療部



分の負担上限額を比較し、小さい額を選定する。

※ 医療部分の1割負担額については、利用施設等の平均医療費等で設定

☆ケース1 ①で決定した福祉部分負担限度額+②アで選定した医療 

部分の負担限度額+その他生活費〉地域で子どもを育てる 

ために通常必要な費用となる場合

② イ医療型個別減免後医療部分負担限度額

=地域で子どもを育てるために通常必要な費用一（その他生活費+①）

③ 食事療養に係る標準負担額 0円

☆ケース2 ①で決定した福祉部分負担限度額+②アで選定した医療 

部分の負担限度額+その他生活費く地域で子どもを育てる 

ために通常必要な費用となる場合

② 'イ医療型個別減免後医療部分負担限度額=②ア

③ ’食事療養に係る標準負担額•• ■A

食事療養に係る標準負担額

=地域で子どもを育てるために通常必要な費用一（その他費用+① 

+<2/ イ）…• B

もし、B>Aであるならば、通常どおり食事療養に係る標準負担額 

を負担することになる。

もし、A>Bであるならば、Bの額が食費の負担限度額となる。

なお、社会福祉法人軽減制度の適用となる場合については、上記計 

算の結果、算出された福祉部分負担限度額を社会福祉法人等による利 

用負担軽減制度適用後の負担限度額に置き換えるものとする。

・ 社会福祉法人負担軽減については、「利用者負担について」の 

4社会福祉法人等による利用者負担軽減制度を参照のこと。

一8 一



〇 受給者証には、決定した医療型個別減免後福祉部分負担限度額、個 

別減免後医療部分負担限度額、食費負担限度額を記載する。

〇なお、個別減免によって当初の負担上限額から負担限度が引き下げ 

られた額については、

-医療部分:障害児施設医療費※

•食事負担額:障害児施設医療費※

により給付されることになる。

※計算例1 17歳で重症心身障害児施設に入所 低所得2 862単位
医療費の1割負担額60, 000円

① 医療型個別減免後福祉部分負担限度額の決定

862 単位 ><10円 x30. 4 H x0.1=26,204 円
上記により計算した金額と負担上限月額の15,000円を比較し、低 

い金額をこの後の計算に用いる。実際の負担金額は、24, 600円と 

26, 204円を比較し、小さい額である24, 600円となる。

② ア医療型個別減免後医療部分負担限度額の決定

60,000円と24, 600円（負担上限月額）を比較し、24, 600円を選定。

15, 000 円 +24, 600 円+34,00〇 円〉50,000 円 一ケース1
② イ医療型個別減免後犀療部分負担限度額の決定

50,000 円一（34,000 円+ 15,000 円）=1,000 円
③ 食事療養に係る標準負担額0円

福祉部分利用者負担額24, 600円
医療部分利用者負担額 !,000円
食事負担額 〇円.

計 25,60〇円となる。

※計算例217歳で肢体不自由児施設に入所

一般世帯（市町村民税所得割の額が年間2万円以上の方）〔36単位
医療費の1割負担額60, 000円

①医療型個別減免後 福祉部分負担限度額の決定

136 単位X 1〇 円 x30.4 H x0.1=4,134 円
上記により計算した金額と負担上限月額の37, 200円を比較し、低
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い金額である4,134円に決定

②ア医療型個別減免後 墮療部分負担限度額の決定

60, 000円と40, 200円（負担上限月額）を比較し、40, 200円を選定。

4,134 円+40, 200 円+34,000 円 <79, 000 円 -ケース 2
② 'イ医療型個別減免後屋療部分負担限度額の決定

40, 200 円
③ ’食事療養に係る標準負担額

食事療養に係る標準負担額

= 79,000 円一 （34, 000 円 +4,13 4円 +40, 20〇 円）■•••B
=666 円

福祉部分利用者負担額 4,134円
医療部分利用者負担額40,200円
食事負担額 666円

計 45, 000円となる。

V参考医療型障害児施設通所者の場合〉

通所者については、個別減免及び補足給付は適用されないため、福祉部分 

と医療部分についての負担上限月額のみ適用される。

※ 食費についても、医療保険制度の適用にならないため、福祉型施設 

と同様に低所得者に対する食費の軽減措置が適用される。

なお、社会福祉法人軽減制度の適用となる場合については、算出さ 

れた福祉部分利用者負担額を社会福祉法人等による利用負担軽減制度 

の適用後の利用者負担額とする。

2 生活保護・境界層対象者に対する負担軽減措置について

「障害者自立支援法における境界層対象者に対する負担軽減措置の取扱いに 

ついて」によることとする。（詳細については、別途お示しする）

3 高額障害児施設給付費について

同一世帯に障害児施設サービスを利用する者が、複数いる場合等に、世帯の 

負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を月 

額上限額まで軽減を図る。

なお、18歳未満の兄弟で障害児施設に入所している場合など、障害児施設 

支援を受ける障害児が同一の世帯に複数いる場合の利用者負担額については、 
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施設支給決定保護者は一人であるものと考え、当該保護者について負担上限月 

額が適用され、高額障害児施設給付費によって償還が行われるものではない。

また、同一世帯に障害福祉サービス費と障害児施設給付費を受けている者が 

いる場合には、各法における高額費による償還がなされるものである。（いずれ 

かの法律でまとめて償還することはしない。）この場合に合算の対象とする費用 

は、各法による高額費の償還前の利用者負担額であることに留意されたい。

医療部分（食事療養に係る標準負担額を含む。）に係る利用者負担額について 

は、高額療養費として償還されるものであり、高額障害児施設給付費による償 

還の対象とならないことに留意されたい。

（1）支給額

•1人当たり支給額=利用者負担世帯合算額（世帯全体の（2）①〜③） 

一高額障害児施設給付費算定基準額（（3）①〜④の額）x施設給付決定 

保護者等按分率

（端数が生じた場合は世帯での負担額が高額障害児施設給付費算定基 

準額と同額になるよう、適宜割り振って端数を処理するものとする。）

・施設給付決定保護者等按分率二施設給付決定保護者利用者負担合算額 

（1人当たりの（2）①〜③の負担額）/利用者負担世帯合算額（支給決 

定障害者等按分率を算定する際には、端数処理しない。）

※高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合 

の高額障害福祉サービス費についても同様の計算方法により算定され 

る〇

（2） 合算の対象とする費用

① 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付 

費、特例訓練等給付費（以下「介護給付費等」という。）対象サービ 

スに係る定率負担額

② 児童福祉法に基づく障害児施設給付費対象サービスに係る定率負担 

額

③ 介護保険の利用者負担額（高額介護サービス費により償還された費用 

を除く。）ただし、当該者が、障害福祉サービスを利用している者で 

ある場合に限る。※）

※当該者が児童福祉法に基づく施設給付決定保護者であるが、障害福祉 

サービスを利用していない場合は合算の対象としない。

探①〜③にっき、

ア）社会福祉法人減免
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イ） 災害等による利用者負担減免

が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。

（3） 償還基準額

一人あたりの負担上限額が、償還基準額を超えた世帯合算負担額（上記① 

〜③を合算したもの）を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額 

障害児施設給付費を支払う。

（償還基準額）

① 市町村民税課税世帯に属する者（一般）■••■37, 200円
② 市町村民税非課税世帯に属する者（低所得1（③の者を除く）、低所得

2） -24, 600 円
③ 低所得1のうち、世帯での1①及び②の合算額が24, 600円に満たない 

が、個人での合算額が15, 000円を超える場合・•■■15, 000円
④ 生活保護世帯・••・〇円

※それぞれ、生活保護への移行予防措置の適用を受けている者について 

は、当該額とする。

（4） 高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合の 

事務手続きについて

高額障害福祉サービス費と高額障害児施設給付費が併給される場合 

については、事務処理を行う実施主体が市町村と都道府県等に分かれる 

ことがありうるが、その場合における事務手続きの流れについては、別 

紙2を参考とされたい。

社会福祉法人軽減について

福祉サービスと同様の考え方である。（医療部分については、減免の対象とは 

しない。）
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（別紙3-3）

ケース③高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費

A母親

障害福祉サービスの負担額15,000円

B子ども

障害児施設サービスの負担額7,500円

償還後 c祖母
介護保険サービスの負担額15,000円
障害福祉サービスの負担額15,000円

高額障害福祉サービス費 
（52,500円一24,600円）x 15,000円 
/52,500円=7,972円

高額障害児施設給付費
（52,500円一24.600H） x7.500円
Z52,500円=3.985 円

高額障害福祉サービス費 
（52,500円一 24.600円） 
x 30,000円/52,500円=1邑943円

※下線を引いた部分が訂正



（別紙3 —4）

ケース④高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費

A、B及びCの高額障害福祉サービス費及び 
高額障害児施設給付費算定基準額24600円

※下線を引いた部分が訂正
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1障害児入所施設における入院•帰省時の取り扱い

—障害児入所施設における入院•帰省時の扱い------------------------------------
. ..... ......—] 一

〇障害児入所施設については、学校の夏季休暇等において障害児を帰省させることが親子 
関係の維持に必要であるという障害児の特殊事情を踏まえ、下記の報酬を設定する。

1月につき、6日までは320単位（障害者と同様の扱い）
7日から12日までは160単位（障害児のみ）

※ 医療型施設については、診療報酬において、外泊期間中の報酬が算定されていることから、入院・外泊時の措置の対象 

外とする。（下記の入院時支援加算!こついても同様）

入院時支援加算

〇入院•外泊により本体報酬が算定できない日数が12日を超える場合に、当該12日を超 
えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、家族等の支援を受け 
ることが困難で、施設職員が家族等に代わって入院期間中の支援を行う必要があり、本人 
又は保護者の同意の下、個別支援計画に基づき、入院期間中、入院先を訪問し、入院先と 

の調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算俎10蔓定!。

6日までの場合 561単位
7日以上の場合 1,122単位



2 定 .超過利用減算の見直しについて
施設の利用率を向上させ、事業運営の安定化を図る観点から、定員と実際の利用者数の取扱いを更に柔軟化し、

① 通所施設等の定員超過利用減算の基準を105%から110%に緩和

② 30人未満の通所施設等においても、毎日3人の定員超過利用が可能
しとすることを、平成19年度末までの経過措置として実施する。

ヽ

丿

見直し前 見直し後

障害児施設の 

通所施設

又は 

児童ディサービ 
ス

•1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は 
当該定員の20%（①）を、定員が50人を超える場合 
は当該定員から50を差し引いた員数の10%（②）を 
①に加えた数を、それぞれ超過しているとき

-基本単位数のフ0%を算定

•1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は 
当該定員の20%（①）を、定員が50人を超える場合 
は当該定員から50を差し引いた員数の10%（②）を 
①に加えた数を、それぞれ超過しているとき

ただし、定員15人未満の施設にあっては、1日当 
たりの利用者数が、定員の数に3を加えた数を超過 

している場合

-基本単位数のフ0%を算定

•過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を ・渦去3か冃間の利用者の利用日数の合計が、定員

超過している場合

-基本単位数の70%を算定

の数に110%を乗じた数に開所日数を乗じた数を超 

過している場合

ただし、定員30人未満の施設にあっては、過去3 
か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に

3を加えた数に開所日数を乗じた数を超過している 
場合-基本単位数の7〇％を算定

障害児施設の 

入所施設

•1日当たりの利用者数が、定員5〇人までの場合は 
当該定員の10%（①）を、定員が50人を超える場合 
は当該定員から50を差し引いた員数の5%（2）を① 
に加えた数を、それぞれ超過している場合

一基本単位数の70%を算定

•1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は 
当該定員の10%（①）を、定員が50人を超える場合 
は当該定員から50を差し引いた員数の5%（2）を① 
に加えた数を、それぞれ超過している場合

-基本単位数の70%を算定

•凋去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を •凋夫3か且間の利用者の利用日数の合計が、定員

超過してしゝる場合

―基本単位数の・70%を算定

の数に105%を乗じた数に開所日数を乗じた数を超 

過している場合

t 基本単位数のフ0%を算定

2



3—利用日数率の低い障害児施設に対する激変緩和の加算措置（経過措置）

＜各施設共通〉

〇 著しく利用日数率の低い施設の救済措置として、3年間の加算制度を設ける°

V福祉型施設〉

〇福祉型障害児施設については、平成18年9月初日の定員X3〇・ 4（22）日の80%を加算算定ライ 

ンと設定し、1月の実利用延日数が加算算定ラインを下回る施設に対し、加算算定ラインと1月の実利 

用延日数の差分を報酬として加算する。

〇暫定定員を設定していた施設は、定員を暫定定員と読み替える。

※ 加算措置の適用に当たっては、各月初日における措置入所者については、実際の利用日数の算定から除く。また、平成18年9月初日の定 
員（暫定定員）数から当該措置入所者数を控除した数で加算措置の適用を判断する。

く医療型施設〉

〇医療型障害児施設については、平成48年9月初日の措置児童数の80%を加算算定ラインに設定し、 

1月の実利用延日数が加算算定ラインを下回る施設に対し、加算算定ラインと実利用延日数の差分を 

報酬として加算する。

※ 加算措置の適用に当たっては、各月初日における措置入所者については、実際の利用日数の算定から除く。また、平成18年9月月初日の 
措置児童数から当該措置入所者数を控除した数で加算措置の適用を判断するものとする。



利用日数率の低い障害児施設に対する激変緩和（概念図）
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激変緩和加算の算定例

くケース1＞ 知的障害児施設（定員60人）9月の定員:60人 利用率:70%全員契約児の場合告示単位:527単位

激変緩和加算の算定式（報酬告示上の算定式に当てはめる）

実利用延べ日数所定単位数

60人 x 30. 4 x 〇, 8 - 1,276A0 X 1.0 X 527単位 三 1,276人日

入所児童の利用 

日数を積み上げる。

18年9月の定員

-全員が契約児のため、9月の定員そのまま。

_______________________________）
:娈緩和加算

.■- 75W

月額報酬（佃0/100） （5 2？単位+ 75単位）X1,276人日X1O円=7, 681,520円=7, 689, 984円（8割報酬）

V Y
>

＜ケース2＞知的障害児施設（定員60人）9月の定員:60人 利用率:70% JQ厶措置児童がいる場合 告示単位:527単位

激変緩和加算の算定式（報酬告示上の算定式に当てはめる）

注:措置児童については、実利用延べ 

日数に算定しない。

実利用延べ日数

5〇人 x 3〇・ 4 X 0. 8 — 972A0 | x 1.0 x 52フ単位 972人日

所定単位数18年9月の定員 入所児童の利用

一＞10人措置児がいるため、9月の定員から減じる。日数を積み上げる。 

V________________ ） \________________ ）

V Y 激変緩和加算
T32単位

> 実利用延べ日数

月額報酬（100/100） （527単位+132単位）X972人日X1O円=6, 405, 480円=6, 408, 320円（8割報酬）
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4障害児通園施設における相互利用制度の取扱し、について

［0月以降の取扱いー-----------------------------------------------------

現在「障害児通園施設の相互利用制度について（平成彳〇年8月伯日障第477号）」によりそれぞれの施設の 
本来の目的を損なわない範囲内で、障害種別の異なる就学前の障害児を受け入れ、指導喟||練を実施できる 
体制を整備し、地域の療育体制の充実を図ってきたところである。

ロ
利用契約制度導入後も引き続き障害種別の異なる就学前の障害児を受け入れることを認めるとともに・それ 

ぞれの施設の本来の目的を損なわないことを前提に定員枠の2割としていた限度を撤廃し、定員枠の空きの範 
囲内で受け入れることを可能とする。

なお、相互利用児童も利用人員に含まれるものである。

利］用手紛Cき及ひ基準［j Dし、こ

〇利用手続きについて

!利用者は、都道府県等に障害児施設給付費の支給申請を行う。

2都道府県等は、障害児通園施設を利用させる必要があると認めた場合には、受給者証に利用する施設の支 
給決定を行うとともに（）書き等で本来利用すべき施設支援名を記載するものとする。

3利用申込みを受けた施設は、受給者証を確認した上で、利用者と契約を結ぶ。

〇職員配置及び設備基準について

・障害児通園施設は、障害種別の異なる障害児を受け入れた場合においてもその児童数を含めた上で最低基準 

〔指定基準）を満たすこと。

・肢体不自由児通園施設において他障害の子どもを受け入れた場合は、受け入れた乳児又は幼児の数を4で除 

した数以上の職員配置を満たさなければならないこと。
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—f報酬単価について-----------

報酬単価については次のとおりとする。

利用を希望する施設 利用児童の障害種別 適用される報酬

知的障害児通園施設

難聴幼児 難聴幼児通園施設

肢体不自由児 知的障害児通園施設

肢体不自由児通園施設

知的障害児 知的障害児通園施設

難聴幼児 難聴幼児通園施設

難聴幼児通園施設

知的障害児 知的障害児通園施設

肢体不自由児 知的障害児通園施設

（算定が認められる加算の種類）

・幼児加算（知的障害児通園施設の幼児加算単価を適用知的障害児•肢体不自由児のみ）

・家庭連携加算
・訪問支援特別加算
・栄養管理体制加算
・食事提供体制加算
・利用者負担額上限管理加算

7



5家庭訪問による支援について（障害児通所施設・児童デイサービス）

（1）家庭連携加算

• 乳幼児の保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、サービス利用計画に位置づけ、］ 

!保護者の了解を得て、事前に日程調整した上で職員が家庭を訪問し、利用児童や家族への支［ 

!援■指導を行った場合に算定を可能とする。（なお、同日に通所し、本体報酬が算定される場合に［ 

!おいては、同報酬の重複算定はされないものとする。） :

Q対象施設 障害児通園施設（知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通

園施設）、児童デイサービス事業所

Q報 酬 月2回を限度として、家庭訪問を行った場合に1時間までは187単位、1時間を

超える場合は280単位を算定する。
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（2）訪問支援特別加算

! 通所利用児童で常時サービスを利用しているが、5日以上連続して利用がなかった埸合、そ［ 

!の児童の居宅を訪問して、家庭の状況を確認し、保護者の同意の上で支援を行った場合に報酬! 

!の算定を可能とする。 ! 

! 加算の算定にあたっては、保護者の了解を得た上で、①引き続き現行のサービスを利用する［ 

:ための動機付け、②再アセスメントに基づくサービス利用計画の見直し、③相談支援事業者等へ［ 
!のあっせん•連絡調整のいずれかを行うことが必要である（なお、同日に通所し、本体報酬が算:■ 

!定される場合においては、同報酬の重複算定はされないものとする。） :

〇 対象施設 障害児通園施設（知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通

園施設）、児童デイサービス事業所

Q __iK 月2回を限度として、家庭訪問を行った場合に1時間までは187単位'［時間を

超える場合は280単位を算定する。
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児童デイサービスの見直しに伴う指定基準の扱いについて

指定基準の要件

ア開所日において利用定員10人を満たす
イサービス管理責任者の配置

ウ保育士又は指導員をクラスごとに最低2名配置（10:2の職員配置）

指定基準適用の考え方

-1日の利用定員の合計を最低1〇名としなければならない。なお、同日に複数クラスを実施する場合においては 
クラス定員数の合計が10名であれば可とする。

・イ及びウの要件については、クラス単位で満たさなければならないこととする。

※ 児童デイサービス（経過措置事業所を含む。）についても多機能型を認めることとし、利用定員は5名以上、サービス管理責任者の配 

置、保育士又は指導員について2名の配置が必要である。ただし、サービス管理責任者は児童デイサービスの提供に支障がない限り 
において他の一体的に運営する事業のサービス管理責任者と兼務を可能とする。

9月30日に児童デイサービスを実施している事業者の経過措置

•18年9月30日段階で児童デイサービス事業を実施している児童デイサービス事業所については、保育士又は指導員をクラスごとに 

最低2名（15:2の職員配置）を満たせば、事業者指定を受けることが可能。
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6 — 2児童デイサービスの見直しに伴う報酬の扱いについて

児童デイサービスIの報酬設定の考え方

児童デイサービスIの算定要件 ■サービス管理責任者の配置
____________________________ ・保育士又は指導員をクラスごとに最低2名配置（10:2の職員配置）

•事業所の利用実績において、就学前児童の割合が7割を満たしている

•上記条件を満たすクラスがあれば、そのクラスにつき、児童デイサービスIの算定が 
可能（就学前児童の7割要件は、クラスごとの利用実績（別紙参照）とする。なお、事業 
所全体の利用実績で7割を満たせばクラスごとに7割を満たさなくても可）

・上記条件を満たさない場合は、児童デイサービスnの適用となる。

※定員設定によって、報酬単価の取扱いの違いは生じない。

報酬単価

1日当たり平均利用人員（事業所全体で算定）

10人以下 14人〜20人 21人以上
児童デイサービスI 7 54単位 508単位 396単位
児童デイサービスu 40フ単位 283単位 231単位

送迎加算（片道につき）

54単位

算定が認められる加算（減算）
”家庭連携加算 ・利用者負担上限額管理加算・サービス提供職員欠如減算（児童デイサービス］!は15:2）
・訪問支援特別加算・定員超過利用減算 -個別支援計画未作成減算（児童ディサービスIのみ）

・サービス管理責任者欠如減算〈児童ディサービスIのみ）
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就学前児童7割の報酬単価の決定について
別紙

〇 前年10月における延べ利用実績により、年間の報酬単価を設定する。

当該年度の前年度の10月における利用延人日に対して、就学前児童の利用が7割となっている場合には、児童ディ 
サービスIの単価を適用とする。

1施設全体で計算してこの条件を満たす場合一全ての単位において、児童デイサービスIの単価とする。
21以外の場合であって、クラスごとに条件を満たす場合T満たすクラスは、児童デイサービスIの単価とする。
※ なお、18年度については、事業所が就学前児童7割要件を満たす旨の申請があり、都道府県が適当と認めた場合 

には、児童デイサービスIの単価設定を可能とする。

時間

9:00

13:00

15:00

19:00

OS
例

定員設定Aクラス:5名Bクラス:10名
Aの利用実績が80人（うち就学前児童が80人） 

Bの利用実績が120人（うち就学前児童が20人）

結果 ____________

1施設全体では、就学前の延べ利用児童200 
人に対して、就学前児童が1〇〇人のため、就学 
前児童フ割要件を満たさない。

2クラスごとにみた場合、Aは就学児童の7割 

要件を満たすため、児童デイサービスIの報酬 
単価となる。一方でBについては、就学児童の 

7割要件を満たしていないため、児童ディサー 
ビス!Iの単価となる。
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 資料5

グループホーム・ケアホームについて



グループホーム・ケアホームの見直しのポイント

1.入院•外泊時における支援の評価

〇利用者の入院•外泊に対応した加算措置を新たに創設

~v ※入院時支援加算と帰宅時支援加算

2.ケアホームの夜間支援体制の強化

〇夜間支援体制の対象をケアホーム対象者全体（区分2以上）に拡大

（当初案では区分4以上に限定）

3.小規模のグループホーム・ケアホームへの配慮措置

【世話人の確保】

〇経過措置の対象を5人規模のグループホーム・ケアホームにも拡大

（当初案では4人規模に限定）

■A 〇近隣に同一法人が経営するグループホーム•ケアホームがある場合でも■ 
■y 専任の世話人を配置している埸合には、平成19年度末まで経過的に加算の対

塞とする ;・二, ;]

【サービス管理責任者】

〇定員1〇人未満の事業者について、サービス管理童任者の配置を猶予



グループホーム・ケアホームにおける入院・帰省時の取り扱い

. ヽ 

〇グループホーム•ケアホームについて、利用者の入院時に支援を行った場 
合や帰宅時の支援を行った埸合に、入院時支援加算及び帰宅時支援加算 

を創設する。

【入院時支援加算】
〇入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、家族等の支援を受けることが困難で、施設 
職員が家族等に代わって入院期間中の支援を行う必要があり、本人又は保證者の同意の下、個別支援計画に 
基づき、入院期間中、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとお 

リ報酬を加算（月1回算定）。
3〜6日の場合 561単位
フ日以上の場合 1,122単位

【帰宅時支援加算】
〇帰省により本体報酬が算定できない日数が下記日数の埸合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行った 

ときは、次のとおり報酬を加算（月1回算定）。
3~6日の埸合 187単位
7日以上の埸合 374単位



夜間支援体制の見直し

【
当

初
(

案
)

】

夜間支援体制加篁

［ケーム」

@が （25:1）
（352単位） （450単位） （544単位）

生活支援冒 

（障害程度区分に応じて設定）

世話人

（10・人又は6人につき1人以上） 

・グループホームのみ

厂!（171単位）

（116単位）

（240単位） （273単位）

（※上記単価は夜間支援体制加算を含む）

サービス管理青任者
（30人つき1人以上）

〜区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

覓

直

し
(

案)

】

［ケアホーム!

生活支愣員

位

（24単位）

（234単位） （297単位） （352単位） （450単位） （541単位）

（障害程度区分に応じて設定）

厂!（仃1単位）

（"6単位）

（※上記単価は夜間支援体制加算を含む）

〜区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6

世話人

（10・入又は6人につき1人以上） 

・グループホー厶のみ

サービス管理音任者
（30入つき1人以上）
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夜間支援体制加算について

〇ケアホームについては、区分4以上の者が入居しているなど入居者の状況から夜間支 
援体制の確保が必要なために下記の要件を満たす体制を確保していると都道府県知事が 

認めた場合については、当該ケアホームに入居している区分2以上の者について、夜間支 

援体制加算を算定できることとするC

（1）夜間支援従事者の配置
〇夜間支援従事者の配置場所はケアホームであること°ただし、都道府県知事がケアホームに 

配置することが困難な事情があると認め、かつ、その配置場所が夜間支援を確実に実施できる 

場所（世話人や施設職員等の自宅は算定の対象外）であると認めた場合はこの限りではないこと。

〇夜間支援従事者は複数のケアホームの夜間支援を行っている場合には、配置場所はケアホ 

ームから概ね10分以内にかけつけることができる地理的条件にあり、かつ、入居者からの支援 
要請を速やかに把握できるよう、配置場所とケアホームとの間で特別な連絡体制（非常通報装 

置、携帯電話等）が確保されていることC

〇夜間支援体制加算の算定に当たり、複数のケアホームの夜間支援を行っている場合、一名の 

夜間支援従事者が支援することができる人数は、20名までとする（住居数は5箇所まで）。

また、1箇所のケアホームの夜間支援を行っている場合、_名の夜間支援従事者が支援する 

ことができる人数は、30名までとする。



(2)夜間支援従事者の勤務内容•勤務形態
〇夜間支援従事者は、入居者の状況に応じて、就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援などの 

ほか、緊急時の対応を行うこととし、夜間支援の内容については、個々の入居者の個別支援 

計画に位置付けられていること。

〇夜間支援従事者は専従であること(夜間支援を行うケアホームの入居者の就寝前から翌朝の 

起床後まで)。

〇夜間支援従事者が配置されているケアホーム以外のケアホームの夜間支援体制を行う場合 

には、一晩につき一回以上は当該ケアホームを巡回することC

※ 夜間支援従事者は常勤、非常勤を問わず、また、委託された者であっても差し支えないもの 

とする。
※確実なケアホームの夜間支援体制を確保するため、入所施設や病院の夜勤•宿直業務と 

兼務している場合には加算の対象外とするほか、地域移行型ホームについては、ケアホーム 

内に専従の従事者が配置されている場合にのみ加算の対象とする。

(3)夜間支援体制の加算額
〇1名の夜間支援従事者が支援するケアホーム対象者数に応じて単価を設定

10人以下 行人 12A 13人 14人 15人 16人 17人 18人 2人 20人 21-30 人

区分5・6 97単位/日 85単位/日 83単位/日 79単位/日 7 2単位/日 71単位/日 71単位/日 68単位/日 63単位/日 62単位ノ日 61単位/日 56単位/日

区分4 52単位/日 40単位/日 38単位/日 34単位/日 27単位/日 26単位/日 26単位/日 23単位/日 18単位/日 17単位/日 16単位/日 11単位/日

区分2・3 24単位/日 20単位/日 17単位/日 15単位/日 13単位/日 11単位/日 9単位/日 8単位/日 7単位/日 6単位/日 5単位/日 1単位/日
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一6 —

小規模事業者に対する経過措置

〇小規模事業加算（グループホーム•ケアホーム）:世話人を確保するための加算I
【当初（案）】 【見直し（案）】

〇平成18年9月30日現在実施している事業所であって、 
定員4人の事業の場合、報酬上加算。
…37単位/日（4人定員）

〇複数の住居から構成されている事業所における住居間の 
距離が下記の場合は、それぞれの住居ごとに加算を算定。

■世話人が概ね1〇分穆度で移動できる範囲を超えている場合

〇 3年間に限定（平成18〜20年度まで毎年1/3ずつ縮小）

〇平成18年9月30日現在実施している事業所であって、
定員4人又は5人の事業の場合、報酬上加算。
… 3フ単位/日（4人定員）、14単位/日（5人定員） 

〇複数の住居から構成されている事業所における住居間の 
距離が下記の場合は、それぞれの住居ごとに加算を算定。
■世話人が概ね1〇分穆度で移動できる範囲を超えている埸合
•世話人が概ね1〇分程度で移動できる範囲内である塲合 

（平成19年度末まで） 
〇 3年間に限定（平成20年度は1/2に縮小）

〇小規模事業夜間支援体制加算（ケアホーム）:夜間支援体制を確保するための加算］

【当初（案）】 【見直し（案）】

〇平成18年9月30日現在既に夜勤休制を確保している事 
業所であって、定員4~1〇人の事業の埸合、夜勤を確保で 
きるよう報酬上加算
•••116~20単位/日（定員に応じて設定）

〇障害程度区分4以上の利用者が2人以上いる塲合
〇 3年間に限定（平成18〜20年度まで毎年1/3ずつ縮小）

〇平成18年4月1日現在既に夜間支援体制を確保している 
事業所（却であって、定員4〜9人の事業の場合、引き続き 
夜間支援体制が確保できるよう報酬上加算
•••12 7~3単位/日

（利用者及び障害程度区分に応じて設定）
※ 平成18年4月1日より後に開設した事業所については、開設時以降、夜間 

支援体制を確保していた事業所。

〇障害程度区分2以上の利用者（ケアホーム対象者）
〇 3年間に限定（平成20年度は1/2に縮小）



小規模事業加算（経過措置）について

〇既にグループホームを実施している事業所であって、小規模な事業所については、世話 

人を引き続き確保できるよう、3年間の経過措置を講じる。

（1）加算の対象
■平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業所であって、定員4人 

又は5人の事業所（グループホーム又はケアホーム）。
・なお、複数の住居から構成されている事業所であっても、個々の住居（定員4人又は 

5人）ごとに専任の世話人が配置されている場合は、それぞれの住居ごとに加算を算 

定することができることとする。
・ただし、複数の住居から構成されている事業所については、各住居間の距離が、 

入居者の日常生活上の支援を行う上で支障がないと認められる位置関係（世話人 

の業務に着目し、世話人が概ね1〇分程度で移動することができる距離）の範囲内で 

ある場合は、19年度末までの経過措置とする°

（2）加算額
・住居の規模別（4人又は5人）に単価を設定。

・4人定員・・・37単位/日、5人定員・・・14単位/日

（注）平成20年度の加算額は、上記単価の1/2とする。
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小規模事業夜間支援体制加算（経過措置）について

〇既にグループホームを実施している事業所であって、小規模な事業所については、夜間 

支援体制を引き続き確保できるよう、3年間の経過措置を講じる。

（1）加算の対象
〇小規模事業夜間支援体制加算

・平成18年4月1日現在で既に夜間支援体制（夜間支援体制加算の要件を満たす 
場合）を確保していた事業所であって、小規模な事業所（ケアホーム）〇

・なお、平成18年4月1日より後に開設した事業所については、開設時以降、夜間支 

援体制を継続的に確保している事業所。

・対象となる利用者は、当該事業所に入居しているケアホーム対象者（障害程度区分 

2以上）

（2）加算額
〇小規模事業夜間支援体制加算

・1名の夜間支援従事者が支援するケアホーム対象者数（4〜9人）に応じて単価を 

設定。

・ただし、支援するケアホーム対象者数が4人以下の場合には、4人の単価を適用。

（注）平成20年度の加算額は、上記単価の1/2とする。

4人 5人 6人 7人 8人 9人
区分5・6 127単位/日 98単位/日 73単位/日 57単位/日 42単位/日 32単位/日

区分4 65単位/日 46単位/日 33単位/日 19単位/日 12単位/日 5単位/日

区分2・3 26単位/日 22単位/日 18単位/日 い単位/日 8単位/日 3単位/日



小規模事業加算の対象範囲の見直しについて

〇定員4〜5名（当初案では4名のみ）の事業の場合、世話人1人分を確保できる 

よう、3年間の経過措置として、報酬上加算（小規模事業加算）。
〇当初案では、近隣に同一法人が経営するグループホームがある場合、加算の 

対象外としていたが、円滑な移行を図る観点から、近隣のグループホーム・ケア 

ホームでも、それぞれの住居ごとに世話人を配置する場合、19年度末まで小規模 

事業加算の算定対象とするC
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グループホーム!ケアホームのサービス管理責任者

の軽過揩i

〇グループホーム•ケアホームにおけるサービス管理責任者の要件については、現にサ 

ービス提供を実施している事業者において、実務経験を満たす人材を確保できない場合 

に限り、平成19年度末までに「サービス管理責任者研修」等を受講•修了することを条件 

として、3年以上の実務経験をもって暫定的にサービス管理責任者として配置できること 

としているところ。

〇しかしながら、NPO法人などが実施している小規模な事業者については、スタッフは事 

実上世話人のみの事業者も多く、人材を確保することが困難な場合や・3年の実務経験 

を満たすことができない場合があり・平成18年10月以降も引き続き、事業を実施するた 
めには、何らかの配慮措置が必要であることから、以下のとおり要件を緩和することとす 

る。

〇 小規模（定員10人未満）の事業者については、平成2〇年度末まで・サービス管理責 
任者の配置を猶予できることとする（新規事業者も含む）〇

〇その場合であっても■計画作成担当者を特定し、個別支援計画の作成、日中活動サー 

ビス事業所との連絡調整等の業務を行うこととする c



実務経験

障害者の保健•医療・福 
祉■就労•教育の分野に 
おける直接支援•相談 
支援などの業務におけ 
る実務経験（3-10年）。
（注1,2）

研修の修了

新制度における「相談 

支援従事者研修（講 

義部分）」を受講（注 

3,4）

「サービス管理 

責任者研修」を 

修了（注5）

サービス管 

理責任者と 

して配置

〇

V
経過措置 平成18年10月〜平成21年3月

実務経験の要件を満たしていれば、平成21年3月までの間に「相談支援従事者研修（講義部分）」を受講し、 

かつ「サービス管理責任者研修」を修了することを条件として、これらの研修を受講■修了していない埸合であっ 

ても、暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする。

（注1）実務経験については、別に定める。
（注2）グループホーム、ケアホーム、児童デイサービスについては、現にサービス提供を実施している事業者において、実務経験を満た 

す人材を確保できない場合に限叭平成19年度末までに「相談支援従事者研修（講義部分）」と「サービス管理責任者研修」を受 
講•修了することを条件として、3年以上の実務経験をもって暫定的にサービス管理責任者として配置できることとする°なお、グル 
ープホームとケアホームにおいて、この措置をもってもサービス管理青任者の配置が困難な小規模（定員10人未満）の事業者の 
場合に限り、経過措置期間中（平成20年度末まで）はサービス管理責任者の配置を猶予できることとする（新規事業者も含む）° 

（注3）「相談支援従事者研修（講義部分）」とは、同研修のカリキュラムのうち、別に定める講義部分（2日間程度）をいう。
（注4）過去の「障害者ケアマネジメント研修」の修了者については、平成18年度以降、経過措置終了までの間に「相談支援従事者初任 

者研修」（1日）を受講した場合、新制度における「相談支援従事者研修」を修了したものと見なす。
（注5）多機能型の運営において複数種類の事業のサービス管理責任者を兼務する場合は、「サービス管理責任者研修」のうち、該当 

する種類の事業に係るすべてのカリキュラムを修了することが必要。ただし、事業開始後3年間は、少なくとも一つの種類の事業 
に係る研修を修了していればよいこととする。
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就労継続支援A型事業の特例について

障害者自立支援法においては、障害者の一般就労を進める観点から、就労継続支援A型事業を創設し、 

福祉における雇用の場の拡大をめざしているところである。

一方、障害者によっては直ちに雇用契約を結ぶことは難しいが、将来的には雇用関係へ移行することが期 

待できる者も多いことから、就労継続支援事業A型においては、単独型、多機能型いずれにおいても、下記 

により雇用によらない者の利用を可能とし、雇用関係への移行を進めることとしたところ。

【要件］

下記要件を満たすA型事業者において、就労継続支援（A型）として、雇用によらない利用を可能とする。
① 雇用による利用者に係る利用定員の数が人以上であること。

② 雇用によらない利用者に係る利用定員の数が、雇用による利用者に係る利用定員の半数未満であること。 
ただし、当該利用者は人を超えることができないこと。

③ 雇用による利用者と雇用によらない利用者の作業場所、及び作業内容を明確に区分すること（別棟であることや、施設の別 
の場所で別の作業を実施していること等、誰が見ても明確に区分されている状態であること）。

【その他］
① 当該特例の対象となる事業所の利用定員数は、雇用による利用者の利用定員数と雇用に依らない利用者の定員数を合算し 

た数とする。

② 障害者以外に雇用可能な者の数は、雇用による利用者に係る利用定員数に応じて設定する。
③ 工賃等実績の算定については、雇用による利用者に対して支払われる賃金のみを対象とする

（雇用によらない利用者に対する工賃は算定対象外）。

【参考:雇用によらない利用者がいる場合の利用定員】

雇用による利用者 

の利用定員
10人 11人 12人 13人 14人 15人 16人 仃人 18人 19人 20人以上

雇用によらない利 

用者の利用定員
1.〜4人 1~5人 1〜5人 1~6人 1~6人 1~7人 1~7人 1~8人 1〜8人 1〜9人 1〜9人

利用定員計
11~14 人 12〜16人 13〜17人 14-19 人 15~20 人 16~22 人 17~23 人 18〜25人 19~26 人 20-28 人 21人以上
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平成18年8月24日

障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金 

適用除外許可手続の基本的方向について（案）

1障害者自立支援法においては、障害福祉計画により福祉施設に 
おける雇用の場（就労継続支援A型事業）を平成23年度までに 

36,000人に引き上げることとしている。

2これに伴い、最低賃金適用除外件数も増加することが考えられる 
ことから、今般、労働基準局との間で、当該申請における畫竝 

続の簡素化について協議しているところである。

3その方法として、就労継続支援事業（A型）の対象労働者について、 

障害により著しく労働能力が低いことを理由として行われる最賃 

適用除外許可申請用の添付資料として、「障害者自立支援法に 

基づく就労継続支援（A型）利用者における最低賃金適用除外許 

可 作業実績、作業能力に関する資料（案）」（別添）を作成し、様 

式の統一化を図る方向で検討を進めている。

4なお、上記3の資料を添付して申請が行われた場合には、実地調 

査において、例えば一部の被申請労働者について抽出調査を行 

い、一定の客観性が確保されていると認められる場合には他の被 

申請労働者に係る実地調査を省略しても差し支えないこととする 

など、実地調査を簡略化すること等により、事務処理の迅速化•効 

率化を図ることも併せて検討している。

5最低賃金は、雇用労働者に対する賃金の最低保障額であって、 
原則これを遵守しなければならないものであり、最低賃金適用除 

外はあくまで特例的な措置である。

また、本件により簡素化されるのはあくまでも適用除外に係る事 

務手続であって、最低賃金適用除外許可基準は従来どおりである。 

なお、労働者保護の観点から、申請された適用除外割合が著しく 

低い場合においては事務手続の簡素化を行わないこととしている 

ことを申し添える。



障害者自立支援法に基づく就労継続支援（A型）利用者における 

最低賃金適用除外許可作業実績、作業能力に関する資料（案）

事業所名

被申請労働者氏名

作業実績、作業能力に関すること

※ 最低賃金の適用除外割合は原則として「作業実績の評価」によって決定されます。ただし、具体 
的な賃金の支払いに当たって、「作業能力」についても評価している場合は、必要に応じて「作業能力 
の評価に基づく割合」を当該欄に記入してください。

評価に 基づく割 合 等

作業実績の評価 %

作業能力の評価（探） 
（必要に応じて記入） %

被申請労働者に関すること

保護者（保証人）の氏名（続柄）

( )

被申請労働者に関する今後の 

賃金支払い方針

その他特記事項

※この他、本申請に関する被申請労働者（必要に応じ保護者 

（保証人））の同意書を添付してください。



I作業実績に関する資料

1作業内容（被申請労働者の主たる作業を記入）

作業内容（具体的に）

2被申請労働者の作業実績（概ね過去2週間）

比較対象者氏名

作業日時、作業時間 作業数量

月 日
時間 分

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

（:〜 : ）

月 日
時間 分

( : ~ : )

月 日
時間 分

作業実績平均
時間 分

( : ~ : )

比較対象労働者の作業平均
時間 分

作業実績の比較対象者に対 

する割合（％）…① %

3労働能率を数量的に把握するのが困難な場合

比較対象労働者に対する比率〔3により労働能力を判断する場合 ]...® %



n作業能力に関する評価

!労働能力評価表

項 目 具体的な評価項目 評価点 前回申請時

基本的なルール 遅刻•早退•無断欠勤等の有無•頻度、休暇の連絡 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

作業に適した身なり、清潔感 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

明示された規則や社会上のルールの理解•遵守 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

健康管理（自己管理）の状況 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

精神的な状態に左右されない自己統制力 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

作業態度 作業時間と休憩時間の区別 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

作業上の報告•連絡•相談 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

指示内容の理解•遵守 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

自主的な行動や意識 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

仕事に対する興味 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

作業遂行カ 正確性 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

安定性（作業ミスの頻度、作業量等） 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

集中力の維持 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

体力（勤務時間中の持久力） 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

危険回避行動・ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

社会生活 挨拶•返事 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

会話・言葉遣い 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

感謝•謝罪 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

協調性 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

役割の意識•責任感 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

以上の評価項目（20項目）以外に、事業所独自の項目を加えても差し支えない。

事業所独自項目 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

※初回の申請の場合、前回申請時欄は記入不要

評 点 合 計 点 点

評価点平均 評点合計 点・評価項目数 点

※評価は5点満点で行う。（評価基準は、概ね以下のとおりとする。）

5、比較対象労働者と同程度のレベルで行うことができ、問題はない。

4、比較対象労働者とほぼ同程度のレベルであり、問題はほとんど認められない。

3、比較対象労働者の半分程度のレベルであり、時々（週数回程度）問題が認められる。

2、比較対象労働者の2〜3割程度のレベルであり、しばしば問題が認められる。

1、当該事項については、行うことができない。または、頻繁に問題が認められる。

2労働能力の評価について

5点=100%、4点=75%、3点=50%、2点=25%、1点=0%、とし、次の算式により評価する。

C （評価点平均 1.0）X25 ] ---------------------------------------------------------------------

労働能力に対する評価…② %
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就労継続支援（A型）における障害者以外の者の雇用割合について

【従来案】

〇就労継続支援事業は、一般企業で雇用されることが困難な障害者に対し働く場を提供する福祉サービス事 
業であり、当該福祉サービスに対し報酬が支払われることから、その従業員は障害者であることが基本であ 

る〇^

〇しかし、営業活動の実施などに当たっては、障害者のみでは十分な生産性が確保できないケースも想定され 

ることから、この要件を緩和し、従来案では障害者以外の者の雇用割合を定員の2割以下としたところ。

［見直し案］

〇地域や施設の実情を踏まえ以下のとおりとする。

① 利用定員10人以上20人以下利用定員の5割以下
② 利用定員21人以上30人以下10人又は利用定員の4割のいずれか多い数

③ 利用定員31人以上 12人又は利用定員の3割のいずれか多い数

※ 既存の福祉工場のうち、上記の割合を超えている場合については、経過措置として、移行時点の障害者以 

外の者の雇用割合を上限とし、併せて改善計画を都道府県知事に提出することとする。



目標工賃の設定、実績報告・公表の手続きの流れについて

利用者がより適切な就労関係事業を選択することができるよう、以下の施設に対し工賃價金）実績の提出を 

求めることとし、都道府県は、当該実績を事業者情報として幅広く公表することとする。

【工賃実績報告及び公表について】

1工賃実績報告対象事業（施設）

① 就労継続支援事業（A型、B型とも）
② 身体•知的•精神障害者入所・通所授産施設（小規模通所授産施設を含む）、福祉工場

2工賃（賃金）実績の報告内容

① 前年度の工賃（賃金）実績の平均額（時給、日給、月給から選択）

② 1日及び4か月あたり平均労働時間を都道府県に報告。

3申請時期及び申請先

① 毎年4月に、各事業者は、都道府県に対し前年度の工賃（賃金）実績を報告。

② 平成18年度においては、18年10月からの6ヶ月間の工賃（賃金）実績について平成19年4月に都道府県 
に対し報告。

4工賃実績の公表方法

都道府県は、提出された工賃（賃金）実績及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃（賃金）額を、広報紙、 

ホームページ、WAMネット等により幅広く公表する。

-7-
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【目標工賃達成加算について】

1対象事業就労継続支援（B型）事業

2目標工賃の設定及び届出（B型のみ）
① 当該目標とする年度の前年度の実績額以上の額で設定する。
② 時給、日給、月給の中から事業者が選択し、提出する。
③ 目標工賃については、目標工賃達成加算の要件（地域の最賃の1/3以上）を満たさない額でも設定できることとする。

（目標工賃達成加算の要件は変わらず）

3 工賃実績幸艮告の扌昙1

前年度の工賃の平均額を、目標工賃の設定に合わせた工賃の支払い体系（時給、日給、月給）で報告。

4 申請時期及び申請先
① 加算に関すよ申請と同時に、当該年度の目標工賃及び前年度の工賃実績を都道府県に対し提出。

② 平成［8年度七'いては
ア 事業者は、事業者指定時に、17年度の工賃実績を報告するとともに、当該指定時から19年3月までの目標工賃を提出し、19年4月において、 

当該指定時からの18年度における工賃実績及び平成19年度の目標工賃を提出する。
ィ 都道府県は、工賃実績、目標工賃を下記の方法で公表するとともに、18年度の目標工賃、工賃実績及び仃年度の工賃実績を元に、19年度 

の目標工賃達成加算の判定を行う。

5目標工賃額、工賃実績額の公表方法
都道府県は、提出された目標工賃額及び工賃実績額及び都道府県全体又は圏域全体の平均工賃額について、広報紙、ホームページ、WAMネッ 
ト等により広く公表する。

6目標工賃達成加算の要件
① 前年度の調整後の工賃実績（※竹が目標工賃以上であること。
② 原則前年度の調整後の工賃実績が前々年度の調整後の工賃実績以上であること（経済状況等により低下する場合（探2）を除く）。
③ 前年度の調整後の工賃実績が地域の最低賃金の1/3（探3）以上であること。

※丄調整後の工賃実績…①新規利用者において、利用開始から1年に達するまでの間、工賃実績から除外することを可能とする。

②月の途中からの利用開始•終了における当該月の工賃は、工賃実績から除外する。

探2同一都道府県内の8割のB型事業所の工賃実績が低下した場合は、同一都道府県内全ての事業者についてこの規定は適用しない。なお、これ以外の場合において 

も、個別の事業者にとって、原油価格、為替相場の変動が直接影響することにより、年間の直接経費が1〇%以上上昇した場合等著しい変動があった場合で、都道府 

県がやむを得ないものとして認めた場合はこの規定を適用しない。

探3地域の最低賃金の1/3として、下記のいずれかの要件を満たすことが必要である。

① 時給の場合…調整後の工賃実績が前年度の各都道府県の最低賃金の” 3（円未満四捨五入）以上

② 日給の場合…調整後の日給工賃実績を5（時間）で除した額が、前年度の各都道府県の最低賃金の”3以上

（1日あたりの利用時間が3時間以下の工賃は、工賃実績から除外する。）

③ 目給の場合…調整移の冃給エ管実緒知10（5睹間x22日）で除した絹が前年底の各都;首府県の晶低借金の”3以上



就労継続支援事業の利用に関する取り扱い

〇就労継続支援（B型）事業の対象者については、一般雇用ないしはA型での雇用が困難な者としているところで 

あるが、具体的には、下記のとおり、①利用者本人の状況と②利用者本人以外の状況を勘案のうえ設定するこ 

ととする。

【利用対象者】
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、B型の利用が適当と判断された者

③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用されること又 

は就労移行支援事業者が少なく、利用することが困難と市町村が判断した者（平成20年度末までの経過措置） 
なお、経過措置対象者（旧支援費施設利用者）については、上記①〜④にかかわらず、経過措置期間中はB型の利 

用が可能。

【就労継続支援事業の更新時の取扱】
① 就労継続支援事業の対象者は、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」とされていることから、本事業利 

用者（A型、B型とも）の支給決定更新の段階で、地域自立支援協議会や障害者雇用支援合同会議等において、それ 
までの利用実績、サービス管理責任者による評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能性を検討し、更新 

の要否を判断することとする。
② 支給期間については、下記のとおり設定する。

アA型利用者…3年
イB型利用者
-50歳に達している者…3年
・上記以外の者…1年

-9-
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社会事業授産•生活保護授産の報酬について

〇基準該当サービス事業所（B型）の報酬について
「現状の措置費単価に基づく額」に、サービス管理責任者兼務分23単位を加えた額とし、B型の 

報酬単価を上限とする。なお、激変緩和（8割保障）を適用する。

※〔現状の措置費単価に基づく額…生保授産の措置費対象者の月額を22日で除した額を利用率（94.5%）
で除した額を報酬単価とし、当該単価に対し対象者の利用日数分を乗じた額

【例1】保護単価月額80,000円の場合の報酬額…80,000円一 22日・94.5%=385単位+23単位=408単位
【例2】保護単価月額100,000円の場合の報酬額…100,000円=22日—94.5%=481単位（＞460単位）よって 

460単位
探2激変緩和は、平成18年9月の措置費単価に、特例措置対象者数を乗じた額を100%とし、当該額の80%（旧体系•報 

酬の取り扱いと同様とする）を保障することとする。

〇加算■減算について

サービス管理責任者の業務を報酬上評価していることから、これに関連する加算•減算を適用する。

① 初期加算

② サービス管理責任者欠如減算

③ 個別支援計画未作成減算

④ 食事提供加算



厚生労働省発表 
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「就労移行支援のためのチェックリスト」が完成しました!

〜障害者の一般就労へ向けた支援を円滑に行うための共通のツール〜

改正障害者雇用促進法及び障害者自立支援法の施行によりヽ障害者の一般就 

労に向けた支援の強化が図られる中、労働関係機関と福祉関係機関がそれぞれ 

持っている障害者雇用に関する各種情報やノウハウを共有し、密接に連携しな 

がら、それぞれの役割を果たしていくことが求められています。また、障害者 

自立支援法における就労移行支援事業者等においては、支援対象者の状態に応 

じた個別支援計画を作成し、一般就労への移行に向けた訓練等を実施すること 

となっています。

このため、障害者の就労支援を行う機関が、個別支援計画の作成をはじめと 

するサービスを密接に連携しながら実施できるよう、共通して利用できる支援 

ツールを開発することとし、今般、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に 

おいて「就労移行支援のためのチェックリスト」を作成しました。

本チェックリストについては、就労移行支援事業者等が行う個別支援計画の 

作成や訓練等の実施期間中における支援対象者の現状の把握、就労移行支援の 

効果等を確認するために利用していただくとともに、関係する支援機関が支援 

対象者について共通した認識を持って円滑に就労支援が実施できるよう、活用 

することとしています。

1



「就労移行支援のためのチェックリスト」の概要

［輩最

障害者・自立支援法の施行により、就労移行支援事業者筹には、支援対象者が適切 

な就労支援サービスを受けることができるよう、個別支援計画を作成しこれに基づ 

き支援していくことが要請されている。

二のような背景のもと、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機搆の障害者職業総 

合センターにおいては、厚生労働省の依頼を受け、これまでの研究成果等を活用し 

て、就労移行支援事業者等において支援対象者が就労支援サービスを受ける諸段階 

の状態を把握するためのチェックリストを作成することとした。

2目的と性格

⑴ チェックリストは、就労移行支援事業者等が個別支援計画を作成し支援を進 

めていくに当たって、対象者の現状を把握することにより、支援方法の検討に 

資することを目的としている。このため、二のチェックリストを使用するには、 

一定期間の観察が必要となる。

¢2）チェックリストは、以下のような性格を有している。

肋個別支援計画を作成し推進するための両となるものであ药

チェックリストは、対象者の就労の可否や就労移行可能性の高低を評価するためのもの 

ではなく、就労移行支援事業者等が把幄した対象者の現狀を改善するための支援方怯を考 

え、実行していく資料となるものである。

②対象者の現状を把握するための1つのツーノ必あ石。］

就労支援の方策は総合的に判断されるべきものであり、チェックリスト以外に、面接、 

検査等が併用されることが必要である。すなわち、対象者の就労支援に当たって、チェッ 

クリストで把握された状況は、対象者の障害状況、作業能力、性格等、他の面接や検査等 

で把握された事項とあわせて使用するものである。

3構成

（1）対象者の現状を把握するための項目として、「必須チェック項目J（表1）と「参 

考チェック項目」（表2）に分けられる。

2
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（2） 「必須チェック項目」は、次のイ〜ハの3つの分野における3 4項目について 

の段階チェック（5段階（注）または2段階）とし、さらに、項目によっては低い 

達成段階の場合に具体的な状態をチェックする。

ィ日常生活（H項目）

□ 働く場での対人関係（8項目）

ハ働く場での行動・態度（15項目）

（注）5段階チェックにおける各段階の遠成の目安は、次のとおり。

① 9〇〜100%

② 7〇〜80%程度

③ 5〇〜60%程度

④ 3〇〜40%程度

⑤ 20%以下

（3） 「参考チェック項目」は、9項目か、らなっている。それ以外に特記する事項が 

ある場合には、「その他」の欄に記載する。

（4） 『必須チェック項目Jについて、その経過を見るために、3回分の結果を記録 

できる「チェックリスト経過記録表」を活用する。

表1「必須チェック歩目」一覽

日常生活 •起床・生活リズム・食事•服藁管理 

・外来通院•休調不良時の対処・身だしなみ 

-金錢管理•自分の障書や症状の理解 

・援助の要請・社会性

働く埸での対人関係 ・あいさつ・会話•言葉遣い

・非書梧的コミュニケーシ3ン•協訓性

・感惜のコントロール•意思表示・共同作業

働く埸での行動・態度 ・一般就労への意欲・作集童欲

・就労能力の自覚•働く增のルールの理解 

•仕事の報吿・欠勤等の連絡・出動状況 

•作棄に取り組む態度•持続力・作業速度

•作業能率の向上・指示内容の理解

・作業の正確性-危険への対処

•作篥環境の変化への対応

表2 「参考チェック項目」一覽

•tt事の自発性・仕事の準備と後片付け■巧緻性•労働福祉的知鐵

•家族の理解・交通機関の利用・指示系統の理解-数量、計算・文字

3
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4利用方法と効麋

(1) チェックリストは、個別支援計画を作成し、就労支援サービスを進めていく 

中で、使用する。また、支援期間中の諸段階において使用することにより、対 

象者の変化、支援の効果等を見るニとができる。

(2) 利用方法と効果としては、次のものが孝えられる。

① 個別支援計画を作成する

・生活全般の状態を把握できる。

•見落としがちな項目を把握することができる。

•対象者の特性・特徴を知ることができる。

・短時間で支援対象者の細かな所を客観的に見ることができる。

・チェックリストから浮かび上がってくる状態像に配慮することで、より 

適切な個別支援計画が作成できる。

② 個別支援計画を進める

・支援対象者の状態を具体的に把握し、就労に向けての課題が具体化され 

ることで、支援ポイントをつかみやすい。

・就労のための訓練等で、次の目標を立てるのに役立つ。

・職場実習に向けて、本人の状態を把握できる。

・実習先に、ポイントを絞って本人の状繽を伝達できる。

・実習中の訓練生の課題の整理や再確認ができる。

(別添)

! 「就労移行支援のためのチェックリストJのご利用に当たって

2 就労移行支援のためのチェックリスト

3 チェックリスト経過記録表

4活用の丰引き

4



別添1

I■就労移行支援のためのチェックリスト』のご利用に当たって

1. 就労移行支援事篥者暮にわける利用に当たって

支援開始時における計画の作成段階から、繰り返し利用することにより、支援 

対象者の状態の変化爭を継続的に把握することができます。

(1) 個別支援計画の作成段階

就労移行支援事慕者等において、支援対魚者に対する就労支援のポイント(ど 

のような内容や期間の支撥プログラムがよいか等)を把握し、的確な計画を作 

成するためにご利用ください。

(2) 訓練等の実施段階

就労移行支援事業者等において、個別支援計画の進推状況を把握し、対象者 

の現在の状態に合わせて支援内容を見直すためにご利用ください。

2、 利用に当たっての密童事項

チェックリストのご利用に当たっては、以下の点にご置意ください。

〇支援対魏者の伏態の変化を継続的に把撮する際には、同一期間に同一人(サー 

ビス管理責任者等)がチェックする竿、評価にばらつきが出ないようにすること 

が望ましいこと。

〇支援対象者の就労に向けて、他の就労支援機関や就職先企業等へチ次ツクリス 

トの情報を提供する際には、個人情報保護の観点から、本人や保護者竿の同意を 

得ることや、本人が直接提示すること等の配慮をすること。

〇チェックリストで把握された狀態と併せて、対象者の障害状況、作業能力、性 

格等、他の面接や検査で把握された事項等も考慮に入れながら、総合的に利用す 

るのが望ましいこと。

〇本チェックリストは、全ての就労移行支援事業者等で必ず利用していただくこ 

とを想定しているものではないが、就労継続支援事業者も含め積極的にご活用い 

ただきた!/、こと。



就労移行支援のためのチェックリスト

支援対象者 記入年月日 年 片 a

ふり护な 

氏名

男
女 生年月日 年 月 s( 歳丿

瞳害峯 利用開始年月日 年 月 B

記入者

ふりがな 

氏名
所馬施设

独立行政法人 高齢•障害者雇用支接機構 

障害者職業総合センター



目的

このチェックリストは、就労移行支援事業者が、支援対象者（以下「対象者■」という。） 

について個別支援計画を作成し、支援を進めていく中で使用します。これにより、対象者 

の就労移行についての現狀を把握するとともに、対象者の変化、支援の効果等を見ること 

ができます。すなわち、このチェックリストは、就労移行の可能性の高低を評価するもの 

ではなく、就労移行支援事業者等において支援すべき事項を明らかにするためのものです。

攜成

① 対像者が就労に移行するための現状を把握するために、“必須チェック項目”（個別支 

援計画を徐定するに当たって重視すべき項目）と、“参考チェック項目”（就労移行支 

援をよりよく進めるために参考となる項吕）がおります。

② “必須チェック項目”では、対魚者が就労に移行するための項目として.日常生活 

⑴ 項目）、働く場での対人関係（8項目）、働く場での行動・態度（15項目）の3つ

の分野における34項目についての段階チェックがあり、さらに、項目｝こよっては、低 

い達战段階の場合に、具体的狀態についてチェックします。

③ “参考チェック項目”は、9項目からなっています。それ以外に特記する事項がある 

場合には、「その他」の欄に、自由に記載して追加します。

④ “必須チェック項目”についてその経過を見るために、3回分の結果を記錄できる”チ 

エックリスト経過記錄表”があります。

3要頷

（1）留意事項

記載に当たっては、次の点に留意して下さい。

① 就労移行支援事業者筹において、作業場面や休憩時間等の様子に基づいて記載して下 

さい。

② ひととおり支援者が記載した後に対象者と十分な話し合いをして理解を得る、あるい 

は、対像者とともに話し合いながら記載する等、対象者の現状等についての認織を共 

有するために、対象者や、場合によっては、家族の参加を前提として下さい。

③ 孩当する答えがない場合、あるいは、捕足することがある場合には、対象者の状態を 

自由記述欄に記載して下さい。

（2）必須チェック項目

① 各項目には、段階チェックがあります。あてはまるもの1つに〇をつけて下さい。

5段階チェックにおける各段階の逹成の目安は、次のとおりです。

① 9〇〜10〇%

② 7〇〜80%程度

③ 5〇〜60%程度

④ 3〇〜40%程度

1
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⑤20%以下

② 段階チェックで、①及び②（I—Uとn—8においては①｝に孩当する項目について 

は、就労移行のために特別な支援の必要がない状態と考えられます。段階チェックで、 

③〜⑤（I 一11と!! 一 8においては②）に咳当する項目については、支援が必要と考え 

られ圭す。

③ 項目によっては、段階チェックのほかに、状施チェックが設けられています。段階チ 

エックで、③〜⑤（1—11とU—8においては②）に域当し、状態チェックが設けられ 

ている場合には・状態チェックに準み、あてはまるものにすべてに〇をつけて下さい。

（3）参考チェック項目

① 各項目とも、肪てはまるものすべてに〇をつけて下さい©

② 9項目以外に持記する事項がある場合には、「（10）その他」の攔に、自由に記載して 

下さい。

チェックリストの記載に当たっては..「就労移行支援の一ためのチェックリースト活用の丰引 

き」をお読み下さい。



必須チェック項目

以下の各チェック項目について、嚴もよくあてはまるもの1つに〇をつけて下さい。

I日常生活

チェック項目 自由記述欄

I -1.起床
① 决まった時間に起きられる

② だいたい決まった時間に起きられる

③ 決まった時間にあまり起きられない

④ 決まった時間にほとんど起きられない

⑤ 決まった時間に起きられない

1-2.生活リズム

① 規則正しい生活ができる

② だいたい規則正しい生活ができる

③ 規則正しい生活があまりできない

④ 規正しい生活がほとんどできない

⑤ 規則正しい生活ができない

! 一 3.食事

① 規則正しく食事をとることができる

② だいたい規則正しく食事をとることができる

③ 規則正しく食事をとることがあまりできない

④ 規則正しく食事をとることがほとんどできない

⑤ 規則正しく食事をとることができない

I -4.服薬管理（定期的服薬をしている人のみ回答）

① 決められたとおりに服薬している

② だいたい决められたとおりに服薬している

③ 決められたとおりにあまり服薬していない

④ 決められたとおりにほとんど服薬していない

⑤ 決められたとおりに服薬していない

I -5.外来通院（定期的通院をしている人のみ回答）

① きちんと通院している

② だいたいきちんと通院している

③ あまり通院していない

④ ほとんど通院していない

⑤ 通院していない

! 一6.体調不良時の対処

① 体調不良時に対処できる

② だいたい体調不良時に対処できる

③ 体調不良時にあまり対処でき•ない

④ 体調不良時にほとんど対処できない

⑤ 体調不良時に対処できない

I

③〜⑤に回特した場合、以下のうち 

あては主るものすべてに〇をつける

a. うがいや衣服の調整などをして病気の予防をするこ

とができない

b. 体調が悪いときにきちんと養生せず、回復が遅れた

り悪化させたりする

c. 怪我などの応急処置ができない

d. 体温などを自分で測ることができない

e. 体調が悪いことに気づかない

f. 体調が悪いことを家族などに伝えられない _______

I -7.身だしなみ

① 身だしなみがきちんとしている

② だいたい身だしなみがきちんとしている

③ 身だしなみがあまりきちんとしていない

④ 身だしなみがきちんとしていないことが多い

⑤ 身だしなみがきちんとしていない

I

③〜⑤に回答した場合、以下のうち 

あてはまるもの寸ペてに〇をつける

a. 服装が場に合っていない

b. 服装がきちんとしていない

c. 曼、爪、ひげなどが清潔でない

d. f匕粧や髮型が場に・合っていない

e・洗額、歯みがきなどが不十分である

3
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I -8.金皴管理
① 金綫管理ができる

② だいたい金銭管理ができる

③ 金鞍管理があまりできない 

g銭管理がほとんどできない

⑤金銭管理ができない

j ________________
③〜⑤に回答した場合 、以下のうぜ

あてはまるものすべてに〇をつける

a. 計画的にお金を使う二とができない

b. 毎月赤字を出す

c. お金を大事に便わない

d・金穂がわカ、らない

e. 一人で買い物ができない

I -9.自分の漳害や症状の理解

① 自分の障害や症状を理解している

② 自分の障害や症状をだいたい理解している

③ 自分の障害や症状をあまり理解していない

④ 自分の障害や症状をほとんど理解していない

⑤ 自分の障害や症状を理解していない______

I -10.援助の要請

① 援助を求めることができる

② だいたい援勒を求めることができる

③ 援助をあまり求めることができない

④ 援助をほとんど求めることができない

⑤ S助を求めることができない_____________

I -11.社会性
① 社会性がある

② 社会性がない

②に回答した場合 、以下刀うち 

あてはまるものすべてに〇をつける

a・人のものを無断で持っていったり、使ったりする

b・悪いことをしている自覚がない

c・困ると嘘をついたり、言い釈をする

5
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n ・く甥での対人B8係

チェック項目

n-i.あいさつ

① あいさつができる

② だいたいあいさつができる

③ あいさつがあまりでき.ない

④ あいさつがほとんどできない

⑤ あ.いさつができない

n-2.会話
① その塢に応じた会話ができる

② その場に応じた金話がだいたいできる

③ その場に応じた会話があまりできない

④ その場に応じた会話がほどんどできない

⑤ その塢に応じた会話ができない

n-3.書葉遣い

① 相手や場に応じた首葉遣いができる

② 相手や場に応じた言葉遣いがだいたいできる

③ 相手や場に応じた曾・葉itいがあまりできない

④ 想手や場に応じた售・葉!tいがほとんどできない

⑤ ̂手や場に迖じた盲葉遣いができない ____________

n-4.非盲語的コミ;1ニケーション

① 衰悄、ジェスチャー爭で、コミュニケーションがで 

きる

② 叢憤、ジェスチャー等で、コミュニケーションがだ 

いたいできる

③ 表情、ジェスチャー轸で、コミュニケーションがあ 

まりできない

④ 表情、ジェスチャー等で、・コミュニケーションがほ 

とんどできない

⑤ 麦情、ジェスチャー尊で、コミュニケーションがで 

きない

③〜⑤に回答した場合 、以下のうち 

あてはまるものすべてに〇をつける

直由記述欄

6



a. 喪情の意味が朽からない

b. ジェスチャーの意味がわからない

c. 声の調干の意味がわからない

U-5.協調性

① 他人と協調できる

② だいたい他人と協調できる

③ あまり他人と協調できない

④ ほとんど他人と協調できない

⑤ 他人と協調できない

1
③〜⑤に回答した埸・台、以下のうち 

彭てはまるものすべてに〇をつける

V

a. 共同や分担がスムースにできない

b. 同僚の手伝いを受けられない

〇・同僚の仕事を手伝おうとしない

d.話しかけすぎる

e・仕事以外での話ができない

f.他人とのトラブルが多い

n —6.感情のコントロール

① 感情が安定している

② だいたい感情が安定している

③ あまり感情が安定していない

④ ほとんど感情が安定していない

⑤ 感情が安定していない

1
③〜⑤に回答した場合、以下のうち 

あてはまるものすべてに〇をつける

*

a. 自傷他害行為がある

b. 昌分の魁に閉じこもり、黙り込む

c. パニックを起こす

7



n -7.意思表示

① 意思表示ができる

② 意思衰示がだいたいできる

③ ̂思表示があまりできない

④ 意思表示がほとんどできない

⑤ .意思表示ができない

n-s・共同作業

① 人と共同して仕事ができる

② 人と共同して仕事ができない

1

②に回答した場合、以下のうち 

あてはまるもの土，工に〇をつける

心

3.落ち蹇かない證度を見せる

b・和を乱す

c. 他人に!5■しかけるなどしてしまう

d. 特定の人としか共同作業ができない

e. 特定の作業でないとできない

f. 相手の動きに合わせることができない

一!7 —
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m «<»での行動・1£度
チェック項目 自由記述欄

m-i.一般就労への意欲

① 就労意欲が強い

② 就労意欲はおおむねある

③ 就労意欲はあまりない

④ 就労意欲はほとんどない

⑤ 就労意欲はない

m—2.作業意欲
① 作業意欲が強い

② 作業意欲はおおむねある

③ 作業意欲はあまりない

④ 作業意欲はほとんどない

⑤ 作業意欲はない
1

③〜⑤に回答した場合、以下のうち 

あてはまるものすべてに〇をつける

心

□・分担した仕事を上手にやり遂げようとしない

b.分担した仕事を最後までやり遂げようとしない

C.分担した責任を果たすことの重要性が:bかってい 

ない

d. 自分の作業をあきらめている

e. 賣任が理解できていない

9
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m-3.就労能力の自覚

① 自分の就労能力がわかっている

② 就労能力がだいたいわかっている

③ 就労能力があまりわかっていない

④ 就労能力がほとんどわかっていない

⑤ 就労能力がわかっていない

[
③〜⑤に回签した場合 、以下のうち 

あては主るものすべてに〇をつける

a・直分に適する作業内容がわかっていない

b.自分の作業量のレベルがわかっていない

c・直分に合う1日の勤務時間がわかっていない

d.爭分に合う週の勤務日数がわかっていないー 

m-4.働く場のルールの理解

① 働く場のルールを理解している

② 働く場のルールをだいたい理解している

③ ®く場のルールをあまり理解していない

④ ®)・く塢のルーノレをほとんど理解していない

⑤ 職場のルールを理解していない

]

③〜⑤に回答した場合 、以下のうち 

あてはまるもの土工に〇をつける

a. 就業規則を理解していない

b. 仕事の命令系統を理解していない

c. 変則勤務などがあることを理解していない

d. 勤務時間内に勝芋な行動をする

10



in-5.仕事の報告

① 仕事の報告ができる

② 仕事の報告がだいたいできる

③ 仕事の報告があまりできない

④ 仕事の報吿がほとんどできない

⑤ 仕事の報告ができない

I

③〜⑤に回答した場合 、以下のうち 

あてはまるものすべてに〇をつける

a. 次の作離の指示をもらいに来ない

b. 仕事が終わっても報告をしない

c. 仕事が終わると勝手に持ち塢を離れる

d. 作業内容が分からなくても質間しない

e. 必要以上に報告する________________

田一6.欠勤等の連絡

① 欠勤、遅刻などを連絡できる

② 欠勤、遅刻などをだいたい連絡できる

③ 欠勤、遅刻などをあまり連絡できない

④ 欠勤、遅刻などをほとんど連絡できない

⑤ 欠勤、遅刻などを連絡できない

[ 

③〜⑤に回答した場合 、以下のうち 

あてはまるもの丈兰Xに〇をつける

a. 就篥前に連絡できない

b. 家族などに連絡を賴むことができない 

c・連絡することを思いつかない

d.電話がかけられない

ni-7.出動状況

欠勤•遅刻・早退がない

欠勤・遅刻•早退が月に1〜2度ある

③ 欠動•遽刻•早退が1遍間に1度ある

④ 欠勤•遅刻・早退が週に2〜3度ある

⑤ 欠勤・遅刻・早退がほとんど毎日ある

11



作業に取り組む態度

① 積極的に作業に取り組む

② 言われたとおりに作業に取り組む

③ 指示どおりの作業ができない

④ 作業に集中できない

⑤ 指示に従わない

I
③〜⑤に回答した場合、以下のうち 

あてはまるものすべてに〇をつける

a. 仕事中に騒ぐ

b. 勝手に動き回る

c. 作業の準備をしない

止後片付けをしない

e. 作業への取り掛かりが遲い

f. 手休めをしたり居眠りをする _________

m-9.持続力

① 1S 7〜S時間勤務ができている

② 1日G時間勤務ができている

③ 1日4時間勤務ができている

®ia 3時間勤務がでぎている

⑤1B 3^間勤務が難しい _____________

m—io.作業速度

① 期待されている速度である

② 期特されている速度の8〜9割である

③ 期待されている速度の6〜7割である

④ 期待されている速度の5割程度である

⑤ 期特されている速度の5割以下で扬る _ 

m-ii.作業能率の向上

Q)fflれるに従い、作業能率は著しく上昇する

② 慣れるに従い、作業能率の向上が見られる

③ 作業能率が向上しない

④ 作簾能率にムラがある

⑤ 作集能率が低下する

12
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皿一12.指示内容の理解

① 指示内容を理解できる

② 指示内容をだいたい理解できる

③ 指示内容をあまり理解できない

④ 指示内容をほとんど理解できない

⑤ 指示内容を理解できない

③〜⑤に回答した場合、以下のうち 

あてはまるものすペてに〇をつける

皿一15.作第環境の変化への対态

① 作業環境の変化に対応できる

② だいたい作業環境の変化に対応できる

③ 作篥環痍の変化6こあまり対応できない

④ 作業環境の変化にほとんど対応できない

⑤ 作業環境の変化は対応できない

I

③〜⑤に回答した場合、以下のうち

虧てはまるものすべてに〇をつける

a. 指示の細かい点について胃葉で理解できない

b. 自分の考えと違う指示は受け入れない

c・時間が経っと忘れてしまう

d. 何度も繰り返さないと理解できない

e. 一度に複数の指示を出されると理解できない 

m-i3.作業の正確性

① ミスなくできる

② だいたいミスなくできる

③ ときどきミスがある

④ ミスがあることが多い

⑤ ほとんどミスがある________________________

m—14.危険への対処

① 危険に対処できる

② だいたい危険に対処できる

③ あまり危険に対処できない

④ ほとんど危険に対処できない

⑤ 危険に対処できない

1
③〜⑤に回答した場合、以下のうち

あてはまるものすべてに〇をつける

a. 作集手順の変化に対応できない

b. 作業の種類の変更に対応できない

c. 上司の交代に対応できない

a. 危険な状況が判断できない

b. 危険の表示や•合図が分からない

c. 危険について知っているが正しい手順で行わない

d. 禁止辜項を理解できない

e. 禁止事項を守れない
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参考チェック項目

チェック項目は9項目からなっていますが、それ以外に特記する事項がある場合には、 

r(io)その他」の欄に、自由に記載して追加して下さい。

各チェック項目のうちあてはまるもの宜ペエに〇をつける 包由記述欄

(1)仕事の自発性

a. 包分からいろいろなことを和ろうとする

b. もっとうまくやれる方法を考え、工夫する

c. うまくできないことを練習する

d. 気分が乗らないと能率があがらない

e. うまくできないと杓きらめている

(2)仕事の準偏と後片付け

a. 道具や材料の管理、手入れができる

b. 整理整頓ができる

C.材料の準備、後片付けができる

d・道具を使っても、元の所に返さない

E.作業後の片づけをしない

(3)巧繳性
a. 非常に器用で、作業の量も質も高い

b. かなり器用で、作業の質が高いほうである

C.質、量ともに平均的

d. 器用とは言えず、質を目指すと量が少なくなる

e. 作業の質にバラツキが出る

(4)労働福祉的知識
a. 健康保険や年金などが理解できている

b. 福祉事務所、ハローワークの役割がわかっている

c. 賃金や労働条件が理解できている

d. 作業工程や製品の流通が理解できている

e・いろいろな職場について知っている

(5)家族の理解

a. 就労に向けた家族の支援が得られる

b. 本人の障害を理解している

c. 本人の二とをいろいろ心配している

d. 本人に対する理解がない

e. 本人の就労に関心をもっていない
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(6)交通機関の利用

a. 路線図を理解して知らない所へも交通機関が利用できる

b. 交通機関を利用して不測の事態に対処できた軽驢力也る 

C.交通機関を利用して違距離から来られる

d. 逼動の指導があれば交通機関の利用はできる

e. 交逋機関の利用は難しい

(7)指示系統の理解

a. 聞力•たことにしっかり答える

b. 上司からの指示にいつもよく従う

c. 特定の人の指示にしか従わない

d. 嫌なことは指示されてもなかなかやらない

e・注意されると感情的に反発したり、ふてくされる

(8)数童、計算

a・時計やカレンダーを利用して、時間や日数の計算ができる 

b・重さを計ったり、個数をそろえたりすることができる 

〇・簡単な計算(加滅乗除)ができる

d.数字を読んだ・?書いたゆできる

(91文字
a. 伝票、申込書、届けなどの記入ができる

b. 履歴書など、手本を見て書き写せる

C.前単なメモが取れる

d. 短い文を正しく読める

e. 短い文を正しく書ける

f. ひらがなや簡単な漢字を読める

g. ひらがなや簡単な漢字を書ける

(1〇)その他

一 21—
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m3

実施回数、記入者名、実施した日付を記入し、各項目の結果に〇をつけて下さい。

3回分記入でき主す。さらに実施する場合には、この用紙をコピーしてご使用下さい。

チェックリスト経過記錄表 支援対象者名 ______________
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［亟4】

就労移行支援のためのチェックリスト 

活用の手引き

独立行政法人 高齢•障害者雇用支援機構

障害者職業総合センター



はじめに

障害者自立支援法の施行により.就労移行支援事靈者には、支援対象者が適切な就労支 

援サービスが受けられるよう、個別支援計画を作成し、これに基づき支援していくことが 

要請されている。このたび、当センターにおいて、支援対象者の就労移行にかかる現状を 

把握するための「就労移行支援のためのチェックリスト」を作成した。

チェックリストの作成に当たっては、当センターの研究成果等を活用して、外部の学織 

経験者、実践者等のご意見を閉きながら素案を作成し.就労支援に取り組んでいる福社:施 

設等で試行してもらい、その結果を基に、必要な改訂を行い、最終版を作成した。今後、 

就労移行支援事業者等で実際に使用して、チェックリストによって把握された支援対象者 

の状態に対する効果的な支援方法や、就労移行後の状態とめ関連性黑について、事例を収 

集し分折していくことによって、チェックリストが現揚での有効なツールになっていくこ 

とを期待している'

本書は、チェックリストを活用するに当たって知っておくべきこととして、チェックリ 

ストの目的や活用方法、記載要領等についてまとめたものである。本書を卷考にして、実 

践の場でチェックリストを活用され、一入でも多くの障害者が、希望する事業所で働くこ 

とができるよう願っている。

おわりに、チェックリストの作成にご尽力いただいた検討会議及びワーキンググループ 

の各委員の方々.試;行にご脇力いただいた福祉施設等の方々に深く感謝申し上げる。

2006年3月

独立行政法人 高齢•障害者雇用支援機構

障害者職業総合センター

研究主幹莉部隆
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目次

!作成の経緯

2目的と性格

3 構成

4 利用方法と効果

5 チェックリスト記載要領

別添1「検箴t会議」及び『ワーキンググループ」委員名簿

別添2研究の経過
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1作成の経緯

障害者自立支援法の施行により、就労移行支援事業者には、支援対象者（以下「対象者」 

という。）が適切な就労支援サービスを受けることができるよう、個別支援計画を作成し、 

二れに基づき支援していくことが要請されている。このような背景のもと、障害者戰業総 

合センターにおいては、厚生労働省の依頼を受け、これまでの研究成果筹を活用して、就 

労・移行支援事業者等において対象者が就労支援サービスを受ける諸段階の状態を把握する 

ためのチェックリストを作成することとした。

作成に当たっては、障害者職業総合センターの研究員が担当して、障害者職篥総合セン 

ターの研究成果等を活用するとともに・検討会锻及びワーキンググループを設置して、外 

部の学識経験者、実踐者等の意見を聞きながら進めた。また.チェックリストの使い勝手 

等を調査するために、就労支援に脈り組んでいる18カ所の福扯施設筹において、102名の 

支援担当者により247名を対象にチェックリスト（案）を試行してもらい、その結果に基 

づいて必要な改訂を行い、最終版を作成した。（別添1、別添2参照）

2目的と性格

（1）チェックリストは、就労移行支援事業者等が個別支援計■画を作成し支援を進めていく 

に当たって、対象者の現状を把握することにより、支援方法の検討に資することを目的 

としている。二のため、このチェックリストを使用するには、一定期間の観察が必要と 

なる。

12）チェックリストは、以下のような性格を有している。

① 個別支援詩画を作成し推進するための資料となるものである。

チェックリストは、対象者の就労の可否や就労移行可能性の高低を評価するためのも 

のではなヾ、就労移行支援事業者爭が把握した対象者の現状を改善するための支援方法 

を考え、実行していくための資料となるものである。

② 対象者の現状を把握するための1つのツールである"

就労支援の方策は総合的に判断されるべきものであり、チェックリスト以外に、面接、

検査等が併用されることが必要である。すなわち、対欽者の就労支援に当たって、チェ 

ックリストで把握された狀態は、対象者の障害状況' 作業能力、性格等、他の面接や検 

査等で把握された事項とあわせて使用するものである。

3搆成

チェックリストは、次のような搆战になっている口

① 対象者の就労移行についての現状を把握するために、"必須チェック項目”（個别支援 

計画を策定するに当たって重視すべき項目）と、“参考チェック項目”（就労移行支援を 

よりよく進めるために参考となる項目）を設けた。

② “必須チェック項目”では、対象者の就労移行に関する項目として、日常生活（11 

項目）、働く揚での対人関係（S項目）、働ヾ場での行動・鴉度（15項目）の3つの分 

野における34項目についての段階チェックとし、さらに、項目によっては、具体的状 

態についての項目を設け、低い達成段階の場合にチェックする。

③ “参考チェック項目”は、9項目からなっている。それ以外に特記する事項がある場 

台には、「その他」の欄に、自由に記載する。

④ “必須チェック項目”についてその経過を見るために、3回分の結果を記録できる"チ 

エックリスト経過記操表”を設けた。

表1必須チェック項目一覽

日常生活 起床

生活リズム

食事

服薬管理（定期的服薬） 

外来通院（定期的逋院） 

体調不良時の対処 

身だしなみ

金銭管理

自分の障害や症状の理解 

援助の要請

社会性

働く場での対人関係 あいさつ

会話

首葉遣い

非营語的コミュニケーション

協調性

感情のコントロ ール

意思表示

共同作業

働ヾ場での行動・態度 一般就労への意欲

作業意欲

就労能力の自覚

働く塢のルールの理解

仕事の報告

欠勘等の連絡

出動状況

作簾に取り組む態度

3 4



持続力

作業速度

作業能率の向上 

指示内容の理解 

作業の正確性 

危険への対処 

作業環境の変化への対応

表2卷考チェック項目一覽

仕事の自発性

仕事の準備と後片付け 

巧緻性

労働徭征的知織

家族の理解

交通機関の利用 

指示系統の理解

数量、計算

文宇

その他（自由記述）

4利用方法と効果

チェックリストは、個別支援計画を作成し、就労支援サービスを進めていく中で、使用 

する。また、支援期間中の諸段階において使用することにより、対象者■の変化、支援の効 

果等を見ることができる。

その利用方法と効果としては、次のものが考えられる。

（1） 個別支援計画を作成する

-生活全般の状態を把握することができる。

・見落としがちな項目を把握することができる。

・対象者の特性・特徴を知ることができる。

•短時間で対象者の細かな所を客観的に見ることができる。

•チェックリストから浮かぴ上がってくる状態像に配慮することで、より適切な個別 

•支援計画が作成できる。

（2） 個別支援計画を進める

•対象者の状熊を具体的に把握し.就労に向けての課題が具体化されるニとで、支援 

ポイントをつかみやすい〇

5
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-就労のための訓練歸で、次の目標を立てるのに役立つ。

-職場実習に向けて、本人の状態を把握できる。

•実習先に、ポイントを校って本人の状態を伝逹できる。

•実習中の訓練生の課題の整理や再碓紹ができる。

5 チェックリスト記載要慣

（1） 留意事項

チェックリストの記載に当たっては、次の点に留意すること。

① 就労移行支援事業者等において、作業場血や休憩時間尊の様子に基づいて記載する。

② ひととおり支援者が紀載した後に対欽者と十分な話し合いをして理解を得る、あるい 

は、対象者とともに話し合いながら記載する筹、対象者の現状辱についての認織を共 

有するために、対線者や、場合によっては、家族の参加を軌提とする。

③ 咳当する答えがない塢合、あるいは、捕足することがある場合には、対象者の状態を 

自由記述欄に記載する。

（2） 必須チェック項吕

① 各項目には、段階チェックがある。あてはまるもの1つに〇をつける。

5段階チェックにおける各段階の違成の目安は、次のとおりである。

① 90—100%

② 7〇〜80%程度

③ 5〇〜60%程度
④ 3〇〜40%程度

⑤ 20%以下

② 段階チェックで.①及び②（1—1!とn—8においては①）に肢当する項目につい 

ては、就労移行のために特別な支援の必要がない状態と考えられる。段曙チェック 

で、③〜⑤（1—11とn—8においては②）に該当する菽項目については、支援が 

必要と考えられる。

③ 項目によっては、段階チェックのほかに、状態チェックが設けられている。段階チェ 

ックで、③〜⑤（1—11と!1—8においては②）に孩当し、状態チェッタが設けられ 

ている場合には、状態チェックに進み.あてはまるものす:ヾてに〇をつける。

I日常生活

1—1起床

毎日決まった時間に起きられるか0
家族の支援でできる塢合でも可。その場合には、自由記述欄に家族の支援が必要と記載 

する。

6



1—2生活リズム

規則正しい生话ができるカゝ。

家族の支援でできる場合でも可。その場合には、自由記述欄に家族の支援が必要と記載 

する。

夜更かしをする等、生活習慣上の待記事項については、自由記述欄に記載する。

［一3食事

規則正しく食事をとることができるか。

家族の支援でできる場合でも可。その場合には、自由記述攔に家族の支援が必要と記載 

する。

儼食' 食べすぎ、少食、間食が多い等の場合.その旨を自由記述欄に記載する。

1—4服薬管理（定期的服薬を要する人のみ回答）

薬の内容や量・時間、回数等、医師に決められたとおりに服薬しているか。

家族の支援でできる場合でも可-その場合には、自由記述欄に家族の支援が必要と記載 

する。

どんなときに飲み忘れをするか、服薬しない镇度、一度に多量に飲んでしまう等につい 

ては、自由記述欄に記載する。

1—5外来通院（定期的通院を要する入のみ回答）

医師に指示されたとおりにきちんと通院している力备

家族の支援でできる場合でも可。その場合には、自由記述欄に家族の支援が必要と記載 

する。

1—6体調不良時の対処

体調不良時に対処できるか。

家族の支援でできる場合でも可。その場合には、自由記述欄に家族の支援が必要と記載 

する。

1—？身だしなみ

身だしなみがきちんとしているカ、。

身だしなみがきちんとしているとは、場 仃po）等に合った身なりをしていること、体 

や顏などが清潔で杓ることを指す。

家族の支援でできる場合でも可。その場合には、自由記述攔に家族の支援が必要と記載 

する。

服装の大きさがあっていない、暑さ寒さによって服装を変えられない等については、 

自由記述欄に記載する。

1-8金銭管理

就労移行支援事業者等から支払われた報酬の管理ができているか。

小遣いの管理なら可能な場合、管理するほどの金銭を持たされていない場合等には、そ 

の旨をa由記述欄に記載する。

I 一9自分の障害や症状の理解
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自分の障害や症状を理解しているか。

自分の障害や症状を理解しているが受容していない埸合は、その旨を自由記述欄に記 

載する。その他、精神障害者の場合には症炊理負早等、特記すること力£おれば、自由紀 

述欄に記載する。

場合によっては、直接本人に聞くのではなく、支援者が' 対象者の日常の苜動から判断 

する。

1—10援助の要請

援助を求めることができる力ゝ。

首葉で求める二とができなくても、表情、ジェスチャー、アイコンタクト、声の調子 

無、营秦に代わるもので求めることができる場合にも可。その場合には、自由記述欄 

にその旨を記載する。

I 一口社会性
反社会的行動や非社会的行動等があるか。

直接本人に聞くのではなく、支援者が、対象者の日常の莒動から判斷する。

n働く場での対人関係

u—1あいさつ

あいさつができるヵも

その場に応じたあいさつができること.扬いさつする時の声の大きさ、視練（相手の韻 

を見て）や表情（笑顔で）などが適切であること蒔から判断する。

問題があれば、自由記述攔に記載する。

U—2会話

その塢に応じた会話ができるか。

自らは話しかけない尊の特記事項が1bれば、自由記述欄に記載する。

U—3言葉遣い

相手や場に応じた莒葉遣いができるか。

n—4 非营語的コミュニケ—ショ＞

非首語的コミュニケ--ションができるか"

非書語的コミュニ・ケーション•とは、本人又は相手の表情、ジェスチャー、アイコンタ 

クト、声の調子等の首語によらない方法によって、自分の気持ちゃ考えを伝えたり、 

相手の気持ちゃ考えを理解することを指す。

n—5臨調性

協調性があるカゝ。

n—6感悄のコントロール

感情が夫定しているか。

感情を出せない、感情が分かりにくい等の特記事項が虧れば、自由記述欄に記載する。 

n—7意思表示

8



自分の意思（仕事上の質問や意見、体調悪化、トイレ休憩をとりたい等）を相丰に伝 

えられるか。

言語による方法ではできなくても、なんらかの方法でできる場合には、自由記述欄に 

記載する。

ロー8共同作業

共同で物を運ぷ、ペアで作業を行う、流れ作業等の、共同作業ができるか。

共同で物を運ぶのはできないが流れ作業はできる、好きな人とはできるが嫌いな人と 

はできない等の特記事項があれば、自由記述欄に記載する。

m働く場での行動・態度

m—1一股就労への意欲

一股就労への意欲が強いか。

対象若の0常の莒動などから判斷する。

M—2作業意欲

作業意欲が強いか。

作業場面等における対魚者の莒勦などから判断する。

m—3就労能力の自覚

自分の能力からみて、どのような作業内容、鉤務時間、動覇日数等が合っているかが 

わかっているか.

m—4働く場のルールの理解

作業場面等において働く場のルールを理解しているか。

m—5仕事の報告

作業場面等において仕事の報吿ができるか。

慣れた環境とはじめての環境で異なる場合、報吿するときのタイミング、声の大きさ, 

内容等について問菌がある場合には、自由記述欄に記載する。

UL—6 欠動等の連絡

欠勤、遲刻などを連絡できるかり

家族の支援でできる場合でも可。その場合には、自由記述欄に家族の支援が必要と記載 

する。

聴覚障害者の場合铸、電話連絡以外の方法で連絡する場合には、自由記述欄に記載する。 

in—7出動狀況

欠勤 ' 遅刻•早退の頻度についてである。

m—8作業に取り組む態度

作業にどのような體度で取り組んでいるか。

作業場面等における対象者の書動などから判断する。

m—9持統力

1日何時間の動務ができているか。

9
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作業場面等における対象者の言動などから判斷する。

1日6時間動卷はできるが1日おきにしかできない等、特記事項が扬れば、自由記述欄 

に記載する。

m—io作業速度

期待されている作業速度と比べてどの程度か。

作業場面筹において、各対象者・に対して期待されている作篥速度と比べてどの程度か 

を判断■する。

m—1!作秦能率の向上

作樂能率の向上がみられるか。

最初のチェックから一定期問経過後に、チェックする項目である"

m-i2指示内容の理解

指示内容を理解できるか。

莒葉で理解できなくても、その他の方法で可能な場合には、自由記述攔に記載する。 

理解できても実行できない、実行しない蒔、問題がある場合には、自由記述欄に記載 

する。

in—13作簾の正確性

作業をミスなくできるか。

ミスとは、不良品の発生、手順を間違える、作業中に注意を受ける等、作樂上のミス 

を指す。

ミスをした畤の反応（ミスを改善できる、ミスに気づくが報告できない、ごまかす等） 

については、自由記述欄に杞載する。

m—i4危険への対処

危険な場所に立ち入らない、動いている權械に手を入れない等、危険に対処できる力,。 

ni—15作業環境の変化への対応

作樂手順の変化、作業の種類の変更、上胡の交代奪の作靈環境の変化に対応できるか。

〇）卷考チェック項目

① 各項目とも、あてはまるものすべてに〇をつける。

② 9項目以外に特記する事項がある場合には、「（10）その他の欄に、自由に記藏する。

10
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授産施設における相互利用等の10月以降の取扱いについて

1 概要

障害者自立支援法の施行に伴い、三障害共通のサービス提供体制の構築を図るため、従前の授 

産施設における相互利用に加え、地域に必要な障害福祉サービスがない場合などの例外的な取扱 

いとして、障害種別に関わらず地域の社会資源を活用できる仕組みを設けることとする。

対象施設サービス_

従前の相互利用対象施設に旧法支援施設（通所及び分場）を加え、次のとおり変更する。

平成18年4月〜9月 平成18年1〇月以降

相
互
利
用

身体障害者福祉工場

知的障害者福祉工場
精神障害者通所授産施設

身体障害者授産施設（通所及び分場） 

身体障害者通所授産施設（分場含む） 

知的障害者入所授産施設（通所及び分場） 

知的障害者通所授産施設（分場含む）

相
互
利
用

旧

法

施

設

支

援

・

身体障害者福祉工場（注1） 
知的障害者福祉工場（注1） 
精神障害者福祉工場（注2）

ヽ、 精神障害者通所授産施設

身体障害者授産施設（通所及び分場） 

身体障害者通所授産施設（分場含む） 

知的障害者入所授産施設（通所及び分場） 

知的障害者通所授産施設（分場含む） 

身体障害者通所更生施設（注3）

旧
法
施
設
支

身体障害者通所療證怖・設（注3）
ヽ 知的障害者通所更生怖設（注3）

注
注
注

1:身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場については、精神障害者の利用を可とする。
2 :精神障害者福祉工場については、1〇月以降相互利用の対象施設に加える。

3 :通所施設には、入所施設の通所部と分場を含むこととする。
1
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3 旧法支援施設に係る支給決定

旧法支援施設の利用にあたっては、自立支援法に基づく支給決定手続を行うこととする。

異なる障害種別に係る通所施設の利用については、障害者にとって相応しいサービスを提供する事業所が地 

域内にない場合に認められる措置であることを踏まえ、市町村は、

① 障害者が利用を希望する施設が、実際に適したサービス提供を行えるか否かについて、構造設備や人員配 

置の体制等を確認の上判断し、

② 適当と認めた場合には、利用する施設の種別に応じて申請者に適用する報酬単価（区分）を決定すること 

とする。

4 報酬単価の適用方法

① 旧法支援施設（旧支援費施設）

旧法支援施設を利用する場合の報酬単価については、利用する施設の種別に応じて、利用者の障害種別及び 

区分に応じた報酬単価を適用する。

② 福祉工場、精神障害者通所授産施設

• 福祉工場については、今回新たに対象となる精神障害者福祉工場を含め、従前の取扱いどおり、補助金額の算 
定について相互利用により受け入れた他の障害種別の者を当該施設の利用者とみなして、みなした利用者を含めた 

利用者総数に応じて定員規模別等の補助単価を適用する。

・精神障害者通所授産施設を利用する場合の報酬単価については、利用者の障害種別及び区分に応じた報酬単 

価を適用する。

5他障害者を受け入れる場合の利用者数の上限設定
― で他障害の者を受け入れるごとする。

なお、受け入れる他障害の者の割合については、利用定員の2割を上限とする。
ただし、従前より相互利用を行ってきた施設において利用定員の2割を超えて受け入れていた施設については、従前 

の利用者数の範囲内で他障害の者の受入を可能とする。

2



（別紙）
旧法支撰施設の報酬単価

知的障害者、精神障害者が身体障害者療護施設（通所）を利用す.る場合

知的障害者 区分A 9 3 9単位!区分B 8 6 5単位丨区分C 7 91単位
精神障害者 4 2 〇単位

知的障害者、精神障畫者が身体陸害者更生施設（通所）を利用す.る場合

知的障害者 区分A 5 51単位|区分B 514単位|区分C 4 7 7単位
精神障害者 4 2 〇単位

知的障害者、融障害者が身体障害耄授産施設（通所•分場）を.利用する場合

知的障害者 区分A 5 5!単位 区分B 514単位|区分C 4 7 7単位
精神障害者 4 2 〇単位

知的障害者、精神障害者が身困璧實者通所授産施設を利用する場合

知的障害者

小規模 区分A 9 3 9単位 区分B 8 6 5単位 区分C 7 9!単位
標準1 区分A 7 2 フ単位 区分B 6 7 ？単位 区分C 6 2 8単位
標準2 区分A 6 〇!単位 区分B 5 7 T単位 区分C 5 4 2単位
大規模 区分A 5 0 8単位 区分B 4 8 ？単位 区分C 4 6 6単位

精神障害者 4 2 0単位

H髓用する加算•減算

〇入所時特別支援加算

〇退所時特別支援加算

〇重度•重複障害者に対する加算

〇栄養管理体制加算

〇食事提供体制加算

〇利用者負担上限管理加算

※利用率の低い施設に対する激変緩和措置

〇利用定員超過減算

血身体障害者、•分場）を利用する場合

身体障害者

通所 区分A 4 0 3単位 区分B 3 9 4単位 区分C 3 8 4単位
分場 区分A 514単位 区分m 4 7 5単位 区分C 4 3 6単位

精神障害者 4 2 〇単位

诵所授薛施設夕利用する場合 

身体障害者

区分A : 6 9 3単位
区分B : 6 5 6単位
区分C : 5 7 9単位

身体障害者、精神障害者が知的障害者授産施設（通所•分場）を申J用する埸合
身体障害者

通所 区分A 4 0 3単位 区分B 3 9 4単位 区分C 3 8 4単位
分場 区分A 514単位 区分B 4 7 5単位 区分C 4 3 6単位

精神障害者 4 2 0単位

知的障害者

区分A 
区分B 
区分C

位
位
位 

単
単
単

9
 5
 1

3
 6
 9

9
 8
 7

身側害者、精神障害者が知的障害者通所授産施設を利用する場合

身体障害者

小規模 区分A 6 9 3単位 区分B 6 5 6単位 区分C 5 7 9単位
標準1 区分A 5 4 3単位 区分B 519単位 区分C 4 9 4単位
標準2 区分A 4 3 3単位 区分B 418単位 区分C 3 8フ単位

大規模 区分A 3 7 3単位 区分日 3 6 2単位 区分C 3 4 〇単位

精神障害者 4 2 〇単位

-3-
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自立訓練（生活訓練）事業における「宿泊型」の新設について

自立訓練（生活訓練）事業については、当初案において通所による利用を基本としつつ、短期滞在や訪問による訓練を組み合わせて、 
地域移行に向けた生活能力の向上を図ることを基本モデルとして事業設計したところ。
今般、現行制度における精神障害者生活訓練施設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している者に対し、 
自立訓練（生活訓練）として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持•向上のための訓練を行う事業の類型 
として「宿泊型」を設けることとした。

通所一短期滞在1【地域移行】一訪問
こ
れ
ま
で
の
自
立
闊(

生!
^
 

事
業
の
イ
メ
ー
ジ

養
護
学
校
卒
業
者

退

院

者•

退
所
者

'【日中】 ヽ

自立訓練（通所型） .639単位【職員6:1】

【夜間】

短期滞在加算 I退院支援施設加算!
夜勤180単位 i C"i 夜勤180単位
宿直115単位 宿直115単位

【合計】 819単位 〜754単位
ノ

【日中】

一般就労や外部の福祉サービス利用等

【日中or夜間】※週2回を限度として算定可

訪問訓練18フ単位

居宅（GH含まず）

【合計】 187単位

宿
泊
型(

新
設)

の
事
業
の
イ*

—
ジ
4

宿泊1【地域移行】-訪問

養
護
学
校
卒
業
者

退

院

者•

退
所
者

【日中】一般就労や外部の障害福祉サービス利用

'【夜間】
ヽ

宿泊型自立訓練（生活訓練）270単位【職員10:1】 

利用期間:原貝IJ1年とし、利用開始から3ヶ月ごとに更新 
報酬単価:1年を超える場合には▲40%減算

ヽ【合計】 270単位
)

【日中】

一般就労や外部の福祉サービス利用等

r~ ■ ' ' ....... ................................ ........ ....... ........—

【日中or夜間】※週2回を限度として算定可

....... 前間訓纏…187...........
居宅（GH含まず）

【合計】 187単位



自立訓練（生活訓練）事業における「宿泊型」について

1.事業の位置付け

現行制度における精神障害者生活訓練施設等の機能を踏まえ、日中、一般就労や外部の障害福 

祉サービスを利用している者を対象として、一定期間、夜間の居住の場を提供し、帰宅後に生活能力 

等の維持■向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整等を行い、積 

極的な地域移行の促進を図る。

2.事業実施の要件

自立訓練（生活訓練）事業における「宿泊型」は、以下の要件を満たした場合に実施可能とする。

【実施可能事業所等】

ィ宿泊型のみ行う自立訓練（生活訓練）事業所として行う場合

① 障害者就業•生活支援センターに併設して行う場合

② 現行の精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者福祉ホーム（B型）ヽ 
知的障害者入所更生施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通 

勤寮が転換して行う場合

口通所型の自立訓練（生活訓練）の事業所の一部として行う場合 

自立訓練（生活訓練）事業所

5
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【人員配置】

〇 サービス管理責任者 60:1 ※通所型事業所の一部として行う場合には、通所型の利用者との合算により算出する。
〇 生活支援員10:1以上（うち1人以上常勤）

〇 地域移行支援員 15:1以上 ※障害の福祉又は就労に関し専門的知識及び実務経験を有する者
【設備基準】

〇定員規模

① 宿泊型のみ行う自立訓練（生活訓練）事業所:2〇人以上

② 通所型の自立訓練（生活訓練）の事業所の一部として行う場合:1〇人以上
ただし、宿泊型の定員とは別に通所型事業所の定員規模は2〇人以上であり、
また、多機能型事業所である通所型事業所の一部として行う場合は、多機能型事業所の定員の 

合計が2〇人以上であること。

※詳細別紙

〇 居室の定員 原則個室 ※現行の施設（2人以下、4人以下）からの移行については、経過措置を講ずる。
〇 居室面積 フ43ポ ※居室面積が、6. 6ポ以上である通勤寮及び居室面積が4. 4ポである精神障害者生活訓練ノ. 

設が移行する場合にっし ゝては経過措置を講ずる。
〇 相談室■多目的室（兼用可）

〇食堂

〇 浴室、洗面所、便所

3.利用期間
原則］年間とし、利用開始から3ヶ月ごとに更新 妹 市町村は、利用継続の必要性について確認し、更新支給決定を行 

61年を超える場合には、市町村審査会の意見を聴くものとする。



宿泊型の自立訓練（生活訓練）事業所の定員規模について（例示）（別紙）

1宿泊型のみ行う自立訓練（生活訓練）事業所
r--- ----- :------- ------- ； :~ \

〇 宿泊型自立訓練（生活訓練）利用定員2〇人以上

2自立訓練（生活訓練）事業所の一部として行う場合

【実施可能な場合】
通所型の自立訓練（生活訓練）事業所（利用定員20人以上）との実施

〇 自立訓練（生活訓練）通所型利用定員20人以上 宿泊型自立訓練（生活訓練） 
利用'定員1〇人以土

多.機能型（自.立訓練（生活.訓練〉通所型あ.り.）•.と・の.実施.

〇
就労移行支援 就労継続支援
利用定員6人 利用定員12人

自立訓練（生活訓練）通所型 
利用定員6人

…宿泊型自立訓練.（生活訓練） 
I 利用定M10A以上

【実施不可の場合】
通所型の自立訓練（生活訓練）事業所（利用定員が2〇人未満）との実施

x 自立訓練（生活訓練）通所型利用定員10人 .「宿泊型自立訓練（生活訓練）利用定員10人以上

通所型の自立訓練（生活訓練）事業所以外との実施

X 生活介護 利用定員20人以上 宿泊型自立訓練（生活訓練） 
利用定員一1〇人以上 .

多機能型（通所型の自立訓練（生活訓練）事業所なし）との実施

就労移行支援 
利用定員6人 ノ

就労継続支援 
利用定員12人

生活介護 
利用定員6人

宿泊型自立訓練（生活訓練）
•利用定員TO人以上

X
7

-7-
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高齢者デイサービスにおける障害者（児）ディサービスの1〇月以降の取扱い

1現行の取扱い

介護保険法における指定通所介護事業（高齢者デイサービス）を障害者（児）が利用した場合の現行の取扱 

いは次のとおり。

・ 身体障害者が利用する場合には、基準該当障害者デイサービスとして利用が可能。

・ 知的障害者及び障害児については、特区の認定による特定地域においてのみ利用が可能。

・ 精神障害者については、高齢者デイサービスの利用が認められていない。

2 対応

本年1〇月以降、障害者（児）が高齢者デイサービスを利用する場合の取扱については、次のとおりとする。

① 障害者（大人）の利用については、障害程度区分等に応じて、基準該当生活介護及び基準該当自立訓練 

（機能訓練•生活訓練）とする。（図1参照）

② 障害児の利用については、基準該当児童デイサービスとする。（図2参照）

【図2】障害児が高齢者ディを利用する場合【図1】障害者が高齢者ディを利用する場合



施設外支援に係る報酬算定の取扱いについて

サービスの 
種類

全事業共通 授産施設
就労移行支援事業、就労継続支援事業

施設外支援 
の内容

通所施設を一定期間以上利用しない者に対する訪問支援 職場実習、求険活動、トライアル雇用、在宅就労 等

報酬算定の 
対象となる 
支援の要件

9

通所施設利用者であって、常時サ・-ビスを利用してい 
る者が、心身の状況の変化等により、5日以上連続して 
利用がなかった場合、その者の居宅を訪問して利用者の 
状況を確認し、利用者の同意の上で次の支援を行った場 
合には、月2回を限度として、報酬1を算定することがで 
きる。

1 支援内容

① 引き続き現行のサービスを利用するための動機 

付け

② 再アセスメントに基づく個別支援計画の見直し

③ 相談支援事業者等へのあっせん•連絡調整

2 報酬単価

月2回を限度として、1回あたり

1時間まで 187単位
1時間を超えた場合 280単位

1 次の要件を満たす日については、通所した場合 
に認められる報酬額の算定を認める。
① 施設外のサービス提供が、当該施設の運営規 
程に位置付けられていること。

② 施設外のサービス提供を含めた個別支援計画 
が事前に作成（施設外サービス提供時は1週間 
每）され、その支援により、就労能力や工賃の 
向上及び一般就労への移行が認められること。

③ 当該サービス提供期間中の対象者の状況にっ 
いて、対象者や実習先事業者から当該サービス 
の状況を聞き取ることにより日報を作成するこ 
と

④ 在宅就労においては、上記の他、事業者が定 
期的（週1回程度）に訪問し、直接支援を行う 
こと。

⑤ 緊急時の対疝ができること。

2 当該事業に係る報酬の支給対象期間は、就職の 
前日までである。

3 施設外でのサービス提供期間は、延べ4 8〇日 
を限度とする。

なお、在宅就労においてはこの限りでない。

f ヽ

※次のような場合には報酬算定の対象とならない

① 運営規程に位置づけられていないもの

② 個別支援計画に事前に定めていないもの
③ 当該サービスや施設利用を欠席した場合の電話 
対麻

—9 —



定員超過利用減算の見直しについて［ 資料7 P10_差し替え］

施設の利用率を向上させ、事業運営の安定化を図る観点から、定員と実際の利用者数の取扱いを更に柔軟化し、 、

① 日中活動支援又は通所施設等の定員超過利用減算の基準を105%から11〇%に緩和

② 30人未満の日中活動支援又は通所施設等においても、毎日3人の定員超過利用が可能

とすることを、平成19年度末までの経過措置として実施する。 ______________________斜線ゴシックが修正部分丿
見直し前 , 見直し後

新事業体系の 

日中活動支援 

又は

経過措置施設 
の通所施設

又は

障害児施設の 

通所施設

又は

児童ディサービ 
ス

•1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該 
定員の720%を、定員が50人を超える場合は当該定員 
の数/こ当該定員から50を差し引いた員数の10%をわN 
た数/ご70を加えた数を、それぞれ超過しているとき

一基本単位数の70%を算定

•1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該 
定員の720%を、定員が50人を超える場合は半裁定員 
の数に当該定員から50を差し引いた員数の、。％を加え 
た数に1〇那えた数を、それぞれ超過しているとき

ただし、定員15人未満の肺:設にあっては、1日当たりの 
利用者数が、定員の数に3を加えた数を超過している場

t基本単位数の70%を算定

•凋去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過 •過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数
している場合
-基本単位数の70%を算定

に1io%を乗じた数に開所日数を乗じた数を招過してい 
る場合

ただし、定員30人未満の術設にあっては、過去3か月間 
の利用者の利用日数の合計が、定員の数に3を加えた数
に開所日数を乗じた数を超過している場合

-基本単位数の70%を算定

新事業体系の 

施設入所支援

又は 

経過措置施設 
の入所施設

又は 

障害児施設の 

入所施設

•10当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該 
定員の7 70%を、定員が50人を超える場合は当震定員 
の教/ご当該定員から50を差し引いた員数の5%を如 た 
裁た5を加えた数を、それぞれ超過している場合

f基本単位数の70%を算定 一

•1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該 
定員の7 70%を、定員が50人を超える場合は号裁定寛 
の裁に当該定員から50を差し弓|いた員数の5%を加えた 
裁/こ5を加えた数を、それぞれ超過している場合

〜基本単位数の70%を算定

•過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過 •過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数
している場合

t 基本単位数の70%を算定

に105%を乗じた数に開所日数を乗じた数を招凋してい 
る場合

f 基本単位数の70%を算定
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入所施設の夜間支援体制の見直し

〇自立訓練又は就労移行支援の利用者及び特定旧法受給者（経過措置によって施設 

へ入所している者）であって生活介護又は就労継続支援の利用者について、夜間の支 

援体制に応じて、報酬が算定される仕組みとする。

生活介護（経過措置）;夜勤職員2入配置の場合

利用者 !~：----------- 1 ノ
施設入所支援サービス費（VII）

188単位（定員50人・"1日につき）

自立訓練利用者

就労移行支援利用者

:;就労継続支援利用者 i
! （経過措置） ，:

夜勤職員1人配置の場合

ゝ

施設入所支援サービス費（X）
138単位（定員50人日につき）

施設入所支援サービス費（XI）
99単位（定員50人T日につき）

※自立訓I練等の訓練等給付事業と生活介護を組み合わせて多機能型で実施する施設にあっては、施設 
入所支援に係る平均障害程度区分の算定対象から自立訓練等の利用者を除外することとする。

—1.一
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重度障害者支援体制加算の見直し

--------------------------------------- ----------------  ------ -----------------------------------

〇重度障害者支援体制加算のうち、強度行動障害に関する加算措置について、こうした障害者が多 

数入所する施設について、その実態に適した内容となるよう見直しを行う。
\_________________________ _ _________________________________ 丿

1•現行制度における強度行動障害加算

〇現行の強度行動障害加算については、個人単位で強度行動障害者1名につき、1月14. 6万 

円（区分Aの場合）が加算される仕組みとなっている。

【加算の算定要件】

厂 、

〇強度行動障害者が1名以上いる場合。

〇強度行動障害者1名に対して、2人以上職 

員を配置。

【加算額】

< ： ~~~> 

〇強度行動障害者1名につき、1日あたり以 

下を加算。

・区分A10:481単位（1月:14, 6万円）
•区分B10:565単位（1月:17. 2万円）
・区分C10:722単位（1月:21,9万円）



2.見直しの内容

〇知的障害者については、当初案を見直し、現行制度と同様に、強度行動障害者の人数に応じた 

評価を行う仕組みに改めることとする。

（当初案） （見直し案）

(
基
本
加
算
分)

(
重
度
加
算
分)

（身体障害者）

①「特別な医療」が 
必要な者が利用者 
全休の2割以上で 
あって、平均区分が 
5以上

し 丿
+

厂— \
〇区分6であって以 
下に該当する者が2人 

以上いる場合。

① 気管切開を伴う 
人工呼吸器による呼 
吸管理が必要な者

② 重症心身障害者

!組替えi

厂~\
強度行動障害加算

〇強度行動障害者1人につき、 
月15. 4万円（生;舌介護サービ 
ス費（V）に移行した場合）を加 
算。

丿

加算額については、日中の生活介護 
に係る本体報酬の水準に応じた額と 

する。

-3-
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3.具体的な単価案

区分 報酬単価（日額） 人員配置 施設入所支援の費用区分

重度障害者加算（I） 40単位

〇・ 5人加配

施設入所支援サービス費（I） 1.7:1

重度障害者加算（U） 164単位 施設入所支援サービス費（口） 2:1

重度障害者加算（皿） 306単位 施設入所支援サービス費（皿） 2. 5:1

重度障害者加算（IV） 435単位

1.〇人加配

施設入所支援サービス費（IV） 3:1

重度障害者加算（V） 505単位 施設入所克援サービス費（V） 3. 5:1

重度障害者加算（VI） 563単位 施設入所支援サービス費（VI） 4:1

重度障害者加算（vn） 605単位 施設入所支援サービス費（W） 4. 5:1

重度障害者加算（vm） 676単位

1.5人加配

施設入所支援サービス費（vm） 5:1
重度障害者加算（区） 704単位 施設入所支援サービス費（区） 5. 5:1

重度障害者加算（X） 730単位 施設入所支援サービス費（X） 6:1

重度障害者加算（XI） 799単位 施設入所支援サービス費（XI） 経過措置



【生活介護】

区分
報酬単価 サービス提供職員 

配櫃基準（常勤換算）

サービス管理責任者 

配置基準
,平均障害程度（探）

定員40人以下 £A4 1人 口上 60 人 KTF SA6!人以上80人以下 定員81人以上

生活介護サービス費（i） 1,262単位 1,232単位 "7?単位 1,162単位 1.フ:'1以上

利用者60入以下 

1人以上

（以降4 〇人又はその 
端数を増すごとに1人 
を加えて得た数以上）

平均区分5.5以上

又
は

平均区分5. 〇以上

区分6の者が60%以上

生活介護サービス費（U） 1,119単位 1,08弾位 1,043単位 1.029単位 2:1以上 平均も分5.3以上5.5未満 区分6の者が50%以上

生活介護サービス費 W 955単位-. 924単位 891単位 ■' 877単位 2. 5:1以上 平均区分5.1以上5.3未満 分6の者が40%以上

生活介護サービス費（N） 846単位 817単位 789単位 776単位 3ロ以上 平均区分4.9以上5.1未満 —一

平均区分4. 5以上

区分5・6の者が50%以上

〔生活介護サービス費・（V）. ..770単位- .736単位「 704単位 3. 5门以上 平均区分4.7以上4.9未満 区分5・6の者が40%以上

生活介護サービス費（VI） 696単位 667単位 645単位 633単位 4 ロ以上 平均区分4.4以上4.7未満
—

平均区分4. 〇以上

区分5・6の者が40%以上

"'生活介謨サービス竇（VI） 650単位 618単位 なQ梓位立 588単位 4. 5:1以上 平均区分4.1以上4.4未満 【区分5・6の者が30%以上

生活介護サービス費（VHD 606単位 578単位 564単位 551単位 5门以上 平均区分3.8以上4.1未満
:-----------一

平均区分4. 〇未満

区分5-60者が30%以上

し:生活介護サ「ビス费（或ヾ 57?単位、 546単位 533単位 憑22專蘇 5. 5:1以上 平均区分3.5以上3.8未満 :区分5・6の看が20%以上

生活介護サービス費（X） 547単位 515単位 -510単位 496単位 6:1以上 平均区分3.5未満

生活介護サービス費（XI） 502単位 473単位 460単位 446単位 10:1以上 A 1 V経過措！t利用者 ノ

いずれかを選択
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【施設入所支援】

区分
報酬単価 夜間職員 

配置基準
平均障害程度

定員40人以下 定員41人以上60人3下 定員61人哄上80人取下 定員81人以上

施設入所支援サービス費（I） 400単位 309単位 255単位 231単位 利用者60人以下 

夜勤職員3人以上

平均区分5.5以上

又 
は

平均区分5. 〇以上

区分6の者が60%以上

施設入所支援サービス費（H） 381単位 289単位 238単位 214単位 平均区分5.3以上5.5未満 区分6の者が50%以上

施設入所支援サービス費（皿） 359単位 [2璽里位]; ' 219単伍 .‘195単位・
（以降40人を増すごとに1 
人を加えて得た数以上） 平均区分5.1以上53未満 よ区分6の者が40%以上

施設入所支援サービス費（IV） 281単位 214単位 179単位 162単位 平均区分4.9以上5.1未満

平均区分4. 5以上

'区分5・6の者が50%以上

施設入所支援サービス費（V） よ「270舉程迄:: 203車位 170単位 153単位
;ノ ;誉ミ:言:3影士谿*:

利用者60人以下 

夜勤職員2人以上
平均区分4.7以上4.9未満 区分5・6の者が40%以上

施設入所支援サービス費（VI） 262単位 195単位 163単位 146単位

（以曄40人を増ずごとに1 
人を加えて得た数以上）

平均区分4.4以上4.7未満

平均区分4・ 〇以上

区分5・6の者カ＜40%以上

施設入所支援サービス費（W） 256単位 188単位 J58単位 141単位 平均区分4.1以上4.4未満 区分5・6の者が30%以上

施設入所支援サービス費（诞） 188単位 146単位 127単位 115単位
利用者60人以下 

夜勤職員1人以上

平均区分3.8以上4.1未満

平均区分4. 〇未満

区分5・6の者が30%以上

施設入所支援サービス費（区） 煮184単他瘪 141単位 124単位 112里位 （以降40人を増すごとに1 
人を加えて得た数以上）

平均区分3.5以上3.8未満 区分5・6の者が20%以上

施設入所支援サービス費（X） 180単位 138単位 121単位 109単位 平均区分3.5未満

施設入所支援サービス費（XI） 115単位 99単位 92単位 88単位 宿直職員1人以上 t J ・経過措置入所者 ノ

いずれかを選択



平均 i害程度区分が変動した場合の取扱い

〇生活介護においては、前年度利用者の平均障害程度区分等に応じ、適用される人員配置や 

報酬単価が決定する仕組みとしているが、入退所の状況によっては、報酬単価区分が低い区分 

となった場合に、収入額に大きな変動が見込まれるケースも想定されるところ。

〇こうした大きな変動を回避するため、前年度実績によって低い報酬単価区分となる場合でも、 

人員配置要件を満たしている場合には、6ヶ月間の猶予期間を設ける。

【具体的な取り扱いのイメージ】

平成18年度 平成19年度
平成20年度

4月〜9月 10月〜3月

平均障害程度区分 5. 3 5. 〇 4

厂

4月〜g月の平均 
区分が5. 3以上 
であった場合

4月~9月の平均 
区分が5. 3未満 
であった場合

報酬単価 32. 7万円 32. 7万円 32. 7万円 32. 7万円 28. 4万円

< ___________ ノ

前年度の実績によって、翌年度の報酬単価が決定 本来、拒4万円となるところ®月間猶予。
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平均障害程度区分等の求め方

1.原則の取扱い

〇生活介護及び施設入所支援については、前年度の平均障害程度区分等に応じて、人員配置や 

報酬単価が決定する仕組みとしているが、当該前年度の平均障害程度区分等については、以下の 

算式により求めることとする。

（平均障害程度区分）

•（区分2に該当する前年度の延べ利用者数X2+区分3に該当する前年度の延べ利用者数X3+区分4に該 

当する前年度の延べ利用者数X4+区分5に該当する前年度の延べ利用者数X5+区分6に該当する前年 
度の延べ利用者数x 6）/総延べ利用者数

※算出結果については、小数点第2位を四捨五入することとする。

（区分5・6の者の割合）

•平均区分5. 〇以上の場合:（区分6に該当する前年度の延べ利用者数）/総延べ利用者数

•平均区分5. 0未満の場合:（区分5に該当する前年度の延べ利用者数+区分6の前年度の延べ利用者数） 

/総延べ利用者数

※算出結果については、小数点第1位を四捨五入することとする。

（注）上記「総延べ利用者数」については、経過措置による生活介護の利用者、自立訓練等の利用者を除く。



【具体的なイメージ】

利用者 障害程度区分（a） 月 火 水 木 金 延べ利用者数（b） (a) x (b)

A 5 〇 〇 〇 〇 4人 20
B 4 〇 〇 〇 〇 〇 5人 20
C 3 〇 〇 〇 〇 4人 12
D 6 〇 〇 〇 3人 18
E 4 〇 〇 〇 〇 〇 5人 20

合計 4人 3人 5人 4人 5人 21人 90

ご :•平均障害程度区分:9〇+ 21人二4. 28 - 4. 3 （小数点第2位四捨五入）

:•区分5 • 6の者の割合:（区分5 : 4人+区分6 : 3人）4-21人二3 3. 3% -> 33% （小数点第1位四捨五入）

—9一
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2.旧支援費施設が新体系へ移行する場合の取扱い

〇 I日支援費施設が新体系へ移行する場合の平均障害程度区分等の算定については、新体系へ 

の移行を申請した日の前日から直近1ヶ月の平均障害程度区分等によって求めることとする。

〇なお、申請段階における平均障害程度区分については、移行後3ヶ月間の実績により、見直すこ 

とができることとする（以降、毎年度4月1日を基準に見直し。）

3.新規事業者が新体系へ参入する場合の取扱い

〇新体系へ新規参入する事業者の平均障害程度区分等の算定については、登録人員の障害程 

度区分などから推計した平均障害程度区分等を、移行後3ヶ月間、暫定的に適用する。

〇なお、申請段階における平均障害程度区分については、移行後3ヶ月間の実績により、見直しを 

行うものとする（以降、毎年度4月1日を基準に見直しc ） C



入所施設（障害児施設を除く）における入院時の取り扱い

〇新体系及び旧体系の入所施設（障害施設を除く）については、現在、入院•外泊 

時の措置として、［月に6日を限度に320単位を算定することとされているが、この期間 
を超えて、入所施設において入院時の支援を行った場合について、入院時支援加算を 

創設する。
VL ______________

【入院時支援加算】
〇入院•外泊により本体報酬を算定されない日数が月6日を超える場合であって、当 

該6日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、家族 

等の支援を受けることが困難で、施設職員が家族等に代わって入院期間中の支援を 

行う必要があり、本人又は保護者の同意の下、個別支援計画に基づき、入院期間中、 

入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その^2の支援を行ったときは・次の 

とおり報酬を加算（月1回算定）。

6日までの場合 561単位
7日以上の場合 1,122単位

-11-
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【入所施設における入院時支援加算の算定（例）】

＜入所施設（障害児施設を除く）の場合〉

入院・外泊により報酬を 左の6日間を超えて入院により報酬を算定されない日

算定されない日（6日聞） （6日間）

（例）

外泊外泊外泊外泊入院入院
②①②③④

Hr
320単位/日 

（6日を限度）

①

入院入院入院入院入院入;!入院

③④⑤⑥⑦⑧ ⑨

6日以内の場合

561単位加算

（月に1回）

► 7日以上の場合

-CT
1,122単位加算

（月に1回）

（注）入院日数は連続している必要はない



介護給付・訓練等給付費及び障害児施設給付費の支払期日について

〇 障害者自立支援法が施行され平成18年10月から施設•事業体系の見直しが行われ 

ることに伴い、市町村等における介護給付•訓練等給付費及び障害児施設給付費の支払 

期日については、審査事務等の期間を考慮し、請求月の翌月末として、差し支えない。

〇 なお、給付費の支払いが、請求月の翌月末となることにより、事業者において施設運 

営に要する経営資金（つなぎ資金）が必要となる場合には、別添のとおり、独立行政法 

人福祉医療機構において同経営資金の貸し付けを行うこととしているところであるが、 

その際、既に独立行政法人福祉医療機構からも通知しているとおり、

1. 管内の対象施設及び事業者に対する周知•指導

2. 都道府県知事（指定都市及び児童相談所設置市の市長を含む。）の意見等 

について遺漏のないようお願いする。

一13 —
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障害者自立支援法の施行に伴う経営資金（つなぎ資金）貸付要綱

第1目的

・障害者自立支援法の施行等に伴い、平成18年1〇月以降、障害者関連施設 
については、新だなサ亠ビス体系に移行することとなるが、新制度による障害 

福祉サービス費等が最初に支払われるまでに相当の日時を要することから、こ 

の間の経営資金（つなぎ資金）を融資することにより事業の安定的な運営を支 

援し、あわせて新制度への円滑な移行に資することを目的とする。

第2貸付けの対象

1 平成18年9月現在、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づ 

＜精神障害者社会復帰施設、身体障害者福祉法に基づぐ身体障害者更生施

,設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設（小規模通所授産施設、福 

祉工場を含む。）、知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生施設、知的 

障害者授産施設（小規模通所授産施設、福祉工場を含む。）、知的障害者 

通勤寮を行っていた法人であって、引き続き同年1〇月以降、障害者自立 

支援法に基づく指定障害者福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設 

（旧法施設施設を含む。）として、介護給付費（療養介護、生活介護、共 

同生活介護、施設入所支援に限る。）、訓練等給付費の対象となる施設• 

事業を行う法人

2 平成18年9月現在、児童福祉法に基づく知的障害児施設、知的障害児 

通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設を行 

っていた法人であって、引き続き同年1〇月以降、障害児施設給付費等の 

対象となる施設•事業を行う法人

第3貸付金額

1 施設•事業の経営に必要な資金として都道府県知事（指定都市又は児童 

相談所設置市の市長を含む。）が認めた額の範囲内において法人が希望す

,る額とする。

ただし、担保による貸付けについてはその担保評価額の10 0分の80’ 
を限度とする。 '

2 貸付金額は1〇万円単位とし、.希望額が10 0万円未満のときは貸付け 

しないものとする。

第4貸付利率

金銭消費貸借契約時における現行の経営資金の利率と同様とする。

第5償還期間及び据置期間

償還期間は5年以内とし、1年以内の据置期間を設けることとする。

第6償還方法及び利息の支払方法

元金は3か月毎の均等償還とし、利息は年4回の後払いとする。

第7担保

1担保は、法人単位に貸付金額に相応するものを徴するものとする。 

ただし、・貸付.金額が1「〇 0 0万円以下の場合は原則として担保を徴し 

ないものとする。

2 担保は、登記、登錄等第三者対抗要件を具備することが容易であって、 

それにより確実に貸付金債権を担保することができるものに限ることとす 

る。

3 、担保評価は、次のいずれかによるものとする。
- . ■- -

① 不動産の鑑定評価に関する法律による不動産鑑定士又は不動産鑑定士 

補の鑑定評価書

② 都道府県社会福祉協議会の評価委員会が行った評価証明書で機構が認 

めたもの

③ 地方公共団体の長の発行した固定資産評価証明書

④ '銀行等が不動産鑑定士丈は不動産鑑定士補の評価方法に準じて評価を 

行ったもの

⑤ 機構の融資対象とした建物又は土地については、担保物件評価認定申 

請書（様式4）に基づき機構が認定した額

⑥ 地価公示法に定める土地鑑定委員会の・公示価格、国土利用計画法施行 

令に定める基準地の標準価格等

⑦ 社会福祉法（昭和2 6年法律第4 5号）.第5 9条の規定に基づき所轄 

庁に届け出た社会福祉法人現況報告書に記載された土地又は建物の評価 
額（建物については、減価償却が確実になされていることが確認できる場 

合に限る〇）^

第8連帯保証人

原則として、法人代表者を含め2名以上の連帯保証人を立てさせるものとす 

•& 〇

第9延滞損害金

元金の償還が延滞したときは、年14. 5 %の割合による延滞損害金を徴収 
するものとする。ただし、機構が特に認めたときは滅免することが出来るもの 

とする。



第10違約金

法人が貸付金をその目的以外の使途に使用したことが明らかとなったとき 

は、貸付金の全部又は一部につき年14. 5%から約定利率を控除した率を乗 

じた額を違約金として徴収するものとする。・

第11弁済補償金

借入者の申し出により期限前に貸付金の全部又は一部の償還を受けるとき 

は、別に定めるところにより弁済補償金を徴収するものとする。

第12借入の申込み

1この資金の借入れを希望する法人は、法人の主たる事務所の所在地の都 

道府県知事.（指定都市又は児童相談所設置市の市長を含む。）を経由して 

「経営資金（.つなぎ資金）借入申込書」（别紙様式）を提出するものとす 

るa

2 都道府県知事（指定都市又は児童相談所設置市の市長を含む。）は、借 

入申込書の提出にあたり必要な意見を付すものとする。

第13制度の適用期間

平成18年1〇月1日から障害者自立支援法附則第1条第3号に規定する 

平成2 4年3月31日までの政令で定める日以後、.3か月経過し■た日までとす 

るa

第14その他

上記のほか、経営資金の貸付けについては、「独立行政法人福祉医療機構直 

接貸付事務取扱要領」等の定めるところによるものとする。

経営資金（つなぎ資金）借入申込に関する意見等 

◊施設•事業別の借入申込額

迭人の名称迭人の名称

区分 施設•事業'の種別 施設等の名称 定員 移行時期 所要金額
借入申込額 

（10万円単位）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

舍 計

〈注）は人所在地以外の都道府県（指定都市又は児畫相談所捡fit市を含むで施設•事黛を行っており、これを含めて惜入申込みをするとき 
は、法人において同様式をコピーのうえ、当験施勢事集を所轄する都道府県知事（指定都市又は児意相談所股盧市の市畏を含む.〉に 
下欄の証明を依頼してください.なお、証明程は絃人所在地の都道府県に提出してください.

にこから先については滋人が記載しないでください.]

◊都道府県知事（指定都市又は児童相談所設直市の市長を含むの意見等

区分
槨道府県知事 

が認めた額
左欄の説明

上記区分1の事業・施般

上配区分2の事集・施般

上記区分3の事集•施設

上記区分4の車集・施設

上記区分5の事業・施設

上記区分6の事我*施般

上記区分7の事集•施設

上記区分8の事案•施設

上記区分0の車案•施般

上記区分10の事集・施股

合 計
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------- ■

各事業・施設の轻営に必要な資金であることを証明します。

平成 年 月 日

〇〇県知事（市長） @

独立行政法人福祉医療機構理事長殿^

_15 —



「経営資金（つなぎ資金）借入申込に関する意見等」の記入方法

1S®設•事業別の借入申込額

（1）借入申込耆である法人が記入してください。

（.2）各施設•事業ごとに種別、名称、定員及び所要金額を記入してください＜ 

なお、所要金額については、各師設•事業において法人が希望する経営 

資金（つなぎ資金）の金額を記入してください。

（3）借入申込額については、各施設•事業ごとにおける所要金額の合計額を

1〇万円単位（万円以下切捨て）として記入してください。

2 都道府県知事（指定都市又は児童相談所設置市の市長を含も。）の意 

見等

（1） 各SS設•事業を所轄する都道府県市が記入してください。

（2） 各施設•事業ごとに都道府県知事が認めた額及びその額の説明を記入し 

てください。

なお、都道府県知事が認めた額については、【別添】「事務の手引き」の 

都道府県等にお願いしたい事項をご参照の上、記入してください。

3貸付金額の算定方法 ' ' .

貸付金額は、「施設•事業の経営に必要な資金として都道府県知事（指定 

都市又は児童相談所設置市の市長を含む。）が認めた額の範囲内において法 

人が希望する額とする。」としており、施設•事業ごとに法人が希望する額. 

と都道府県知事が認めた額のいずれか低い金額が、当該施設•事業の貸付 

金額となります。

した力'って、貸付金額が借、入申込額を下回る場合がございますのでご注 

意ください。

【例,】借入申込額36,90〇千円〉貸付金額36,40〇千円

区分
•法人が希望する額’

.（所要金額）

都道府県知事 

が認めた額

貸付金額 

（万円以下切捨て）

共同生活介護 1,910千円 1,915千円 1,900千円
施設入所支援 9000干円 8,572干円 8,500干円
自立訓練 26,000千円 26,400千円 26,000千円
合計 36,900干円 '36,400 干円

（注）借入申込顋は所要金額の合計額を10万円単位（万円以下切捨て）とする。
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地域生活支援事業の施行に向けて

障害保健福祉部企画課地域生活支援室



地域生活支援事業の施行に向けて

1•地域生活支援事業の10月施行に向けた取組について

(1)地域生活支援事業の効率的•効果的な事業の実施について

ア地域生活支援事業の実施に当たっては、地域の特性や個々の利用者の状況やニーズに疝じた柔軟な 

事業形態による効率的・効果的な実施を期待しており、次の点に特段の配慮をお願いする。

・障害者の地域生活を支援するために必要不可欠な事業の確実な実施

•現行サービス水準の低下を招かないような取組み

・地域における社会資源、ボランティアの活用などの効率的・効果的な取組み

・手話通訳等の派遣など既存事業についても、従来の取扱いゆ事業の連続性を考慮した取組み

ィ都道府県と市町村間における調整は、地域生活支援事業の枠組みを決定するうえで大変重要である。 

都道府県においては、市町村が事業を円滑に実施できるよう必要な助言、情報提供及び調整に積極的な 

支援をお願いする。

•大都市特例の廃止に伴う県市間の調整

•県事業から市町村事業への移行する事業のフォローアップ

•複数の市町村が連携し、広域的に実施できるような助言指導

•県が市町村に代わって事業を実施(代行事業)するなどの調整



(2)福祉ホームの安定運営について

地域生活支援事業において、福祉ホームは県及び市町村が実施することができる事業として位置付け 

られているものの、利用者の居住を支援する重要な役割を果たしている事業であることに鑑み、利用者 

が引続き安心、して、居住の場として利用できるよう財政的な支援も含め、特段の配慮方をお願いする。



地域活動支援センター及び福祉ホー厶省令案の概要

省令案の概要として、8月24日から、パブリックコメントとして掲載。 
現段階における案としてお示しするものであり、今後、変更もあり得る。

!地域活動支援センターに関する基準について

(1) 規模

1〇人以上の人員が利用できる規模とする。

(2) 設備

以下の設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用できる場台等については、 

設備の一部を設けないことができる。

① 創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所

② 便所

探①については、必要な設備及び備品等を備えること。

このほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。



¢3) 従業者の配置

以下の従業者を置くこと。

① 施設長1人(②と兼務可)

② 指導員2人以上

(4) 運営規程

運営規程に以下の事項を定めなければならない。

① 施設の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 利用定員

④ 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額

⑤ 施設の利用にあたっての留意事項

⑥ 非常災害対策

⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑧ その他施設の運営に関する重要事項

(5) その他必要な事項を定める。
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2福祉ホー厶に関する基準について

¢1）規模

5人以上の人員が利用できる規模とする。

¢2） 設備
以下の設備を設けること。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用できる場合等については、 

設備の一部を設けないことができる。

① 居室

② 浴室

③ 便所、管理人室、共用室

探 ①については、個室にするとともに、一人当たりの床面積は、原則として、収納設備を除き

9. 9平方メートル以上とすること。（経過措置有り）

このほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。

¢3） 従業者の配置

管理人を置くこと。



(4) 運営規程

運営規程に以下の事項を定めなければならない。

① 施設の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 利用定員

④ 利用者に対して行う支援の内容及び利用者から受領する費用の額

⑤ 施設の利用にあだっての留意事項

⑥ 非常災害対策

⑦ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑧ その他施設の運営に関する重要事項

(5) その他必要な事項を定める。



地域生活支援事業に係るQ & A

問1 地域活動支援センターにおいて、財源が交付税措置される『基礎的事業』とは具体的に何を行う事業 
なのか。

（答） 基礎的事業とは、利用者を通わせ、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図 

るとともに、日常生活に必要な便宜を供与することをいうものである。

なお、地域活動支援センターの基礎的事業のみを行い機能強化事業を行わない事業所であっても、以 

下の要件を満たせば地域活動支援センターとして認められる。

① 地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を満たすこと

※ 「地域活動支援センターに関する基準」（省令案）について

は、現在検討中であるが、

• ri〇人以上の人員が利用できる規模とする。」

•施設長1名及び指導員2名の配置（施設長は指導員を兼務することが可能）を盛り込む 

こととしている。

② 都道府県知事（指定都市市長、中核市市長）に第二種社会福祉事業の届出を行うこと

また、市町村が定める地域活動支援センター機能強化事業を行い、国庫補助の対象とするためには、 

以下の要件が必要となるので留意されたい。

① 法人格を有すること

② 地方自治体の一般財源で実施される（基礎的事業）以上の体制で実施すること

※ なお、基礎的事業は、自治体の一般財源で実施されるものであり、当該部分は国庫補助対象 

外なので留意されたい。



問2地域活動支援センターに係る交付税措置の状況はどのようになっているのか。

（答） 地域活動支援センターに係る交付税措置（基準財政需要額）については、総務省からは別添1のよう 

に措置されると聞いているところ。なお、基準財政需要額については、18年4月から通年ベースで市 

町村に積算されているとのことであるが、小規模作業所の継続的•安定的な運営の確保が図られ、1〇 

月から地域活動支援センターに円滑に移行が図られるよう、都道府県及び市町村において、特段のご配 

慮をお願いする。

問3 実利用定員5人以上1〇人未満の小規模作業所が、地域活動支援センターへの移行計画を 
策定した場合に、国庫補助の対象となるとされていたが、どのような取扱いとなるのか。

（答） 実利用人員が5人以上1〇人未満の小規模作業所が、地域活動支援センターへの移行計画（実利用人 

員の増加等地域活動支援センターの要件を満たすための移行計画）を作成し、市町村障害福祉計画に盛 

り込んだ場合に、平成18年度に限り、地域生活支援事業の1事業として実施して差し支えない。

な把、当該事業は、市町村地域生活支援事業の「その他事業」の「（11）社会参加推進事業」の 

「（力）その他社会参加促進事業」として取り扱われたい。

問4地域生活支援事業に係る障害福祉計画の策定にあたり、各事業の量の見込みにおいて、 
「利用見込み者数」を明記する場合、利用人数又は延べ利用人数のいずれを明記すればいい 

のか。

（答）「利用見込み者数」は、実利用見込み者数を明記されたい。（1人のものが複数回利用する場合でも、 

1名として記載する。）
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問5 日常生活用具の種目、品目の選定はどのような観点から行えばよいか。

（答）日常生活用具給付等事業の対象となる用具の種目は、別に定める告示で規定する6種の用具である。 

品目の選定に当たっては、別添2「日常生活用具参考例」や、福祉用具の研究開発及び普及の/足進に関 

する法律（平成5年法偉第38号）第7条第1項の規定に基づき指定を受けた指定法人（（財）テクノ 

エイド協会）が提供している情報（ホームページ等）を参考にされたい。

問6地域生活支援事業について、前回の課長会議で、「社会福祉法人等が行う事業に対し補助 
する事業」の実施を可能とする旨の説明を受けたが、日常生活用具給付等事業ついても同様 

の実施は可能なのか。

（答） 「社会福祉法人等が行う事業に対し補助する事業」として実施する場合は、市町村地域生活支援事業

の「その他」（障害者自立支援法第77条第3項）事業の中で位置付けることとなる。

問7障害者自立支援法における補装具費の支給と同様に、日常生活用具費支給事業として、現 
物給付ではなく費用の支給とすることは可能であるか。

（答） 日常生活用具給付等事業の趣旨としては、障害者自立支援法第7 7条第2項「日常生活上の便宜を図 

るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与」であるため、日常生活用具の購入に 

要する費用の支給をする場合は、市町村地域生活支援事業の「その他」（障害者自立支援法第7 7条第 

3項）事業の中で位置付けることとなる。



問8 日常生活用具参考例の排泄管理支援用具に、ストーマ装具（ス-ーマ用品、洗腸用品） 
と記載されているが、ス!-ーマ用品とは具体的にどのようなものを想定しているのか。

（答） ス!''ーマ用品とは、皮膚の保護・排泄物の漏れ防止•皮膚への装具密着などのために使用する各種用 

品であり、例えば皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウェハー等が考えら 

れる。
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（別添1）地域活動支援センターに係る?付税措置（基準財政需要額）について

従来、小規模作業所分として計上されていた基準財政需要額については、平成18年4月から市町村分の地域活動 

支援センター分として集約され、総額としては平成17年度と同水準の約380億円が措置されている。

【平成17年】

•都道府県分行政規模1,700,000人
厂社会福祉共通費 ?

社会福祉単独事業費128,831千円
•うち身体障害者の小規模作業所分52,152千円

ゝ丄うち知的障害者の小規模作業所分52,152千円丿 

r精神保健費 、

I精神障害者小規模作業所運営費補助52,152千円丿

【平成18年4月〜】

・都道府県分行政規模1,700,000人

該当なし。

•市町村分 行政規模 100,000人
T標準団体規模自治体へ0基準財政需暮額:29,637千円

・市町村分 行政規模100,000人
c社会福祉共通費
＜社会福祉単独費 26,82?千円

衛生諸費

精神障害者小規模作業所運営費補助6,520千円

（身体障害者福祉費

身体障害者施設訓練等支援費

\ 身体障害者福祉単独事業

ヽ

6,520千也/

＜知的障害者福祉費 

知的障害者共通費

V 知的障害者福祉単独事業 6,520千円ノ

/社会福祉共通費

・社会福祉単独費 40,30?千円
•うち都道府県分からの移管 10,056千円

※都道府県分の身体■知的・精神障害者の小規模作業所分か

ら移管

r•うち精神障害者小規模作業所 6,52？千円
J※市町衬分の精神障害者小規模作業所運営費補助から移シ

r身体障害者福祉費 

身体障害者施設訓練等支援費

、 身体障害者福祉単独事業

W ........... ゝ

6,527千円 ノ

r知的障害者福祉費 

知的障害者共通費

、 知的障害者福祉単独事業

ゝ

6,527千円,



（別添2）
日常生活用具参考例

穫目 品 目 対象要件

介護・訓練 

支援用具

特殊寝台

特殊マット

下肢又は体幹機能障客

特殊尿器

入浴担架

体位変換器

移動用リフト

訓練いす（児のみ）

訓練用ベッド（児のみ）

自立生活 

支援用具

入浴補助用具
下肢又は体幹機能障害

便 器

頭部保護帽

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害T字秋•棒轼のつえ

歩行支援用具-移動・移乗支援用具（名称変更）

特殊便器 上肢權能障害

火災警報機
障害穆別に関わらず火災発生の憋知・避難が困難

自動消火器

電磁調理器
視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害

在宅療養等 

支援用具

透析液加温器 腎臓機能障害等

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能障害等

電気式だん吸引器 呼吸器機能障害等

酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法

盲人用体温計（音声式）
視覚障害

盲人用体重計

情報・意思疎通 

支援用具

携帯用会話補助装置 音声言語機能障害

情報・通信支援用具※ 上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害

点字器

視覚障害

点字タイプライター

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害者用拡大読書器

盲人用時計'

聴覚障害者用通信装置
聴覚障害

聴覚障害書用情報受信装置

人工喉頭 喉頭摘出

福祉電話（貸与） 聴覚障害又は外出困難

ファックス（貸与）
聽覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎 

通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー（共同利用）
視覚障害

点字図書

排泄管理 

支援用具

ストーマ装具（ストーマ用品、洗腸用具） 

紙おむつ等（紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用 

品）

収尿器

ストーマ造設

高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難 

高度の排尿機能障害

住宅改修費 居宅生活勤作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

※ 情報•通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺檢器や、アプリケーションソフト等をいう.
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地域生活支援事業の事業実施例

※ 資料は提供時点での案であり、今後、変更があり得るものである。



事業実施例資料一覧

〇埼玉県

事例1 べ匸ケーション支援事業の進め方について（P2〜P5）
〇神奈川県

事例2 移動支援事業について（案）（P6〜P20）
〇神奈川県川崎市

事例3T 移動支援事業•生活サポート事業実施案

（P21〜P38）
事例3-2移動支援事業における提供体制確保のための措置 

について（P39）
事例3-3他事業の施行準備状況について（P40）
事例3-4川崎市緊急手話通訳者派遣事業実施要綱

（P41〜P44）
〇千葉県印西市

事例4T地域生活支援事業関係規則（案）（P45〜P64）
事例4-2地域生活支援事業教示文（案）（P65）
事例4-3地域生活支援事業様式集（案）（P66〜P78） 
事例4-4印西市移動支援事業委託契約書（案）（P79〜P82） 
事例4-5地域活動支援センター事業委託契約書（案）

（P83 〜P86）
事例4-6印西市日中一時支援事業委託契約書（案）

（P87 〜P90）
事例4-7印西市地域生活支援事業実施規則の制定について

（案）（P91〜P97）

〇岐阜県多治見市

事例5 多治見市障害者自立支援条例（案）

（P98 〜P104）
〇〇〇県〇〇市

事例6T〇〇市相談支援事業実施要綱（案）

（P105-P107）
事例6-2〇〇市成年後見制度利用支援事業実施

要綱（P108-P11 〇）

事例6-3〇〇市障害者移動支援事業実施要綱

（案）（P111〜P114）
事例6-4〇〇市日中一時支援事業実施要綱（案）

（P115 〜P 伯 7）
事例6-5相談支援事業委託契約書（案）

（P118 〜P120）
事例6-6移動介護事業委託契約書（案）

（P121-P123）
事例6-7日中一時支援事業委託契約書（案）

（P124-P126）
事例6-8障害者相談支援体制（案）（P127） 
事例6-9地域活動支援センター整備因（案）

（P128）



事例1

H18. 6.15埼玉県市町村障害福祉計画担当係長会議

コミュニケ-ション支援事業の進め方について
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コミュニケーション支援事業の進め方について

平成18年6月15日

埼玉県障害者福祉課

社会参加推進担当

1コミュニケーション支援事業とは（障害者自立支援法第フ7条により市町村に義務化）
厂~一一 ・「f・■ い ・・ ..... 一、

（1） 手話通訳者派遣事業

（2） 要約筆記奉仕員派遣事業

（3） 手話通訳者設置事業（手話通訳者を福祉事務所等の公的機関に設置する事業）

2基本的な考え方

〇利用者の生活実態等を把握した上できめ細かなコミュニケーション支援を行うため 

には、聴覚障害者に身近な市町村が自ら派遣事業等を実施するのが原則である。

〇ただし、事業の立ち上げには聴覚障害者をはじめとする関係者間で意見調整をする 

ために相当の時間がかかるのが通例であるため、準備が整うまでの当分の間、専門 

の機関等に委託することもやむを得ない。

3実施形態

（1）自ら実施する場合（市町村社会福祉協議会等に委託する場合を含む）

〇派遣事業をコーディネートするための手話通訳ができる人材を配置する。 

〇専任又は登録の手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣する。

（参考）

ア 県内での実施状況（平成18年4月1日現在）

① 手話通訳者派遣事業（30市町村）

② 要約筆記奉仕員派遣事業（2市）

ィ 市町村障害者社会参加促進事業（国庫補助事業）でコミュニケーション支援関係 

事業を実施した18市の平均事業費（平成16年度実績）

-11,34〇千円（1か所当たり）

ウ本庄郡市地域のように、複数の市町村で連携し広域的に実施している例もあ

Q 〇
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（2）埼玉聴覚障害者情報センター（探）に委託する場合

〇各市町村が個別に埼玉聴覚障害者情報センターと業務委託契約を締結し、委託料 

を支払うことにより、同センターから手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣を受けるも 

の。

〇希望する市町村は、必要な委託料を用意する。

〇おおよその費用の目安（利用回数により大きく変動する。）

① 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣を受ける場合（10〇〜250万円程度）

② 要約筆記奉仕員のみの派遣を受ける場合（50~100万円程度）

★委託料は、人口規模に応じた事務費（年間一定額）と派遣件数に応じて変動す 

る派遣費用の二本立てで構成される予定。

※埼玉聴覚障害者情報センターとは

社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会が設置する身体障害者福祉法第34条に定 

める聴覚障害者情報提供施設で、県が手話通訳者等の派遣•養成事業等を委託して 

いる。埼玉県浦和地方庁舎別館内に所在。

重要な留意点

（1） 調整組織の設置

派遣事業は利用者（聴覚障害者）の声を反映し、真に利用しやすい仕組みにするこ 

とが重要。

このため事業の準備、実施に当たっては、地域の聴覚障害者（団体）の代表者、 

手話通訳者（手話サークルのメンバー）や要約筆記奉仕員の代表者、市町村の担当 

者等からなる準備委員会・運営委員会等の調整組織を設置し、十分な時間をかけて 

望ましい派遣事業のしくみを検討・準備し、事業を円滑に準備•運営できるようにする 

こと。

（2） 利用者負担について

コミュニケーション支援事業は、聴覚障害者への情報保障であり有料化にはなじ 

まない性質のものであるため、派遣にあたっては、従前どおり利用者負担を求めな 

い形（無料）で実施されたい。

-4-



5実施方法

平成18年1〇月1日から市町村で義務化されるため、平成19年度から県の代行事業 

は廃止する。それまでには、上記4—（1）、（2）に留意し、次のいずれかの方法で必ず 

各市町村で事業が実施できるよう準備すること。

① 市町村が直接実施する場合

必ず上記4一（1）の手順を踏み、事業の実施に必要な経費を予算措置すること。

② 市町村社会福祉協議会等に委託する場合

①に準ずる体制で準備に努めるよう市町村が調整し、所要額を予算措置して社会福 

祉協議会等と委託契約を締結すること。

③ 埼玉聴覚障害者情報センターに委託する場合

所要額を予算措置して、同センターと委託契約を締結すること。

6その他

〇市町村における奉仕員の養成について

・国の地域生活支援事業実施要綱（案）では、市町村地域生活支援事業の「その他 

の事業」の中で手話奉仕員等の養成研修事業が位置づけられているので、特に手話 

奉仕員については各市町村で養成研修を行うこと。

•県では、市町村で養成された奉仕員を基礎にして、さらにこれらの人材のレベルア 

ップを図るために手話通訳者養成講習を行い、養成後、手話通訳者としてこれらの人 

材を再び地域に戻し、市町村での派遣事業を担う人材として活躍していただくことを 

考えている。

•なお、各市町村ごとに希望者を募集しても、人数が少なすぎて養成研修会ができな 

いところもあるという実態も承知しているため、埼玉聴覚障害者情報センターがこれら 

の地域の希望者を取りまとめ、広域で奉仕員の養成研修事業（市町村からの委託事 

業）を実施することも検討している。
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事例2

H18. 7.5神奈丿!1県障害者自立支援法施行推進会議

移動支援事業について（H18・1〇〜）

〜検討案〜

一6_



1.10月以降の移動支援にらいて

（1）背景
〇現行の外出介護サービスは、9月末日で廃止される。
〇1〇月からは移動支援として市町村地域生活支援事業（必須事業） 
に位置冷けられる〇

移動サービスの種類 外出介護（4〜9月） 移動支援（10月〜）・原則
実施主体 市町村 市町村

給付の形態 個別給付（自立支援給付）
原則委託料

（市町村地域生活支援事業）

単価（丙地） 介護なし 30分〜800円〜 
例:2H 3,000円

介護あり 30分2,30〇円~ 
例:2H 6, 620円

市町村の定めによる

支給決定 有 無（市町村の定めにより利用決定）

受給者証発行 有 無（市町村の定めにより利用決定通知）

利用契約 必要 个要

利用者負担 有（上限あり） 市町村の定めによる

事業者指定 有:都道府県知事の指定 無:市町村長との委託契約等

財源 国1/2、県1/4（負担金） 国1/2、県1/4（統合補助金）



（2）基本的な考え方（案）

個別給付の形態の継続が望まれる対象については、現行の個別給付に準じ 

た仕糸且みを倉q設する。（実施については市町村の判断）

個別給付に準じる仕組みは、広範囲で実施することでスケールメリットが生じる 

ことから、神奈川県内市町村の共通フローを設定する。

柔軟な委託形態が望まれる対象については、新たに各市町村ごとに地域の実 

情の応じた仕組みを創設する。

移動支援サービス
「 ・個別支援型 ] ・車両輸送型

・グループ支援型 ・その他
・日中活動サービス送迎型（*） J

ヘー^ ,市町村独自ルール
共通フロー /

※日中活動サービス送迎型
• H18.10以隊日中活動系サービス（児童デーサービスを除く）には送迎に係る加算が報酬上設定されていない。（H 
18.3.!全国課長会議資料1-2参照、）
・従来、デイサービス事業、短期入所事業には送迎加算（それぞれ54単位、184単位:片道）が設定されていることから、 
これらを市町村事業として位置付ける必要があるという意見がある。
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外出介護（自立支援給 
付） ________ （4〜9月）

利用者

移動支援（地域生活支援事
業） （10月〜）・原則

利用者

〇主なメリット

〇事業者を選択しやすい________________________

〇個別給付であるため利用者の権利が明確

〇国報酬基準により事業者が事業に参画し易い

X主なデメリット_____

x個別給付であるためヘルパー1対利用者1が原則

〇主なメリット_________________________________

〇市町村裁量によりヘルパー1対利用者複数が可能 

〇市町村裁量により利用目的の拡大が可能

X主なデメリット _ :

X個別事業者ごとに委託契約が必要

X市町村委託であるため利用者の権利が不明確

X国制度の告示により利用目的を限定 X市町村ごとに単価が異なるため事業者が参画しにくい



2.ガイドライン案

（1）サービスの対象者の特定

［対象者 （キーワード

①視覚障害児者、全身性障害児者 〇障害程度区分による限定

〇身体障害者手帳等級による限定

〇その他

②知的障害児者 〇障害程度区分による限定 

〇療育手帳等級による限定 

〇その他

③精神障害児者 〇障害程度区分による限定

〇精神保健福祉手帳等級による限定

〇その他

④その他の身体障害児者

（現行制度では対象外）

〇障害程度区分による限定

〇身体障害者手帳等級による限定 

〇その他

※対象者は各市町村において給付基準を設けることにより柔軟に設定可能
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（2）サービスの適用範囲を設定

ア社会生活上必要不可欠な外出

（官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買物、冠婚葬祭等）

ィ 余暇活動等社会参加のための外出

（レクリエーション等）

※適用範囲は各市町村において支給決定基準を設けることにより柔軟に設定可能



（3）サービスの類型及び単価

ア 個別支援 -ガイドヘルパー「1」:利用者「1」

時間
移動支援算定単位（案）

身体介護あり 身体介護なし

〜0.5 * * * * * *

〜1.0 * * * (+**) * * * (+**)

〜1.5 * * * (+**) * * * (+**)

〜2.0 * * * (+**) 以後

(+**/0.5H)〜2.5 * ・ わ+**)

〜3.0 * * * (+**)

~3.5 以後

(+**/0.5H)~4.0

〜4.5

~5.0

5.〇〜

（参考:介護給付費）

身体介護 家事援助 行動援護

230 80 230

400(+170) 150(+ 70) 400(+170)

580(+180) 225(+ 75) 5 80(+180)

6 5 5(+ 75) 以後

(+70/0.5 H)
フ2 8(+148)

7 30(+ 75) 87 6(+148)

805(+ 75) 1024(+148)

以後

(+70/0.5H)

117 2(+148)

1 3 20(+148)

14 6 8(+148)

1616(+148)

〇単価水準をどのように設定するか。（市町村別の設定は可能） 

〇 利用目的（サービスに適用範囲ごとに報酬水準を設定するか。 

〇 一日あたりの利用上限を設定するか。
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イグループ支援
[I =00*1/2*12 |[| =〇〇・173*13/hr^OO*1/4*L4T T =〇〇・1/5・し5

時間 J 移動支援算定単位（案） /

1 1:2 /l:4 1:5/
〜0.5 • * * * 右・** • * * * * * *
〜1.0 * * * * * * * * * * * *
〜1.5 * * * * * * * * * * * *
〜2.0 * * * * * * * * * * * *
〜2.5 * * * * * * * * * * * *
〜3.0 * * * * * * * * * * * *
〜3.5 ■

・.

■

■

«

■

■

■

■

■

■

■

〜4.0

~4.5

〜5.5

5.5〜

※基準単位Fグループ員数X係数



ウ日中活動サービス送迎型

サービス種類 片道（回）

療養介護 •・単位

生活介護 •・単位

自立訓練 •・単位

就労移行支援 •・単位

就労継続支援 ••単位

地域活動支援センター •・単位

短期入所 X X単位
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4.利用者負担

(1)自立支援給付費と併せて上限管理するパターン

・9月までの制度経過及び自立支援給付との整合性を図るため、利用者負担は 

原則として徴収する。(報酬額の1割)

・ ただし、移動支援利用者は、障害福祉サービスを併用している者が多いことから、 
障害福祉サービスの利用における利用者負担制度との整合性を図る。

障害福祉サービスの負担上限月額

徴収しない額V 

支払システム又は上］ 
限管理者による管理し

L-J =移動支援に要した費用の［割とする

障害福祉サービスの実負担月額



(2)上限管理を行なわないパターン

・報酬額の一定割合を利用者が負担する。

・自立支援給付との上限管理は行なわない。

・ 負担の割合は、1%〜任意の割合まで、市町村が定める割合を設定する。

T 6~
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・各市町村の移動支援実施要綱検討フロー

サービスの対象

者を特定（注1）

サービスの適用

範囲を設定（注2）

B

サービスの類型

及び単価（注3）

* * * *xJL* * ** *T* **T* *T* *T* *T*^p

注3） 2（3）によるサービスの類型及び単価を設定

・支払システム又は上限管理者 
によるサービス別定率負担額算出 

一+上腥管理 一

•支払システム又は上限管理者に 
よるサービス別定率負担額算出



5.利用者負担額の負担・支払方法

（案:利用料助成方式）
•移動支援サービスは、利用者〇事業者の個別の契約によるサービス利用と位置付ける。

•市町村は、当該市町村の実施要綱等の基準により必要と認めた利用者のサービスの利 

用に対し、当該市町村の定める基準の範囲内で、費用の給付を行なう事業（=移動支援事 

業）を実施する。

・サービスを提供した事業者は、市町村が定める費用の額（支弁基準額）から市町村が定 

める利用者負担額を控除した額を市町村に請求する。

• 市町村は、当該請求に基づき、事業者に費用の支払いを行う。

（=受領委任方式:利用料助成:扶助費）

■給付の申請

•受領委任の申出

■給付決定

事業者 市町村

※予め市町村が認めた事業者/、・給付費の請求（市町村が定める報酬額X市町村が定める割合） 

ゝ※市町村において、利用者負担額の徴収事務は発生しなしし

事前指定（又は登 

録）を組み合わせる
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6.移動支援事業を実施する事業者の登録について

•平成18年4月1日現在、神奈川県内で外出介護に係る指定事業者は692事業者あり、地 

域のサービス提供主体として定着している。

・外出介護は、1〇月以降、市町村の地域生活支援事業（移動支援事業）に移行することか 

ら、県下35市町村とこれらの事業者の間には、委託契約又は指定（登録）といった手続き 
が必要となるが、これら事業を実施する事業所の情報を広く共有化し、多くの市町村で多くの 

事業者と委託契約等が締結され、結果的に利用者の選択に資するような取り組みが必要で 

ある。

・また、支払システムを活用する上では、事業者番号の管理等、市町村域を超えた一元的 

な管理が必要となる。

•このため、県下統ールールを設定し、当該事業者の一元的な管理を行なう。

（案）
①委託契約（指定又は登録）

事業者

② 事業者情報の報告f

③ 事業者番号の付番
（10桁+サービス種類コード）

④登録 亠
扇■茫晶曲? 怒隔枇;咲:・ヾ;



共通フロー

・個別給付に準じる仕組みがふさわしい対象の事務フロー案

② 支給決定
③ 受給者証発行

利用者

市町村

•委託契約（指定又は登録）
◄--------------------------

利
用
者
負
担

1払
③サービスの利用申込み、受諾

①炊ービスの利用、提供

事業者

⑤委託料請求

\台帳管理
:⑥委託料支払

ぜ覽誉萃（,国保連システち

C支払
県

V市町村の役割〉

。支給決定

"受給証の発行

n委託料の国保連への支払委託

・事業者との委託契約（指定又は登録）

委託事業者情報報告

＜県の役割〉

・委託事業者の台帳管理
※県内市町村が委託契約（指定又は登録）した事業者を県（事 

業者登録システム）でー元管理（固定の事業者番号を付番）
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事例3 —1

移動支援事業住活サポート事業 
実施案

現時点での案であり・今後・施行準備状況によっては変 
更があり得るものである。

健康福祉局障害保健福祉部

平成18年7月
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移動支援事業の概要
基本的な考え方 !

屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び 

社会参加を促すことを目的とする。
また、移動支援事業を柔軟かつ効率的に運用する観点から、介護給付における利用条件等の緩和を図りつつ、 

報酬単価と利用者負担の適正化を図ることとする。

:,対!象養弧 2 _____________________________________________

重度の視覚障害児者、車イス常用身体障害者、知的障害児者、精神障害者であって、障害程度区分1以上の 

者を対象とする。※障害児は、障害程度区分は問わない。

対象となる外出

① 社会生活上必要不可欠な外出
（官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物（本人同伴）、冠婚葬祭 等）

② 余暇活動等社会参加のための外出
（外食、レジャー・レクリエーション、映画鑑賞•観劇等）

適用順但

行動援護、重度訪問介護、重度障害者等支援対象者は、介護給付を優先する。

なお、介護保険対象者も介護給付によることが原則であるが、利用状況によっては要件に該当しないため、そ 

の場合は移動支援の利用することができる。ただし、重度訪問介護は二肢麻痺以上で利用可能であるが、移動 
支援は全身性障害のみを対象者とし、二肢麻痺等を対象外とする。



移動支援事業のサービス類型

别支援

個別的支援が必要な場合のマンツーマンでの支援 （職員い利用者4）

グループ支援. g ■リ…・きめいr P

複数の障害者に対する同時支援

※身体介護を実施する場合は、職員

（職員1:利用者2〜6）

.2人以上でサービスを提供すること。この場合、職員2:利用者6以内とする。

通所・通学支援

通所通学のための支援が必要な場合のマンツーマンでの支援 （職員1:利用者1）
I —1

一 23 -
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移動支援事業の算定基準①社会生活上必要不可欠な外出

別支援

〜1時間 4 50単位
〜2時間 300単位
〜3時間 450単位
~4時間 600単位
〜5時間 750単位
5時間以上 750単位

※身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで100単位/時間加算可

グループ支援

※身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで60単位/時間加算可

1:2 1:3 1:4 1:5または6
〜1時間 90単位 70単位 60単位 50単位
〜2時間 180単位 140単位 彳20単位 100単位
〜3時間 270単位 210単位 180単位 150単位
〜4時間 360単位 280単位 240単位 200単位
〜5時間 450単位 350単位 300単位 250単位
5時間以上 450単位 350単位 300単位 250単位



移動支援事業の算定基準②余暇活動等社会参加のための外出

個別支援
〜4時間 100単位
〜2時間 200単位
〜3時間 300単位
〜4時間 400単位
〜5諒間 500単位
5時間以上 500単位

※身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで70単位/時間加算可

※初期加算として、50単位/回加算可

グループ支援
1:2 1:3 1:4 1:5または6

〜T時間 60単位 50単位 45単位 40単位
〜2時間 120単位 100単位 90単位 80単位
~3時間 180単位 4 50単位 135単位 120単位
〜4時間 240単位 200単位 4 80単位 160単位
〜5時間 300単位 250単位 225単位 200単位
5時間以上 300単位 250単位 225単位 200単位

※身体介護を実施した場合、実績に基づき2時間まで40単位/時間加算可

※初期加算として、50単位/回加算可

-25-
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移動支援事業の算定基準②

通所・通学支援

〇 通所■通学とも 100単位/回（1H2回まで）

※身体介護を実施した場合も同額

※通所・通学支援を利用後、連続して他の移動支援を利用することはできない。

O
O
O
O

各算定基準X各基準ごと総算定時間=報酬基準単位
総報酬基準単位x 40.6円=報酬基準額（端数小数点以下切り捨て） 

報酬基準額x 0.9 =報酬額

利用者負担額=報酬基準額一報酬額

提供体制強北加算

社会生活上必要不可欠な外出と余暇活動等社会参加のための外出の総提供時間が、月500時間以上の事業 

者に対して10万円/月、月1,000時間以上の事業者に対して20万円/月、月1,500時間以上の事業者に対して 

30万円/月加算する。

※利用者負担なし



移動支援事業の利用者負担

別支援

①社会生活上必要不可欠な外出

※身体介護を実施された場合も同様

3%

②余暇活動等社会参加のための外出 8%
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移動支援事業の利用方法

利用の原則__________________________________________
〇あらかじめ利用を予定しているものについては、サービス利用計画に位置づけ、当該計画に基づいて利用す 

る〇
〇やむを得ず緊急に利用する必要性が生じた場合は、臨時的に利用単位数を増やして対応し、当該利用が終 

了し次第、すみやかに利用量を元の時間数に戻す。

利用の方法

① 保健福祉センター■健康福祉ステーションにおいて、サービス利用計画案により、「①社会生活上必要不可欠 

な外出」と「②余暇活動等社会参加のための外出」それぞれの必要時間を算定する。

※通所•通学は、回数により支給決定する。
② 利用決定し、支給量を表示した利用者証と利用者手帳（利用実績管理表）を交付する。
③ 支給量の範囲において、直接事業者に利用申し込みを行い、サービスを利用する。利用者負担の支払いの 

時期は、原則として、利用月の翌月下旬に一括して事業者に支払う。

④ 臨時的に利用する場合は、保健福祉センター■健康福祉ステーションにおいて、利用時間数の増量を行い、 

終了し次第、すみやかに利用量を元の時間数に戻す。（相談支援事業者による代行申請等可）

〇1ヶ月あたりの上限は、「社会生活上必要不可欠な外出」が10時間、「余暇活動等社会参加のための外出」 

が20時間とする。

〇上記上限を超える場合は、移動支援内訳書によりサービスの利用状況に関する内訳を申告し、審査を受け 

る〇
〇通所・通学はヽ別に1ヶ月あたり46回まで認める。



移動支援事業の提供•利用要件

《全体事項》
〇サービス提供時間は、宿泊を伴わない場合は8時から21時まで、宿泊を伴う場合は開始及び終了時間が8時から21時までの間を 

原則とする。
〇利用開始場所及び終了場所は、利用者の安全が確保され、かつ家族または次の介護者等からの引受け及び引渡しが確実に行う 

ことができる範囲であれば、居宅でなくてもよい。
この場合事業者は、自宅か利用開始場所、利用終了場所から自宅までの回送にかかる交通費を利用者に負担させることができ 

る。（利用中の事業者分の交通費は、利用者負担とする。） 
〇移動に伴う交通費、チケット代、入場料等は、利用者に負担を求めることができる。ただし、事業者分の食事代は、利用者に負担さ 
せることは、原則としてできない。（席料や飲食を伴うことを必須とする状況における支援を要する場合、利用者の了解の下に負担 
を求めることができる〇）
〇宿泊を伴う利用については、利用決定された利用時間の範囲内において認める。
〇サービスの提供は、ホームヘルパー2級以上の有資格者または研修を修了した者が提供にあたることとする。
〇身体介護を実施する場合、ホームヘルプ2級以上の資格を有する者が提供にあたることとし、資格を有しない者が実施したとき、 
身体介護の実施加算は基準額の50%を算定する。

《余暇活動等社会参加のための外出》
〇スキー・スケート、水泳、、ゴルフ•テニス•野球■サッカー等の球技、登山や自転車競技等危険を伴う活動については、ホームへル 
プ2級以上の資格を有する者であれば、移動先で利用者と共に活動できる。ただし、この場合のサービス提供は、あくまで移動支援 
の一環としてであって、活動に対する支援としては位置づけないことから、別途の報酬の算定は行わない。（実施責任に関する事 
項について、安全確保義務と保険加入義務を課すが、それ以上の個別事項は利用者との契約による。）

《通所•通学》
〇保護者等の疾病等のため、通所•通学の手段が他にない場合であって、単独で通所•通学することが困難である場合に利用でき 
る。なお、保護者の就労等保護者の都合による利用の場合、負担割合は50%とする。
〇通所については、当該施設・事業所が送迎を実施している場合、当該施設・事業所による送迎を利用することとする。 
〇通所・通学支援利用後、連続して他の移動支援を利用することはできない。

《入所施設利用者等の移動支援利用》
〇サービス利用計画上、サービス提供予定時間に施設からサービス提供を受けないこととしている時間帯（一時帰宅中等）において 
利用できる。
〇 地域移行するための支援の一環として、地域の日中活動系サービスを利用する場合は、6ヶ月の範囲内で通所サービスを利用す 
ることヵヾできる。
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加算対象の身体介護の例
原則として、下記のものに限定する。

O
O
O
O

護か
護
脱
護 

つ
介
着
介 

せ
事
類
浴 

排
食
衣
入

通所•通学支援の利用条件
【利用者負担率10%の例】

〇他の支援が得られない状況であって、保護者の疾病■障害等やむを得ない事情により障害児者の通所・通 

学に付き添うことができない場合（医師の診断書が必要）

〇他の支援が得られない状況であって、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事情により障害児者の通所•通学 
に付き添うことができない場合（事由証明は必要ないが、臨時的に4回分まで支給決定することができる。）

【利用者負担率50%の例】

〇他の支援が得られない状況であって、保護者の就労等保護者の都合上障害児者の通所•通学に付き添うこ 
とができない場合（就労に関する証明書が必要）

提供実績の管理

〇提供実績記録表に提供時間、目的地を記載し、利用者から確認の押印を受ける。
〇事業者は、目的地に行ったことを証明する物件を5年間保存することとし、県市の職員等関係者に当該物件 
の閲覧を求められた場合、これを提示しなけれぱならない。（日時がわかるものによること。）



車両運送を伴う移動支援事業

車両輸送型移動支援

〇福祉バス 、

〇福祉キャブ し現行事業の実施枠組みを継続する。

〇福祉有償運送

他の移動支援との関係丨

〇他の移動支援と組み合わせて利用することができる。

例）•福祉バスを利用しながら、集団支援を利用する
■福祉キャブを利用しながら、個別支援やグループ支援を利用する。

〇 他の移動支援と組み合わせて利用する場合、報酬、利用者負担は、それぞれに対して算定する。
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生活サポート事業の概要

基本的な考え方

介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、 

障害者の地域での自立した生活の推進を図る。



生活サポート事業のサービス類型

______生活支援______
 — ----- — --- 一. ------- - ---------

〇居宅における相談支援、声かけ•見守り
〇居宅周辺における身体介護を伴わない声かけ■見守り
〇 居宅近辺における、明確な目的のない散歩等（公園での日向ぼっこ、ウィンドウショッピング等）

家事援助

〇居宅における調理、衣類の洗濯・補修、掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡等 
※障害程度区分非該当の者のみ対象
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生活サポート事業の報酬単価

生活支援
〜1時間 100単位
〜2時間 200単位
〜3時間 300単位
3時間以上 300単位

________________________________________________________________—

家事援助

〇150単位/時間（1日450単位まで）

O
O
O
O

各算定基準X各基準ごと総算定時間=報酬基準単位
総報酬基準単位x10.6円=報酬基準額（端数小数点以下切り捨て） 

報酬基準額 x 0.9 =報酬額

利用者負担額=報酬基準額一報酬額



生活サポート事業の利用者負担
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生活サポート事業の利用方法

利用の原________________________________________________
〇あらかじめ利用を予定しているものについては、サービス利用計画に位置づけ、当該計画に基づいて利用す 

る。
〇やむを得ず緊急に利用する必要性が生じた場合は、臨時的に利用時間数を増やして対応し、当該利用が終 

了し次第、すみやかに利用量を元の時間数に戻す。

利用の方法

① 保健福祉センター•健康福祉ステーションにおいて、サービス利用計画案により必要時間を算定する。

② 利用決定し、支給量を表示した利用者証と利用者手帳（利用実績管理表）を交付する。
③ 支給量の範囲において、直接事業者に利用申し込みを行い、サービスを利用する。利用者負担の支払いの 

時期は、原則として、利用月の翌月下旬に一括して事業者に支払う。

④ 臨時的に利用する場合は、保健福祉センター■健康福祉ステーションにおいて、利用時間数の増量を行い、 

終了し次第、すみやかに利用量を元の時間数に戻す。（相談支援事業者による代行申請等可）

利用の上限 I
〇 4ヶ月あたりの上限は、「生活支援」が23時間、「家事援助」が15時間とする

〇上記上限を超える場合は、生活サポート内訳書によりサービスの利用状況に関する内訳を申告し、審査を 

受ける。



生活サポート事業の提供・利用要件

《全体事項》
〇サービス提供時間は、6時から22時までの間とする。
〇利用場所は、居宅とする。ただし、生活支援は、散歩、日向ぼっこ、公園での遊び等目的のない居宅近辺への外出は可能である。 
〇生活支援、家事援助サービスの提供は、ホームヘルパー2級以上の有資格者または所定の研修を修了した者が提供にあたること 

とする。

《居宅周辺での外出について》
〇テニス・野球・サッカー等の球技等危険を伴う活動については、ホームヘルプ2級以上の資格を有する者であれば、居宅内または 
公園等危険のない場所において利用者と共に活動できる。ただし、この場合のサービス提供は、あくまで見守り•声かけの一環とし 
てであって、活動に対する支援としては位置づけないことから、別途の報酬の算定は行わない。（実施責任に関する事項について、 
安全確保義務と保険加入義務を課すが、それ以上の個別事項は利用者との契約による。）

《通所•通学支援利用後の利用》
〇通所・通学支援利用後、連続して生活支援を利用することは可能である。（家事援助は不可）

《入所施設利用者等の生活サポート利用》
〇生活支援は、サービス利用計画上、サービス提供予定時間に施設からサービス提供を受けないこととしている時間帯（一時帰宅 
中等）において利用できる。（家事援助は不可）
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障害児の居宅サービス（地域生活支援事業含む）利用要件

【原則】

一般的な育児・養育を代替するものではなく、障害を事由として発生するニーズに対応する 

サービスであることから、保護者を伴っての利用とする。

【例外①】（小学1年~）

保護者等の就労等により障害児を養育できない時間帯であって、障害児タイムケア事業等を 

利用できない場合、移動支援または生活サポートを利用できる。

【例外②】（小学1年〜）

保護者等の疾病等により障害児に付き添ってサービスを利用することができない場合、移動 

支援または生活サポートを利用できる。原則3ヶ月に1回の更新制とする。

※例外の場合は、事業者は応諾義務を負わない。したがって、サービス揺供が可能な範囲で 

の利用とし、障害の状況によっては利用できない場合がある。

※例外の場合は、保護者の就労状況や疾病状況に関する証明書類の提出を要する。



移動支援における提供体制確保のための措置について［ 事例3 — 2

施行準備スケジュール上、移動支援については7月に制度説明をせざるを得ない状況であったため、制度細部の調 
整が終わらないまま政策調整会議に報告せざるを得なかったが、最終調整を行う中で、次のような措置が必要である 
との結論に至った。

k_________________________ ___________ 丿

現行の地域生活サポート事 
業においても、コーディネー 

ター設置費等を支払っている

•当面のサービス供給量を激減をさせるわけにはいかない。
• NPO•ボランティア組織であっても、一定以上のサービスを提供する場合 
は、ヘルパーと利用者の利用調整を行う必要がある。

C
 【現行サポート事業】

コーディネーター設置費 2,052千円/年 
通信費 360千円/年

事務手数料 1,315千円/年
計3.727千円/年

※現行事業者の実績を考慮し、大規模事業者にコーディネーター一人を配置できるよう配慮（300,000円加算）するととも 
に、中規模事業者に対しても、時間数に応じて応分の加算を行うこととする。

移動支援•1ヶ月あたり総提供時間500時間以上 100,000円/月
1,000時間以上 200,000円/月
1,500時間以上 300,000 円/月

【見込額:12.000千円】

100千円x 6ヶ月X 3ヶ所=1,800千円
200千円x 6ヶ月XIヶ所=1,200千円
300千円X 6ヶ月x 5ヶ所=9,000千円

※今年度執行見込みに基づく移動支援費予算残額（事業費ベース）:126,919千円



他事業の施行準備状況について 事例3 — 3

地域活動支援センターに移行することが想定されている地域作業所に対し、個別給付に移行するように打診中である。

（この他、さらに2ヶ所*26人分に打診中）

【現在4ヶ所・41人分の作業所が、個別給付に移行する方向で調整中】
現在の補助額（全額一般財源） 約24,570千円（半年分）
個別給付移行後事業費 約22,660千円（5ヶ月分・支払ベース）探1か月分（4,532千円）は貸付

（生活介護20人:12,034千円、就労継続B21人:10,626千円）

（一般財源ベース） 約5,665千円
差額 ▲約18,905千円

767,114

個別給付移行分

708,431

一般財源

58,250 43*
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事例3—4

丿H崎市緊急手話通訳者派遣事業実施要綱

（目的）

第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者（以下「聴覚障害者 

等」という。）が夜間等に疾病等のため医療機関への緊急の受診が必要となった 

場合において、「川崎市手話通訳者派遣事業実施要綱（以下「手話通訳者派遣事 

業実施要綱」という。）」に基づく手話通訳者の派遣が受けられないときに、予め 

登録された手話通訳者を医療機関等に派遣し、適切な意思伝達の手段を確保する 

ことを目的として実施する。

（実施主体）

第2条 この事業は、川崎市が実施する。ただし、事業の実施を社会福祉法人川崎 

市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」という。）に委託することができる。

（手話通訳者）

第3条 この事業における手話通訳者とは、手話通訳者派遣事業実施要綱第5条の 

規定に基づき登録を行った手話通訳者のうち、川崎市緊急手話通訳者派遣事業登 

録申請書（様式第1号）により登録申請を行い登録を受けた者（以下「手話通訳 

者」という。）をいう。

（派遣の対象）

第4条本事業の派遣対象は、次に掲げる各号の要件を全て満たすものとする。

（1） 市内に居住している聴覚障害者等に対する派遣であること。

（2） 疾病等により緊急に医療機関に受診が必要な場合の派遣であること。

（3 ）手話通訳者派遣事業実施要綱に基づく手話通訳者の派遣を受けることがで 

きない場合の派遣であること。

（4）聴覚障害者等が川崎市消防局救急隊員等（以下「救急隊員等」という。）を 

通じて要請した派遣であること。

2 前項の規定に準ずる派遣であり、市長が特に必要と認めるもの

（派遣の要請）

第5条 聴覚障害者等は、救急隊員等を通じて、手話通訳者に対し派遣の要請を行 

うものとする。

2前項の派遣の要請を受けた手話通訳者は、可能な限り当該要請を受けるものと 

する。
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（派遣の報告）

第6条 前条の派遣要請を受け手話通訳を行った手話通訳者は、当該活動の実施結 

果について、予め定められた様式により社会福祉協議会の長あてに報告するもの 

とする。

（派遣費及び交通費）

第7条 社会福祉協議会の長は、前条の報告の提出を受けたときは、その内容を審 

査の上、次に掲げる派遣費及び交通費を当該手話通訳者に支払うものとする。

（1） 派遣費 1時間当たり、2, 300円を支払うものとする。（1時間に満たない 

場合は、1時間当たりの金額を支払うものとする。また、1時間を越え、かつ、 

1時間未満の端数が生ずる場合には、その端数が30分以下のときは1,150円 
を、それ以外の場合は1時間当たりの金額を支払うものとする。）

（2） 交通費 必要に応じ電車、バス、タクシー等の代金の実費を支払うものとす 

る。

（遵守事項）

第8条 手話通訳者は、業務の遂行に当たっては、次の各号を厳格に遵守しなけれ 

ばならない。

（1） 聴覚障害者の人権を尊重すること。

（2） '業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

（委任）

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康福祉局長が定める。

附則

この要綱は、平成17年3月3 〇日から施行する。

附則^

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
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川崎市緊急手話通訳者派遣事業



FAX119番緊急通報書
送信先FAX番号 119 
川崎市消防局消防指令センター

※あらかじめ正確に記入しておきましょう。

あなたの住所
区

※アパート•マンションの

.町

名称（

丁目 番

） 階

号

号室

あなたの名前
男 ・女 歳

FAX番号 一 一 番

いつも通院し
病院などの名称

ている病院等 診療科 目 病名

電話番号 一 - 番

手話通訳 •希望する •必要なし
どちらですか?〇でかこんでください

火事です喝
どちらですか? : エ厶—ヱ

〇でかこんでください。診救急です

・ご近所

•自宅

KJ 口 ロ 口

........... 誓

•私本人
•急病人です

病人•ケガ人は
•友人•知人 

•ケガ人です
•（ ）

•患者の年齢 歳 •男性 •女性

返 信 欄

•119番を受信しました

・救急車 •消防車

が向かっています。
7W1 ：

受信者119番扌日当（

)

•頭

•ケガ
•胸

•痛い

・腹 ・息苦しい

•腰 ・気分が悪い

.手
•(

•足
1

川崎市消防局警防部指令課

一44 一



事例4一1
（参考資料）

この規則は、平成18年10月1日から施行される地域生活支援事業に係る 

関係規則を便宜上1つに統合して作成した規則です。

この規則を各自治体において地域生活支援事業に係る関係規則の新規制定及 

び一部改正等を行う際の参考にして頂ければ幸いです。

平成18年8月10日

〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2 
印西市保健福祉部社会福祉課障害福祉班

電 話:〇 476 — 42 — 5111
F A X: 0 47 6-42-038 1
メール:svafukuka@ml.city.inzai.chiba.ip

地域生活支援事業実施規則（参考）

目次

第］章 総則（第〇条一第〇条）

第2章 相談支援事業（第〇条）

第3章 コミュニケーション支援事業（第〇条一第〇条）

第4章日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業（第〇条一第〇条）

第2節 住宅改造費助成事業（第〇条一第〇条）

第3節 点字図書給付事業（第〇条一第〇条）

第5章移動支援事業

第1節 移動支援事業（第〇条一第〇条）

第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業（第〇条一第〇条）

第6章 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業（第〇条一第〇条）

第7章 訪問入浴サービス事業（第〇条一第〇条）

第8章 更生訓練費給付事業（第〇条一第〇条）

第9章 知的障害者職親委託制度事業（第〇条一第〇条）

第10章 日中一時支援事業（第〇条一第〇条）

第11章 芸術•文化講座開催等事業（第〇条一第〇条）

第12章 点字•声の広報等発行事業（第〇条一第〇条）

第13章 自動車運転免許証取得•改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業（第〇条一第〇条）

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業（第〇条一第〇条）

第14章雑則（第〇条一第〇条）

-45-



(参考資料)

第1章総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する 

能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域 

の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に 

実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者自立支援法(平 

成17年法律第12 3号。以下「法」という。)第7 7条の規定による地域生活支 

援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容) 1

第2条 市長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生 

労働省令第 号。以下「要綱」とういう。)に基づき市長の判断により、障害者等 

が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各 

号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく相談支援事業

(2) 要綱に基づくコミュニケーション支援事業

(3) 要綱に基づく日常生活用具給付事業

(4) 要綱に基づく移動支援事業

(5) 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

(6) 要綱に基づく訪問入浴サービス事業

(7) 要綱に基づく更生訓練費給付事業

(8) 要綱に基づく知的障害者職親委託制度事業

(9) 要綱に基づく日中一時支援事業

(10) 要綱に基づく芸術•文化講座開催等事業

(11) 要綱に基づく点字•声の広報等発行事業

(12) 要綱に基づく自動車運転免許証取得•改造事業

2 市長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人 

等に補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者な 

どからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のた 

めに必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営 

むことができることを目的とする。

第3章コミュニケーション支援事業

(目的)

第4条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害 

のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記 

(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思 

疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者 
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（参考資料）

等の社会生活上の利便を図りヽもって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的 

とする。

（定義）

第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 

による。

（1） 聴覚障害者等 身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3・号）第15条第 

4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行 

規則（昭和2 5年厚生省令第15号）別表5号に定める聴覚又は音声機能若しく 

は言語機能の障害を有するものをいう。

（2） 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手 

話通訳及び要約筆記を行う者で第8条第2項の登録を受けた者をいう。

（派遣対象者）

第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、市内に居住地を有する聴覚 

障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ること 

が困難なものとする。

（派遣事業） 」

第7条手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行え 

ないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前 

9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限 

りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、千葉県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣し 

ない。

（手話通訳者等の登録）

第8条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書（別記第〇号 

様式）により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった者のうち、手話通訳者等として適当と認められる者 

を手話通訳者等登録台帳（別記第〇号様式）に登録するとともに、手話通訳者等登 

録決定•却下通知書（別記第〇号様式）及び手話通訳者等登録証（別記第〇号様式） 

を交付するものとする。

（派遣の申請）

第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等（以下この章において 

「申請者」という。）は、手話通訳者等派遣申請書（別記第〇号様式）を所長に提 

出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める時は、ファクシミリによ 

り申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可 

否を決定し、担当の手話通訳者等を選定のうえ、手話通訳者等派遣可否決定通知書

（別記第〇号様式）により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書（別記第〇 

号様式）により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

-47-



（参考資料）

（報告） ゝ

第10条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月1〇日までに当該月分の 

手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書（別記第〇号様式）により、市 

長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところ 

により算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

（費用の負担）

第12条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

（損害保険への加入）

第13条 第8条第2項の登録をうけた手話通訳者等は、市の負担により傷害保険に 

加入するものとする。

（遵守事項）

第14条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の 

人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密 

を守らなければならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

（目的）

第15条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具（以下この 

節において「用具」という。）を給付又は貸与（以下この節において「給付等」と 

いう。）することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増 

進に資することを目的とする。

（定義）

第16条 この節において「重度障害者等」とは、市内に居住地を有する障害者等と 

する。

（用具の種目及び給付等の対象者）

第17条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。 

だし、介護保険法（平成9年法律第12 3号）により、給付等の対象となる用具の 

貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

（1） 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、そ 

の対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

（2） 用具の貸与の対象者は、前号掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世 

帯に属する者とする。

（申請）

第18条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者 

（以下この節において「申請者」という。）は、重度障害者等日常生活用具給付（貸 

与）申請書（別記第〇号様式）を市長に提出しなければならない。

（調查）

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重 

-48-



（参考資料）

度障害者等日常生活用具給付（貸与）調査書（別記第〇号様式）を作成し、給付等 

の要否を決定しなければならない。

（決定）

第2 0条 市長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、重度障害者 

等日常生活用具給付（貸与）決定通知書（別記第〇号様式）により、給付等を却下 

したときは、重度障害者等日常生活用具給付（貸与）却下通知書（別記第〇号様式） 

により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生 

活用具給付（貸与）券（別記第〇号様式。以下この節において「給付券」という。） 

を申請者に交付するものとする。

（用具の給付）

第21条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者（以下この節におい 

て「給付等決定者」という。）は、用具納入業者（以下「業者」という。）に給付券 

を提出して用具の給付を受けるものとする。

（用具の貸与）

第2 2条 用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸借の契約を締結し、用具の貸与 

を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。 

ただし、貸与期間が満了する日までに市長が貸与取消しの決定を行わないときは、 

1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同 

様とする。

（費用の負担）

第2 3条 給付等決定者又はこの者を扶養する者（以下この節において「納入義務者」 

という。）は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければ 

ならない。

2 前項の規定により支払うべき額（以下この節において「自己負担額」という。） 

は、障害者自立支援法（平成18年法律第12 3号）に基づく補装具費の支給の例 

による。

（業者への支払い）

第2 4条市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき（給付の場 

合は、給付券を添付して）は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定によ 

り納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合にお 

いて、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とす 

る。

（貸与の取消し）

第2 5条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、 

貸与を取り消すものとする。

（1） 死亡したとき。

（2） 市内に居住地を有しなくなったとき。
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（3） 重度身体障害者等でなくなったとき。

（4） 用具の貸与を必要としなくなったとき。

（譲渡等の禁止）

第2 6条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換 

し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

（費用及び用具の返還）

第2 7条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取 

付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定 

に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具 

を返還させることができる。

（取付工事費用の助成）

第2 8条 市長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき〇万円を限 

度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

（排泄管理支援用具の特例）

第2 9条 市長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具 

については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

（1） 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること

（2） 別表の基準額（月額）の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相 

当する額の2倍（2カ月分）の額を給付券1枚に記載して交付すること

（3） 給付券は、申請1回につき3枚（半年分）まで一括交付すること

（4） 第2 3条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に 

相当する給付額について行うこと

（台帳の整備）

第3 〇条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用 

具給付（貸与）台帳（別記第〇号様式）を整備するものとする。

第2節 住宅改造費助成事業

（目的）

第31条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など 

住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費（以下「住 

宅改修費」という。）を給付することにより地域における自立の支援を図り、その 

福祉の増進に資することを目的とする。

（対象者）

第3 2条 住宅改造費助成事業の対象者は、市内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期 

以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）を有する身体 

障害者であって障害程度等級3級以上の者（ただし、特殊便器への取替えについて 

は上肢障害2級以上の者）とする。

（住宅改修費の範囲）

第3 3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助 

用具の購入費及び改修工事費とする。
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（1） 手すりの取付け

（2） 段差の解消

（3） 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

（4） 引き戸等への扉の取替え

（5） 洋式便器等への便器の取替え

（6） その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

（住宅改修費の給付要件）

第3 4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの 

（借家の場合は家主の承諾を必要とする。）であり、かつ身体の状況、住宅の状況 

等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

（申請） .

第3 5条 住宅改修費の給付を受けようとする者（以下この節において「申請者」と 

いう。）は、住宅改修費給付申請書（別記第〇号様式）を市長に提出しなければな 

らない。

（調査）

第3 6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住 

宅改修費給付調査書（別記第〇号様式）を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定 

しなければならない。

（決定）

第3 7条 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、住宅改 

修費給付決定通知書（別記第〇号様式）により、住宅改修費の給付を却下したとき 

は、住宅改修費給付却下通知書（別記第〇号様式）により、それぞれ申請者に通知 

するものとする。

2 市長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付 

券（別記第〇号様式。以下「給付券」という。）を申請者に交付するものとする。

（住宅改修費の給付）

第3 8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者（以下「この 

節において「給付決定者」という。」は、住宅改修業者（以下この節において「業 

者」という。）に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

（費用の負担）

第3 9条給付決定者又はこの者を扶養する者（以下この節において「納入義務者」 

という。）は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額（以下この節において「自己負担額」という。） 

は、障害者自立支援法（平成18年法律第12 3号）に基づく補装具費の支給の例 

による。

（業者への支払い）

第4 0条 市長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当 

該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除 

した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、
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2 〇万円を範囲内とする。

（費用の返還）

第41条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があると 

きは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることが 

できる。

第2節 点字図書給付事業

（目的）

第4 2条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字 

図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福 

祉の増進を図ることを目的とする。

（用語の定義）

第4 3条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると 

ころによる。

（1） 視覚障害者 身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3号）第15条第4項 

の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

（2） 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

（3） 点字出版施設点字図書給付対象出版施設をいう。

（対象者）

第44条 点字図書給付の対象者（以下この節において「対象者」という。）は、市 

内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。

（給付の限度）

第4 5条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、2 4巻を限度と 

する。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

（申請等）

第46条 点字図書の給付を受けようとする者（以下この節において「申請者」とい 

う。）は、点字図書給付申請書（別記第〇号様式）に点字出版施設が発行する点字 

図書発行証明書（別記第〇号様式。以下「証明書」という。）を添えて市長に申請 

しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、 

点字図書給付台帳（別記第〇号様式）に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押 

印し、申請者に交付するものとする。

（給付の方法）

第4 7条証明書の交付を受けた者（以下この節において「受給者」という。）は、 

証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受 

けるものとずる。

（自己負担金）

第4 8条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相 

当額とする。

（費用の請求）
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第4 9条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を市長に請 

求するものとする。

（返還）

第5 0条 市長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受け 

たときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

第1節 移動支援事業

（目的）

第51条 移動支援事業（以下この章において「事業」という。）は、屋外での移動 

が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自

,立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

（実施方法）

第5 2条 市長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、 

次の各号に掲げる支援を行うものとする。

（1） 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

（2） グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベン 

トへの参加等の複数人同時支援

（3） 車両移送型公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種 

行事への参加のための運行等車両による支援

（対象者）

第5 3条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必 

要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出（通勤、営業活動等の経済 

活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、 

原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。）に移動の支援の必要がある 

と市長が認めた者とする。

（申請）

第5 4条 事業を利用しようとする障害者等（以下この章において「申請者」という。） 

は、移動支援事業利用申請書（別記第〇号様式）を市長に提出するものとする。

（決定）

第5 5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利 

用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定（却下）通知書（別記第〇号様 

式）により当該申請者に通知するものとする。

（費用の負担）

第5 6条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経 

費の1割の額を市長又は市長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業

〔目的）

第5 7条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業は、外出及び社会参加が困難な視覚障 

害者に対し、視覚障害者ガイドヘルパー（以下「ガイドヘルパー」という。）を派 
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遣することにより視覚障害者の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障害者の福 

祉の増進を図ることを目的とする。

（定義）

第5 8条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 

めるところによる。

（1） 視覚障害者 身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3号）第15条第4 

項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則

（昭和2 5年厚生省令第15号）別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める 

1級から5級までの視覚障害のあるものをいう。

（2） 視覚障害者ガイドヘルパー 視覚障害者が外出するときに当該視覚障害者に 

付き添うため市から派遣された者をいう。

（ガイドヘルパーの派遣）

第5 9条 市長は、市内に居住地を有する視覚障害者が次の各号のいずれかに該当す 

る場合にガイドヘルパーを派遣するものとする。

（1） 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき。

（2） その他所長が必要と認める外出をするとき。

2 ガイドヘルパーの派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が 

必要であると認めるときは、この限りでない。

3 ガイドヘルパーの派遣区域は、千葉県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣 

しないものとする。

（ガイドヘルパーの登録）

第6 〇条 ガイドヘルパーの登録を希望する者は、ガイドヘルパー登録申請書（別記 

第〇号様式）により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった者のうち、ガイドヘルパーとして適当と認められる 

者をガイドヘルパー登録台帳（別記第〇号様式）に登録するとともに、ガイドヘル 

パー登録決定•却下通知書（別記第〇号様式）及びガイドヘルパー登録証（別記第 

〇号様式）を交付するものとする。

（申請）

第61条 ガイドヘルパーの派遣をうけようとする視覚障害者は、視覚障害者ガイド 

ヘルパー派遣申請書（別記第〇号様式）により、市長に申請をするものとする。た 

だし、市長が特に必要と認めたときは、口頭により申請することができるものとす 

る。

2 市長は、前項ただし書の規定により、口頭による申請を受けたときは、視覚障害 

者ガイドヘルパー派遣申請事項記録書（別記第〇号様式）に当該申請内容を記録し 

ておくものとする。

（派遣の決定）

第6 2条 市長は、前条の規定による申請があったときは、ガイドヘルパーの派遣の 

可否を決定し、視覚障害者ガイドヘルパー派遣決定•却下通知書（別記第〇号様式） 

により、当該視覚障害者に通知するものとする。ただし、同項ただし書の規定によ 
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る申請の場合は、口頭で通知することができるものとする 。

（費用の負担）

第6 3条 ガイドヘルパーの派遣に要する費用の負担は、無料とする。

（報告等）

第6 4条 ガイドヘルパーは、派遣された日の属する月の翌月1〇日までに当該月分 

の活動内容の報告を視覚障害者ガイドヘルパー活動報告書’（別記第〇号様式）によ 

り、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところ 

により算定した賃金及び交通費をガイドヘルパーに支払うものとする。

（保険への加入）

第6 5条 第6 0条第2項の登録をうけたガイドヘルパーは、市の負担により傷害保 

険に加入するものとする。

（遵守事項）

第6 6条 ガイドヘルパーは、常に視覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動 

するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

第3章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

（目的）

第6 7条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業（以下この章において 

「事業」という。）は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の 

機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域 

生活支援の促進を図ることを目的とする。

（対象者）

第6 8条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

（申請）

第69条 事業を利用しようとする障害者等（以下「申請者」という。）は、地域活 

動支援センター利用申請書（別記第〇号様式）を市長に提出するものとする。

（決定）

第70条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利 

用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター利用決定（却下）通知書（別記 

第〇号様式）により当該申請者に通知するものとする。

（費用の負担）

第71条事業に要する費用の負担は、無料とする。

第7章 訪問入浴サービス事業

（目的）

第7 2条 訪問入浴サービス事業（以下この章において「事業」という。）は、身体 

障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身 

体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図る 

ことを目的とする。

（定義）
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第7 3条 この章において「身体障害者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入 

浴することが困難な6 5歳未満の身体障害者をいう。

（対象者）

第7 4条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する身体障害者で、介 

護保険法（平成9年法律第12 3号）に基づく訪問入浴介護を受けることができな 

い者とする。

（1） 市内に居住している者

（2） 医師が入浴可能と認めた者

（3） 健康上入浴に支障がない者

（事業内容）

第75条 訪問入浴サービス事業（以下「事業」という。）の内容は、次のとおりと 

する。

（1） 入浴、清拭及び洗髪等

（2） 血圧、脈はく及び体温等の測定による健康管理

（3） 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

2 入浴の回数は、対象者の希望により週2回までとする。

（申請）

第76条 訪問入浴サービスを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、訪 

問入浴サービス利用申請書（別記第〇号様式）とともに訪問入浴サービス利用診断 

書（別記第〇号様式）及び訪問入浴サービス利用誓約書（別記第〇号様式）を添付 

して利用を希望する7日前までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の訪問入浴サービス利用申請書を受理したときは、その内容を審査 

し、派遣の可否を決定して、訪問入浴サービス決定（却下）通知書（別記第〇号様 

式）により申請者に通知するとともに、訪問入浴サービス利用者名簿（別記第〇号 

様式）に記録するものとする。

（届出及び意見書更新の義務）

第7 7条 前条第2項による決定の通知を受けた者又はその家族（以下「利用者等」 

という。）は、利用者等の状況に変更が生じた場合、訪問入浴サービス利用状況変 

更届（別記第〇号様式）により、速やかに市長に届け出なければならない。

（遵守事項）

第7 8条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならな 

い。

（1） 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。.

（2） 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認する 

こと。

（3） 係員の指示に従うこと。

（入浴の停止又は廃止）

第7 9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は 

廃止することができる。
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（1） 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

（2） 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

（3） 事業実施上支障のある行為があったとき。

（4） 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。

（5） その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

2 市長は前項の規定により、入浴を停止又は廃止した場合は、訪問入浴サービス利 

用停止•廃止通知書（別記第〇号様式）により申請者に通知するものとする。

（事業の委託）

第8 〇条 市長は、この事業の目的を達成するため、事業を団体等に委託することが 

できる。

（委託を受けた者の責務）

第81条 前条の規定により委託を受けた者（以下「委託事業者」という。）は、こ 

の事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘 

密を他に漏らしてはならない。

（費用の負担）

第8 2条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額を市長又は委託事業者に支 

払うものとする。

第8章 更生訓練費給付事業

（目的）

第8 3条 更生訓練費給付事業（以下この章において「事業」という。）は、法に基 

づく就労移行支援事業又は启立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第 

1項に規定する身体障害者更生援護施設（身体障害者療護施設を除く。）に入所し 

ている者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

（対象者）

第8 4条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本市による支給決定障害者 

のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条 

第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害 

者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定に 

より施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等 

とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

（支給額）

第8 5条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通 

所のための経費を合算し市長が認めた額とする。

（申請）

第8 6条 事業を利用しようとする障害者等（以下この章において「申請者」という。） 

は、更生訓練費支給申請書（別記第〇号様式）を市長に提出するものとする。

（決定）

第8 7条 市長は、前条の規定のよる申請を受理したときは、その内容を審査し、利 

用の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定（却下）通知書（別記第〇号様式）
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により当該申請者に通知するものとする。

（代理受領等）

第8 8条 前条の規定により支給の決定を受けた者（以下「支給決定者」という。） 

は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長（以下この 

章において施設長）という。）に委任することができるものとする。この場合施設 

長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければなら 

ない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書（施設用）（別記第〇号様式） 

により行うものとする。

第9章 知的障害者職親委託制度事業

（目的）

第8 9条 知的障害者職親委託制度事業は、知的障害者の自立更生を図るため、知的 

障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人（以 

下「職親」という。）に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、 

就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着を高め、もって 

知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

（職親の申請等）

第9 0条 職親になることを希望する者（以下「申請者」という。）は、知的障害者 

職親申請書（別記第〇号様式）により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、知的障害者職親者調査書（別記第〇号 

様式）に基づき内容を審査し、決定の可否を知的障害者職親決定（却下）通知書（別 

記第〇号様式）により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請者を職親とすることを決定したときは、知的障害 

者職親登録簿（別記第〇号様式）に登録し、知的障害者職親台帳（別記第〇号様式） 

を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。

（職親委託の申請）

第91条 市内に居住地を有する知的障害者又はその保護者（配偶者、親権を行う者、 

後見人その他の者で知的障害者を現に保護する者をいう。以下「知的障害者等」と 

いう。）で、職親へ委託を希望する者は、知的障害者職親委託申請書（別記第〇号 

様式）を市長に提出するものとする。

（職親委託の決定等）

第9 2条 市長は、知的障害者福祉法（昭和3 5年法律第3 7号）第16条第2項の 

規定による判定の結果、職親委託の可否を、知的障害者職親委託決定（却下）通知 

書（別記第〇号様式）により当該知的障害者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により職親に委託することを決定したときは、知的障害者職 

親委託通知書（別記第〇号様式）を当該知的障害者を委託する職親に通知するもの 

とする。

（職親委託期間）

第9 3条 市長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間（更新を妨 
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げない。）を定めて委託するものとし、当該期間内に職親委託の目的が達成され、 

一般雇用関係への切り換え又は新たに就職できるよう努めるものとする。

（委託後の指導）

第9 4条 市長は、職親に知的障害者を委託するときは、知的障害者福祉司又は社会 

福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるもの 

とする。^^

（委託費の支払等）

第9 5条 市長は、委託をした職親に対し委託費を支払うものとする。ただし、委託 

費の額は職親が知的障害者に対し行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案 

して市長が必要と認めた額とする。

2 委託を受けた職親は、9月及び3月の2期ごとに知的障害者職親委託請求書（別 

記第〇号様式）に知的障害者職親委託明細書（別記第〇号様式）を添えて市長に提 

出するものとする。

3 市長は、委託費の支払を、当該年度の9月及び3月の2期に、それぞれ当該月分 

までを支払うものとし、支払日は当該支払月の翌月末日までとする。

（職親の義務）

第9 6条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法（明治2 9年法律第

8 9号）の規定に従い監督者としての責任を負うものとする。この場合において、 

当該知的障害者は、民法上の賠償の責任は負わない。

2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に遅滞なく通 

知しなければなぢない。

（1） 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。

（2） 委託を受けた知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたと 

き。

（3） 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。

（4） 事業の内容を変更し、又は廃止し、若しくは移転しようとするとき。

（5） 職親が死亡したとき。

（知的障害者及びその保護者の義務）

第9 7条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職 

業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。

2 保護者は、当該知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与 

その他の名目で金品を要求してはならない。

3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに市長にその旨を報告し、 

その指示を受けなければならない。

（1） 保護者が住所を変更したとき。

（2） 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。

（3） 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。

（4） 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から 

離れなければならなくなったとき。
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（職親の解除）

第9 8条 委託の決定をした市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親に 

対し委託を解除することができる。

（1） 当該知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

（2） 当該知的障害者又は職親が義務を履行しないとき。

（3） 虚偽の報告など不正な行為があったとき。

（4） その他委託の措置が不適当と認められたとき。

（委託の解除）

第9 9条 市長は、職親委託を解除しようとするときは、知的障害者職親委託解除通 

知書（別記第〇号様式）により当該職親に、知的障害者職親委託決定解除通知書（別 

記第〇号様式）により当該知的障害者等に通知するものとする。

第1〇章 日中一時支援事業

（目的）

第1〇〇条 日中一時支援事業（以下この章において「事業」という。）は、障害者 

等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護して 

いる家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

（対象者）

第1〇1条.事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。

（申請）

第10 2条 事業を利用しようとする障害者等（以下この章において「申請者」とい 

う。）は、日中活動支援事業利用申請書（別記第〇号様式）を'市長に提出するもの 

とする。

（決定）

第10 3条 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利 

用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定（却下）通知書（別記第〇 

号様式）により当該申請者に通知するものとする。

（費用の負担）

第10 4条 前条の規定により利用の決定を受けた者（以下この章において「利用者」 

という。）は、事業の利用に要する経費の1割の額を市長又は市長から事業の委託 

を受けた団体等に支払うものとする。

（利用定員及び職員等の配置）

第10 5条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、市長が別に定 

めるものとする。

第11章 芸術•文化講座開催等事業

（目的）^

第10 6条 芸術•文化講座開催等事業は、芸術文化活動等を行うことにより、障害 

者等の社会参加を促進することを目的'とする。

（事業内容）

第10 7条 市長は、障害者等の芸術•文化活動を振興するため、障害者の作品展や
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音楽会など芸術•文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者等の創作意欲を助 

長するための環境の整備や必要な支援を行う。

（留意事項）

第10 8条 市長は、芸術•文化活動を行っている障害者等を把握し、その名簿を作 

成するとともに、民間活動の情報を収集し、障害者等に芸術•文化活動の発表の場 

の情報提供を行う等の支援を行うこと。

第12章 点字•声の広報等発行事業

（目的）

第1〇 9条 点字•声の広報等発行事業は、文字による情報入手が困難な障害者等の 

ために、点訳、音訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広 

報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活を 

するうえで必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する。

第13章 自動車運転免許証取得•改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

（目的）

第110条 障害者自動車運転免許取得費助成事業は、障害者に対して自動車運転免 

許（道路交通法第8 4条の規定による公安委員会の運転免許（仮免許を除く。）を 

いう。以下「免許」という。）の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労 

等社会活動への参加を促進することを目的とする。

（助成対象者）

Mill条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者（以下この節にお 

いて「対象者」という。）は、市内に居住地を有する者で、道路交通法第9 6条の 

規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため 

免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

（1） 身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3号）第15条の規定による身体 

障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者

（2） 千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和6 2年1月6日障第3 2 9号）による療 

育手帳の交付を受けた者

（助成金の額）

第112条 助成金の額は、免許取得に要した費用（入所料、教材費、適性検査料、 

教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。）の3分の2を上限と 

する額とする。ただし、1人当たり〇万円を限度とする。

（申請）

第113条 助成金の支給を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）は、 

免許の取得前又は取得後6か月以内に障害者自動車運転免許取得助費助成申請書 

（別記第〇号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（1） 身体障害者手帳の写し

（2） 療育手帳の写し

（決定等）
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（参考資料）

第114条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を障害者自動車運転免許取得費 

助成決定（却下）通知書（別記第〇号様式）により申請者に通知するものとする。

（変更及び取下）

第115条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者（以下「決定者」という。） 

が、申請の内容を変更し、又は取下げをする場合は障害者自動車運転免許取得費助 

成変更（取下）届出書（別記第〇号様式）により市長に届け出るものとする。

（請求）-

第116条 決定者は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得費助成請求書 

（別記第〇号様式）に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかと 

なる領収書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速や 

かに助成金を支払うものとする。

（助成金の返還）

第117条 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認め 

たときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

（台帳）

第118条 市長は、決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳（別 

記第〇号様式）を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

（目的）

第119条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、 

社会活動への参加及び就労（以下「就労等」という。）に伴い、自らが所有し運転 

する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体 

障害者の社会復帰の促進を図りヽもって福祉の増進に資することを目的とする。

（助成対象者）

第12 0条 自動車改造費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。） 

は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

（1） 身体障害者福祉法（昭和2 4年法律第2 8 3号）第15条の規定による身体 

障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体 

幹機能障害の1級又は2級の者

（2） 自動車運転免許（道路交通法第8 4条の規定による公安委員会の運転免許（仮 

免許を除く。）をいう。以下同じ。）証（以下「運転免許証」という。）を有する 

者

（3） 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置（ハンドルをいう。）、 

駆動装置（アクセル及びブレーキという。）等の一部を改造する必要がある者

（4） 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額（各種所得控除後の額）が、 

当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

（助成金の額）

第121条 この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経 
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（参考資料）

費として、1件当たり〇万円を限度とし、1車両1回限りとする。

（申請）

第12 2条 助成金の支給を受けようとする対象者（以下、「申請者」という。）は、 

自動車の改造前又は改造後の6か月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書 

（別記第〇号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（1） 対象者の身体障害者手帳の写し

（2） 運転免許証の写し

（3） 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類（住民票謄本及び世帯 

全員の市区町村発行所得証明書）

（4） 車検証の写し

（5） 改造を行う業者の見積書（自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの） 

（決定等）

第12 3条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助 

成決定（却下）通知書（別記第〇号様式）により申請者に通知するものとする。

（支払）

第124条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者（以下「決定者」という。） 

は、市長の指定する期日までに身体障害者用自動車改造費助成請求書（別記第〇号 

様式）に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて市長に提出す 

るものとする。

2 市長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速や 

かに助成金を支払うものとする。

（助成金の返還）

第12 5条 市長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認め 

たときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

（台帳）

第12 6条 市長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳（別記 

第〇号様式）を整備するものとする。

第6章雑則

（変更の届出）

第127条 第8条第2項、第55条、第60条第2項、第70条、第87条又は第 

10 3条の規定により決定の通知を受けた者（以下この章において「決定者」とい 

う。）は、第8条第1項、第54条、第60条第1項、第69条、第86条又は第 

1〇 2条の規定にする申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変 

更届（別記第〇号様式）を市長に提出するものとする。

（決定の取消）

第12 8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項、 

第5 5条、第6 〇条第2項、第7 〇条、第8 7条又は第1〇 3条の規定による決定 

を取り消すことができる。

（1）53条、第68条、第84条又は第101条に規定する対象者でなくなった 
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（参考資料）

とき。

（2） 死亡したとき。

（3） その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知 

書（第〇号様式）により利用者又はその家族等に通知するものとする。

（費用負担額の減免）

第12 9条 市長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各 

号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は 

免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、印西市地域生活 

支援事業費用負担減免申請書（別記第〇号様式）市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否 

を決定し、地域生活事業費用負担減免決定（却下）通知書（別記第〇号様式）によ 

り当該申請者に通知するものとする。

（補則）

第13 〇条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年10月1日から施行する。
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事例4 一 2

首長権限で地域生活支援事業を行う場合

教示

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日 

の翌日から起算して60日以内に印西市長に対して異議申立てをすることが 

できます。

2 この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から 

起算して6か月以内に限り、印西市を被告として（訴訟において印西市を代 

表する者は印西市長となります。）提起することができます（なお、この処 

分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の 

日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起す 

ることができなくなります。）。

3この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6 〇日以内に異議申立て 

をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定 

の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であれば、提起することが 

できます（なお、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日から 

起算して6か月以内であっても、その異議申立てに対する決定の日の翌日か 

ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することがで 

きなくなります。）。

福祉事務所長に権限を委任して地域生活支援事業を行う場合

教示

1 この決定について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日か 

ら起算して6 〇日以内に印西市長に対し審査請求をすることができます。な 

お、審査請求をした場合には、印西市長に申し立てれば、口頭により意見を 

述べることができます。

2 また、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決書を受け取っ 

た日の翌日から起算して6か月以内に印西市を被告として（訴訟において印 

西市を代表する者は印西市長となります。）、提起することができます。なお、 

処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の（1）か 

ら⑶までのいずれかに該当するときを除く。）でなければ提起することがで 

きないこととされています。

（1） 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。

（2） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた 

め緊急の必要があるとき。

（3） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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事例4 一 3

年 月 日 

第〇号様式（第〇条）

印西市移動支援事業利用申請書

印西市長 様

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により下記のとおり申請します。

記

申

請

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地 電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄

身体障害者 

手帳番号
- 療育手帳 

番 号

精神保健 

福祉手帳番号

他
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況

障害福祉 
サービス

障害程度 

区 分
有・無

有効
区分!2 3 4 5 6期間

利用中のサービスの種類と内容等

介護保険

要介護認定 有•無 要介護度 要支援（）-要介護1 2 3 4 5

利用中のサービスの種類と内容等

申

請

す

る

支

援

の

種

類.

内
容

種 

別

□個別支援型

□身体介護有り 

□身体介護無し
□グループ支援型

□車両移送型

内 

容
-
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第〇号様式（第〇条）

印西市移動支援事業利用決定（却下）通知書

第 号

年 月 日

様

印西市長 §

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり通知します。

1決定

記

決

定

者

フリガナ
生年片日 年 月 日

氏 名

居住地 電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

決定に係る 

児童氏名 続柄

有効期間 費用負担

支
援
の
種
類•

内
容

種類

□個別支援型
□身体介護有り 

□身体介護無し
□グループ支援型

□車両移送型

内容

注意事項

1本事業を利用する際は、この通知書を委託事業者に提示して下さい。

2 記載事項等に変更があったときには、印西市長にその旨を届出て下 

さい。

2却下

却下理由
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年 月 日

第〇号様式（第〇条）

印西市地域活動支援センター事業利用申請書

印西市長 様

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり申請します。

記

申

請

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地
電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄

身体障害者 

手帳番号

療育手帳 

番 号
精神保健 

福祉手帳番号

他
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況

障害福祉 

サービス

障害程度 

区 分
有•無

区分12 3 4 5 6囂

利用中のサービスの種類と内容等

介護保険

要介護認定 有”無 要介護度 要支援（）•要介護1 2 3 4 5

利用中のサービスの種類と内容等

申

請

す

る

支

援

の

種

類•

内
容

種 

別

□地域活動支援センター I型

□地域活動支援センターI!型

口地域活動支援センターm型

内 

容

-68-



第〇号様式（第〇条）

第 号

年 月 日 

印西市地域活動支援センター事業利用決定（却下）通知書

様

印西市長 匣］

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり通知します。

1決定

記

決

定

者

フリガナ

生年月日 年 月 日

氏 名

居住地 電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

決定に係る 

児童氏名 続柄

有効期間 費用負担

支
援
の
種
類•

内
容

種類

口地域活動支援センターI型
□地域活動支援センターn型

□地域活動支援センター in型

内容

注意事項

1本事業を利用する際は、この通知書を萎託事業者に提示して下さい。

2 記載事項等に変更があったときには、印西市長にその旨を届出て下 

さい。

2 却下

却下理由
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第〇号様式（第〇条）

印西市更生訓練費支給申請書

年 月 日

印西市長 様

住所

氏名 @

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、 年 月分の更生訓練費の支給につい

て、次のとおり申請します。

更生訓練費支給申請額 金 円

内訳

訓練のための経費 通所のための経費
計

訓練日数 金 額 訓練日数 単 価 金 額

日 円 日 円 円 円

上記訓練日数等については、事実と相違ないことを証明します。

印西市長 様

年 月 日

施設名

施設長 0
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第〇号様式（第〇条）

印西市更生訓練費支給決定（却下）通知書

第 号

年 月 日

様

印西市長 9

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、次のとおり 年 月分の更生訓練費の

支給を決定（却下）したので通知します。

1決定

、 更生訓練費支給額 金 円

内訳

訓練のための経費 円—

通所のための経費 円

2却下

理由
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第〇号様式（第〇条）

印西市更生訓練費支給申請書（施設用）
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第〇号様式（第〇条）

年 月 日

印西市日中一時支援事業利用申請書

印西市長 様

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり申請します。

記

申 

請 

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地 電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄

身体障害者 
手帳番号

療育手帳 
番 号

精神保健 

福祉手帳番号

他
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
状
況

障害福祉 

サービス

障害程度 

区 分
有・無

有効
区分123456

期間

利用中のサービスの種類と内容等

介護保険

要介護認定 有.無 要介護度 要支援（）-要介護1 2 3 4 5

利用中のサービスの種類と内容等

申請する 

支援の内容

-73-



第〇号様式（第〇条）

第 号

年 月 日 

印西市日中一時支援事業利用決定（却下）通知書

様

印西市長 囤

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり通知します。

記

1決定

決

定

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地 電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

決定に係る 

児童氏名 続柄

有効期間 費用負担

支援の内容

注意事項

1 本事業を利用する際は、この通知書を委託事業者に提示して下さい。

2 記載事項等に変更があったときには、印西市長にその旨を届出て下 

さい。

2 却下

却下理由
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第〇号様式（第〇条）

年 月 日

印西市地域生活支援事業利用変更届

印西市長 様

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により下記のとおり届け出します。

記

申

請

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地
電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄

身体障害者 

手帳番号

療育手帳 

番 号

精神葆健 

福祉手帳番号

種別

□移動支援事業

□地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

□更生訓練費給付事業

□日中一時支援事業

変更事項 変 更 前 変 更 後

氏名等

居住地

その他
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第〇号様式（第〇条）

第 号
年 月 日 

印西市地域生活支援事業決定取消通知書

様

印西市長 凰

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり通知します。

記

決

定

者

フリガナ

生年月日 年 月 日
氏 名

居住地 電話番号
フリガナ

生年月日 年 月 日

決定に係る 

児童氏名 続柄

有効期間 費用負担

種別

□移動支援事業

□地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

□更生訓練費給付事業

□日中一時支援事業

取消理由
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第〇号様式（第〇条）

年 月 日 

印西市地域生活支援事業費用負担減免申請書

印西市長 様

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により下記のとおり申請します。

記

申

請

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地
電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

支給申請に係る 

児童氏名 続柄

身体障害者 療育手帳

手帳番号 番 号

精神保健 

福祉手帳番号

種別

□移動支援事業

□地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

□更生訓練費給付事業

□日中一時支援事業

減免理由
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第〇号様式（第〇条）

第 号

年 月 日

印西市地域生活支援事業費用負担減免決定（却下）通知書

様

印西市長 凰

印西市地域生活支援事業実施規則第〇条の規定により、下記のとおり通知します。

1決定

記

決

定

者

フリガナ
生年月日 年 月 日

氏 名

居住地 ゝ電話番号

フリガナ
生年月日 年 月 日

決定に係る 

児童氏名 続柄

種別

□移動支援事業

□地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

□更生訓練費給付事業

□日中一時支援事業

費用負担額

減免前 減免後

2却下

却下理由
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事例4 — 4 

印西市移動支援事業委託契約書

地域生活支援事業実施要綱（平成18年8月1日付障発第〇 8 0 1 0 0 2号厚 

生労働省社会•援護局障害保健福祉部長通知、以下「要綱」という。）及び印西 

市地域生活支援事業実施規則（平成18年規則第〇号）に基づいて実施する移動 

支援事業（以下「事業」という。）について印西市（以下「甲」という。）と社 

会福祉法人〇〇〇（以下「乙」という。）との間に次の契約を締結する。

（委託）

第1条 甲は、要綱及び規則（以下「要綱等」という。）に基づく事業を乙に委 

託し、乙は、これを受託するものとする。

（実施）

第2条 乙は、要綱等に基づき事業を適正かつ誠実に遂行するものとする。

（委託期間）

第3条 委託期間は平成18年10月1日から平成19年3月31日までとす 

る。

（委託料）

第4条 甲は、事業の実施にかかる費用を乙に支払うものとし、その費用は、・次 

の所定単価額から規則に基づく費用負担額を控除した額とする。ただし、この 

場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算 

するものとする。

1個別支援型

ア身体介護を伴う場合

（1） 所要時間3 0分未満の場合 2 3 0単位
（2） 所要時間3 0分以上1時間未満 4 0 0単位
（3） 所要時間1時間分以上 5 8 〇単位に所要時間1時間から計算して所 

要時間3 〇分を増すごとに8 2単位を加算する。

ィ身体介護を伴わない場合

（1） 所要時間3 〇分未満の場合 8 0単位
（2） 所要時間3 0分以上1時間未満 150単位
（3） 所要時間1時間分以上 2 2 5単位に所要時間1時間から計算して所 

要時間3 〇分を増すごとに7 5単位を加算する。
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2 グループ支援型未定

3 車両移送支援型床定

4 甲が、規則に基づき決定した障害者等（以下「利用者」という。）に対して 

移動支援を行った場合に算定するものとし、現に移動支援に要した時間ではな 

く利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ、具体的なサービスの内容 

等を記載した計画（以下「移動支援計画」という。）をあらかじめ作成し、そ 

の移動支援計画に基づいた標準的な時間で算定すること

5 次の各号に掲げる要件を満たす場合にあって、同時に2人の乙の従業者（以 

下「移動支援従事者」という。）が1人の利用者に対して移動支援を行ったと 

きは、それぞれの移動支援従事者が行う移動支援につき所定単位を算定する。

（1） 利用者の身体的理由により1人の移動支援従事者による移動支援が困難 

と認められる場合

（2） 暴力行為、・著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

（3） その他利用者の状況等から判断して、第1号又は第2号に準ずると認め 

られる場合

6 前項の規定による要件については、甲乙協議のうえ判断するものとする。

7 夜間（午後6時から午後1〇時までの時間をいう。）又は早朝（午前6時か 

ら午前8時までの時間をいう。）に移動支援を行った場合は、1回につき所定 

単位数の1〇 〇分の2 5に相当する単位数を加算し、深夜（午後1〇時から午 

前6時までの時間をいう。）に移動支援を行った場合は、1回につき所定単位 

数の100分の50に相当する単位数を加算する。

8 利用者が障害者福祉サービスを受けている間又は児童福祉施設に通所して 

いる間は、所定単位数を算定しないものとする。

9 所定単価額は、障害者自立支援法基づく指定障害福祉サービス及び基準該当 

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が 

定める一単位の単価（平成18年厚生労働省告示第〇号）に定める単価の例に 

よる割合を所定単位数に乗じて得た額とする。

1〇 乙は、車両移送型についての所定単位数の算定については、道路運送法（昭 

和2 6年法律第18.3号）等の法令等に抵触しないよう充分に留意すること。

（委託料の請求）

第5条 乙は、委託料を請求しようとするときは、介護給付費及び訓練等給付費
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の請求に関する省令（平成18年厚生労働省令第〇号）の例により行うものと 

し、様式等の技術的読み替えは甲が別に定めるものとする。

2 甲は、乙の請求により委託料を支払うものとする。

（報告及び調査）

第6条 甲は、この契約により乙が行う委託事業に関し、その適正を期すため必 

要と認めたときは、乙に対し報告を求め、又は調査することができる。

2 甲が委託事業について改善をする必要を認め、その改善事項を乙に指示した 

ときには乙はこれに従わなければならない。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、この契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し又 

は継承させてはならない。

（再委託の禁止）

第8条 乙は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。

（委託の解除）

第9条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ 

る。この場合、乙は、前条の規定により甲が支払った委託料の全部又は一部を 

甲に返還しなければならない。

（1） 乙がこの契約に違反したとき。

（2） 乙の委託事業の実施につき甲が不適当と認めたとき。

（3） 乙が正当な理由なく甲の指示に従わないとき。

2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲 

に対してその補償を請求することができないものとする。

（秘密の保持）

第10条 乙は、この契約の履行に当たり、知り得た利用者等の秘密を他人に漏 

らしてはならない。

（損害賠償）

第11条 乙は、事業の実施に関して、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第 

三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（疑義等の解決）

第12条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の条項について疑義が生じ 

た場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
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この契約の締結を証するため、契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自 

その.1通を所持するものとする。

平成18年:L0月1日

甲千葉県印西市大森2364番地2 
印西市

印西市長〇〇〇〇

乙
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事例4 —5

地域活動支援センター事業委託契約書

地域生活支援事業実施要綱（平成18年8月1日付障発第0 8 0 1 0 0 2号厚 

生労働省社会•援護局障害保健福祉部長通知、以下「要綱」という。）及び印西 

市地域生活支援事業実施規則（平成18年規則第〇号）に基づいて実施する地域 

活動支援センター事業（以下「事業」という。）について印西市（以下「甲」と 

いう。）と社会福祉法人〇〇〇（以下「乙」という。）との間に次の契約を締結 

する。

（委託）

第1条 甲は、要綱及び規則（以下「要綱等」という。）に基づく事業を乙に委 

託し、乙は、これを受託するものとする。

（実施）

第2条 乙は、要綱等に基づき事業を適正かつ誠実に遂行するものとする。

2 乙は、次の施設において事業を行う。

〇〇施設 〇〇〇

（委託期間）

第3条 委託期間は平成19年4月1日から平成20年3月3!日までとする。

（委託料）

第4条 甲は、事業の実施にかかる費用を乙に支払うものとし、その費用は、年 

額〇〇〇〇円とする。ただし、実支出額を限度とする。

2 前項の規定に基づく委託料の支払い方法は、年2回とし、上半期分について 

は前金払いとし、4月3 0日までに、下半期分については概算払いとし、9月

3 0日までに、それぞれ支払うものとする。ただし、下半期分については甲乙 

協議のうえ、2回に分けて支払うことが出来るものとする。

（委託の請求）

第5条 乙は、委託料を請求しようとするときは、地域活動支援センター事業委

託料請求書（別記様式1）を甲に提出するものとする。

（委託料の経理）

第6条 乙は、前条の規定により支払いを受けた委託料については、明確な経理
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を行い、受託事業以外に委託料を支出してはならない。

（実績報告）

第7条 乙は、委託事業が完了したときは、その完了した日から2 0日以内に地 

域活動支援センター事業実績報告書（別記様式2）を甲に提出しなければならな 

い。

（委託料の返還）

第8条 乙は、前条に規定する実績報告書により、委託事業にかかる支出額

が確定し、当該確定した支出額が第4条第1項に規定する委託料に満たない場 

合は、その差額を平成2 〇年4月3 〇日までに甲に返還しなければならない。

（報告及び調査）

第9条 甲は、この契約により乙が行う委託事業に関し、その適正を期すため必 

要と認めたときは、乙に対し報告を求め、又は調査することができる。

2 甲が委託事業について改善をする必要を認め、その改善事項を乙に指示した 

ときには乙はこれに従わなければならない。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第1〇条 乙は、この契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し 

又は継承させてはならない。

（再委託の禁止）

第11条 乙は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。

（委託の解除）

第12条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで 

きる。この場合、乙は、前条の規定により甲が支払った委託料の全部又は一部 

を甲に返還しなければならない。

（1） 乙がこの契約に違反したとき。

（2） 乙の委託事業の実施につき甲が不適当と認めたとき。

（3） 乙が正当な理由なく甲の指示に従わないとき。

2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲 

に対してその補償を請求することができないものとする。

（秘密の保持）

第13条 乙は、この契約の履行に当たり、知り得た利用者等の秘密を他人に漏
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らしてはならない。

（損害賠償）

第14条 乙は、事業の実施に関して、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第 

三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（疑義等の解決）

第15条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の条項について疑義が生じ 

た場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。

この契約の締結を証するため、契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自 

その1通を所持するものとする。

平成19年4月1日

甲 千葉県印西市大森2364番地2 
印西市

印西市長〇〇〇〇
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地域活動支援センター事業変更委託契約書

1 委託内容 地域活動支援センター事業

2 委託場所 〇〇施設 〇〇〇

3 変更事項

(1)委託料
第4条第1項中「年額 円」を「年額 円」に改

める。

原委託金 金 年額 円

変更委託金 金 年額 円

委託料増(減)額 金 円

(2)その他 原契約書契約条項のとおり

平成19年4月1日に締結した地域活動支援センター事業に関する委託契約 

は、上記のとおり変更する。

この変更契約の証として、この契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自 

1通を原契約書とともに保有するものとする。

平成2 〇年3月31日

甲印西市大森2 3 6 4番地2
印西市

印西市長〇〇〇〇

乙
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事例4 —6

印西市日中一時支援事業委託契約書

地域生活支援事業実施要綱（平成18年8月1日付障発第0 8 0 1 0 0 2号厚 

生労働省社会•援護局障害保健福祉部長通知、以下「要綱」という。）及び印西 

市地域生活支援事業実施規則（平成18年規則第〇号）に基づいて実施する日中 

一時支援事業（以下「事業」という。）について印西市（以下「甲」という。） 

と社会福祉法人〇〇〇（以下「乙」という。）との間に次の契約を締結する。

（委託）

第1条 甲は、要綱及び規則（以下「要綱等」という。）に基づく事業を乙に委 

託し、乙は、これを受託するものとする。

（実施）

第2条乙は、要綱等に基づき事業を適正かつ誠実に遂行するものとする。

2 乙は、次の施設において事業を行う。

〇〇施設 〇〇〇

（委託期間）

第3条 委託期間は平成18年1〇月1日から平成19年3月31日までとす

る。

（委託料）

第4条 甲は、事業の実施にかかる費用を乙に支払うものとし、その費用は、次 

の所定単価額から規則に基づく費用負担額を控除した額とする。ただし、この 

場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算 

するものとする。

1 所要時間4時間未満の場合 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サー 

ビス及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成1
8年厚生労働省令告示第〇号。以下「算定基準」という。）に規定する短期入 

所の例による算定単位数の10 0分の2 5を乗じた単位数を所定単位数とす 

る。

2 所要時間4時間以上8時間未満の場合 算定基準に規定する短期入所の例 

による算定単位数の1〇 〇分の5 〇を乗じた単位数を所定単位数とする。

3 所要時間8時間以上の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定 

単位数の10 0分の7 5を乗じた単位数を所定単位数とする。
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4 甲が、規則に基づき決定された障害者等（以下「利用者」という。）に対し 

て日中一時支援を行った場合に算定するものとし、現に日中一時支援に要した 

時間ではなく利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサ 

ービスの内容等を記載した計画（以下「日中一時支援計画」という。）をあら 

かじめ作成し、その日中一時支援計画に基づいた標準的な時間で算定すること

5 食事の提供を行った場合は、1日につき4 2単位を所定単位数に加算する。

6 送迎を行った場合は、片道つき〇〇単位を所定単位数に加算する。ただし所 

定単位数の算定に当たっては、道路運送法（昭和2 6年法律第18 3号）等の 

法令等に抵触しないよう充分に留意すること。

? 障害者自立支援法（平成17年法律第12 3号）に基づく短期入所の支給決 

定を受けていない利用者の障害程度区分については、障害程度区分が一番軽度 

の区分を適用するものとする。

8 利用者が障害者福祉サービスを受けている間又は児童福祉施設に通所して 

いる間は、所定単位数を算定しないものとする。

9 所定単価額は、障害者自立支援法基づく指定障害福祉サービス及び基準該当 

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が 

定めるー単位の単価（平成18年厚生労働省告示第〇号）に定める単価の例に 

よる割合を所定単位数に乗じて得た額とする。

（委託料の請求）

第5条 乙は、委託料を請求しようとするときは、介護給付費及び訓練等給付費 

の請求に関する省令（平成18年厚生労働省令第〇号）の例により行うものと 

し、様式等の技術的読み替えは甲が別に定めるものとする。

2 甲は、乙の請求により委託料を支払うものとする。

（利用定員及び職員の配置等）

第6条 乙は、利用定員及び職員等の配置について、障害者自立支援法に基づ 

く指定障害者サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準.（平成18 
年厚生労働省令第〇号）に規定する短期入所の例により甲が適切と認める利用 

定員及び職員等の配置を行うものとする。

（報告及び調査）

第7条 甲は、この契約により乙が行う委託事業に関し、その適正を期すため必 

要と認めたときは、乙に対し報告を求め、又は調査することができる。
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2 甲が委託事業について改善をする必要を認め、その改善事項を乙に指示した 

ときには乙はこれに従わなければならない。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第8条 乙は、この契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し又 

は継承させてはならない。

（再委託の禁止）

第9条 乙は、受託した事業を第三者に再委託してはならない。

（委託の解除）

第1〇条 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで 

きる。この場合、乙は、前条の規定により甲が支払った委託料の全部又は一部 

を甲に返還しなければならない。

（1） 乙がこの契約に違反したとき。

（2） 乙の委託事業の実施につき甲が不適当と認めたとき。

（3） 乙が正当な理由なく甲の指示に従わないとき。

2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲 

に対してその補償を請求することができないものとする。

（秘密の保持）

第11条 乙は、この契約の履行に当たり、知り得た利用者等の秘密を他人に漏 

らしてはならない。

（損害賠償）

第12条 乙は、事業の実施に関して、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第 

三者に損害を与之たときは、その損害を賠償しなければならない。

（疑義等の解決）

第13条この契約に定めのない事項、又はこの契約の条項について疑義が生じ 

た場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。

この契約の締結を証するため、契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自 

その1通を所持するものとする。
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平成18年10月1日

甲 印西市大森2 3 6 4番地2 
印西市

印西市長〇〇〇〇

乙
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印西市地域生活支援事業実施規則の制定について 事例4 — 7

1 制定の要旨（（制定の概要、背景、理由、目的、期待される効果等を記載します。）） 

障害者自立支援法（平成17年法律第12 3号）第7 7条の規定による市町村地域生活

支援事業の施行に伴い当該規則を制定するものです。

2 条文の内容

第1章総則

（1）目的（第1条）

目的____________________________________________________________________________________________________ _

障害者自立支援法第7 7条（平成18年10月1日施行）の規定による市町村地域生 

活支援事業の実施

必要な事項を定める。

（2）事業内容（第2条）
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第2章 移動支援事業

（2）目的（第3条）

目的_________________________________

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行う。

地域における自立生活及び社会参加を促す。

（3）実施方法及び対象者（第4条一第5条）

①個別型支援

☆ 〇 一外出

③車両移送型

経路を定めた移送

----►.各種行事への参加

〇

〇〇〇 ☆

• •

☆ ••• 委託事業者

〇 ••• 本市に居住地を有する障害者等
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（4）手続き（第6条一第8条）

申請 決定 一（決定通知）- 委託事業者 利用

◎費用負担（1割を費用負担）

—> 利用に要する経費 J

1
割

委託業者が印西市長に請求

第3章地域活動支援センター及び同センター機能強化事業

（4）目的（第9条）

目的

障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との 

交流の促進等の便宜を供与する

障害者等の地域生活支援の促進を図る

（5）対象者（第10条）

対象者 __> 本市に居住地を有する障害者等

（6） 手続き（第11条一第13条）

申請 T 決定 一（決定通知）一委託事業者 一 利用

◎費用負担（1割を費用負担）

一 利用に要する経費 一

1
割

委託業者が印西市長に請求
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第4章 更生訓練費給付事業

（7）目的（第14条）

目的___________________________________________________________________

•就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者 

•法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施 

設（身体障害者療護施設及び国立施設を除く。）に入所 

している者

社会復帰の促進を図る。

（8）対象者及び支給額（第15条一第16条）

対象者:利用者負担の生じない者I

本市による支給決定障害者

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者

身体障害者

指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者 

施設に入所の措置又は入所の委託をされている者

-------- 更生訓練費

更生訓練を受けている

支給額

支給額 T 訓練の内容等を勘案 f 市長が認めた額
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（9）手続き（第17条一第19条）

申請 —> 決 定 -（代理受領）一 施設長 —> 申請

施設長の指導 —> 訓練に必要な文房具参考書等 T 支給決定者

第5章 日中一時支援事業

（10）目的（第2 0条）

目的_____________________________________________

障害者等の日中における活動の場を確保

障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家 

族の一時的な休息

（11）対象者（第21条）

対象者 本市に居住地を有する障害者等

（12）手続き（第2 2条一第2 4条）

申請 -， 決定 一（決定通知）一委託事業者 一 利用

◎費用負担（1割を費用負担）

一 利用に要する経費 —

1
割

委託業者が印西市長に請求
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（13）利用定員及び職員等の配置（第2 5条）

、ノ 一 __________
「利用定員及び職員等の配置! -> | 市長が別に定める

第6章雑則

（14）変更の届出（第2 6条）

利用者 f （申請内容に変更）- 市長

（15）決定の取消（第2 7条）

取消

対象者でなくなったとき

死亡したとき

その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認めら 

れたとき

市長 —（取消通知）— 利用者

（16）費用負担の減免

申請 -（災害その他特別な事由）一 決定
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(17)補則

その他必要な事項 市長が定める

3 附則

(1)施行期日

平成18年1〇月1日から施行する。
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事例 5
平成18年8月17日現在 

多治見市条例第号

多治見市障害者自立支援条例（案）

目次

第1章 総則 （第1条•第2条）

第2章 審査会（第3条）

第3章 地域生活支援事業（第4条一第16条）

第4章 雑則 （第17条）

弟5早 罰則 （第18条一第21条）

附則

第1章総則
（趣旨）

第1条 本市における障害者自立支援については、障害者自立支援法（平成17年法 

律第123号。以下「法」という。）その他の法令に定めがあるもののほか、この条 

例に定めるところによる。

'（用語の定義）

第2条 この条例における用語の意義は、法、障害者自立支援法施行令（平成18年 

政令第10号）及び障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働省令第19号） 

の例による。

第2章審査会
（審査会）

第3条 法第15条の規定による審査会の名称は、多治見市障害程度区分判定審査会 

（以下「審査会」という。）とする。

2審査会の委員の定数は、10人とする。

第3章 地域生活支援事業
（市が行う地域生活支援事業）

第4条 市は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げ
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平成18年8月17日現在

る事業を行う。

(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業(障害者デイサービス事業及び小規模作業所事業を 

いう。以下同じ。)

2市は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業 

を行う。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 知的障害者職親支援事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活サポート事業

(5) 社会参加促進事業
(費用給付事業)

第5条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援 

事業、地域活動支援センター事業(市が自ら又は委託によりサービスを提供する場 

合を除く。)、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業及び生活サポート事業(以 

下「費用給付事業」という。)は、第12条の規定による地域生活支援給付をもって 

行う。

(費用助成等事業)

第6条 地域生活支援事業(費用給付事業を除く。)のうち規則で定める事業につい 

ては、費用の助成又は経費の補助をもって行う。

(対象者)

第7条 地域生活支援事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者でそ 

の者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでな 

いときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 県から療育手帳の交付を受けた者又は療育手帳の交付を受けていない児童で、
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平成18年8月17日現在

早期の療育が必要と市長が判断したもの

（4）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45 
条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 前項に規定するもののほか、同項各号のいずれかに該当する者で、法第19条第3 
項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に 

有した居住地（同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施 

設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。）が市内であるもの 

は、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地 

域生活支援事業の対象としない。

（利用の申請）

第8条 地域生活支援事業（知的障害者職親支援事業を除く。次条において同じ。） 

を利用しようとする者又はその保護者は、市長に申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請に当たっては、前条第1項各号に規定する手帳等のいずれか 

を提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療 

育が必要と市長が認めたものについては、この限りでない。

3 知的障害者職親支援事業に関する利用の手続等に関しては、別に規則で定める。 

（利用の決定）

第9条 前条第1項の規定による申請があったときは、市長は、地域生活支援事業の 

種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援 

事業のサービス（以下「地域生活支援サービス」という。）の量を定め、利用の決 

定（以下「利用決定」という。）を行うものとする。

2 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を 

指定することができる。

（利用決定の変更）

第io条 利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）又はその保護者は、現に受 

けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定め 

る事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更の申請をす 

ることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定
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平成18年8月17日現在

を行うことができる。

（利用決定の取消し）

第11条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

（1） 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

（2） 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき（住 

所地特例地が市内であるときを除く。）。

（3） その他規則で定めるとき。

（地域生活支援給付）

第12条 市長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを 

受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、当該費用給付事業に係るサービ 

スに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービ 

スに通常要する費用として、規則で定める基準により算定した費用の額（その額が 

現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に 

当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額）の100分の90に相当する額 

とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、市長は、当該利用者又はその保護者が 

当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付 

事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者又 

はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、 

当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者又はその保護者（以下「利用者等」 

という。）に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

（日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付）

第13条 前条第2項の規定にかかわらず、利用者が同一の月に受けた日常生活用具 

給付等事業に係るサービスに要した費用の額の合計額から、同項の規定により算定 

した当該同一の月における当該日常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付 

の合計額を控除して得た額が、当該利用者等の家計に与える影響その他の事情をし 

ん酌して規則で定める額を超えるときは、当該同一の月における当該日常生活用具 

給付等事業に係る地域生活支援給付の額は、同項の規定により算定した費用の額の 
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100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内におい 

て規則で定める額とする。

（高額地域生活支援給付）

第14条 利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス（日常生活用具給付等事 

業に係るサービスを除く。次項において同じ。）に要した費用の額の合計額から、 

第12条第2項の規定により算定した当該同一の月における地域生活支援給付（日 

常生活用具給付等事業に係る地域生活支援給付を除く。次項において同じ。）の合 

計額を控除して得た額が、規則で定める額を超えるときは、当該利用者等に対し、 

高額地域生活支援給付を支給する。

2 高額地域生活支援給付の支給要件、支給額その他支給に関し必要な事項は、地域 

生活支援サービスに要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、規則で定め 

る。

（利用の契約）

第15条 利用者が障害者デイサービス事業又は小規模作業所事業（市が自ら又は委 

託によりサービスを提供する場合に限る。次条において同じ。）を利用しようとす 

るときは、利用者等は、市と契約するものとする。

（利用者負担）

第16条 前条の規定に基づき、障害者デイサービス事業を利用した利用者等は、手 

数料として、別表に定める額を納入しなければならない。

2 前条の規定に基づき、小規模作業所事業を利用した利用者等は、手数料を納入し 

なければならない。

第4章雑則
倭任）

第17条この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第5章罰則
第18条本市は、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等 

の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者が正 

当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提 

示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は 

同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたと

-102-



平成18年8月17日現在

きは、10万円以下の過料に処する。

第19条 本市は、自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、

療養介護医療若しくは補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用 

する者又はこれらの者であった者が正当な理由なしに、法第10条第1項の規定に 

よる報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚 

偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して 

答弁せず、若しくは虚偽の答弁をじ、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、 

若しくは忌避したときは、10万円以下の過料に処する。

第20条 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返 

還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第21条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、 

その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

（施行期日）^

第1条 この条例は、平成18年10月1日（以下「施行日」という。）から施行する。

（多治見市障害者居宅生活支援条例の廃止）

第2条 多治見市障害者居宅生活支援条例（平成15年条例第1号）は、廃止する。

（多治見市障害程度区分判定審査会条例の廃止）

第3条 多治見市障害程度区分判定審査会条例（平成18年条例第5号）は、廃止す 

る。

（多治見市障害程度区分判定審査会条例の廃止に伴う経過措置）

第4条 廃止前の多治見市障害程度区分判定審査会条例の規定による審査会は、第3 
条の規定による審査会とみなす。

（利用者負担の特例）

第5条 第16条第2項の規定にかかわらず、小規模作業所事業を利用した利用者等 

は、当分の間、手数料の支払いを要しないものとする。

（経過的障害者デイサービス事業の実施）

第6条 施行日から平成19年3月31日までの間については、第4条第2項中「次に 

-103-



平成18年8月17日現在

掲げる事業」とあるのは「次に掲げる事業及び経過的障害者デイサービス事業」と、 

第5条中「及び生活サポート事業」とあるのは「、生活サポート事業及び経過的障 

害者デイサービス事業」と読み替えるものとする。

（施行のための準備行為）

第7条 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても 

行うことができる。

別表（第16条関係）

提供単位 金額

4時間未満 100円
4時間以上8時間未満 200円
備考

送迎を利用した場合は、片道100円を加算する。
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〇〇市告示第 号 事例6-1

〇〇市相談支援事業実施要綱を次のように定める。

平成年 月 日

〇〇市長〇〇〇〇

〇〇市相談支援事業実施要綱

(目的)

第1条 〇〇市相談支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等からの相談 

に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必 

要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営 

むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、〇〇市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができる 

と認める指定相談支援事業者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 特別相談支援事業

(3) 住宅入居等支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要 

な情報の提供及び助言等を行うものとして,次に掲げる業務を実施するもの 

とする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3特別相談支援事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特 

に必要と認められる能力を有する専門的職員を市に配置し、次に掲げる業務 

を実施するものとする。



(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指 

導、助言等に関する業務

(3) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実 

施計画の作成に関する業務

(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

4住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望している 

が保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者 

(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要 

な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援 

に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係 

機関との連絡•調整等に関する業務

5 成年後見制度利用支援事業の実施については、〇〇市成年後見制度利用支 

援事業実施要綱(平成17年〇〇市告示第671号)の規定によるものとする。

(配置職員等)

第4条障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保 

健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソ 

ーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、 

事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事すること 

ができる。

2 障害者相談支援事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワ 

ーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処でき 

るものを従事させなければならない。

3 特別相談支援事業にあっては、障害者の相談•援助業務の経験があるソー 

シャルワーカーで〇〇市相談支援機能を強化するために必要と市長が認めた 

ものとする。

(地域自立支援協議会)

第5条 市長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシス 

テムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、〇〇市 

地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

2自立支援協議会の委員は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で 

構成し、必要に応じて保健•医療機関、教育•雇用関係機関、企業、学識経 

験者等の参加を求めることができる。

3自立支援協議会に会長を置き、〇〇市福祉部生活支援課長をもってこれに 

充てる。



（遵守事項）

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所 

ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等をさだめておかなければな 

らない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ 

ばならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速 

やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を 

整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘 

密を漏らしてはならない。

7 事業者は、事業を行う事務所を〇〇市内の交通利便の整った場所に設置し 

なければならない。

（利用料）

第7条利用者は、無料とする。

（その他）

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長 

が別に定める。

附貝U
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。



〇〇〇市成年後見制度利用支援事業実施要綱

〇〇市成年後見制度利用支援事業実施要綱

事例6-2

平成17年10月21日 

告示第671号
改正 平成18年3月23日告示第186号

（趣旨）

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の権利擁護の促進を 

目的として、成年後見制度利用支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定 

めるものとする。

（事業の内容）

第2条市長は、予算の範囲内で、次に掲げる事業の実施に必要な経費の全部又は一部を負担又は補 

助することができる。

（1） 審判の請求

（2） 家事審判法（昭和22年法律第152号）第7条において準用する非訟事件手続法（明治31年法律 

第14号）第26条の規定により、審判の請求に係る費用（以下「審判請求費用」という。）の全部 

負担

（3） 民法（明治29年法律第89号）に規定する成年後見人、保佐人及び補助人（以下「成年後見人 

等」という。）の業務に係る報酬等に対する補助

（審判の請求）

第3条 市長は、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第32条、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37 
号）第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条の11 
の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認め 

るときは、審判の請求を行うことができる。

（審判の対象者）

第4条 審判の対象者は、市に住所を有する（医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除 

く。）又は市が実施する高齢者及び障害者福祉制度により扶助している高齢者、知的障害者及び精 

神障害者（以下「要支援者」という。）のうち、次に掲げる事項を総合的に考察した上で決定する 

ものとする。

（1） 事理を弁識する能力の程度

（2） 二親等内の親族の存否、当該親族による審判の対象者保護の可能性及び当該親族が審判請求 

を行う見込み。ただし、三親等又は四親等の親族であって、審判請求のできる者の存在が明らか 

である場合は、この限りでない。

（3） 市又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否

（4） 生活、経済の状況及び要支援者の福祉を図るために必要な事項

（審判請求の要請）

第5条次に掲げる者は、前条に定める要支援者が、後見開始等審判の請求を必要とする状態にある 

者と判断したときは、市長に対し審判の請求を要請することができる。

（1） 民生委員

（2） 要支援者の親族以外の者で当該要支援者の日常生活の援助者（社会福祉法人等の職員を含 

む。）

（3） 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

（4） 介護保険法（平成9年法律第123号）第7条第19項に規定する介護保険施設の職員

（5） 知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設の職員

（6） 医療法（昭和23年法律第205号）第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

（7） 地域保健法（昭和22年法律第101号）第5条第1項に規定する保健所の職員

（8） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設の 

職員

2 前項の要請は、審判の請求要請書により行うものとする。



（要請者への回答）

第6条 市長は、前条第1項各号に掲げる者から後見開始等審判の請求の要請があった場合において、 

当該要請に対する対応を決定したときは、後見開始等審判の請求要請に対する回答書により、当該 

要請をした者に回答するものとする。

（審判の請求の種類）

第7条 市長が行うことができる審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

（1） 民法第7条に規定する後見開始の審判

（2） 民法第11条に規定する保佐開始の審判

（3） 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

（4） 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

（5） 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

（6） 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

（7 ）民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

（審判請求費用の求償）

第8条 市長は、審判請求費用に関し、審判の対象者又は当該関係者が負担すべきであると認めたと 

きは、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の命令に関する職権 

発動を促す申立てを審判請求と同時に家庭裁判所に対して行うことができる。

（成年後見人等の支援対象者）

第9条 第2条第3号に規定する補助を受けることができる者は、要支援者のうち、民法に規定する 

成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする。

（利用の申請）

第io条 前条に規定する者であって事業を利用しようとする者（以下「利用者」という。）又は当該 

利用者の成年後見人等で代理権を有するもの（以下「利用者に係る当該後見人等」という。）は、 

〇〇市成年後見人等の支援補助金交付申請書に後見等の開始の事実を明らかにする書類等を添えて 

市長に申請するものとする。 ・

（利用の決定）

第11条 市長は、前条の申請を受理した場合において、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき 

は〇〇市成年後見人等の支援補助金交付決定通知書により、いずれにも該当しないときは〇〇市成 

年後見人等の支援補助金交付却下通知書により、利用者又は当該利用者に係る成年後見人等に通知 

するものとする。

（1） 第2条第3号の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にある者

（2） 現に生活保護法（昭和25年法律第144号）に定める被保護者である者

（3 ）成年後見人等の報酬等を負担することで生活保護法による要保護者となる者

2 第2条第3号の補助の額は、家庭裁判所が決定する1月当たりの成年後見人等報酬に相当する額 

'とし、社会福祉施設等に入所している者にあっては1万8千円を、その他の者にあっては2万8千 

円を限度とする。

（補助金の請求）

第12条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた利用者又は利用者に係る成年後見人等は、 

成年後見制度利用支援事業補助金請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項に定める補助金請求は、費用を支払った日から起算して2月以内に申請しなければならない。 

（成年後見人等の報告義務）

第13条補助金の交付を受けた利用者に係る成年後見人等は、当該利用者の資産状況及び生活状況に 

変化があったときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

（補助金の返還）

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けた者があるときは、その者に対して、そ 

の補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

（補助の廃止等）

第15条 市長は、補助金の交付を受けた利用者の死亡又は資産状況若しくは生活状況の変化等により 

補助の理由が消滅し、乂は著しく変化したと認めるときは、補助を廃止し、又は補助金額の増減を 

行うことができる。



（〇〇市成年後見審判申立審査会）

第16条審判請求要請の適否及び審判の種類を審査するため、〇〇市成年後見審判申立審査会（以下 

「審査会」という。）を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者とする。

（1） 福祉部長

（2） 福祉部介護保険課長

（3） 福祉部生活支援課長

（4） 福祉部社会福祉課長

3 審査会の会長は、福祉部長をもって充てる。

4 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。

5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を行う。

（審査会の議事）

第17条 審査会の会議は、委員の要請により会長が招集する。

2 会議は、委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることが 

できる。

（庶務）

第18条 審査会の庶務は、福祉部生活支援課において処理する。

（その他）

第19条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則（平成18年3月23日告示第186号）

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。



〇〇市告示第 号 事例6-3

〇〇市障害者移動支援事業実施要綱を次のように定める。

平成年 月 日

〇〇市長〇〇〇〇

〇〇市障害者移動支援事業実施要綱

（目的）

第1条 〇〇市障害者移動支援事業実施要綱（以下「事業」という。）は、屋外 

での移動に困難がある障害者•児（以下「障害者等」という。）について、外 

出のための支援を行なうことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会 

参加を促すことを目的とする。

（実施主体）

第2条 この事業の実施主体は、〇〇市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができる 

と認める社会福祉法人等に委託することができる。

（事業の内容）

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

（1） 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援

（2） グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出におけ 

る集団への移動支援

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限 

る。

（対象者）

第4条この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、 

市長が外出時に支援が必要と認めた者とする。

（1） 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けている者

（2 ） 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事

務次官通知）に基づく療育手帳の交付を受けている者

（3） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号） 

第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 

者

（利用の申請）



第5条 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、移動支援事 

業利用登録申請書を市長に提出するものとする。

（利用の承認決定等）

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、 

利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書（以 

下「決定通知書」という。）により申請者に通知するとともに、承認をした障 

害者等を移動支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。

（利用登録の有効期限及び更新申請）

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行なった日から起算 

して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満 

了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

（利用の変更及び廃止）

第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業 

登録変更（廃止）届により、速やかに市長に届け出なければならない。

（1） 利用者の住所等を変更した場合

（2） 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

（3） 利用の中止をしようとする場合

（利用の取消し）•

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規 

定による利用決定を取り消すことができる。

（1） この事業の対象者でなくなった場合

（2） 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

（3） その他市長が利用を不適当と認めた場合

（利用の方法）

第io条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に 

提示し、事業所に直接依頼するものとする。•

（利用料）

第11条 利用者は、利用料として次の各号に掲げる金額を事業者に支払うもの 

とする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、利用料と 

は別に当該実費を負担しなければならない。

（1） 個別移動支援にあっては、30分あたり〇円

（2） グループ移動支援にあっては、次に掲げる額とする。

ア 1グループを構成する障害者等が3名以下の場合、1グループにっ 

き30分あたり〇円

イ 1グループを構成する障害者等が4名以上9名以下の場合、1グル 

ープにつき30分あたり〇円



ウ 1グループを構成する障害者等が10名以上の場合、1グループにっ 

き30分あたり〇円

（利用料の減免又は免除）

第12条 市長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、 

前条に規定する利用料を減免することができる。

（1） 生活保護法（昭和24年法律第144号）に基づく生活扶助を受けてい 

る世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

（2） 世帯主及び世帯員の当該年度（4月から6月までの間の利用につい 

ては、前々年度とする。）の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料 

の2分の1に相当する金額を減免する。

（委託料）

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げ 

る費用から第11条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対し 

て支払うものとする。

（1） 個別移動支援にあっては、次に掲げる額とする。

ア 身体介護を伴う移動支援の場合、30分あたり2,000円とする。 

ィ 身体介護を伴わない移動支援の場合、30分あたり750円とする。

（2） グループ移動支援にあっては、30分あたりサービス利用人員に250 

円を乗じた金額とサービス提供人員に500円乗じて得た金額の合算とす 

る。この算定におけるサービス提供人員は、サービス利用人員の数を限 

度とする。

（3） 1回のサービス提供時間が3時間を越える場合には、前号に掲げる 

金額とは別に3時間を越えたときから30分につき?00円を加算する。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月 

に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を 

支払うものとする。

（遵守事項）

第14条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所 

ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない 。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ 

ばならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速 

やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を 

整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘 



密を漏らしてはならない。

（その他）

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長 

が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。



〇〇市告示第 号 事例6-4

〇〇市日中一時支援事業実施要綱を次のように定める。

平成年 月 日

〇〇市長〇〇〇〇

〇〇市日中一時支援事業実施要綱

（目的）

第1条 〇〇市日中一時支援事業（以下「事業」という。）は、障害者等を一時 

的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会 

に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。

（実施主体）

第2条 この事業の実施主体は、〇〇市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行なうことができる 

と認める社会福祉法人等に委託することができる。

（対象者）

第3条この事業の対象者は、障害者であって、次の各号のいずれかに該当す 

るものとする。

（1） 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の規定 

により身体障害者手帳の交付を受けている者

（2） 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事 

務次官通知）に基づく療育手帳の交付を受けている者

（3 ） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号） 

第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていも 

者

（利用の申請）

第4条事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、日中一時支 

援事業利用登録申請書を市長に提出するものとする。

（利用の承認決定等）

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、 

利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用承認•不承認決定通知 

書（以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するとともに、承認し 

た障害児を日中一時支援事業利用登録者名簿（以下「登録名簿」という。）に 

登載するものとする。



（利用登録の有効期限及び更新申請）

第6条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行なった日から起算

して、最初に到達する6月30日までとする。ただし、承認決定を受けた障害 

児（以下「利用者」という。）が、承認を受けた日において18歳である者に 

ついては、当該年度の属する3月31日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満 

了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

（利用の変更及び廃止）

第7条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援 

事業利用登録変更（廃止）届により、速やかに市長に届け出なければならな 

い。

（1） 利用者の住所等を変更した場合

（2） 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

（3） 利用の中止をしようとする場合

（利用の取消し）

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規 

定による利用決定を取り消すことができる。

（1） この事業の対象者でなくなった場合

（2） 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

（3） その他市長が利用を不適当と認めた場合

（利用の方法）

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に 

提示し、事業所に直接依頼するものとする。

（利用料）

第10条利用荀ま、利用料として次の各号に掲げる金額の合算をした額を事業 

者に支払うものとする。

（1） 基本料にあっては、.利用者1人につき4時間まで 〇円、4時間以上 

は〇円とする。

（2） 送迎サービスを利用したときは、1回につき〇円とする。

（利用料の減免又は免除）

第11条 市長は、利用者及びその属する世帯が次のいずれかに該当するときは、 

前条に規定する利用料を減免することができる。

（1） 生活保護法（昭和24年法律第144号）に基づく生活扶助を受けてい 

る世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

（2） 世帯主及び世帯員の当該年度（4月から6月までの間の利用につい 

ては、前々年度とする。）の市民税が非課税である世帯にあっては、利用料 

の2分の1に相当する金額を減免する。



（委託料）

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次の各号 

に掲げる費用から〇〇市障害者自立支援条例（平成18年〇〇市条例第1？号） 

第4条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業者に対して支払うも 

のとする。

（1） 基本事業にあっては、利用者1人に対して1日につき4時間まで 

2, 000円、4時間以上は4, 000円とする。

（2） 送迎サービスを提供したときは、基本事業とは別に送迎1回につき 

540円を基本事業に加算するものする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月 

に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を 

支払うものとする。

（遵守事項）

第13条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利 

用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごと 

に従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。

3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ 

ばならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速 

やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を 

整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘 

密を漏らしてはならない。

（その他）

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長 

が別に定める。

附貝U
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。



事例6-5

相談支援事業委託契約書（案）

〇〇市（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、相

談支援事業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。

（目的）

第1条 甲は、〇〇市地域生活支援事業実施要綱（平成18年〇〇市告示第 号）第3条に 

規定する障害者の相談支援事業（以下「委託事業」という。）の実施を乙に委託し、乙は 

これを受託する。

（委託業務）

第2条 甲が乙に委託する業務は、次の各号に定めるものとする。乙はケアマネジメントの 

手法を使いこれに従事するものとする。

（1） 障害者相談支援事業

ア 福祉サービスの利用援助

ィ 社会資源を活用するための支援

ウ 社会生活力を高めるための支援

エピアカウンセリング

オ権利の擁護のために必要な援助

力専門機関の紹介

（2） 居住サポート事業

ア 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援

イ生活上の課題への緊急時における相談支援及び関係機関の調整

2乙は、前項の業務を遂行するために、必要に応じて関係機関を集めた検討会を主催する 

ものとする。

（実施体制）

第3条 乙は、委託事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援 

専門員又は介護支援専門員のいずれか（以下「ソーシャルワーカー」という。）1名以上 

を配置しなければならない。ただし、委託事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事 

業者関係業務に従事することができる。

2 乙は、甲に対し、配置したソーシャルワーカーの資格、経歴、兼務する業務の内容等に 

ついて報告しなければならない。

3乙は、ソーシャルワーカーが相談支援に専念できるよう勤務体制、職務環境、訪問手段 

等を整えなければならない。

4 乙は、支援技術の向上を図るため、ソーシャルワーカーに必要な研修を実施しなければ 

ならない。

5 乙は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を 

有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

6 乙は、委託事業を行う事務所を〇〇市内の交通利便の整った場所に設置しなければなら 

ない。



（委託期間）

第4条 この契約の期間は、契約締結の日から平成19年3月3!日までとする。

（委託料）

第5条 甲は下表により算定した額を委託料として乙に支払う。

種別 金額 備考

障害者相談支援事業及び居 

住サポート事業分
円/年

消費税及び地方消費税を含 

む。

（契約保証金）

第6条 契約保証金は、これを免除する。

（委託料の支払い）

第7条 甲は、乙の請求に基づき、半年ごとにその2分の1ずつ支払う。ただし、年度中途 

の契約締結のときは、契約締結日の属する月分から月額相当額を支払う。

2 前項の委託料の支払いにおいて、円未満の端数が生じたときは切捨てとする。

（実績報告）

第8条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業の成果を記載した実績報告書及び収支 

決算書を委託事業終了の日から起算してio日以内に甲に提出しなければならない。

2 乙は、初回調査を実施したときは、所定の調査書に調査内容を記載の上、速、やかに甲に 

提出しなければならない。

（遵守事項）

第9条 乙は、次に掲げN事項を遵守しなければならない。

（1） 秘密の保持 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならな 

い。

（2） 個人情報の保護委託事業を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認 

識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。

（3） 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業 

の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。

（4） 個人情報の目的外使用の禁止委託事業を実施するため収集又は作成した個人情

・ 報は、その目的以外に使用してはならない。 -

（5） 個人情報その他委託事業にかかる事故報告個人情報について第三者への漏えい 

その他の事故が発生したときは速やかに甲に報告すること。

2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな 

い。

3 乙は、委託事業の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。

（帳簿等）

第io条 乙は、委託事業に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、 

金銭の出納を明らかにしておかなければならない。

2 乙は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業終了の日から5年間保存するものとする。



（経理）

第11条 乙は、委託事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなけれ 

ばならない。

（損害賠償責任）

第12条 乙は、委託事業の実施に関し、その責に帰する理由により、甲又は第三者に損害 

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（実地調査等）

第13条乙は、甲から委託事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに甲に報告 

しなければならない。

2甲は、必要があると認めるときは、乙の帳簿又は書類その他の記録及び委託事業の状況 

について実地に調査できる。

（改善の指示等）

第14条甲は、委託事業の実施について改善する必要を認めたときは、その改善事項を乙 

に指示することができる。

（契約の解除）

第15条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、乙に対して委託料の 

全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

（1） 指定相談支援事業者でなくなったとき

（2） この契約の条項に違反したとき

（3） この事業を遂行することが困難であると認めたとき

（4） 重大な過失又は背信行為があったとき

（契約外事項の協議）

第16条この契約に定めのない事項及び委託事業実施上疑義を生じた事項に関しては、必 

要の都度甲、乙協議して定める。

この契約の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所有するものとす 

る。

平成18年10月1日

甲 兵庫県〇〇市氷上町成松字甲賀1番地
〇〇市長 〇〇〇〇

乙



事例6 — 6

移動介護事業委託契約書

〇〇市（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、移動介護事

業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。

（委託事業）

第1条 甲は〇〇市地域生活支援事業実施要綱（平成18年〇〇市告示第〇号。以下「実施 

要綱」という。）第3条に規定する移動支援事業のうち移動介護事業（以下「委託事業」 

という。）の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。

（実施体制）

第2条 乙は、委託事業の実施にあたり、介護福祉士、ホームヘルパー、ガイドヘルパー（指 

定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成18年3月3!日厚 

生労働省告示第209号）に規定する研修の「外出介護従業者養成研修課程」を修了した者） 

等の適切に委託事業に従事できる人員（以下「従事者」という。）を配置しなければなら 

ない。ただし、委託事業の実施に支障のない範囲で他の職務に従事することができる。

2 乙は、支援技術の向上を図るため、従事者に必要な研修を実施しなければならない。

3 従業者は委託事業に従事するたびに、従事した内容を乙に報告しなければならない。 

（委託期間）

第3条 この契約の期間は、契約締結の日から平成19年3月3!日までとする。

（委託料）

第4条 甲は下表により算定した額を委託料として乙に支払う。

種別 単位 算出方法 備考

グループ 

支援型

1グループあたりの

30分単価

利用人員X 250円+従事者X 500円 消費税及び地方消 

費税を含む。

グループ支援型に 

ついては、従事者 

の人数が利用者を 

超えないものとす 

る。

個別支援型 身体介護を伴う利用者

への30分単価
2, 000 円 ただし、3時間以上 

連続の提供となる場 

合、3時間を経過し 

たときから30分ごと 

に700円を加算する。

身体介護を伴わない利 

用者への30分単価
750円

（契約保証金）

第5条 契約保証金は、これを免除する。

（委託料の支払い）

第6条 乙は、第4条により算定した委託料から、実施要綱に定める利用料を差引いた額を 

甲に請求する。

2甲は、乙の請求に基づき、毎月精算払いする。

3 前項の委託料の支払いにおいて、円未満の端数が生じたときは切捨てとする。

（実績報告）

第7条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業の成果を記載した実績報告書及び収支 

決算書を委託事業終了の日から起算して10日以内に甲に提出しなければならない。



(遵守事項)

第8条 乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秘密の保持 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならな 

い。

(2) 個人情報の保護委託事業を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認 

識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。

(3) 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業 

の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。

(4) 個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集又は作成した個人情 

報は、その目的以外に使用してはならない。

(5) 個人情報その他委託事業にかかる事故報告個人情報について第三者への漏えい 

その他の事故が発生したときは速やかに甲に報告すること。

2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな 

い。

3 乙は、委託事業の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。

(帳簿等)

第8条 乙は、委託事業に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、 

金銭の出納を明らかにしておかなければならない。

2 乙は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業終了の日から5年間保存するものとする。 

(経理)

第9条乙は、委託事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければ 

ならない。

(損害賠償責任)

第1〇条 乙は、委託事業の実施に関し、その責に帰する理由により、甲又は第三者に損害 

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(実地調査等)

第11条 乙は、甲から委託事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに甲に報告 

しなければならない。 . _

2 甲は、必要があると認めるときは、乙の帳簿又は書類その他の記録及び委託事業の状況 

について実地に調査できる。

(改善の指示等)

第12条 甲は、委託事業の実施について改善する必要を認めたときは、その改善事項を乙 

に指示することができる。

(契約の解除)

第13条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、乙に対して委託料の 

全部若しくは一部の変換を命ずることができる。

(1) この契約の条項に違反したとき

(2) この事業を遂行することが困難であると認めたとき



（契約外事項の協議）

第14条 この契約に定めのない事項及び委託事業実施上疑義を生じた事項に関しては、必 

要の都度甲、乙協議して定める。

この契約の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所有するものとす 

そ!〇

平成18年10月1日

甲〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

〇〇市長 〇〇〇〇

乙



事例6-7

日中一時支援事業委託契約書

〇〇市（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、日中一

時支援事業の実施について、次のとおり委託契約を締結する。

（事業の委託）

第1条 甲は〇〇市地域生活支援事業実施要綱（平成18年〇〇市告示第 号。以下「実施 

要綱」という。）第3条に規定する日中一時支援事業（以下「委託事業」という。）の実施 

を乙に委託し、乙はこれを受託する。

（実施体制）

第2条 乙は、委託事業の実施にあたり、委託事業を適正に運営できるよう指導員1名以上 

を配置しなければならない。ただし、委託事業の実施に支障のない範囲で他の職務に従事 

することができる。

2 乙は、支援技術の向上を図るため、指導員に必要な研修を実施しなければならない。

3 乙は、指定障害福祉サービス事業に併設する（併設型）若しくは空き店舗等を利用する 

（単独型）など、利用環境を創意工夫しかつ安全に配慮された提供体制を整えなければな

らない。

4 乙は、委託事業を利用する障害者の年齢、障害特性又は利用目的を考慮し、必要に応じ 

て提供場所を細別する等の処置をとらなければならない。

（委託期間）

第3条 この契約の期間は、契約締結の日から平成19年3月31日までとする。

（委託料）

第4条 甲は、利用者ごとに下表により算定した額を委託料として乙に支払う。

種別 金額 備考

基本事業
利用時間が4時間以上 一人につき4, 000円/回 消費税及び地方消費 

税を含む。利用時間が4時間未満 一人につき1,500円/回

入浴費用加算 500円/回

送迎費用加算 270円/回

2甲は、運営種別又は利用者の障害程度等に応じて、下表に掲げるところにより前項の委 

託料を増額する。

（契約保証金）

第5条 契約保証金は、これを免除する。

増額要件 算出基準 備考

医療処置の必要な利用者が利用した場合 基本事業X3/2 増額は基本事業にか 

かる費用に限る。乙が単独型で事業実施した場合 基本事業X 5/4

（委託料の支払い）

第6条 乙は、第4条第1項及び第2項により算定した委託料から、実施要綱に定める利用 

料を差引いた額を甲に請求する。

2甲は、乙の請求に基づき、毎月精算払いする。

3 前項の委託料の支払いにおいて、円未満の端数が生じたときは切捨てとする。



（実績報告）

第7条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業の成果を記載した実績報告書及び収支 

決算書を委託事業終了の日から起算してio日以内に甲に提出しなければならない。

（遵守事項）

第8条乙は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（1） 秘密の保持 委託事業の実施によって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。

（2） 個人情報の保護 委託事業を実施するにあたっては、個人情報保護の重要性を認識 

し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。

（3） 個人情報の収集制限 委託事業を行うため個人情報を収集するときは、委託事業の 

目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。

（4） 個人情報の目的外使用の禁止 委託事業を実施するため収集又は作成した個人情報 

は、その目的以外に使用してはならない。

（5） 個人情報その他委託事業にかかる事故報告 個人情報について第三者への漏えいそ 

の他の事故が発生したときは速やかに甲に報告すること。

2 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな 

い。

3 乙は、委託事業の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。

（帳簿等）

第8条 乙は、委託事業に係る経費について、必要な帳簿を備え、収入支出の額を記載し、 

金銭の出納を明らかにしておかなければならない。

2 乙は、前項に関する帳簿及び書類等は委託事業終了の日から5年間保存するものとする。 

（経理）

第9条乙は、委託事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければ 

ならない。

（損害賠償責任）

第io条 乙は、委託事業の実施に関し、その責に帰する理由により、甲又は第三者に損害 

を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（実地調査等）

第11条 乙は、甲から委託事業の実施に関し報告を求められたときは、速やかに甲iこ報告 

しなければならない。

2甲は、必要があると認めるときは、乙の帳簿又は書類その他の記録及び委託事業の状況 

について実地に調査できる。

（改善の指示等）

第12条 甲は、委託事業の実施について改善する必要を認めたときは、その改善事項を乙 

に指示することができる。

（契約の解除）

第13条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除し、乙に対して委託料の 

全部若しくは一部の変換を命ずることができる。

（1） この契約の条項に違反したとき

（2） この事業を遂行することが困難であると認めたとき



（契約外事項の協議）

第14条 この契約に定めのない事項及び委託事業実施上疑義を生じた事項に関しては、必 

要の都度甲、乙協議して定める。

この契約の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上各自1通を所有するものとす 

る。

平成18年10月1日

甲〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地

〇〇市長 〇〇〇〇

乙



00市に拾ける障害者相談支檯体制（案）

［障害福祉課］

地域生活支援事業補助金 

〇〇県相談支援事業

事例6 — 8
〇〇市生活支援課

專
門
的
な
支
援

［地域療育等支援事業所］ 
所在住所:〇〇市〇〇町 

従事職種:コーディネーター 

従事人数:1名
従事内容:訪問•外来•施設支援などによる療育訓 
練の提供

［発達障害者支援センター］
所在住所:〇〇市〇〇町

従事職種:コーディネーター.臨床心理士 
従事人数:2名
従事内容;発達障害者支援法に基づく専門的な相 

啖・療育支援

■

:事鬥性が書い

I OOrfil

［生活支援課］

相髓支援機能強化事業（補助金） 

障害者相談支援事業（地方交付税措置）

プライマリー相談の委託

V

［◎◎◎］
開始年月:平成18年10月
所在住所:
従事職種:社会福祉士
従事人数:1名
従事内容:身体障害•知的障害•精神障 
害のある方へのプライマリーな相談支援 
主たる障害種別:知的障害

用幕亿盒み??高援

［□ロロ］
開始年月:平成19年4月
所在住所:
従事職種:精神保健福祉士
従事人数:1名
従事内容:身体障害・知的障害•精神障 
害のある方へのプライマリーな相談支援 
主たる障害種別:精神障害

［* * * ］
開始年度:
所在住所:
従事職種:
従事人数:
従事内容:
主たる障害種別:

市町村相談支援事業鑑熬髭需為第牆鑑琴醜豔豔

事業所指定

指を相談支援事業所〇〇県の指定を受け、サービス利用計画作成費を支給される。



事例6 — 9 
00市生活支援課~

〇〇市における地城活動支援センター势備!3 （案）

Foom". Lpo旋J
［障害者支援課］
障害者小規模作業所運営費補助金・ 
地域生活支援事業補助金 ・

轉補助

S
［生活支援操］
障害者小規模作業所運営費補助金 ・
地域活動支援センター機能強化事業補助金♦

運営費補助

飜爛攪I
活動支援センター椅助

$◎◎◎] "［□ロロ］
"""ヽ

[* * ♦]
去

開始年度: 開始年度: 開始年度:

所在住所: 所在住所: 所在住所:

联員人数: 職員人数: ミ 職員人数:

利用人数: 利用人数: 利用人数:

活動内容: 活動内容:

V：

活動内容:

な

匚 匚 “ハー ノ 匚 ノ

地域活勤支援センター障害者小規棋作篥所のうち.運當主体が法人格を有するものに市町が 

補助す帝Q

〇〇市〇〇町 00市△△町
1

〇〇市x X町

00市口口町 〇〇市◊◊町

障害者小規模作業所
〇〇県の障害者小規模作業所運営費補助要綱により補助される。



障害保健福祉関係主管課長会議
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補装具費について

I.補装具費に関する基準（案）について・・•・P1

n.補装具費支給事務取扱指針（案）について・・P 4

（別紙1） 補装具費支給事務取扱指針（案）........ P 5

（別紙2） 様式例（案）........................... P15



I.補装具費に関する基準（案）について

1補装具費に関する基準の位置づけ

現行においては身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づき補装具の種目及び 

交付又は修理に係る受託報酬の額等に関する基準を定めていたが、平成18年 

1〇月より障害者自立支援法に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する 

費用の額の算定等に関する基準を定めるものとする。

補装具の種目、受託報酬の額等に関する 

基準

（身体障害者福祉法）

補装具の種目、受託報酬の額等に関する 

基準

（児童福祉法）

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額 

の算定等に関する基準

（障害者自立支援法）

2補装具の種目の変更

（1） 現行の身体障害者及び身体障害児に対して交付又は修理の対象としてい 

る補装具の種目のうち、次に掲げるものを廃止する。

ア 色めがね（種目名「眼鏡」のうち、名称「色めがね」の項目）

イ点字器

ウ人工喉頭

工頭部保護帽

オ収尿器

カストマ用装具

キ つえ（種目名「歩行補助っえ」のうち、名称「つえ」の項目）

（2） 新たな補装具の種目として、次に掲げるものを加える。

ア重度障害者用意思伝達装置



3補装具の購入又は修理に要する費用の額等に関する基準

（1）重度障害者用意思伝達装置の購入及び修理に要する費用の額等に関す 
る基準は以下のとおりとする。

重度障害者用意思伝達装置

1購入基準
種目 名称 基本構造 付属品 価格（円） 耐用年数 備考

重度障害者 

用意思伝達 

装置

ソフトウェ 

アが組み込 

まれた専用 

パソコン

プリンタ 450,000 5年

ソフトウェアが組み込ま 

れた専用のパソコン及び 

プリンタで構成されたも 

の、もしくは生体現象（脳 

の血液量等）を利用して 

「はい•いいえ」を判定 

するものであること。そ 

の他障害に応じた付属品 

を修理基準の中から加え 
て加算することができる 

こと。

2修理基準
種目 型式 修理部位 価格（円） 備考

重度障害 

者用意思 

伝達装置

本体修理

固定台（アーム式又はテーブル置き式） 

交換

入力装置固定具交換

呼び鈴交換

呼び鈴分岐装置交換

接点式入力装置（スイッチ）交換

帯電式入力装置（スイッチ）交換

筋電式入力装置（スイッチ）交換

光電式入力装置（スイッチ）交換

呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交 

換

圧電素子式入力装置（スイッチ）交換

50, 000

30, 000

30, 000

20,000

20, 000

10, 000

40, 000

80, 000

50, 000

35, 000

3& 000

触れる操作で信号入力が 

可能なタッチセンサーコ 

ントローラー〇別途必要 

なタッチ式入力装置は 

10, 000円、ピンタッチ式 

先端部は6, 300円加算す 

ること。

-2-



（2）現行制度において報酬基準の定めのない車いす及び電動車いす用付属 

品等について、以下のとおり、新たに修理基準及び購入基準を定める。

車いす及び電動車いす用等付属品 

・修理基準

種目 型式 修理部位 価格（円） 備考

盲人安全つえ マグネット付き石突交換 500

車いす

ステッキホルダー（杖たて）交換 

泥よけ交換

エアーキャスター交換 

転倒防止用装置交換 

滑り止めハンドリム交換 

キャリパーブレーキ交換 

フットブレーキ（介助者用）交換 

携帯用会話補助装置搭載台交換 

酸素ボンベ固定装置交換 

人工呼吸器搭載台交換 

栄養パック取り付け用ガートル架交換 

点滴ポール交換

3,000

& 000 
12,000
6,000 

12, 000 
15,000 
10, 000 
30, 000 
13,000 
25, 000

9, 000
9, 000

電動 

車いす

ステッキホルダー（杖たて）交換 

転倒防止用装置交換 

クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換 

フロントサブホイール（溝•脱輪防止装置）交換 

携帯用会話補助装置搭載台交換 

酸素ボンベ固定装置交換

人工呼吸器搭載台交換

栄養パック取り付け用ガートル架交換 

点滴ポール交換

3,000

6,000
1& 200 
11,800 
30, 000
13, 000
25, 000
9,000
9,000

歩行補助つえ 凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換 1,000

•購入基準

種目 名称 基本構造 付属品 価格（円） 耐用年数 備考

歩行補助 

つえ

プラット 

ホー厶杖

カナディア 

ン•クラッチ 

に準ずる。

夜光材 1&000 4年
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n.補装具費支給事務取扱指針(案)について

補装具の事務取扱に関する指針については、平成12年3月31日障第 

2 9 〇号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具給付事務 

の取扱いに関する指針について」の別紙「補装具給付事務取扱指針」によ 

リ取り扱っているところであるが、今般、同指針を廃止し、別紙1のとお 

リ通知する予定である。

1. 現行の事務取扱指針との主な変更点

(1) 補装具給付から補装具費支給に変更したことに伴う規定の整理

•原則、償還払いとしたこと

・代理受領方式を可能としたこと

・市町村と補装具業者との委託契約に関する事項を削除したこと

•利用者と補装具業者との契約に関する事項を追加したこと

(2) 基準外補装具を特例補装具に名称変更

(3) 一括交付等の取扱い規定の削除

2. 事務取扱指針の構成は以下のとおり。

第1基本的事項

1 補装具費支給の目的について

2関係各法に基づく補装具費支給との適用関係について

3都道府県等の役割について

第2具体的事項

1補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基 

準の運用について

2補装具費支給に係る事務処理について

3 支給決定の時期等について

4 関係帳簿について

5代理受領について

3. 様式例について(別紙2)
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（別紙1）
（案）

補装具費支給事務取扱指針

第1基本的事項

1 補装具費支給の目的について

（1） 補装具は、身体障害者及び身体障害児（以下「身体障害者•児」という。）の 

失われた身体機能を補完又は代替する用具でありヽ身体障害者の職業その他日常 

生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、 

社会人として独立自活するための素地を育成•助長すること等を目的として使用 

もれるものであり、市町村は、補装具を必要とする身体障害者•児に対し、補装 

具費の支給を行うものである。

このため、市町村は、補装具費の支給に当たり、医師、理学療法士、作業療法 

士、身体障害者福祉司等の専門職員及び補装具の製作又は販売を行う業者「以下 

「補装具業者」という。）との連携を図りながら、身体障害者•児の身体の状況、 

性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して行うものとする。

なお、その際、身体障害児については、心身の発育過程の特殊性を十分考慮す 

る必要があること。

（2） 補装具を必要とする身体障害者•児及び現に装着又は装用（以下「装着等」と 

いう。）している身体障害者•児の状況を常に的確に把握し、装着等状況の観察、 

装着等訓練の指導等の計画的な支援を積極的に行うこと。

2関係各法に基づく補装具給付との適用関係について

障害者自立支援法（平成17年法律第12 3号）以外の関係各法の規定に基づ 

き補装具の給付等が受けられる者については、当該関係各法に基づく給付等を優 

先して受けるよう取り扱うものであること。

3 都道府県等の役割について

（1）都道府県
各都道府県は、補装具費支給制度の運用に当たり、市町村間の連絡調整、市 

町村に対する情報提供その他必要な援助を行うとともに、各市町村の区域を超 

えた広域的な見地から実状の把握に努めること。

また、市町村の支援の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、 

市町村に対し、必要な助言を行うものとすること。

さらに、身体障害者福祉法第9条第5項に定める身体障害者更生相談所（以 

下「更生相談所」という。）が、補装具費支給制度の技術的中枢機関としての 

業務が遂行できるよう、必要な体制の整備に努めること。
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（2） 更生相談所
更生相談所は、補装具費支給制度における技術的中枢機関及び市町村等の支 

援機関として、補装具の専門的な直接判定の他に、市町村への技術的支援、補 

装具費支給意見書を作成する医師に対する指導、補装具業者に対する指導及び 

障害者自立支援法施行令第1条第1項に定める医療を行う機関（以下「指定自 

立支援医療機関」という。）並びに児童福祉法第18条の3第3項の規定に基 

づく療育の指導等を実施する保健所（以下「保健所」という。）に対する技術 

的助言等を行うこと。

また、市町村担当職員、補装具費支給意見書を作成する医師及び補装具業者 

を育成等する観点から、研修等を実施することが望ましいこと。

さらに、新しい製作方法又は新しい素材等、補装具に関する新しい情報の把 

握に努めるとともに、市町村及び補装具業者と情報の共有を図ること。

なお、障害者等が自費で補装具の購入又は修理を行う場合（本人又は世帯員 

のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合を含む） 

についても、適切な補装具の購入又は修理を行うことができるよう、身体障害 

者福祉法第io条に定める補装具の処方及び適合判定を行うこと。

（3） 市町村
市町村は、補装具費支給制度の実施主体として、補装具費の支給申請に対し 

て適切に対応できるよう、補装具の種目、名称、型式及び基本構造等について 

十分に把握するとともに、申請者が適切な補装具業者を選定するに当たって必 

要となる情報の提供に努めること。

情報提供する際には、補装具業者の経歴や実績等を勘案し、安定的かつ継続 

的に給付の実施が可能であるか等について十分に検討の上行う必要があるこ 

と。

特に、義肢及び装具に係る補装具業者の選定に当たっては、特殊な義足ソケ 

ットの採型等については複数の義肢装具士が必要なことから、複数の義肢装具 

士を配置していることが望ましいこと。

また、補装具業者の選定に当たっては、福祉用具の研究開発及び普及の促進 

に関する法律（平成五年法律第三十ハ号）第七条第一項の規定に基づき指定を受 

けた指定法人（（財）テクノエイド協会）が提供している情報（ホームページ 

等）を活用することが考えられること。

さらに、新しい製作方法又は新しい素材等、補装具に関する新しい情報の把 

握に努めるとともに、更生相談所及び補装具業者と情報の共有を図ること。

なお、障害者等が自費で補装具の購入又は修理を行う場合（本人又は世帯員 

のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合を含む） 

についても、適切な補装具の購入又は修理を行うために更生相談所等の意見を 

聴く必要がある場合には、当該障害者等に更生相談所等を紹介するなどの調整 

等を行うこと。
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第2 具体的事項

1補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準の運用にっ 

いて

（1） 購入又は修理に要する費用の額及び消費税の取扱い等について

補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準（平成 

18年厚生労働省告示第〇〇号。以下「告示」という。）の別表に定める価格は、 

別表の主材料、工作法又は基本構造、付属品等によった場合における上限の価 

格として定められているものであり、支給決定に当たっては、各種目における 

型式等の機能の相違及び特性等を勘案のうえ、画一的な額の決定を行うことの 

ないよう留意する必要があること。

なお、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する 

身体障害者用物品及びその修理を定める件（平成3年厚生省告示第13 0号） 

に基づいて消費税が課税されない物品に係る補装具費の支給については、補装 

具業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の10 0分 

の10 3に相当する額をもって、購入又は修理に要する費用の額の上限として 

いるものである。

また、消費税が課税される物品に係る補装具費の支給については、別表の価 

格の1〇 〇分の1〇 5に相当する額をもって、購入又は修理に要する費用の額 

の上限としているものである。

（2） 特例補装具費の支給について

身体障害者•児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、 

告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、別表に定める名称、 

型式、基本構造等によることができない補装具（以下「特例補装具」という。） 

りとすること。

ア特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用 

の額等については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは保健所 

（以下「更生相談所等」という。）の判定又は意見に基づき市町村が決定す 

るものとする。

ィ なお、身体障害児に係る特例補装具費の支給に当たっては、市町村は必要 

に応じ、補装具の構造、機能等に関する技術的助言を更生相談所に求めるも 

のとする。

（3 ）国等が設置する補装具製作施設と契約する場合の購入又は修理に要する費用の 

額について

購入又は修理に要する費用の額を告示本文第〇項又は第〇項に掲げる額の1 

0 0分の9 5に相当する額とするものは、国、地方公共団体、日本赤十字社、 
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社会福祉法人又は民法(明治2 9年法律第8 9号)第3 4条の規定により設立 

された法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具(完成用部品に係 

る部分を除く。)についてのみ適用されるものであって、当該施設が民間業者 

の製作した補装具をあっせん又は取次販売する場合には適用されないこと。

(4) 補装具費の支給対象となる補装具の個数について

補装具費の支給対象となる補装具の個数は、原則として1種目につき1個で 

あるが、身体障害者•児の障害の状況を勘案し、職業又は教育上等特に必要と 

認めた場合は、2個とすることができること。

この場合、当該種目について医学的判定を要しないと認める場合を除き、更 

生相談所等に助言を求めること。

(5) 耐用年数の取扱いについて

耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの 

予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた者の作業の種類又は 

障害の状況等によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、 

再支給の際には実情に沿うよう十分配慮すること。

なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失•毀損した場合は、新た 

に必要と認める補装具費を支給することができること。

また、骨格構造義肢については、必要に応じて部品の交換を行うことにより 

長期間の使用が可能であることから、耐用年数を規定していないところである 

が、部品の交換のみによっては、その後の適正な使用が真に困難な場合又は部 

品の交換によることよりも再支給を行うことの方が真に合理的•効果的である 

と認められる場合にあっては、再支給を行って差し支えないこと。

(6) 修理基準に規定されていない修理の取扱いについて

修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないもの 

に係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそ 

れらの個々について原価計算による見積り若しくは市場価格に基づく適正な額 

で修理に要する費用として支給することができること。

(7) 差額自己負担の取扱いについて

補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、基 

本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、 

素材等を選択することにより基準額を超えることとなる場合は、当該名称の補 

装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象とすること 

は、差し支えないこと。

(8) 介護保険による福祉用具貸与との適用関係について

6 5歳以上(介護保険法(平成9年法律第12 3号)第7条第3項第2号に 
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規定する特定疾病により、同条第1項に規定する要介護状態（以下「要介護状 

態」という。）又は同条第2項に規定する要介護状態となるおそれがある状態 

（以下「要支援状態」という。）に該当する者については、4 0歳以上6 5歳 

未満）の身体障害者であって要介護状態又は要支援状態に該当するものが、介 

護保険の福祉用具と共通する補装具を希望する場合には、介護保険による福祉 

用具の貸与が優先するため、原則として、本制度においては補装具費の支給を 

しなレ、。

ただし、オーダーメイド等により個別に製作する必要があると判断される者 

である場合には、更生相談所の判定等に基づき、本制度により補装具費を支給 

して差し支えないこと。

2 補装具費支給に係る事務処理について

（1）支給の申請及び判定

①身体障害者の補装具費支給

ア申請の受付

市町村は、身体障害者から障害者自立支援法施行規則（平成18年厚生労働 

省令第19号。以下「規則」という。）第〇条に基づく補装具費支給申請書（本 

事務取扱指針の別添様式例（以下「様式例」という。）第1号）の提出を受け、 

補装具費の支給に係る申請を受付けた場合には、様式例第2号の調査書を作成 

すること。

イ 更生相談所による判定

当該申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす（オーダーメイド）、 

電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときに 

は、更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、様式例第3号の判定依 

頼書による判定依頼をするとともに、様式例第4号の判定通知書を身体障害者 

に送付すること。

判定依頼を受けた更生相談所は、申請があった身体障害者について、

（7）義肢、装具、座位保持装置及び電動車いすに係る申請の場合は、申請 

者の来所により、

（イ）補聴器、車いす（オーダーメイド）及び重度障害者用意思伝達装置に 

係る申請で、補装具費支給申請書等により判定できる場合は、当該申請 

書等により、

医学的判定を行い、身体障害者福祉法施行規則（昭和2 5年厚生省令第15号。） 

別表第1号（別添様式1）の判定書により、判定結果を市町村に送付する。こ 

の場合、判定書には様式例第5号の補装具処方箋を添付することができる。

これらの種目については、再支給（軽微なものを除く。）に際しても、障害 

状況に変化のある場合、身体障害者本人が処方内容の変更を希望する場合、又 

は、それまで使用していた補装具から性能等が変更されている場合等は、同様 

の判定を行うこと。
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ウ 更生相談所は、新規申請者に係る判定を行うときは、できる限り切断その他の 

医療措置を行った医師と緊密な連絡を取り判定に慎重を期すること。

工 更生相談所の長は、補装具費の支給判定を行うに当たって、更生相談所に専任 

の医師又は適切な検査設備の置かれていないときは、身障法第15条第1項に基 

づく指定医又は障害者自立支援法施行令第1条第2項に基づく医療を行う機関に 

おいて当該医療を主として担当する医師であって、所属医学会において認定され 

ている専門医（平成14年厚生労働省告示第15 9号で定める基準を満たすもの 

として、厚生労働大臣に届け出を行った団体に所属し、当該団体から医師の専門 

性'に関する認定を受けた医師）に医学的判定を委嘱すること。

才市町村による決定

当該申請が、義眼、眼鏡（矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼 

鏡）、車いす（レディメイド）、歩行器、盲人安全つえ及び歩行補助つえ（一 

本つえを除く）に係るものであって、補装具費支給申請書等により判断できる 

場合は、更生相談所の判定を要せず、市町村が決定して差し支えないこと。

なお、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障 

害者手帳によって当該申請に係る障害者が補装具の購入又は修理を必要とする 

者であることを確認することができるときは、補装具費支給意見書を省略させ 

ることができること。

力 補装具費支給意見書の作成について

補装具費支給申請書等により更生相談所が判定又は市町村が判断のうえ決定 

する場合は、具体的には、医師が作成する様式例第6号の補装具費支給意見書 

により判定することとなる。

なお、補装具費支給意見書を作成する医師は、それぞれ、以下の要件を満た 

す者とする。

（7） 補装具費支給意見書により更生相談所が判定する場合のこれを作成する 

医師は、工の要件を満たす専門医又は国立身体障害者リハビリテーション 

センター学院において実施している補装具関係の適合判定医師研修会を修 

了している医師であること。

（イ） 補装具費支給意見書により市町村が判断のうえ決定する場合のこれを作 

成する医師は、工又は力の（ア）と同等と認められる医師であること。

キ更生相談所の長は、重度の障害を持つ者又は遠隔地に住む者等の利便を考慮す 

る必要があるときは、工又は力の（ア）と同等と認められる医師に医学的判定を委 

嘱することができる。

ク 申請者が、補装具費支給意見書を提出することに代えて、更生相談所において 
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判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行うこと。

②身体障害児の補装具費支給

市町村は、身体障害児の保護者から様式例第6号の補装具費支給意見書を添 

付した様式例第1号の補装具費支給申請書の提出を受け、補装具費の支給に係 

る申請を受付た場合には、様式例第2号の調査書を作成する。

なお、身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づき交付を受けた身体障 

害者手帳によって当該申請に係る障害児が補装具の購入又は修理を必要とする 

者であることを確認することができるときは、補装具費支給意見書を省略させ 

ることができること。

" 補装具費支給意見書は、原則として指定自立支援医療機関又は保健所の医師

の作成したものであること。

また、市町村における支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関するこ 

とで技術的な助言を必要とする場合には、更生相談所に助言を求めること。

さらに、身体障害児に係る意見書及び補装具処方箋の様式は、①のイの様式 

に準じること。

(2) 支給の決定等

市町村は、(1)により補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、速や 

かに、様式例第7号の補装具費支給決定通知書及び様式例第8号の補装具費支給 

券を交付すること。

また、その申請を却下することの決定をしたときは、様式例第9号の却下決定 

通知書により、理由を附して申請者に交付すること。

(3) 契約

補装具費支給決定通知書の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下、「補 

装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具業者に補装具費支給券を提示し、 

契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を行うこと。

(4) 採型、仮合せ

義肢、装具及び座位保持装置の採型及び仮合せは、⑴に準じて専門医の指導の 

もとに実施すること。

(5 )適合判定

ア補装具費の支給に当たっては、以下により適合判定を実施すること。

(ア)申請者の来所による更生相談所の判定に基づき市町村が決定するもの 

更生相談所が適合判定を行い、市町村は適合判定が行われたことを確認 

する。

(イ)補装具費支給意見書による更生相談所の判定に基づき市町村が決定するも
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の

補装具費支給意見書を作成した医師が適合判定を行い、更生相談所は適 

合判定が適切に行われたことを確認する。最終的に、市町村は医師及び更 

生相談所による適合判定が行われたことを確認する。

（ウ）補装具費支給意見書により市町村が判断のうえ決定するもの

補装具費支給意見書を作成した医師が適合判定を行い、市町村は適合判 

定が適切に行われたことを確認する。

（エ）身体障害者手帳等により補装具の購入又は修理を必要とする者であること 

を確認することができるもの

市町村が確認する。

なお、指定自立支援医療機関又は保健所の医師が作成した補装具費支給意見書 

により市町村が決定する補装具費の支給に当たっては、指定自立支援医療機関又 

は保健所の医師は、必要に応じて更生相談所に助言を求めながら、適合判定を行 

うこと。

ィ 適合判定を行う際は、補装具費の支給を受ける者、医師、理学療法士、作業療 

法士、義肢装具士、補装具業者、補装具担当職員及び身体障害者福祉司等の関係 

者の立会いのもとに実施すること。

ウ 義肢、装具及び座位保持装置の適合判定は、軸位及び切断端とソケットとの適 

合状況、又は固定、免荷、矯正等装具装着の目的に対する適合状況、安定した姿 

勢の保持状況、さらに使用材料、工作法、操作法の確実性について検査し、併せ 

て外観、重量及び耐久力について考慮すること。

工 義肢、装具及び座位保持装置以外の種目についても、ウに準じて検討し、当該 

補装具が申請書の使用目的に照らし、適合しているかどうかを判定すること。

オ 適合判定の結果、当該補装具が申請者に適合しないと認められた場合、処方箋 

どおりに製作されていないと判断された場合等については、補装具業者に対し不 

備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に補装具の引渡しを行わせること。

（6）補装具費の支給手順について

ア補装具の購入又は修理に要した費用の支払い

補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けた場合は、補装具業者 

に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うこと。

ィ補装具費の支払い

市町村は、補装具費支給対象障害者等から、補装具費の請求があった場合は、 

補装具費の支払いを行うこと。
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ウ端数の取扱い

補装具費及び利用者負担額について、1円未満の端数が生じた場合は、切り 

捨てるものとすること。

(7)装着訓練及び実地観察

ア 市町村は、更生相談所等と連携して、随時、装着訓練に必要な計画を立て実施 

すること。

ィ装着訓練に際しては、補装具の装着について熟達した者をモデルとして専門医 

指導のもとに実施指導を行うことが効果的であるので、実施に当たっては留意さ 

れたいこと。

ゥ 市町村は、補装具費を支給した補装具について常に補装具担当職員、身体障害 

者福祉司等にその装用状況を観察させ、装着訓練を必要とする者を発見した場合 

は、速やかに適切な訓練を施すよう留意すること。

3 支給決定の時期等について

補装具費支給事務及び給付の迅速化を図るため、補装具費支給決定通知書及び 

補装具費支給券又は却下決定通知書の発行等については、次のとおり取扱うこと。

(1)市町村は、原則として申請書の提出があった日の翌日から起算して2週間以内 

に要否を決定するなど、支給事務に係る標準処理期間を定めることとし、その迅 

速な対応に努めるとともに、速やかに補装具費支給決定通知書及び補装具費支給 

券又は却下決定通知書を発行し、申請者に交付すること。

4 関係帳簿について

市町村は、補装具費の支給に当たって、様式例第1〇号による補装具費支給決 

定簿を備え、必要な事項を記載しておくこと。

5 代理受領について

補装具費の支給手順については、原則として2の(6)の取扱いによることと 

なるが、補装具費支給対象障害者等の利便を考慮し、代理受領方式によることが 

できること。

(1)代理受領の前提条件

代理受領による補装具費の支払を行う場合には、次の取扱いによることが望 

ましいこと。

ア補装具費支給対象障害者等が希望する補装具業者と、市町村との間で代理受 

領について、契約等に基づき合意していること。

なお、補装具業者と契約等により取り決めを行う場合には、次の事項を盛り 

-13-



こむことが望ましいこと。

• 補装具業者は、補装具費支給券に記載されている利用者負担額を受領し、 

補装具費の請求の際には、利用者負担額を受領したことを証する書類を添 

付すること。

•引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理 

的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じ 

た破損又は不適合を除き、引渡し後9カ月以内に生じた破損又は不適合は、 

補装具業者の責任において改善すること。

ただし、修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は1の⑹に基づ 

いた修理のうち軽微なものについて、補装具業者の責任において改善する 

こととするものは、修理した部位について修理後3カ月以内に生じた不適 

合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)であること。

ィ 補装具費支給対象障害者等が、補装具業者に代理受領の委任をしていること。

(2)補装具費の支給手順

ア'補装具費支給対象障害者等は補装具の購入又は修理に係る契約を業者とする 

際、補装具費支給券を補装具業者に提出すること。

ィ 補装具業者は、補装具の引渡しの際には、補装具費支給対象障害者等から利 

用者負担額についての支払いを受け、領収書を発行すること。ただし、利用者 

負担額が〇円と認定された補装具費支給対象障害者等については、領収書の発 

行を要しないこと。

ゥ 補装具業者は、代理受領に係る補装具費請求書に、代理受領に対する委任状 

及び補装具費支給券を添えて、市町村に提出すること。

工 市町村は、補装具業者から、ウに掲げる請求書等の提出があった場合は、審 

査のうえ、支払いを行うこと。
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（別添様式例第1号）
（別紙2 —1）

補装具費（購入・修理）支給申請書

申請日 年 月 日

（あて先）市町村長

伸請者）

住所

氏名

対象者との続柄

電話

下記のとおり補装具費の支給申請（購入•修理）をいたします。

補装具費の支給申請（購入•修理）の決定のため、私の世帯の住民登録資料、税務資料その他につい

て、各関係機関に調査、照会、閲覧することを承諾します。

対 

象 

者

住 所

フリガナ

氏 名

生年月日 年 月 日性別 電話

身体障害者手帳 

障 害 名

手帳番号 第 号 交付年月日 年 月 日

障害種別 障害等級

購入•修理を受ける 

補装具名

判定予定日

希望する 

補装具業 

者

名称

所在地

電話 FAX

該当する所得区分 生活保護•（低所得1•低所得2） • 一般• 一定所得以上

世帯範囲の特例に関 

する認定

□ 下記のいづれにもあてはまるため、住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみ又は申 

請者及びその配偶者のみの世帯とすることを申請します。

1. 税制上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていない。

2. 健康保険制度において、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等の被扶養者となっていない。

生活保護への移行予 

防措置に関する認定

□ ・生活保護への移行予防（定率負担減免措置）を希望します。
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（別添様式例第2号）
（別紙2 - 2 ）

調 査 書

申請年月日 年 月 日 申請者氏名

対 

象 

者

住 所

フリガナ 

氏 名

生年月日 年 月 日 性別 電話

世 

帯 

員 

の 

状 

況

氏 名 年齢

対象者

との 

続柄

課 税 状 況 備 考

課税区分 市民税 

所得割

非 

課 

税 

世 

帯

氏名 所得 障害年金 手当 合計

円 円 円 円

世帯区分 1.生活保護 （2.低所得1 3.低所得2） 4. 一般 5. 一定所得以上

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額

円 円

円 円

月額負担上限額

円

'用具名 基準額 見積額 利用者負担 公費負担

合 計

上記のとおり確認しました。

年 月 日

調査者
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（別添様式例第3号）

（別紙2 - 3 ）

判定依頼書

第 号

年 月 日

身体障害者更生相談所長殿

市町村長®

下記の者に対する判定を依頼する。

記

氏名 年 月 日生 住所

手帳 号 年 月 日交付 医療保険名

長期給付の内容（現在被保険者であればそれも含む）

家族関係

生育•職業歴

障害に関する既往歴 最近5年間の補装具 

交付•修理状況

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

現在受療中の医療機関名

判定依頼事項 通所、巡回、在宅
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（別添様式例第4号）
（別紙2 — 4 ）

なお、当日は本書を持参してください。 

記

判定通知書

第 号

年 月 日

市町村長画

殿

先に申請のあった 

年 月 日に

とになりました。

については、専門的判定の必要がありますので 

身体障害者更生相談所において判定を行うこ

1. 身体障害者手帳番号

2. 判定依頼事項

-18-



（別添様式1）
（別紙2 - 5 ）

判定書（自立支援医療（更生医療）•補装具）

第 号

年 月 日

身体障害者更生相談所長 印

平成 年 月 日付けの依頼については、下記のとおり判定する。

記

氏 名 男女

明治 

大正 

昭和 

平成

年 月 日生（歳）

居住地 県

区 

市 

郡

町

村

丁目 番 号 方

判定年月日 平成 年 月 日

障害名 程度 級

総合判定

-19-



医 

学 

的 

判 

定

障 

害 

状 

況

見

自
立
支
援
医
療(

更
生
医
療)

1具体的内容

2 治療効果見込み

3術後の等級（級）

4 医療費概算額 円

・補 

装 

具

1名称又は修理項目

2使用効果見込

3概算額

4 処方（図示）

-2〇-



（別紙2 - 6 ）

別添樣式例第5号（1）

義手処方箋（新規•再交付）

氏 罗

男•女 希 年 月 日生（）歳
名 睪

1 B 職（具体的に）

業

總（右-左•両） 断端長 cm

医学的所見

（冥常無・有）

.処方義手肩 上腕 肘 前腕 手 手根中手 指

. 妾飾 作業 能動（フック ハンド 手部交換式）
! 電動（ ） その他（ ）

ソケット・差込み式 顆上支持式（ ） 吸着式
全面接着式 オープンエンド（ナ重ソケット） その他（ ）

幹 部 殻構造（合成樹脂 木 アルミ） 骨格構造（ ）
作業用（旧型新型タンネンベルグ） その他

手先具能動フック（ ） 能動ハンド（ ）
, 装飾手掌作業用（ ） その他
手継手 固定 固定回旋式 交換式（ネジ クイックチェンジ 屈曲

回旋 その他）
能動ブロック（ ） 能動ヒンジ（： ）

肘継手 単軸 倍動 多軸 たわみ 手動ロック•ブロック 手動
,ロック•ヒンジ 骨格

肩 継手 遊動 屈曲外転 隔板 ユニバーサル 外転 その他 
ノ 亠一、8字 胸郭バンド 肩サドル 9字 上腕カフ
;は皙; 三頭筋バンド その他
'必貝ノ 布ベルト 皮革 ダクロン その他

特記事項
（指示）-------------------------------------------------------

処方

年 月 日

仮

せ

年 月 日良・不良

年 月 日良・不良

採型

年 月 日

適合判定

年 月 日
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（別紙2 — 7

別添様式例第5号（2）
義足処方箋（新規•再交付）

足指

氏
明

名

男•女
大 

昭 

平

年 月 日生（）歳

住 

所
—

（具体的に） 
職

菜

切断宀七序ゝ 
部位（右•左•両） 断端長 cm

医学的所見

（異常無-有）

処方義足 

ソケット

股 大腿 膝 下腿 サイム 足根中足

在来式 在来式 在 来 式 在来式 在 来 式 足袋式

カナダ式 差込み式 2重ソケ ソト PTB 力 ナダ 式 下腿式

その他 吸着式 そ の 他 PTS 2重ソケッ 卜 その他

全面接触式 KBM そ の 他

その他 その他

その他木アルミ（材質）合成樹脂 皮革

内ソケクト有（皮革•メポンジ•ビーライト・その他〉・ 無

幹 部殻構造 骨格構造（ ） 筋金 その他

股:継手固定 遊動（ ） その他

膝 継手 単軸 （前止め 横引き ヒンジ ブロック、

1固定 固定 遊動 遊動 丿

安全膝（ ） 空油圧制御（ ）

多軸（ ） その他（ ）

足 継手 単軸（ ） •多軸 固定 SACH ドリンガー足 その他

皿五％出肩吊帯 股吊 腰吊 骨盤帯 シレジアバンド
懸垂万氐大腿コルセ”ト その他

そ の 他ターンテーブル キャブシャフト トルクアブソーバー

（オプション）膝伸展辅助装置（ ）

特記事項 

（指あ）

処方

年 月 日

仮 

合 

せ

年 月 日良•不良

年 号 日良・不良

採型

年 月一日

適合判定

年 月 日
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（別紙2 — 8 ）

別添様式例第5号（3）

装具処方箋（新規•再交付）

氏

名

住

所 曲（）一

病 畳破
学 
的 
所

名 貝

1. 上肢装具a）眞装具b）肘c）J 
処左 f）把持装具S） MP屈曲（卡

2. 下肢號具a〉枝装具b〉長:下技装具＜ 
右 、f）足底装具

3. 体幹装具a）瓊推装具b）脚推装具＜ 
方页 4.軟型装具 a）長牝b）半長疏:c）チ*

5.その他

下 

肢 

装 

具

股

継

手

1.形a）遊動b）伸展制限付c）内并 

転媒番 d）継手なし（全固定）

※角度指定時は備考册に記入
2 . nシク a）検!Eめ b）.その他

3.その他

庫 

縫 

手

1-軸a）単軸b）多軸c?その他
2. ・材質 a）金属b）ブラスチョク

C）その他
3-僭a）遊動b）継手だし（全固定）

c）オフセッ卜d）歸伸展制限付
e）角度調節装卮付（ターン•パ”クル・ダ 
イヤル•その他） .
（※可動域又は屈曲 一度）
\固定角度 伸展一丄一度丿

4 . ロック a）縊!しめ（両・内・ 9V）

b） Xイス止め C）その他d） » Tクな 

し
5 .膝おさえ a）ニーバンドb?その他 

C）なし
6.矯正バッド（内，并・その他）

7 .プレティビアル・シェル
3. 反張確用装具少式指示）
9. プラ更チック腰姜具（形式指示）

10. 軟性膝装具（形式指示） 
1Lそり他

足

確

手

1-材質a.）金属b）プラスチシク

c）その他
2.形 の箱型b）ニ枚重ねc）継手な 

し（全固定） d）クレンザシク（正•逆-
二重•棒入り）e）ベネタは=＞ イル（両° 

内•外）f）その他 :
（※可動域又は.底屈 度、
\固定角度 背屈 度丿

3 -ストラップ（内•并・前おさえ•その他）
4 .プラスチック短下应装:K （形式指示）

5 .敬性短下技装具彫式指示）

6.その他

---------------------------- - • ‘ ” 一------------

男.女 奋焉 年 月 日生（）靈

尊（具体的に）

一 業

@方上重要な点〉

$背屈装具d）長対立装具e）短対立装具 
申展〉装具h）指装具 卩BヾF.〇 
c〉康装具d〉短・下お裝具e）シイスター

C）膜椎装具d）仙!©装具e）側穹矯正装具 

”ヨカ桃＜3＞短轨

下 

肢 

葱 

具

足

部

1. 支柱との接挠a）あぶみb）キッリ

■＞＜— c）その他 ,
2. 靴a）短»； b）編上靴c）その他

3. 開艺a）界科開きb）外羽根 

c）その他
4 .足板a）足袋型b）足底板破革・ 

ブラ・チック）c）そ•の他
5シューインサー）足底押板（材資・形 
嘉禾）

6.ヒールa）標準 b） SACH
c）トーマスd）ウニラジe）トルク
（内•外〇 f）その他

7 .ソールa）榛逢 b）中足バー

c） ロハー底d）その他 、
（※補高ヒール并____皿内____CT）

（ ソール cm 1
8. アーチ支えa） «のアーチb）横の

アーチ ー
9. フレアー（ヒ-・ル-ソール）（寸法ホ）
!〇 ＜さび（ヒール・ソール）（寸法指示） 

H・長い月形（内•外） 亠,*ー、
12. ふ左ず金a）專準b）借別（勵〇

13. その他

支

柱

そ

の

他

1. 支柱 J材質於・軽合金•その他） 

b）両何C）1側（内•外）
2. 支持部a）半月 b）モールド・コル

セット（皮革・ブラスチ・ノク•その他） 

C）その他 ,
3. ッイスタa）両•右・左めゴム. 

ヶ—ブルc）内疾用・丼饯用

4. その他 小
（注）半月の形・位置.コルセットの形状，

止めに用いるバンド・その他の特別な坊 
料等については図示文は記述

免
荷
装S

1. 坐骨支持（形式指示）

2. PTB式
3. 歩行おぶみ付

4 .その他
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骨

帯

!骨盤帯a）-aめ二重 Qその他

2 バタフライ（両・右・左）

3その他

牡

幹

建

具

1

2

3
2

3

4

5

6

基本構造D軟性b）準硬性亡）换性

目的部位（仙腸・康・胸・頸）
コント妙ールの方向的曲・伸展・側屈・回 

旋）

型厂軟性コルセットb）ナイトめテーラー

d）ナイト・テーラー e）スタインドラー 

f）ジュウェy卜 Qウィ9アムス 

ジャケット"その他 

側倉第正装具a） 

アーム 魏式指示） わその他

頸椎装具Qカラー b）支柱つき 

d）その他

h）モ—ルド

b）アンダー

肩關節装具

D启外就装具b）着甲骨保持装具のその他 

肘関節装具

a）保持装具b）動的指示装具。その他

手部・揩装具

a） 対立装具〔長•短）

b） 把持装具 睹式・駆動源把示）

c） 手背屈装具（バネル・その他）

d） トーマス形懸垂装具
总）オッベンハイマー形装具

f）MP用姜具（ナックルベンダ•逆ナックル 

ベンダ•その他）

Q指装具（指用ナックルベノゲ・逆ナックル 

ベンダ・酹計バネ装具*实全ビン装具・そ 

の他〉

h）手部（含手関節）固定用装具

i〉そり他

特殊裟具（BFO ・機能的上肢妾具・その他） 

その他の上肢装具（詳細紀述〉

備萼1

2

3

装具の略図を描き,必要に応じて説明をつける 

その他にチェックした時は必ず処方の群細を記 

述する

パーツの寸法■材質・色尊,特と指定する時は 

記述すろ

追加・変更・項（年月日紀入）

指示事項

処

方

年 月 日 仮合せ£ 年 月 日

擇

年 月 日

型

仮合せ舟 年 另 日

仮合せI 年 月 日 適合判定 年 月 B
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（別紙2 — 9 ）

別就式例第5号⑷車椅子処方
笺

氏名 男女明-大・昭・平 年 月 日生 歳

住所

病名

職業（具体的に）］

種

1後検駆動式（普通型?
2 ―前裔!K動式（トラベラー） 

!固定式
2折りたたみ式

3）シングルブレース
b）ダブルプレース

ハ

2

類

3
4

片手腿動式孩右 
簡易型a）中星も看

b） /ラ彳ター
c） ハギー
d〉その他 

主動チェーンま 
その也

リ

ム

駆

フ 
レ

A

1径
a）16 b）19 c） 22 bid 

2材質
a）扶 b）ステンレス
c）軽合金

動

医学的 

所見

TEL < ）

鬼 車埼子への移乗能力 自立・介助

!廩準
2 ノブつき

a）水平b）垂直c）握り
4ケ,6ケ，8ケ，2ケ

3 すべり止め
a）ゴムb）皮c）その他 

4その他

1 径18, 20,22,24インチ 
その他
2ホイール材質a）鉄 

b）軽合金c）ステンレス
3 タイヤ

a） ソリバ

b） 空気入は:二遵！

1径
a）16 b）19 c） 22 ara 

彳J誓合金b）铁

c）ステノレス d）その他

附

属

品

才 
プ 

シ
3

ソ

1§5, 6, 7, 8インチ
2 タイヤ

a） ソリッド
b） 空気入り

枝置きQ右b）左 
ポケット

a）近みたれb）その他 
車番子用テーブル 
腰受け（ヒール?レーブ） 
足部ストフップ 
シートベルト

座板
シートクフション

材貿 

厚さ

9 その他

背父 

も; 

た; 

れと

!固定式 2 若脱式3 折たたみ式 測定寸法 測定値を（ ）内に記入

肘デ

あ:

てこ

フ

ツ

レ 

ス 

卜

プ

レ

I

キ

J廉準型
2後開きa）右
3 リクライニング
4 ヘブドレスト
5 にぎりra）固定 
（ハンドル）la）曲

1寒華型 1固定式
2 デスク型 2 着脱式
3 その他 a）ボールロック

b）ピンロック

中C）左 
セミ b）フノレ 
固定b）取外し
取;4しc？不要 

・直

スカートガードa）要 b）不悪 
タイヤガード a）要 b＞不奠

a）軟性パッドb）硬性パッドc）バッドなし

フサ

み 

レ!

トト

レサ 
シが 
グI

1
2
3

1
2
3

!固定式
2伸縮弍i
3開き式 
呼ン/7ウト）

5豔星

I両側兼用

2片®!独立

レパー式 a） 
トグル式 

その他

片手操作式

フ 

ツ 

卜 

ブ 

レ
I 
b

勰式

折りたたみ式

材•戦軽合金 

質

b） プラスチンク

c） ベルト

トウガード
a）右b）左

平板 b）丸棒

心 4 03
長 左 ;6

キマネターブ!Z —キ 要 不裏

シ 準
板
他

み込
の

標
切
そ

a）著脱式b）折りたたみ式

処方 年 月 日

備考:1 その他に印したときは，必ず処方内客を 

記述すること。

2 色,材質,患者の希望事項などを記述す 

ること。

出来上がり重:a -甩

酒合制定 年 月 日
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（別紙2 —1〇 ）

別添様式例第5号（5）

電動車椅子処方箋

氏 名 男女 明•大•昭•平 年 月 日生 歳

住 所 B () 一

病 名 体重 kg車椅子への移乗 自立介助

職 業

（具体的に）

主 な

使用場所
屋内•屋外（ ）

種 類 L 標準型 2.リクライニング式 3.その他 車名

車

体

1.背もたれ傾斜角度調節 2.背もたれ着脱 3.アームレスト着脱

4.フットレスト挙上式 5.車体の折りたたみ 6.手押し走行

7.補助ブレーキ 8.その他

寸 

法

…カ標準2•指定ミ二鑒 :C）その他

バッテ

リー
1.一般自動車用 2.その他 充電器1.内蔵 2.独立

制 

御

ジ

ヨ 

イ 

ス 

テ 

彳 

ツ 

ク 

レ

燥作源 1.上肢 2.頭部（チン,マウス,額） 3.音声 4.その他

制 

御 

ボ

ツ 

ク 

ス

].位’ 置 a）右 b）左 c）その他

a）固定式 b）調節式 c）移動式

2. スイッチ a） メーカー標準 b） 指定

3. レバ■—の形 a） メ ーカー標準 b）指定

4. レバーの長さ a） メーカー標準 b）指定 5

5. レバーの抵抗 a） メーカー標準 b）指定（現物で指定）

（重さ）

附属品
1.シートベルト 2. バックミラー 3. 警笛 4. シートクッション

5.その他

備考（指定，その他の内容，患者希望などを記入）

処方 年 月 日
適
判

; 年 月 日
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（別添様式例第6号）
（別紙2 —11）

補装具費支給意見書

氏名 年 月 日生（歳）

障害名及び原因となった疾病•外傷名

障害の状況（下記補装具を必要と認める理由が明確となるよう記載する）

必 

要 

と 

認 

め 

る 

補 

装 

具

補装具の種目、名称

処方

使用効果見込み

上記のとおり意見する

年 月 日

病院又は診療所名

所 在地

診療担当科名

作成医師氏名 @
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（別添様式例第7号） （別紙2 -12 ）

補装具費支給決定通知書

年 月 日 

伸請者）様

市町村長

標記のことについて、次のとおり決定しましたので通知します。

対 

象 

者

住 所

フリガナ 

氏 名

生年月日 年 月 日 性別 電話

支給番号 支給決定日 年 月 日

決定内容

補 

装 

具 

業 

者

名称

所在地

電話

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額

円 円

円 円

月額負担上限額

円

教示事項
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（別添様式例第8号）
（別紙2 -13 ）

補装具費支給券

支給番号
支 給

決定日
年 月 日

氏 名 生年月 日 年 月 日

住 所

保護者氏名 続柄

補装具の名称 修理部位

補装具 

業者

名称

所在地

電話

基準額 見積額 利用者負担額 公費負担額

円 円

円 円

月額負担上限額

円

上記のとおり決定する。

平成 年 月 日

市町村長

判定 

検査

判 定 

年月 日
平成年 月 日

判定員 

職氏名

受領
受 領 

年月 日
平成年 月 日

受領者 

氏 名

本人と 

@の関係
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（別添様式例第9号） （別紙2 -14 ）

却下決定通知書

;〒 -

:〇市（町・村）

! 〇〇 〇〇 様

文書番号 

平成年 月 日

〇〇市（町村）長

年 月 日に申請された補装具費の支給申請及び利用者負担額減額•免除

等申請については、下記の理由により却下することに決定しましたので通知します。

記

!申請事項

2 却下の理由

教 示

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し 

て6 0日以内に〇〇市町村長に対して異議申立てをすることができます。

この処分の取消しを求める訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月 

以内に限り、〇〇市町村長を被告として（訴訟において市町村を代表する者は市町村長とな 

ります。）提起することができます（なお、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6 
か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消し 

の訴えを提起することができなくなります。）。

また、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6 〇日以内に異議申立てをした場合 

には、この処分の取消しの訴えは、その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の翌日か 

ら起算して6か月以内であれば、提起することができます。（なお、その異議申立てに対する 

決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内であっても、その異議申立てに対する 

決定の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することがで 

きなくなります。）。

-3〇-



（別添様式例第1〇号）

補装 具 費 支給 申請 決定 簿

申請 

受付 

月日

ケース 

番号
氏名 居住地

手帳 

番号

購入•修 

理の別

判定依頼 

年月日

判定書受 

付年月日

支給 

決定 

月 日

支給 

番号

補装具の 

名称及び 

修理部位

補装 

具業 

者名

基準 

額

利用 

者負 

担額

世帯 

区分

適合 

判定 

月日

引渡 

月日

補装具 

費支払 

月日

支払 

金額

bn

蚕
2

5



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 24 資料11

国立更生援護施設等の入所事務等について

平成18年8月2 4日 

障害福祉課施設管理室



—1—

1国立更生援護施設

障害右文援施設の 扌旨定（:こは＞ ゝ民 一 1 -------------------------------------------------------------- 1

〇国立更生援護施設@、平成18年1〇月より障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設に位置付けられ 
ることから、施設所在地の道県知事に対して指定手続きを行うこととなるので、関係道県（北海道、栃木県 
埼玉県、静岡県、兵庫県、福岡県、大分県）におかれては、円滑な指定が図られるよう特段のご配慮をお願 
いする。

施設利用者の支給決定等について一-----------------------------------------------

〇従来、国立更生援護施設の利用については、市町村の意見書に基づき行っていたが、平成18年10月以後 
においては、「市町村からの支給決定」を受け、市町村が交付する「受給者証」により行うこととなるとと 
もに、自立支援給付についても市町村から給付を受けることになるので、関係市町村に対して周知方お願い 
する。

〇なお、国立更生援護援護施設は事業者に関する経過措置がないため、平成18年10月以降引き続き施設を 
利用する現入所者については、速やかに支給決定手続きが行われるよう関係市町村に対して周知徹底方よろ 
しくお願いする。

障害福祉計画の適切な反映について I------------------------------------------------------------------

〇国立更生援護施設への入所は全国の障害者を対象としており、現入所者についてみれば、その出身地は45 
都道府県3 7 3市町村に及んでいる。これら利用者について、各都道府県、市町村において策定する障害福 
祉計画のサービス見込み量等に適切に反映されるようお願いする。



1国立更生援護施設の概要

施設名 所在地 現行事業内容等

国立身体障害者リハビリテーション 

センター

（更生訓練所•病院•研究所•学院）

TEL 04-2995-3100
FAX 04-2995-3102 
http：//www. rehab, go. jp/

c我が国の身体障害者の中核的リハビリテニ\ 
ション施設として以下の事業等を実施。

① 身体障害者に対する総合的リハビリテー 

ション
② リハビリテーション技術の研究と開発

③ リハビリテーション関係専門職員の養成 

•研修
④ リハビリテーションに関する情報の収集 

と提携
J⑤リハビリテーションに関する国際協力丿

埼玉県 

所沢市

アー般リハビリテーション課程（就労移行支援を予定） 

肢体不自由、聴覚言語障害、視覚障害等に対し、職業、 

職能訓練の実施

ィ理療教育課程（就労移行支援（養成施設）を予定） 

中途失明者等に対し、あん摩マッサージ指圧師、はり 

師、きゅう師の養成のための教育訓練の実施

・高卒3年課程
•中卒5年課程

ゥ生活訓練課程（自立訓練（機能訓練•生活訓練）を予定） 

中途失明者等に対し、社会生活に適応させるために 

必要な歩行訓練、コミュニケーション訓練等の生活訓 

練の実施

また、高次脳機能障害者に対するコミュニケーショ 

ン訓練等の生活訓練の実施

国 

立 

光 

明 

寮

国立函館視力障害センター

TEL 0138-59-2751
FAX 0138-59-4383
http：//www. hakodate-nhb. go. jp/

北海道 

函館市 ア理療教育課程（就労移行支援（養成施設）を予定） 

中途失明者等に対し、あん摩ヌッサージ指圧師、はり 

師、きゅう師の養成のための教育訓練の実施

-高卒3年課程
•中卒5年課程

イ生活訓繰課程（自立訓練（機能訓練）を予定）

中途失明者等に対し、社会生活に適応させるために 

必要な歩行訓練、コミュニケーション訓練等の生活訓 

練の実施

国立塩原視力障害センター

TEL 0287-32-2934
FAX 0287-32-2941
http：//www. shiobara-nhb. go. jp/

栃木県 

那須塩原市

国立神戸視力障害センター

TEL 078-923-4670
FAX 078-928-4122
http：//www. kobe-nhb. go. jp/

兵庫県 

神戸市

国立福岡視力障害センター

TEL 092-806-1361
FAX 092-806-1365
http：//www. fukuoka-nhb. go. jp/

福岡県 

福岡市

国

立

保 

養 

所

国立伊東重度障害者センター

TEL 0557-37-1308
FAX 0557-36-0571
http：//www, ito-nrh.go.jp/

静岡県 

伊東市

主に肢体不自由者で最重度といわれる「頸髄損傷」に 

対し以下の訓練を実施（自立訓練（機能訓練）を予定）

•理学療法•作業療法等の医学的リハビリテーション 

の実施

•職能訓練

•ケースワーク、心理判定等の社会的•心理的リハビリ 

テーションの実施

国立別府重度障害者センター

TEL 0977-21-0181
FAX 0977-21-2794
http：//www. beppu-nrh. go. jp/

大分県

別府市

害
児
施
設 

国
立
知
的
障

国立秩父学園

TEL 042-992-2839
FAX 042-995-2253
http：//www. chichibu-gakuen. go. jp/

埼玉県

所沢市

知的障害の程度が著しい児童または視覚等に障害のある 

知的障害児に対する保護•指導の実施

※契約制度へ移行



2国立更生援護施設入所者の出身市町村一覧

68」結域市 4

出身都道府県 出身市町村 利用者数
1 北海道 函館市 12

2 札幌市 9

3 旭川市 3
4 北見市 1

5 網走市 2

6 江別市 2

7 苫小牧市 1

9 岩見沢市 2

10 千歳市 1

11 名寄市 1

12 白老町 1

13 知内町 1

14 浜中町 1

15 北斗市 3

16 ハ雲町 2

17 上磯町 1

18 根室市 1

19 室蘭市 1

20 枝幸町 1

21 平取町 1

22 青森県 青森市 3

23 黒石市 1

24 十和田市 2
25 ハ戸市 2

26 板柳町 1

27 田子町 1

28 横浜町 1
29 五所川原市 1
30 階上町 1
31 東北町 1
32 六ヶ所村 1
33 岩手県 久慈市 2
34 盛岡市 2
35 陸前高田市 2
36 普代村 1
37 金ケ崎町 1
38 滝沢村 1
39 二戸市 1
40 ~関市 1
41 花巻市 1
42 矢巾町 1
43 宮古市 1
44 宮城県 イm台市 4
45 気仙沼市 3

46 東松島市 2
47 鳴子町 1
48 名取市 2
49 美里町 1
50 登米巧 1
51 秋田県 鹿角庐 1
52 北秋田市 1
53 桶手市 1
54 美郷町 1
55 大仙市 1
56 山形県 山形市 1
57 1
58 福島県 福島市 1
59 郡山市 1
60 いわき市 1
61 棚倉町 1
62 二本松市 1
63 東和町 1
64 都山市 2
65 塩川町 1
66 茨城県 永戸市 1
67 土浦希 2

（平成18年8月17日現在）

出身都道府県 出身市町村 利用者数
69 茨城県 筑西市 4

70 日立市 3

71 桜川市 2

72 鹿嶋市 2

73 石岡市 1

74 牛久市 2

75 古河市 1

76 取手市
77 龍ヶ崎市 1

78 北茨城市 2

79 常陸大宮市 1
80 神栖町 1

81 下館市 1

82 茨城町 1

83 栃木県 宇都宮市 2

84 今希市 1

85 大田原市 1
86 足利市 1

87 佐野市 2

88 栃木市 1
89 那須塩原市 3

90 那須町 1

91 芳賀町 1

92 益子町 1
93 河内町 1

94 大平町 2

95 日光市 2

96 真岡市 1
97 群馬県 高崎市 3

98 伊勢崎市 2
99 桐生市 3

100 沼田市 1
101 前橋市 3
102 渋川市 3
103 富岡市 2
104 太田市 1
105 邑楽町 1
106 大泉町 1
107 安中市 1
108 榛東村 1

109 吉岡町 1
110 月夜野町 1

111 埼玉県 さいたま市 11
112 ふじみ野市 1
113 羽生市 2
114 越谷市 3
115 狭山市 5
116 戸田市 1
117 坂戸市 1
118 三芳町 1
119 所沢市 14
120 小鹿野町 1
121 松伏町 1
122 菖蒲町 1
123 上尾市 4
124 朝霞市 1
125 東松山市 1
126 入間市 1
127 八潮市 1
128 北本市 2
129 嵐山町 1
130 蓮田市 2
131 富士見市 1
132 新座市 1
133 鳩山町 1
134 蕨市 1
135 川越市 4



出身都道府県 出身市町村 利用者数
136 埼玉県 川口市 6

137 川島町 1

138 草加市 1

139 秩父市
140 岡部町 1

141 鷲宫町 2

142 白岡町 1

143 日高市 1

144 三郷市 1

145 千葉県 千葉市 4

146 流山市 2

147 船橋市 3

148 柏市 3

149 野田市 2

150 市原市 1

151 成田市 1

152 旭市 2

153 袖ケ浦市 2

154 印西市 2

155 鎌ケ谷市 1

156 いすみ市 1

157 市川市 3

158 松戸市 2

159 木更津市 1

160 東京都 あきる野市・ 1

161 稲城市 1

162 葛飾区 6

163 江戸川区 3

164 江東区 4

165 渋谷区 .2

166 荒川区 3

167 小平市 1

168 新宿区 3

169 杉並区 7

170 世田谷区 3

171 清瀬市 2

172 足立区 3

173 台東区 2
"174 練馬区 7

175 大田区 4
1761 中野区 1

177 町田市 1

178 東久留米市 4

179 東村山市 2

180 板橋区 4

181 豊島区 2

182 府中市 2

183 武蔵村山市 3

184 武蔵野市 2

185 文京区 2

186 北区 2

187 墨田区 2

188 立川市 4

189 昭島市 1

190 日野市 1

191 多摩市 1

192 港区 1

193 国分寺市 1

194 西東京市 2

195 調布市 1

196 奥多摩町 1

197 神奈川県 座間市 1

198 横浜市 5

199 川崎市 2

200 相模原市 1

201 大和市 1

202 厚木市 1

203 新潟県 柏崎市 3

204 阿賀野市 1

205 新潟市 5

206 朝日村 1

207 長岡市 1

208 真野町 1

209 小須戸町 1

出身都道府県 出身市町村 利用者数
211 富山県 小矢部市 1

212 高岡市 1

213 石川県 金沢市 1

214 福井県 三国町 1

215 敦賀市 1

216 山梨県 富士河口湖町 1

217 山梨市 1

218 都留市 1

219 長野県 上田市 1

220 佐久市 1

221 岐阜県 岐阜市 1

222 岐南町 1

223
・ヽ
下呂产 1

224 静岡県 静岡庐 5

225 伊東产 1

226 沼津市 6

227 焼津庐 1

228 島田产 2

229 熱海市 1

230 函南町 2

231 浜松市 2

232 袋井市 1

233 浜北市 1

234 菊川市 1

235 愛知県 名古屋市 9

236 豊田市 1

237 清須市 1

238 愛西市 1

239 春日井市 1

240 津島市 1

241 稲沢市 1

242 北名古屋市 1

243 一宮庐 1

244 田原市 1

245 西尾亍亍 2

246 三重県 桑名方 1

247 伊勢亍亍 1

248 南伊勢町 1

249 滋賀県 甲良町 1

250 愛荘町 1

251 守山市 1

252 長浜市 1

253 京都府 福知山市 1

254 亀岡市 1

255 舞鶴市 1

256 久御山町 1

257 綾部市 1

258 大阪府 東大阪市 1

259 島本町 1

260 大阪市 2

261 柏原市 1

262 茨木市 3

263 兵庫県 神戸市 15

264 明石市 7

265 小野市 1

266 西宮市 3

267 姫路市 5

268 芦屋市 1

269 三木市 1

270 丹波市 2

271 加古川市 3

272 高砂市 1

273 尼崎市 3

う74 央栗市 1

275 多可町 1

276 上郡町 1

277 淡路产 1

278 奈良県 奈良厂 1

279 鳥取県 鳥取百 1

280 島根県 松江方 1

281 広島県 広島方 1

282 東広島市 2

283 呉市 2

284 山口県 下関市 1



I 3581 宮崎県 f宮崎市 1

210 川西町 1

出身都道府県 出身市町村 利用者数
286 山口県 美祢弓 1

287 徳島県 徳島亍 1

288 阿南F 1

289 香川県 観音ミち市 1

290 愛媛県 伊予市 1

291 松山市 3

292 東温市 1

293 今治市 1

294 高知県 安芸市 1

295 高知市 ヽ1

296 福岡県 鞍手町 2

297 宇美町 1

298 うきは市 1

299 金田町 1

300 古賀市 2

301 行橋市 1

302 香春町 1

303 志免町 1

304 大牟田市 2

305 直方市 1

306 粕屋町 1

307 福岡市 21

308 北九州市 8

309 久留米市 2

310 筑紫野市 1

311 川崎町 1

312 大刀洗町 1

313 宗像市 1

314 みやこ町 1

315 田川市 2

316 飯塚市 4

317 大任町 1

318 柳川市 1

319 ハ女市 1

320 福津市 1

321 佐賀県 基山町 1

322 鳥栖市 2

323 唐津市 1

324 有田町 1

325 佐賀市 1

326 肥前町 1

327 嬉野市 1

328 みやき町 2

329 長崎県 佐世保市 3

330 老岐希 1

331 南島原市 1

332 西海市 1

333 長崎市 4

334 諫早市 3

335 北有馬町 1

336 佐々町 1

337 大村市 1

338 玉之浦町 1

339 熊本県 熊本市 2

340 山鹿市 1

341 山都町 1

342 小国町 1

343 相良村 1

344 南小国町 1

345 水上村 1

346 益城町 1

347 蘇陽町 1

348 天草市 1

349 合志市 1

350 大分県 宇佐市 2
351 大分市 4

352 別府市 1

353 日田市 1

354 佐伯市 1

355 豊後大野市 1

356 11東市 1

357 津久見市 1

285 防府市 1

出身都道府県 出身市町村 利用者数
359 宮崎県 延岡市 1

360 都城市 1

361 日南市 2

362 西都市 1

363 鹿児島県 鹿児島市 4

364 出水市 1

365 大崎町 1

366 枕崎市 1

367 奄美市 1

368 沖縄県 宜野湾市 1

369 那覇市 3

370 宮古島市 1

371 上野村 1

372 佐敷町 1

373 南城市 2

合計 4 5都道府県3 7 3市町村



2 国立のぞみの園

のぞみの園の概要について; 一 I----------------------------------------------------------------

〇独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園は、重度の知的障害者に対する自立のための先溥的か 
つ総合的な支援の提供、並びに、調杳及び研究等を行い、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とした 
法人である。

施設.利用者の支給決克等［ つ・いて I---------------------------------------------------------- ------

〇平成18年1〇月以降において当施設へ入所する場合の手続きは、「市町村からの支給決定」を受け、市町 
衬が交付する「受給者証」により行うこととなるとともに、自立支援給付についても市町村から給付を受け 
ることになるので、関係市町村に対して周知方お願いする。

〇なお、のぞみの園には事業者に関する経過措置がないため、平成18年1〇月以降、引続き施設を利用する 
現入所者については、市町村から新たな障害程度区分による支給決定を受ける必要があるので、この点につ 
いても関係市町村に対して、周知徹底方よろしくお願いする。

■f障害福祉計画の適切な反映'についてー］----------------------------------------------------------------

〇のぞみの園への入所は、全国を対象としており、現入所者についてみれば、その出身型は44都道府県2 6 
5市区町村に及んでいるところであり、各都道府県、市区町村において策定する障害福祉計画においては、 
のぞみの園の入所者の地域移行を念頭に置きながら数値目標を設定する等サービス見込み量等について、当 
施設の利用者が適切に反映されるようお願いする。

__6——



3 独立行政法人のぞみの園施設入所者の出身市町村一覧

出身都道府県 出身市町村 利用者数

1 北海道 士幌町 1

2 釧路市 1

3 苫小牧市 1

4 札幌市 1

5 稚内市 1

6 北見市 1

7 江差市 1

8 伊達市 1

9 帯広市 1

10 岩手県 奥州市 1

11 大槌町 1

12 花巻市 1

13 北上市 1

14 一関市 1

15 宮城県 仙台市 1

16 秋田県 秋田市 1
17 五城目町 1
18 山形県 山形市 1
19 飯豊町 1
20 三川町 1
21 長井市 1
22 福島県 郡山市 2
23 相馬町 1
24 西郷村 1
25 茨城県 結城市 1
26 日立市 2
27 伊奈町 1
28 土浦市 2
29 水戸市 3
30 筑西市 3
31 常陸太田市 1
32 高萩市 1
33 古河市 1
34 栃木県 宇都宮市 3
35 栃木市 1
36 鹿沼市 1
37 足利市 2
38 小山市 2
39 岩舟町 1
40 大平旳 1
41 河内町 2
42 那須町 1
43 大田原市 1
44 塩谷町 1
45 群馬県 渋川市 1
46 伊勢崎市 2

（平成18年8月17日現在）

出身都道府県 出身市町村 利用者数

47 群馬県 前橋市 8

48 下仁田町 1

49 榛名町 2

50 玉村町 1

51 高崎市 22

52 安中市 2

53 みどり市 1

54 太田市 3

55 東吾妻町 1

56 神流町 2
57 甘楽町 2

58 藤岡市 1

59 中之条町 1

60 富岡市 3

61 埼玉県 さいたま市 6

62 川口市 3
63 三芳町 1
64 熊谷市 1
65 川越市 2
66 宮代町 1
67 草加市 2
68 寄居町 1
69 狭山市 1
70 東松山市 1
71 吉川市 1
72 羽生市 2
73 鳩山町 1
74 坂戸市 1
75 ふじみ野市 1
76 小川町 2
77 深谷市 2
78 . 幸手市 1
79 鴻巣市 1
80 春日部市 2
81 上尾市 1
82 入間市 2
83 所沢市 1
84 吉見町 1
85 皆野町 1
86 北本市 1
87 三郷市 1
88 東京都 港区 1
89 新宿区 2
90 文京区 1
91 台東区 2
92 墨田区 2



出身都道府県 出身市町村 利用者数

93 東京都 江東区 2

94 品川区 3

95 目黒区 3

96 大田区 3

97 世田谷区 5

98 渋谷区 1

99 杉並区 2

100 豊島区 4

101 北区 5

102 荒川区 3

103 板橋区 4

104 練馬区 8

105 足立区 7

106 葛飾区 4
107 江戸川区 6

108 八王子市 3

109 立川市 1

110 武蔵野市 2

111 三鷹市 4

112 青梅市 2

113 府中市 1

114 昭島市 2
115 調布市 1

116 小金井市 2
117 日野市 1

118 東村山市 1

119 国分寺市 2

120 東大和市 1

121 東久留米市 3

122 瑞穂町 1

123 千葉県 船橋市 6

124 ハ千代市 3

125 浦安市 2

126 野田市 1

127 松戸市 2

128 市川市 6

129 匝磋市 1

130 白子町 1

131 鴨川市 1

132 佐倉市 2

133 銚子市 2

134 南房総市 1

135 睦沢町 1

136 いすみ市 1

137 館山市 1

138 柏市 3

139 ハ街市 1

140 千葉市 9

141 神奈川県 相模原市 5

出身都道府県 出身市町村 利用者数

142 神奈川県 南足柄市 1

143 小田原市 2

144 平塚市 1

145 川崎市 4

146 城山町 1

147 大和市 1

148 横須賀市 1

149 座間市 1

150 秦野市 1

151 厚木市 2
152 藤沢市 2

153 横浜市 12
154 新潟県 小千谷市 2
155 阿賀町 1
156 南魚沼市 3
157 栃尾市 1
158 佐渡市 1

159 川口町 2

160 田上町 1

161 魚沼市 1

162 長岡市 7

163 三条市 3
164 柏崎市 1

165 新潟市 2
166 燕市 1

167 富山県 富山市 2

168 滑川市 2

169 入善町 1

170 石川県 金沢市 2

171 加賀市 1

172 七尾市 1

173 福井県 鰭江市 1

174 山梨県 甲府市 3

175 南部町 1

176 甲斐市 1

177 北杜市 1

178 大月市 1

179 増穂町 1

180 長野県 長野市 5

181 北相木村 1

182 佐久市 2

183 小諸市 1

184 上田市 1

185 南牧村 1

186 岐阜県 恵那市 1

187 郡上市 1

188 東白川村 1
189 岐阜市 2
190 多治見市 1

00



出身都道府県 出身市町村 利用者数

191 静岡県 三島市 2
192 静岡市 2
193 伊豆の国市 1
194 川根本町 1
195 藤枝市 1

196 裾野市 1

197 浜松町 1
198 湖西市 1
199 掛川市 1
200 沼津市 1
201 森町 1
202 愛知県 小牧市 1
203 一宮市 2
204 豊橋市 1
205 弥富町 1
206 一色町 1
207 名古屋市 6
208 瀬戸市 2
209 阿久比町 1
210 豊田市 1
211 三重県 御浜町 1
212 伊勢市 1
213 滋賀県 東近江市 1
214 彦根市 1
215 京都府 福知山市 1
216 精華町 1
217 綾部市 1
218 大阪府 守口市 2
219 高槻市 1
220 大阪市 2
221 ハ尾市 1
222 兵庫県 播磨町 1
223 宝塚市 1
224 神戸市 4
225 西宮市 1
226 豊岡市 3
227 相生市 1
228 赤穂市 2
229 奈良県 天川村 1
230 和歌山県 和歌山市 1
231 紀の川市 1
232 鳥取県 八頭町 1
233 琴浦町 1
234 鳥取市 1
235 島根県 益田市 1
236 出雲市 2
237 雲南市 2

238 松江市 1

出身都道府県 出身市町村 利用者数

239 岡山県 岡山市 1
240 瀬戸町 1
241 倉敷市 1
242 広島県 廿日市市 1
243 広島市 4
244 尾道市 1
245 北広島町 1
246 三原市 1
247 山口県 岩国市 1
248 周南市 1
249 徳島県 阿南市 1
250 香川県 小豆島市 1
251 丸亀市 2
252 愛媛県 今治市 1
253 伊方町 1
254 松山市 1
255 高知県 高知市 1
256 土佐町 1
257 土佐市 1
258 福岡県 北九州市 2
259 大牟田市 1
260 佐賀県 小城市 1
261 熊本県 山鹿市 1
262 大分県 大分市 2
263 宮崎県 高鍋町 1
264 宮崎市 3
265 鹿児島県 いちき串木野市 1

合計
44都道府県

265市区町村



精神保健福祉法改正関係について
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1入院患者の処遇の改善
» 〇  >  "ゝ;》,

、定期病状報告制度の見直し

I任意入院患者に対する定期病状報告制度の導入 

(1)改正ポイント

都道府県知事は、改善命令等を受けた精神科病院に入院する任意入院患者の適 

切な処遇を確保するため、条例に基づき、①一定の要件に該当する精神科病院の管 

理者に対し、②一定の要件に該当する任意入院患者について、③当該患者の病状 

等に関する報告を求めることができ、さらに、当該患者の処遇の妥当性について精神 

医療審査会に諮ることができる。
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（2）省令等で規定する内容

① 報告を求めることができる精神科病院の管理者の要件

改善命令等を受けた精神科病院の管理者であって、当該命令を受けた日から5年を 

経過しないもの及びこれに準ずる者（当該命令を受けた日から5年を経過してもなお改 

善されないと認められる者とする。）。

② 報告を求めることができる任意入院患者の要件

現に任意入院している者であって、入院後1年以上経過している又は開放処遇の制

限（隔離•拘束を含む）を受けている者C

「開放処遇の制限を受けている者」とは、入院時より6ヶ月の間に、本人の求めに応じ 
て病院の自由な出入りを夜間を除いて制限されている者であること。

③ 報告の頻度

（ア）入院後彳年以上経過している者については、入院時から12ヶ月ごと

（イ）開放処遇の制限を受けている者については、入院時から6ヶ月経過時

を目途とすること。（1年以上経過している者については、（ア）で対応）
④ 報告を求めることができる内容

省令において報告事項を定めるとともに、通知において報告様式（別添1:P1）を揺 

示する予定。

⑤ 報告後の処理

報告された者の処遇の妥当性について精神医療審査会に諮ることができる（現行の 

医療保護入院と同様に取り扱うことができる。）。
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(3)条例で規定する内容
任意入院者に対する定期病状報告制度に関する条例を制定する。 

・報告を求める手続き

(2)①の条件に該当する精神科病院の管理者は定期的(医療保護入院に係る定 
期病状報告と同様)に報告書を提出しなければならない。

・報告内容

(2)②の条件に該当する任意入院患者に係る病状等(報告様式については、通 

知で提示予定。(別添1:P1))



〇関係条文 '

精神保健福祉法

（定期の報告等）

第三十八条の二（略）

2 （略）

3都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神病院の管理者（第三十八条の七第一項、第二項又は第四項 

の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過し 

ないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、当該精神病院に入院中の任 

意入院者（厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る°）の症状その他厚生労働省令で定める事項につい 

て報告を求めることができるC

（定期の報告等による審査）

第三十八条の三（略）

2〜4（略）
5 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係 

る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者について 
その入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができるC

6 （略） ノ
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H医療保謹入院患者の定期病状報告の様式の見直し

医療保護入院患者の病状を適切に確認し、早期に退院や任意入院への移行を促すよ 

う、定期病状報告の様式を見直し、「任意入院に移行できない理由」「病識獲得の取組」 

等の欄を追加し、記載を求める（省令及び通知を改正）。（別添2:P4）

1_措置入院患者の定期病状報告の頻度の見直し

措置入院患者の入院期間の短縮化等を踏まえ、従来の6ヶ月後以降の報告に加え、措 

置入院の3ヶ月後に定期病状報告を求めることとする（省令及び通知を改正）。報告事項 

は従来の6ヶ月以降の報告における報告事項と同様とする方向で検討。（別添3:P7）
（報告時期;3ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後、18ヶ月後、24ヶ月後…）
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1
長期任意入院患者に同意の再確認を求める仕組みの導入

長期間任意入院している患者の病状を適切に確認するとともに、入院目的や退院でき 

るかどうかを再確認するため、任意入院患者について、入院後1年経過時及び以後2年 

ごと（［年後、3年後、5年後、7年後…）に同意書の提出を求め、書面によって入院に係 

る同意の再確認を行うものとする。（別添4:P10）

・同意書による再確認の時期は、入院後1年経過した日及び以後2年ごと経過した日の 
属する月の月末までとする。

・同意書については精神科病院の管理者が保存。

•都道府県への提出は不要であるが、同意の再確認を行っているか否かは指導監査に 

おいて確認。 一

〇関係条文

（任意入院）

第二十二条の三 精神病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院 

1 が行われるように努めなければならない。
<_______________ _______________________________________________________________________________________________ ノ
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隔離及び身体拘束等の行動制限について一覧性のある台帳の整備

精神科病院への入院患者に対する行動制限が病状等に応じて必要最小限の範囲内で 

適正に行われていることを病院•病棟内で常に確認できるよう、行動制限について一覧性 

のある台帳（行動制限を受けている患者や患者ごとの行動制限の期間を記載した台帳（搓 

式は一律には定めないが、患者氏名、行動制限開始日、入院形態、行動制限内容（昭和 

63年4月8日厚生省告示第129号「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第36条 

第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める行動の制限」に定める隔離・拘束について 

は必須記載）について記載すること。））を整備する。
（意義）

① 病院として行動制限を受けている患者をもれなく把握すること

② 患者毎の行動制限の期間を視覚的に把握すること

・精神科病院の管理者が台帳を整備•管理。

・経時的変化を一覧するため、月毎に1枚とする。

•台帳への記入は、行動制限を行った際に直ちに記入。

•指導監査において台帳の整備•記載状況を確認。

•それぞれの行動制限の内容に関して詳細な記載は不要。

•病院単位でも病棟単位でも可。

なお、本取扱いは医療観察法においても対応する予定。



（別添様式） 行動制限に関する一覧性台帳（様式例）
平成〇年〇月分000〇病院

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1111 〇000 口人A A 任 wn n n 他 - - —► —» — —» ■—» —♦ 他解 退院 ‘； :W '疼 >r
2 2222 0000 HA.A.A 医保8.8.7任 HD.a.n '■

隔開 —» —» —* 隔解

3 3333 0000 HA.A.A 措 H□.□・ロ ;こ 心
轍 〇 隔対 

開
—» —♦ —* —♦ 拘解 —» 一 —» —» —» —» 隔解

4 4444 0000 医保 H□.□・ロ 隔継 一 一 T —♦ -* —* —♦ 隔解 隔開 —♦ —» —* - —* —» 一 —» —» —» 一 j 一 一

5 5555 0000 特医保 Hn.n.a 3 沁
〇 .•* 

'**
わ 鹽 耀■S 隔開 隔解

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20
備考

拘 拘束 継 継続（前月末から継続中） 医保 医療保護入院

他 その他の行動の制限（外出制限など）解 解除 措 措置入院

7行動制限の継続 応 応急入院

緊 緊急措置入院

特 特定医師の診察に基づく入院
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精神障害者の適切な処遇の確保

（1）入院患者の通信面会について
従来より精神科病院における電話機の設置については、その徹底を都道府県の実地 

指導においてお願いしてきたところだが、いまだ設置されていない病院があるという実態 

に鑑み、平成］〇年3月3日障精第16号「精神病院に対する指導監督等の徹底について」 

において、下線部を確認事項として追加する。

◎確認事項（案）

•電話機は患者が自由に使える場所に設置されているか。

・閉鎖病棟内にも設置されているか。

・その際、硬貨収納式電話機（旧ピンク電話）等の設置や、状況に応じて携帯電話の活 

用を図っているか。

なお、本取扱いは医療観察法においても対応する予定。



（2）任意入院患者に係る開放処遇の徹底
任意入院患者は原則として開放的な環境で処遇を受けるという原則（「精神保健及び精 

神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」 

（昭和63年4月8日厚生省告示第130号）及び平成1〇年3月3日障精第16号課長通知 

「精神病院に対する指導監督等の徹底について」を踏まえ、適切な指導方お願いする。

（参考）
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（昭和63年4月8日厚生省 
告示第130号）

第五任意入院者の開放処遇の制限について
—基本的な考え方
（~）任意入院者は、原則として、開放的な環境での処遇（本人の求めに応じ、夜間を除いて病院の出入りが自由に可能な処遇をいう。 
以下「開放処遇」という。）を受けるものとする。

（-）任意入院者は開放処遇を受けることを、文書により、当該任意入院者に伝えるものとする。
（三） 任意入院者の開放処遇の制限は、当該任意入院者の症状からみて、その開放処遇を制限しなければその医療又は保護を図るこ 

とが著しく困難であると医師が判断する場合にのみ行われるものであって、制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われるようなこ 
とは厳にあってはならないものとする。

（四） 任意入院者の開放処遇の制限は、医師の判断によって始められるが、その後おおむね七十二時間以内に、精神保健指定医は、 
当該任意入院者の診察を行うものとする。また、精神保健指定医は、必要に応じて、積極的に診察を行うよう努めるものとする。

（五） なお、任意入院者本人の意思により開放処遇が制限される環境に入院させることもあり得るが、この場合には開放処遇の制限に 
当たらないものとする。この場合においては、本人の意思による開放処遇の制限である旨の書面を得なければならないものとする。



二対象となる任意入院者に関する事項
開放処遇の制限の対象となる任意入院者は、主として次のような場合に該当すると認められる任意入院者とする。
ア他の患者との人間関係を著しく損なうおそれがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に悪く影響する場合
イ自殺企図又は自傷行為のおそれがある場合
ウア又はイのほか、当該任意入院者の病状からみて、開放処遇を継続することが困難な場合

三遵守事項
(-)任意入院者の開放処遇の制限を行うに当たっては、当該任意入院者に対して開放処遇の制限を行う理由を文書で知ら 

せるよう努めるとともに、開放処遇の制限を行った旨及びその理由並びに開放処遇の制限を始めた日時を診療録に記載 
するものとする。

(二)任意入院者の開放処遇の制限が漫然と行われることがないように、任意入院者の処遇状況及び処遇方針について、病 
院内における周知に努めるものとする。

平成1〇年3月3日障精第16号課長通知「精神病院に対する指導監督等の徹底について」

1(9)任意入院について
力 任意入院患者の開放処遇を制限する場合には、患者本人の医療及び保護を図る観点から、患者の症状からみて開放処遇 

を制限しなければ治療が確保できないと判断される場合に限って行われているか。
キ開放処遇の制限を制裁や懲罰あるいは見せしめのために行われていないか。
ク開放処遇の制限が漫然と継続されることがないよう処遇状況及び処遇方針について病院内での周知に努めているか。
ヶ 開放処遇の制限を行うに当たっては、医師は当該患者に対してその制限を行う理由を文書で知らせ理解を得るとともに、そ 

の制限を行った旨及びその理由並びにその制限を行った日時を診療録に記載しているか。
コ開放処遇の制限を行う場合には、医師の判断に基づくものか。

また、おおむね七二時間以内に精神保健指定医による診察を行っているか。
さらに、精神保健指定医は、必要に応じて積極的に診察を行うように努めているか。

サ本人の意思によって開放処遇が制限される環境に入院する場合においても、本人の意思による開放処遇の制限である旨 
の書面を得ているか。

また、書面を得た後でも、本人の求めに応じていつでも開放処遇にしているか。
シ 病院管理者は、当該患者がその制限について不服がある場合には、精神医療審査会等に処遇改善請求を行うことができ 

る旨を院内の適切な場所に掲示しているか。
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2精神科救急医療体制の確立

緊急時における入院等に係る診察の特例措置の導入

（1）改正のポイント
精神科救急医療体制の整備に資するよう、医療機関及び診察する医師が一定の 

要件を満たしている場合に限り、緊急その他やむを得ない場合に12時間を限度とし 
て、精神保健指定医の診察がなくとも、任意入院患者に対する退院制限、医療保護 
入院又は応急入院を行うことができる仕組みを導入する。

① 任意入院患者から退院の申出があった場合（法第22条の4）
•通常:指定医が診察し、患者の症状により退院制限（72時間以内）

•緊急時:特定医師が診察し、患者の症状により退院制限（12時間以内）

② 医療保護入院（法第33条）
•通 常:指定医が診察し、保護者の同意で入院（期間制限なし）

•緊急時:特定医師が診察し、保護者の同意で入院（12時間以内）

③ 応急入院（法33条の4）
・通常:指定医が診察し、入院（72時間以内）

•緊急時:特定医師が診察し、入院（12時間以内）
_________________ _______________________________ ブ
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（2）省令等で規定する内容
①「一定の要件を満たす医療機関（特定病院）」及び②「一定の要件を満たす医師（特 
定医師）」の要件を省令等において以下のとおり定める。なお、応急入院に係る特例 
措置の対象となる病院は、応急入院指定病院であることが必要。

①特定病院の要件

（ア）精神科救急医療への参画

・応急入院指定病院であること、または同指定を受けることを計画しており当該 

都道府県等がその必要性を認めていること（応急入院指定病院と同水準の体 

制）。

・輪番病院として地域の精神科救急システムに参画していること。

・夜間休日診療を受け入れていること。

（イ）良質な精神医療の提供体制の確立

・当該医療機関に複数の指定医が常勤していること。

・当該患者を受け入れる病棟（看護配置3:1以上に限る（地域において指定基準 

に適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、基準を適用しないことが 

できる））に常時空床を確保していること。

（ウ）精神障害者の人権擁護に関する取り組みの実施

・緊急時における入院等（任意入院患者の退院制限、医療保護入院、応急入院） 

に係る診察の特例措置の判断の妥当性について検証する院内事後審査を行う 

ための委員会（複数の職種により構成）を設置し、原則月!回以上開催すること。

・院内に行動制限のモニタリング及び最小化を促すための委員会を設置し、月一 

回以上開催していること。 />



（2） 特定医師の要件

・医籍登録後4年間以上を経過していること。

・2年間以上の精神科臨床の経験（精神科臨床として算定するに当たっての考え方 

は、精神保健指定医資格におけるそれと同様とする。）を有していること。

・精神科医療に従事する医師として著しく不適当な者でないこと。（精神保健指定医 

の取消し事由と同様）

（3） 都道府県知事による特定病院の認定の手続き

① 精神科病院から次に掲げる書類を提出

・（2）①（ア）〜（ウ）に関する事項について記載した申請書（別添5: P11）

・（2）②の特定医師の実務経験を証する書類（別添6:P15）
※特例措置を採る応急入院指定病院についても、書類の提出が必要

② 都道府県において、

（ア）当該精神科病院が上記の要件を満たすこと、

（イ）当該精神科病院に上記の要件を満たす特定医師が配置されていること（認 

定後、申出時に届け出た特定医師に変更が生じた場合は、10日以内に都道府 

県知事に届け出ること）。

（※特定医師としての認定制度を設けるものではないが特定医師が配置され 

ていることを特定病院の認定の際の要件としている）

を確認の上、認定し、認定書を発行。（別添7:P161
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(4) 謬!定の見直しにっし'て

特定病院の認定は、原則として3年の期限を付して認定し、3年ごとに見直しを行い、 

更新すること。

(5) 認定の取消しについて
都道府県知事は、特定病院の認定を受けた精神科病院が上記の基準に適合しなくな 

ったと認めたときは、その認定を取り消すことができる。



緊急時における入院等に係る診察の特例措置の手続き

①衽意入院患者の退院制限のケース

任
意
入
院
患
者
が
退
院
の
意
思

n
 -

を
明
ら
か
に
し
た
時
点
か
ら"-

—
-

7
2
時
間
以
内

［特定:医師軽盪怨診察］—_
« < 4 < « < < < < < < < < < <.< < < < « <.<.<.< <.< < < 1 < < 4 < .

・診療録に記載

任意入院患者の退院制限

12時間以内

-------►特例措置の記録を作成（別添8: P18）

12時間以内に指定 -
医の診察を経ずに一 A特例措置の記録を保存 
退院制限解除

躊濫裸灌漕 ----------議4特例措置の記録の指定医確認欄に

4""… ........... ■記入、保存

※都道府県への提出は不要。指導監査に 

おいて確認。

診療録に記載

退院制限へ 

必要でなU

退院 指定医が特例措置 

の検証内容を記入

- ーー A特例措置の記録の事後検証欄に記入6



②医療保護入院のケース

施医師継耀祭
診療録に記載

入院
12時間以内に指定医 

の診察を経ずに退院
時間以£匸

都道府県へ10日 
以内に提出

觴隸縑健捲建環縑編
診療録に記載

入院必要 

でない

>>>>>>>»*»>>>>»>>»*»»»>>>>>>>»>>>>>>*>»>>>>)>»»»» <<<<<«<<«<««<<<<<<<<<<<<«<<<«<<«<<<<<<«<<«<<<<<<<・ 、 

橐後碱萎賞發瞬継機横議一ニー
> > » » * > » >>»»>>>»>>»»»>>»>*» > » > »»»>>>>>»>»»>>>*>>>»>



特定医師の入院届

（別添9,1〇: P21,
24）

＞作成

指定医の入院届
[ ※指定医の診察の結果、入院が必要で

! ないと判断した場合は作成不要

I （別添笛」2:P27,
! 301

» 指定医の氏名及 

び診察日時を記入

10日以内に 

都道府県へ提出

写しを保存

» f）旨定医が特例ヽ 

措置の検証内
I穽を記入 J

!作成（特例措置の確
!認欄に記入）

I※特例措置を経て入

1院した旨を記載

:10日以内に

!都道府県へ提出
I ;

療
の 

医
会 
神
查
査 

精
審
審

A 写しの事後検 

証欄に記入 17



③応急入院のケース

く 来院»

-f* —

特定医師の入院届

（別添彳3:P32）
指定医の入院届

※指定医の診察の結果、入院が必要で 

ないと判断した場合は作成不要 

（別添14:P35）

—►作成

v7v7v7777v777v7v7T7v7v777v7v7r7v7v77v77]

ま特題師隱淇卷診察专

診療録に記載

12時間以内に指定医 

の診察を経ずに退院

匸> 都道府県へ直ち 

に提出

特
定
医
師
の
診
察
に 

よ
り
入
院
し
た
時
点 

か
ら7
2
時
間
以
内

ま精®傑健指楚医幅溟お談察倉一 _
<、<、<、<、<、<ゝ<、<、《、<、<、<、<、ゝ<、<、<、< <<<<<<<<<<<<<<<<<«<<<<<<<<ヾ<<<

写しの事後検

証欄に記入

A指定医の氏名及び 

診察日時を記入

直ちに都道府県 

へ提出

写しを保存

指定医が特例措 

置の検証内容を 
し記入

鴻後審査委鬃翔觀緡讓後横磁

診療録に記載

•作成（特例措置の確
［認欄に記入）

I※特例措置を経て入院し
Iた旨を記載

］直ちに都道府県
!へ提出［

! 、、精神医療

« 審査会の
! 審査
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厂 ヽ

◎特例措置の組み合わせが考えられる主なケース

・任意入院の退院制限f医療保護入院

•応急入院-> 医療保護入院

特例措置は、他時間以内に精神保健指定医の診察をすることを前提にしており、これらのケー 

スの場合、特定医師の診察により、医療保護入院に係る特例措置への移行は可能だが、特定医 

師の診察により退院制限又は応急入院に係る特例措置が開始された時点から指定医の診察ま 

では合計12時間以内とする。
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既存の制度と特例措置の比較表

入院種別 任意入院 任意入院者の退院制限 医療保護入院 応急入院

診察医 限定なし 指定医 指定医
特定医師 特定医師盘 怕疋匡 特定医師

時間制限 なし 72時間 12時間 なし 12時間 72時間 12時間

自治体への 
届出

X （改善命令 
を受けた病院 
等の定期病 
状報告は〇）

X X 〇（別添11,12） 0（別添 9,10） 〇（別添14） 〇（別添⑶

精神医療審 
査会の審査

X （改善命令 
を受けた病院 
等の定期病 
状報告は△）

X X 〇 X 〇 X

事後審査委 
員会の事後 
検証

X X 〇 X 〇 X 〇

診療録記載 — 〇 〇 〇 〇 〇 〇

管理者の記 
録

— X Q（别・添 8）,： X 〇（別添9,10） X 〇（別添13）

指導監査 〇 〇 〇 〇 11111111 〇 〇
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〇関係条文 

精神保健福祉法 
第二十二条の四（略）

ヽ

3
4

精神病院の管理者は、自ら入院した精神障害者（以下「任意入院者」という。）から退院の申出があった場合においては、その者 
を退院させなければならない。
（略）
前項に規定する場合において、精神病院（厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る〇）の管
理奢は、鑿急そ6禎适を得ない理由があるときほ【指定医ヒ代えて指定医以外の医師（医師法（昭和ニ+兰年法律第二百二
寻灣が条の四第-颠規定による登録を受サているユその他厚生労齡令で定める畫準に該当する藝鹽畝T愿審

翳痒谿鷲険卿勰憑谓谿旗穀^^^^飆里囂芒爲ミ認規留包眯わらず、千二時間を限り〔その者を通院させないことが

でき勺。
5 の四备'四項に蠶寻•る離医師は、同項」と,当該指型医I屢るのは陆建;籍國帀」と

6 腸!!更蹩鼻翳騁镒舉を採ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置

7 加樂黯'^^|«蠶擁鯛銅寮'怒羸老册鷄

（医療保護入院） 
第三十三条（略）

2-3 （略）
4 第一項又は第二■項に規定する場合において、精神病院.（厚生労働卷令で定める基準に適合する.と都道府県知事が認めるもの 

に限るC）の・f理奢は、藐その他や或を得な・い理苗貳卷もときは,.籬医に代えて辅題篩こ診察を特”せる2と笊でき益L 
の場荀壬お门て'、龛寮の!謬、熠种障書奢であ・り、かつ、医療表存保護^め入観血必要カヾあ轻&＞って当!亥精神障害あた 
めに棄・二士;!条の三の麒による入師胃われる状態にないと判定きれたときは、第一項又は幫二項の'規克にかかわらず:本 
ロ）同訪な時匚干二胖蘭當限り、その著を入盘せることがせきる。 一 ー

5

6

7

医師は、二十』塞第四項」』理 該無£医」と歳零m打會

精神病院の管理育は、第四項後段の規定に占る措置を採ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置 
に関する記録を祚孟し、これ餓荐しなけれ【まならないC

精神病院の管理者は、第一項、第二項又は第四現後段の規定による措置を採ったときは、十日以内に、その者の症状その他 
厚生労働省令で定める事項を雪釦鞠こついて同ポ琵た者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け 
出なければならない。
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ヽ

（応急人院）

第三十三条の四（略）

2前項に規定する埸合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代 
えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があった者の診察を行わせることができる。この埸合において、診察の結果、その者 
が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神 
障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の 
同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。

3第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前 
条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当 

該特定医師」と読み替えるものとする°

4第一項に規定する精神病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を探ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところ 
により、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5第一項に規定する精神病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を探ったときは、直ちに、当該措置を採った理 
由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

6・7（略）
\>
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3精神保健指定医の指定 I__________  _______ 1

精神保健指定医の指定について

（1） 改正のポイント
精神保健指定医が研修の受講の延期を申請する場合に提出すべき書類等を定

（2） 省令等で葫き古る内容
精神保健指定医が研修の受講の延期を申請する場合に提出すべき書類（例:被 
災証明、診断畫，留学証明書等）を定める。受講の延期の申請は、原則事前申請と 
する（災善、急病馨やむを得ない場合を除く）。（別添15:P37）

また、受講延期の期間は、原則として1年間とするが、海外渡航等事前に長期に 
渡って研修の受講が困難であることが判明している場合に限り、4年を限度として複 
数年にわたり延期申請を行うことも可能とする。

なお、延期された受講年度に受講した場合の次の回の研修は、本来の受講年度 
によるものであり、延期された受講年度を起算点とした5年後となるものではない。

フ



〇関係条文 

精神保健福祉法

（政令及び省令への委任）

第十九条の六この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第 
四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
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平成18年8月24日

障害保健福祉関係主管課長会議
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（別添1）

様式22 .

任意入院患者の定期病状報告書

平成 年 月 日 

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

任意入院患者

フリガナ

生年 

月 日

明治

大正 年 月 日生

昭和

平成 （満歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡彳

府県 区

斤 町村

区■'

任意入院年月B 
（第22条の3による 

入院）

需年月 日

・今回の入 

院年月日

囂年 月し

入院形態

前回の定期報告年月 平成 年 月 日

病 名

1主たる精神障害

ICDカテコ・!）-（ ）

2従たる精神障害

ICDカテナ!J-（ ）

3身体合併症

生活歴及び現病歴 

厂 ヽ

推定発病年月、精神 

科又は神経科受診 

歴等を記載するこ 

と

（陳述者氏名 続柄 ）

初 由 入院 期間

前回 入院 期間 

初回から前回までの

入 院 回 数

昭和•平成・年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態- ）

昭和・平成 年 月 日〜昭和•平成，’年 「月 H
（入院形態 ）

計 回 . ■ '

過去12か月間の外泊. 

の 実 績

1不定期的2定期的（i月単位、ii数ヶ月単位、iii盆や正月） 

3なし.

過去12カ月間の治療 

の内容と、その結果 

を記載すること（過 

去12ヶ月間に行動制 

限が行われた際はそ 

の必要性について）

-

症状の経・過 1悪化傾向 2 動揺傾向 3 不変 4 改善傾向

1



任意入院継続の必要 

性（通院へ変更がで 

きない理由について 

具体的に説明するこ 

と）

今後の退院へ向けた 

取り組み

＜現在の精神症状〉 I

n 
m

IV

V

VI

vn

vin

IX

意識

1意識混濁2せん妄3もうろう4その他（ ）
知能（軽度、中等度、重度）

記憶

1記銘障害2見当識障害3健忘4その他（. ）
知覚

1幻聴2幻視3その他（ ）
思考

1妄想2思考途絶3連合弛緩4滅裂思考5思考奔逸
6思考制止7強迫観念8その他（ ）
感情•情動

1感情平板化2抑うづ気分3高揚気分4感情失禁
3焦燥•激越6易怒性•被刺激性亢進7その他（ ）

意欲

1衝動行為2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
6無為•無関心7その他（. ）

自我意識

1離人感2させられ体験3解離4その他（ ）
食行動

1拒食2過食3異食4その他（ ）

＜その他の重要な症 

状〉

1てんかん発作2自殺念蘆3物質依存（ ）
4その他（ ）

＜問題行動等〉 1暴言2徘徊3不潔行為4その他（ ）

＜現在の状態像〉 1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態 

4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態 

7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態 

10その他（ ）

本報告に係る 

診察年 月 日
平成 年 月 日

診断・した主治医氏名 署名 ・ .

2



_______  記載上の留意事項

審•査会意見

都道府県の措置

1I I内は、主治医の診察に基づいて記載すること。

2今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ 

のときの入院形態を記載すること,なお、複数の入院形態を経ている場合には（第33条 

第2項又は特例措置による入院を含む。その場合は「第33.条第2項入院」又は「特例措置 

入院｝と記載すること。）なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。

3生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。4生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した事実 

がある場合には追加記載すること。

5初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ 

と。

6入院時より6ヶ月の間に、開放処遇が制限された者の6ヶ月経過時の報告においては、 

「過去12ヶ月間」とあるのは「過去6ヶ月間」と読み替えること。

?現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置く 

こと。

8診断した主治医氏名の欄は、主治医自身が署名すること。

9選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。

3



（別添2）

様式21

医療保護入院者の定期病状報告書

平成 年 月 日

知事殿

病院名

所在地 

管理者名 印

医療保護入院者

フリガナ

生年 

月 日

明治 一 B 亠 
大正 年 月 日生 

昭和

平成 -（満歳）

氏名 （男・女）

住所
都道. 郡”

府県 区

厅 町村

区

医療保護入院年月0 
（第33条第1項によ 

る入院）

昭和 佑 日 口
平成年 月 日

今回の入 

院年月日
W年 月 日

入院形態

前回の定期報告 

年 月 日
平成 年 月 日

病 名

1主たる精神障害

ICDカテガ!）-（ ）

2従たる精神障害

icd カテ:n-（ ）

3身体合併症

生活歴及び現病歴 

厂 っ
推定発病年月、精神 

科又は神経科受診 

歴等を記載するこ 

と
J ノ

（陳述者氏名 ・続柄 ）

初回入院期間 

前回 入院 期間

初回から前回までの 

入 院 回 数

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）'

•平成 年 月 日•昭和•平成 年 月 「日〜昭和

（入院形態・ ）

計 回

過去12か月間の外泊 

の 実 績

1不定期的2定期的（i月単位、ii数ヶ月単位、iii盆や正月） 

3なし

過去12カ月間の治療 

の内容と、その結果 

及び通院又は任意入 

院に変更でぎなかつ・ 

た理由を記載するこ 

と

'- / ■

症状の経過 1悪化傾向 2 動揺傾向 3 不変 4 改善傾向

4



今後の治療方針を記 

載すること（患者本 

人の病識や治療への

意欲を得るための取 

り組みについて）

＜現在の精神症状〉 I意識

＜その他の重要な症

＜問題行動等〉

＜現在の状態像〉-

1意識混濁2せん妄3もう？ 

n 知能（軽度、中等度、重度）

5う4その他（ ）

き忘4その他（ ）

）

1 4滅裂思考5思考奔逸
）他（ 「）

3高揚気分4感情失禁
激性亢進7その他（ ）'

m記憶

1記銘障害2見当識障害3侯 
IV知覚

1幻聴2幻視3その他（
V思考

［妄想2,恵考途絶3連合弛藉 

6思考制止7強迫観念8そ0 
VI感情•情動

1感情平板化2抑うつ気分

5焦燥”激越6易怒性•被刺

vn意欲
1衝動行為2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止 

6無為•無関心7その他（ ）
VK自我意識

1離人感2させられ体験‘3解離4その他（ ）

K食行動

1拒食2過食3異食.4その他（ ）

1てんかん発作2自殺念慮.3物質依存（ ）
4その他（ ）

1暴言2徘徊3不潔行為4その他（ ）

［幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態
4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態 

7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態
10その他（ ）

本報告に係る 

診察年 月 日
平成 年 月 日

診 断 し た

精神保健指定医氏名
署名

保 護”者

氏名
（男•女）

続柄

生年 

月日

觀:木 年 月 日生

昭•平 干カロ土

（男•女）'

続柄

. 年 月 日生昭呼 ヰ月 日生

5



住所

都道 郡市 町村 ・

府県 区 区

都道 郡市 町村

府県 区 区

1後見人又は保佐人2配偶者3親権を行う者

4家庭裁判所が選任した者5その他（ ）
選任 昭和 佑 日 口
年月日平成年 月 日

記載 上の 留意 事項

審・査会意見

都道府県の措置

1I I内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。

2今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ 

のときの入院形態を記載すること。（第33条第2項又は特例措置による入院を含む。その 

場合は「第33条第2項入院」又は「特例措置入院」と記載■^ること。）なお、複数の入院 

形態を経ている場合には、順に記載すること。（第33条第2項による入院の場合は、入院 

した年月日も併せて記載すること。）

-3生活歴及び現病歴の欄は・、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。

4生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した事実 

がある場合には追・加記載すること。

5初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ 

と。一

6現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置く 

こと。 '

7診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。

8保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は2人目を記載すること。

9 .保護者の住所欄は、.親権者が両親で住所が異なる場合に2つ目を記載すること.

卫選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。

6



（別添3）

様式20
措置入院者の定期病状報告書

平成 年 月 0
知事殿 '

病院名 

所在地

管理者名 印

措置入院者

フリガナ

生年 

月 日

明治 ・ 亠
大正 年 月 日生 

昭和

平成 （満.歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡”

府県 区

庁 町村

区

措置年 月 日
昭和 牛 日 口
平成年 月，日.

今回の入' 

院年月 日

H年 月 日

入院形態

前回の定期報告 

年 月 日
平成 年 月 日

病 名

1主たる精神障害

、ICDカテコ・！）-（ ）

2従たる精神障害

ICDカテガ!1-（ ）

3身体合併症

住活歴及び現病歴 

r ヽ

推定発病年月、精 

神科又は神経科受 

診歴等を記載する 

こと '

X. ノ （陳述者氏名 .' 続柄 ）

初回入院期間

前回入院期間 

初回から前回までの

入 院 回 数

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

昭和•平成 年，月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

計 回. . . ..

過去6ヶ月間（措置入 

院後3ヶ月の場合は3 
ヶ月間）の仮退院の 

実 績

計 回 延日数 日

過去6カ月間（措置入 

院後3ヶ月の場合は3 
ヶ月間）の治療の内 

容とその結果を記載 

すること

問題行動を中心と〜 

して記載すること
ゝ— - ゝ

7



今後の治療方針（自 

傷他害の再発防止へ 

の対応含む）を記載 

すること

処遇、看護及び指導 

の 現 状

隔 離 i多様ii時々iiiほとんど不要

注意必要度
i常に厳重な注意ii随時一応の注意 

iiiほとんど不要

日常生活の 

介助指導 

必要性

i極めて手間のかかる介助 

ii比較的簡単な介助と指導 

iii生活指導を要するivその他（ ）

重大な問題行動（Aけ
-V 現在の精扌申症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状

れまでの、Bは今後起こ 

るおそれある行動）

態像（該当のローマ数字、算用数字及びローマ字を〇で囲むこ 

と。）

1殺人

2放火

3 強盗

4強姦

5 強制わいせ

つ

6 傷害

7暴行

8 恐喝

9 脅迫

10窃盗
1!器物損壊
12弄火又は失 

火

13家宅侵入・

14詐欺等の経 

済的な問題 

行動

15自殺企図
16自傷
1?その他

（ ）

A
A

A
A
A

B.

＜現在の精神症状〉

I意識

1意識混濁2せん妄3もうろう4その他（ ）
n知能（軽度、中等度、重度）

ni記憶
1記銘障害2見当識障害3健忘4その他（ ）

IV ［知覚 ,

1幻聴2幻視3その他（ ）
V’思考

1妄想2思考途絶3連合弛緩4滅裂思考5思考奔逸
6思考制止7強迫観念8その他（ ）

V!感情•情動

1感情平板化2抑うつ気分3高揚気分4感情失禁
5焦燥•激越6易怒性•被刺激性亢進7その他（ ）

vn意欲

1衝動行為2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
6無為•無関心7その他（ ）

vm自我意識

1離人感2させられ体験3解離4その他（ ）
IX食行動

1拒食2過食3異食4その他（ ）
＜その他の重要な症状〉

1てんかん発作2自殺念慮3物質依存（ ）
4その他（ ）

＜問題行動等〉

1暴言2徘徊3不潔行為4その他（ ）
＜現在の状態像〉

1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態
4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態
7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態 

10その他（ ）

診察時の特記事項
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本報告に係る 

診察年 月 日
平成 年 月’日

診 察 し た

精神保健指定医氏名
署名

保 護 者

氏名
（男•女）

続柄

生年 

月日

年 月 日生 昭・平 干月□土

（男•女）

続柄
昼去 年 月 日生

昭・平 23—―

住所

都道 郡”

府県 区

耐
区

都道.郡市 町村

府県 区 区

1後見人又は保佐人2配偶者3親権を行う者 

4家庭裁判所が選任した者5その他（ ）
選任昭和 年 pg
年月日 平成 干

記載 上の 留意 事項

審査会意見

都道府県の措置

1I 1内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。

2今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ 

のときの入院形態を記載すること。（第33条第2項又は特例措置による入院を含む"その 

場合は「第33条第2項入院」又は「特例措置入院」と記載すること。）なお、複数の入院 

形態を経ている場合には、順に記載すること。

3生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。

4生活歴及び現病歴の欄は、前回報告のコピーの添付でもよいが、新たに判明した事実 

がある場合には追加記載すること。

5初回及び前回入院期間の欄は、他病院での夭院歴・入院形能をも聴取して記載するこ 

と。

6問題行動の欄には、Aはこれまでに認められた問題行動を、Bは今後おそれのある問 

題行動を指し、該当する全ての算用数字、A及びBを〇で囲むこと。

6現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、_般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置 

くこと。

7診察時の特記事項の欄は、被診察者の受診態度、表情、言語的及び非言語的なコミュ 

ニケーションの様子、診察者が受ける印象等について記載すること。

8診断した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。

9保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は2人目を記載すること。

10保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に2つ目を記載すること。 

旦 選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。

9



（別添4）

様式3

任意入院（継続）同意書 ・

平成 年 月 日

〇 〇病院長殿

入院者本人氏 名

生年月日

住所

私は、「入院に際してのお知らせ」（入院•時告知事項）を了承のうえ、精神保健及び精神

障害者祉に関する法律第22条の4第1項の規定により、貴院に引き続き入院することに同

意いたします。

10



（別添5）

（様式1）

平成 年 月 日

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

特定病院認定申請書

今般下記の精神病院につき精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律 

第123号）第22条の4第4項後段及d第33条第4項後段の規定による特例措置を採る 

ことができる精神病院として認定されるよう、精神病院の概要を添えて申請します。

記

申請する精神病院の概要

①精神病院名

②所在地

③開設者名

④管理者名

⑤許可病床数 （総 数） 床

（うち精神病床） 床

⑥.うち措置指定病床数 床

⑦勤務医師数 .（常勤） 人

（非常勤） 、人

⑧うち精神保健指定医数 （常・勤） 人

• （非常勤） 人

⑨うち特定医師数 （常勤） 人

（非常勤） 人

⑩勤務看護師数 （常勤） 人

（非常勤） 人

11



⑪ 勤務看護助手数 （常勤）

俳常勤）

人

人

⑫ 勤務精神保健福祉士数 . （常勤） 人

（非常勤） 人

⑬ 看護・体制 (1) 看護師、准看護師及び看護補助者の合計

( 人）

(2) 入院患者に対する上記（1）の人員の比率

' ( 対1)

(3) 入院患者の数を3で割りその端数を繰り上げた数

( )

(4) 上記（3）に0.8を乗じた数

'( )

(5) 看護師と准看護師の合計

( 人）

(6) （4）と（5）を比較して大きい数

■( )•

⑭ 入院患者数 人

（平成年 月 日現在）

⑮うち措置入院者数 人

⑯うち医療保護入院者数. 人

⑰ 特例措置による入院者のた ■ ■ ' '

めに確保する病床数 床

⑱ 応急入院指定病院 指定 （されている•されていない厂

⑲ 精神科救急医療施設 精神科救急医療施設（である•ではない）

⑳ 夜間・救急受入件数

年間約 件

12



0事後審査委員会 氏名 （職種）

@行動制限最小化委員会 ・ 開催回数（ ）回/月

参加メンバー （職種）

ヽ

行動制限最小化基本指針の作成日時

平成 年 月 日作成

研修会の実施頻度

開催回数（ ）回/年

爲特記事項1

- ■
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(注)1 特定医師に該当するか否かを証する書類については、様式2を添付すること。

2 〇看護体制については、当該特例措置による患者を受け入れる病棟について 

記述すること。

3看護配置について、応急入院指定病院に係る指定基準第2号ただし書き中「や 

むを得ない事情」と同様の事情により申請する場合は、「爲特記事項」の欄に、 

その旨を記載すること。

4 「⑬看護体制(3)J中「3で割りその端数を繰り上げた数」は平成23年2月

28日までの間は「4で割りその端数を繰り上げた数」とすることができる。
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（別添6）

（様式2）

特定医師実務経験証明書（本人用）

平成 年 月 日

氏 名 本籍地

現住所

生年月 日 年 月 日 年齢 歳性別 男.女

最終学歴 

及び年月
. 年 月卒業•中退

医籍登録年月日 年 月 日

及び番号第 ・ 号

'現在の 

勤務先

所在地 -

名称

精神障害者 

の診斷治療 

に従事した 

期間及び病 

院等名

従事した期間 従事した病院等の名称

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 目〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

計 年 ヶ月

その他の診 

断治療に従 

事した期間 

及び病院等 

名

従事した期間 従事した病院等の名称

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

年 月 日〜 年 月 日

計 年 ヶ月

合計 年 ヶ月

（注）記載上の留意事項

1.氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。
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（様式3）

（別添フ）

〇 〇 〇 〇・病院長殿

番 号

平成 年 月 日

（都道府県知事名）

特定病院認定書

今般下記の精神病院につき精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律 

第123号）第22条の4第4項後段及び第33条第4項後段の規定による特例措置を採る 

ことができる精神病院として認定する。.

なお、・本条の特例措置を採る特定医師については、別添のとおりとする。

記

①精神病院名

-

②認定年月日 , 平成 年 月 日

③所在地

: .

④管理者名

I

16



（別添）

特定医師一覧表

特 定 医 師 氏 名

•- ■

注）記載事項に変更があった時は、届け出ること。
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（別添8）

様式5

任意入院患者を退院制限した場合の記録

平成 年 月 日

知事殿

病院名..

所在地

管理者名 印.

任意入院患者

フリガナ

生年 

月 日

K止 年 月 日生

平成 .（満歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡・

府県 区

丘 町村

区

任意入院退院制限 

年 月 日

平成 年 月 日

.（午前•午後 時）

・今回の入 

瞬年月日

昭和 /p H ロ
平成年 月 日

入院形態

病 名

1主たる精神障害

ICD カテコ、'！）-（ ）

2従たる精神障害

ICD カデコ、'！1-（ ）

3身体合併症

生活歴及び現病歴

推定発病年月、精神 

科又は神経科受診 
歴等を克載するこ 

と
J ノ

（陳述者氏名 ・続柄 ）

初回入院期間

前回入院期間

初回から前回までの 

入 院 回 数

昭和•平成 年 月， 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

計 回
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＜現在の精神症状〉 I 

n

意識

1意識混濁2せん妄.3もうろう 

知能（軽度、中等度、重度）

4その他（ )

皿 記憶

I記銘障害2見当識障害 3健忘 4その他（ )

IV 知覚

1幻聴2幻視3その他（ )

V 思考

1妄想2思考途絶3連合弛緩4滅裂思考5思考奔逸
6思考制止7強迫観念8その他（ ).

VI 感情•情動

1感情平板化2抑うつ気分 3高揚気分4感情失禁
5焦燥•激越6易怒性•被刺激性亢進7その他（ )

VH 意欲

1衝動行為2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
6無為•無関心7その他（ )

VJH 自我意識

1離人感2させられ体験3解離 4その他（ )

K 食行動 ゝ

1拒食2過食3異食 4その他（ )

＜その他の重要な症 1てんかん発作2自殺念慮 3物質依存（ ）
状〉 4その他（ ）

＜問題行動等〉 1暴言2徘徊3不潔行為 4その他（ )

＜現在の状態像〉 1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態 3昏迷状態
4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態
7せん妄状態8もうろう状態 9認知症状態
10その他（

任意入院継続の 

必 要 性 <

入院の継続が必要と 

認めた特定医師氏名
署名

確認 し た

精神保健指定医氏名
署名 議

平成，年 戶

（午前•午後 時）

日

指定医が退院制限が 

妥当でないと判断 

した場合の理由

保 護 者

続柄
明・大

月 日生

氏 名
（男•女） 生年

月日

（男•女）

続柄
明•大
昭•平 平 月 日生
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住所

都道 郡市 町村

府県 区 区

都道 郡市 町村

府県 区 区

1後見人又は保佐人2配偶者3親権を行う者

4家庭裁判所が選任した者5その他（ ）
選任 昭和 佑 日 口
年月日.平成年 月 日

記載 上の 留意 事項

事後審査委員会意見

1|~~I内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。 、

2今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ 

のときの入院形態を記載すること。（第33条第2項又は特例措置による入院を含む。その 

場合は「第33条第2項入院」又は「特例措置入院」と記載すること。）なお、複^:の入院 

形態を経ている場合には、順に記載すること。

3生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。

4初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ 

と。

5現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態傑の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置 

くこと。

6診断した特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。

7確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。

8保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は2人目を記載すること。

9保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に2つ目を記載すること。

10選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。
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（別添9）

様式15

特定医師による医療保護入院者（第33条第1項•第4項）の入院届及び記録 

平成 年 月 日 

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

医療保護入院者

フリガナ

生年 

月 日
弗

歳
 

月

( ̂

年

■■ 

.
・
 
一
 

治
正
和
成
一 

明
大
昭
平
一

氏名 （男•女）

住所
都道 郡彳

府県 区

庁 町村

区

保護者の同意により 

入院した年月 日

平成 年 月 日

（午前・午後 蒔）

今回の入 

院年月 日

需年 月 日

入院形態

病 名

1主たる精神障害

igd カテ:n-（ ）

2従だる精神障害

icd カテ：n-（ ）

3身体合併症

生活歴及び現病歴

推定発病.年月、精神 

科又は神経科受診 

歴等を記載するこ 

と
j ノ

（陳述者氏名 続柄 . ）

初回入院期商

前回入院期間 

初回から前回までの

入 院 回 数

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

.計 回
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＜現在の精神症状〉 I 意識

1意識混濁 2せん妄3もうろう4その他（ ）
n 知能（軽度、 中等度、重度）

m 記憶

1記銘障害 2見当識障害 ;健忘4その他（ ）
IV 知覚

1幻聴2幻視3その他（ )

V 思考

1妄想2思考途絶3連合弛緩4滅裂思考5思考奔逸
6思考制止 7強迫観念8その他（ )

VI 感情•情動

1感情平板化2抑うつ気分 3高揚気分4感情失禁
5焦燥•激越6易怒性•被刺激性亢進7その他（. ）

VE 意欲

1衝動行為 2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
6無為•無関心7その他（ )

VE 自我意識

1離人感2させられ体験3解離 4その他（ ）

IX 食行動

1拒食2過食3異食4その他（ )

よその他の重要な症 1てんかん発作2自殺念慮 3物質依存（ ）
状〉 4その他（ )

＜問題行動等〉 1暴言2徘徊3不潔行為 4その他（ ）

＜現在の状態像〉 1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態 

4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態 

7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態
その他（ )

医療保護入院の 

必 要 性

（患者自身の病気に対］ 

する理解の程度を含 

め、任意入院が行わ 

れる状態にないと判 

断した理由について 
區載すること。丿

■ ,

入院を必要と認めた 

特定医師氏名
署名

'確 認 し た
署名

診察 平成 年 月 日

精神保健指定医氏名 日時 （午前•午後 時）

指定医が入院 

妥当でないと判断 

「した場合.の理由

*
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保 護 者

氏名
（男•女）

続柄

生年 

月日

明大 年 月 日生
昭・平 牛刀ロ土

（男•女）

続柄
明・大 年 月 日生 
昭・平 干月□土

住所

都道 郡H
府県 区

丘 町村

区

都道 郡市 町村

府県 区 "区

1後見人又は保佐人2配偶者3親権を行う者

4家庭裁判所が選任した者5その他（ ）
選任昭和 年 月 日
年月日平成 年 月 日

_______  、 記載上の留意事項

事後審査委員会意見

1I ］内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。

2今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ 

のときの入院形態を記載すること。（第33条第2項又は特例措置による入院を含む。その 

場合は「第33条第2項入院」又は「特例措置入院」と記載すること〇）なお、.複数の入院 

形態を経ている場合には、順に記載すること。

3生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。

4初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ 

と。

5現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置 

くこと。

6入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。

?確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。

8保護者の氏名欄は、親権者が両親の場合は2人目を記載すること。

9保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に2つ目を記載すること。

io事後審査委員会意見は病院保存分について記載すること。

11選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。
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（別添1〇）

様式16，

特定医師による医療保護入院者（第33条第2項•第4項）の入院届及び記録

平成 年 月 日

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

下記の者が特定医師の診察により医療保護入院しましたので、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第33条第7項の規定により届け出ます。なお、保護者が選任された場合、 

改めて同項の規定により届け出ます。

.医療保護入院者

フリガナ

生年 

月 日

明治

大正 年 月 日生

昭和

平成 .-（満歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡彳

府県 区

5 町村

区

保護者の同意により 

入院した年月 日,

平成 年.月 日

（午前・午後 時）

今回の入 

院年月日

黑年 月 日

入院形態

病 名

1主たる精神障害

ICDカテガ!）-（ ）

2従たる精神障害

ICDカテガ!）-（ ）

3身体合併症

生活歴及び現病歴

厂
推定発病年月、精神 

科又は神経科受診 

歴等を記載するこ 

と

（陳述者氏名 続柄 ）

初回入院期間

前回入院期間 

初回から前回までの

入 院 回 数

•昭和•平成 年 月・日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日 

，（入院形態 ） '

計 回
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＜現在の精神症状〉 I 意識

［意識混濁 2せん妄3もうろう4その他（ ）
n 知能（軽度、 中等度、重度）

皿 記憶

1記銘障害 2見当識障害3健忘4その他（ .）

IV 知覚

1幻聴2幻視3その他（ )
V 思考

1妄想‘2思考途絶3連合弛緩.4滅裂思考5思考奔逸
6思考制止 7強迫観念8その他（ )

VI 感情•情動

［感情平板化 2抑うつ気分 3高揚気分4感情失禁
5焦燥•激越 6易怒性•被刺激性亢進7その他（ ）

W 意欲

1衝動行為 2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
6無為•無関心 7その他（ )

Vffl 自我意識

1離人感2させられ体験3解離4その他（ ）
IX 食行動ゝ

1拒食2過食3異食4その他（ )

＜その他の重要な症 1てんかん発作2自殺念慮 3物質依存（ ）
状〉 4その他（ )

＜問題行動等〉 ［暴言2徘徊3不潔行為 4その他（ ）

＜現在の状態像〉 1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態
4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態
7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態
10その他（ )

医療 保護 入院の 

必 要 性

（恵者自身の病気にが 

する理解の程度を含 

あ、任意入院が行わ 

れる状態にないと判 

断した理由について 
1!己載すること。 J

• . ' - ■

入院を必要と認めた 

特定医師氏名
署名

確 認 し た 診察 平成 年 月 日

・精神保健指定医氏名
・育也 日時 （午前•午後 時）

指定医が入院 

妥当でないと判断 

した場合の理由
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同 意 者

氏名

（男•女）

続柄
生年 

月日

常年月 日生

住所
都道 郡市 町村

・府県 区 区

家庭裁判所への申請 

日（予定日を含む）
平成 年 月 日

事後審査委員会意見

________ 記載上の留意事項

匸 内は、特定医師の診察に基づいて記載すること。

2今回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ

のときの入院形態を記載すること。（特例措置による入院を含む。その場合は特例措置入 

院と記載すること。）なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。

3生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。

4初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ

と。

5現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものどし、主として最近のそれに重点を置 

くこと。

6入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。

7確認した精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。

8事後審査委員会意見は病院保存分について記載すること。

9選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと、。
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（別添IT ）

様式垃

医療保護入院者の入院届

平成 年 月 日

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

医療保護入院者

フリガナ

生年 

月 日

明治

兀止 年 月 日生

昭和，

平成 （満歳）

氏名 （男・女）

住所
都道 郡彳

府県 区

・ 町村

区

保護者の同意により 

入院した年月 日

平成 年 月 日

（午前・午後.時）

今回の入 

院年月 日

鬻年 月 日

入院形態

第34条による移送の 

有 無
有り， なし

'病 名

!主たる精神障害

ICDカテロ-（ ）

2従たる精神障害

icd カテ：n-（ ）

3身体合併症

・生活歴及び現病歴 

广

推定発病年月、精神 

・科又は神経科受診 

歴等を記載するこ 

と
J . ノ

（特定医師の診察 

により入院した場 

合には特定医師の 

採った措置の妥当 

性について記載す 

ること） （陳述者氏名 続柄 ）

初回 入院 期間

前回 入院 期間 

初回から前回までの

入院 回 数

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平—年」 日

（入院形態 ）

•平成 年 月 日昭和•平成 年 月 日〜昭和

（入院形態 ）

計 回
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＜現在の辖神症状〉 ! 意識

＜その他の重要な症 

状〉

く問題行動等〉

,＜現在の状態像〉

1意識混濁2せん妄3もうっ 

n 知能（軽度、中等度、重度）

5う4その他（ ）

荃忘4その他（ . ）

）

t 4滅裂思考5思考奔逸
）他（ ）

3高揚気分4感情失禁
激性亢進7その他（ ）

皿記憶

1記銘障害2見当識障害36 
IV知覚

1幻聴2幻視3その他（
V思考

1妄想2思考途絶3連合弛箱 

6思考制止7強迫観念8そ〇 

VI感情•情動

1感情平板化2抑うつ気分

5焦燥•激越6易怒性•被刺

vn意欲

1衝動行為2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
' 6無為•無関心7その他（ ）
vm自我意識

1離人感2させられ体験3解離4その他（ ）
IX食行動

1拒食2過食3異食4その他（ -）

1てんかん発作2自殺念慮3物質依存（ ）
4その他（ ）

1暴言2徘徊3不潔行為4その他（ ）

1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態
4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態
7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態 

10その他（ ）

医療保護入院の 

必・ 要一 性

隔者自身の病気に対］ 

する理解の程度を含 

め、任意入院が行わ 

れる状態にないと判 

断した理由について 
連載すること。 丿

入院を必要と認めた 

精神保健指定医氏名
署名

保 護 者

氏名
（男•女）

続柄

生年 

月日

虹広 年…月 日生

昭•平

（男・女）

続柄
虹ま 年 月 日生 

昭•平 干ヵ—
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住所

都道 郡市 町村

府県 区 区^

都道 郡市 町村

府県 区 区

1後見人又は保佐人2配偶者3親権を行う者 

4家庭裁判所が選任した者5その他（ ）

選任 昭和 午 日 口
年月日平成年 月 日

記載 上の 留意 事項

審査会意見

都道府県の措置

1 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。

ただし、第34条による移送が行われた場合には、この欄は、記載する必要がないこと。

2 .今回の只院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ

のときの入院形態を記載すること。（第33条第2項又は特例措置による入院を含む。その 

場合は「第33条第2項入院」又は「特例措置入院」と記載すること。）なお、複数の入院 

形態を経ている場合には、入院した年月日も併せて記載すること。）

3生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。 

4初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ

と。:

5現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置

くこと。

6入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること$

7保護者の氏名欄は、襯権者が両親の場合は2人目を記載すること。

8保護者の住所欄は、親権者が両親で住所が異なる場合に2つ目を記載すること。

9溪択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。
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（別添12）

様式里

医療保護入院者（第33条第2項）の入院届

平成 年 月 日 

知事殿

病院名

所在地 

管理者名 印

下記の者が医療保護入院しましたので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33 

条第7項の規定により届け出ます。なお、保護者が選任された場合、改めて同項の規定に

より届け出ます。

医療保護入院者

フリガナ

生年 

月 日

大正 年 月 日生

平成 （満歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡H
府県 区

丘 町村

区

保護者の同意により 

入院した年月 日

平成 年 月 日

（午前•午後 時）

今回の入 

院年月 日

昭和 佑 日 口
平成年 月 日

入院形態

第34条による移送の 

有'. 無
,有り なし

病 名

1主たる精神障害

ICDカテガン（.）

2従たる精神障害

ICDif □''!）-（ ）

3身体合併症 ，

医療保護入院の 

必，要’性 
何者自身の病気に好' 

する理解の程度を含 

め、任意入院が行わ 

れる状態にないと判 

断した理由について 

.記載すること

（特定医師の診察に 

より入院した場合に 

は待定医師の採った 

'措置の妥当性につい 

て記載すること）

病状または状態像の 

•概 要

入院を必要と認めた 

精神保健指定医氏名
署名
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記載 上の 留意 事項

同 意 者

氏名

（男•女）

続柄
生年 

月日

蠶年月 日生

住所
都道 郡市 町村

府県 区 区

家庭裁判所への申請 

日（予定日を含む）
平成 年 月 日

1I 内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。

ただし、第34条による移送が行われた場合には、この欄は、記載する必要がないこと。

2 ■回の入院年月日の欄は、今回貴病院に入院した年月日を記載し、入院形態の欄にそ

のときの入院形態を記載すること"（特例措置による入院を含む。その場合は特例措置入 

院と記載すること。）•なお、複数の入院形態を経ている場合には、順に記載すること。

3入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
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（別添13）

様式19

特定医師による応急入院（第33条の4第2項）届及び記録

平成 年 月 日

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

応急入院者

フリガナ

生年 

月 日

明治

大正 年 月 日生

昭和

平成. （満歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡？1
府県 .区

庁 町村

区

依頼をした者の 

入院者との関係

入院年 月 日 平成 年 月 日（午前•午後 時）

病 名

1主たる精神障害

ICDカテゴリ-（ ）

2従たる精神障害

ICDカテガリー（ ）

3身体合併症

生活歴及び現病歴

推定発病年月、•精神 

科又は神経科受診 

歴等を記載するこ 

と
J ノ

（陳述者氏名 . 続柄 ）

応急入院の必要性 
俺者自身の病気に帚' 

する理解の程度を含 

め、、任意入院が行わ 

れる状態にないと判 

断した理由について 
.逸載すること。ノ

初回入院期間

前回 入院 期間 

初回がら前回までの

入院回数

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年’月 日

（入院形態 ）

昭和•平成 年 月 日〜昭和•平成 年 月 日

（入院形態 ）

計 回
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＜現在の精神症状〉 I 意識

］意識混濁 2せん妄3もうろう4その他（ )

n 知能（軽度、 中等度、重度）

m 記憶

1記銘障害 2見当識障害3健忘4その他（ )

IV 知覚

1幻聴2幻視3その他（ )

V 思考

.1妄想2思考途絶3連合弛緩4滅裂思考 5思考奔逸
6思考制止 7強迫観念8その他（ )

VI 感情•情動

1感情平板化2抑うつ気分 3高揚気分4感情失禁
5焦燥•激越6易怒性•被刺激性亢進7その他（ ）

vn 意欲

1衝動行為 2行為心迫3興奮4昏迷5精神運動制止
6無為•無関心7その他（ )

w 自我意識

1離人感2させられ体験3解離4その他（ )

K 食行動

1拒食2過食3異食4その他（ )

＜その他の重要な症 1てんかん発作2自殺念慮 3物質依存（ )

状〉 4その他（ )

＜問題行動等ゝ 1暴言2徘徊3不潔行為 4その他（ )

＜現在の状態像〉 1幻覚妄想状態2精神運動興奮状態3昏迷状態 

4統合失調症等残遺状態5抑うつ状態6躁状態
7せん妄状態8もうろう状態9認知症状態
10その他（ )

応急入院:を 

,採った理由 
得護者等の同意を街

ることのできなかつ」 

.た理由を含め、応急 

入院を採った理由に
1っいて記載することJ

入院を必要と認めた 

特定医師氏名
署名

確認した 

精神保健指定医氏名
署名

診察

日時

平成

（午前•

年 月 日

午後 時）

指定医が入院 

妥当でないと判断 

した場合の理由
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事後審査委員会意見

________ 記載上の留意事項

1I ［內は、特定医師の診察に基づいて記載すること。

2生活歴及び現病歴の欄は、他診療所及び他病院での受診歴をも聴取して記載すること。

3初回及び前回入院期間の欄は、他病院での入院歴•入院形態をも聴取して記載するこ 

と。

4現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像の欄は、一般にこ 

の書類作成までの過去数か月間に認められたものとし、主として最近のそれに重点を置 

くこと。

5入院を必要と認めた特定医師氏名の欄は、特定医師自身が署名すること。

6確認した精袖保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。

7事後審査委員会意見は病院保存分について記載すること。

8選択肢の欄は、それぞれ該当する算用数字、ローマ数字等を〇で囲むこと。
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（別添14）

様式星

応急入院届

平成 年 月 日 

知事殿

病院名

所在地

管理者名 印

応急入院者

フリガナ

生年 

月 日

明治

入止 年 月 日生

昭和

平成 （満歳）

氏名 （男•女）

住所
都道 郡彳

府県 区

庁 町村

区

依頼をした者の 

・入院者との関係

入院年 月 日 平成 年 月 日（午前•午後 時）

第34条による移送の 

有 無
有り なし

病 名

1主たる精神障害

ICDカテナ!1-（ ）

2従たる精神障害

ICDカテガ!）-（ ）

3身体合併症

応急入院の必要性 
者自身の病気にか

する理解の程度を含 

め、任意入院が行わ 

れる状態にないと判 

断した理由について 

記載すること
J ノ

（特定医師の診察に 

より入院した場合に 

は特是医師の採った 

措置の妥当性につい 

て記載すること）

病状または状態像の 

概 - 要

.応急・入院を 

採った理由 

庫護者等の同意を彳象 

•ることのできなかっ 

た理由を含め、応急 
入院を採った理由に

1〇いて記載するこ匕
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記 載 上の 留 意 事 項

入院を必要と認めた 

精神保健指定医氏名
署名

11 I内は、精神保健指定医の診察に基づいて記載すること。 ’

ただし、第34条によ目移送が行われた場合には、この欄は、記載する必要がないこと。

2入院を必要と認めた精神保健指定医氏名の欄は、精神保健指定医自身が署名すること。
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（別添15）

別紙様式2

平成 年 月 日

厚生労働大臣殿

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の規定による5年ごとの研修を本年度 

中に受けることができませんので、研修を受講すべき年度の延期及び精神保健指定医の証 

の有効期限の延長をお願いします。

1研修を受講できない理由（具体的に記載すること）

2受講できないやむを得ない理由を証するに足る書類（別添）

（彼災証明書•診断書•留学証明書. その他 ( ))

3 受講できるようになる年度 平成 年度

_4 精神保健指定医の証の番号 第 号

互 精神保健指定医の証の交付年月日 平成 年 月 .日

精神保健指定医の証の有効期限 平成 年 月 日
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障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 参考資料①

障害者自立支援法関係Q&A

地方自治体から提出された主な質問事項等について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。

分類 質問の内容 現段階の考え方

障害程度区 

分

①障害程度区分の認定の有効期間の開始日はどのように 

設定すればよいか。

① 障害程度区分の有効期間は、市町村審査会の意見を聴いたうえで、3か月以上 
3年（施行時の認定については3年6か月）以下の1か月単位で定めることとし 
ているが、開始日及び終了日については、次のとおりとする。
ア 有効期間の開始日は、原則として認定日とするが、支給決定期間の開始日と 

合わせることも可能とする。（18年10月1日の施行前の認定については、18年10 
月1日が有効期間の開始日となる）

なお、障害程度区分を認定した結果、支給決定は却下となる場合でも、障害 

程度区分の認定自体は有効である。
ィ具体的な有効期間の算定は、有効期間の開始日が属する月の末日までの期間 

と1か月単位で定める期間を合算して得た期間とする。
ただし、有効期間の開始日が月の初日である場合にあっては、1か月単位で 

定める期間とする。

②障害程度区分認定を受けた者が、他の市町村に転出し 

た場合の取扱い如何。

② 障害程度区分認定を受けた者（以下「障害程度区分認定者」という。）が、他 
の市町村に転出した場合、転出先の市町村で新たに障害程度区分認定にかかる調 
査を受けることなく、転出元市町村で認定を受けた障害程度区分及び有効期間を 

引き続き有効にできることを基本とする。

事務手続きは、以下のとおり。
ア 障害程度区分認定者が転出する際、障害程度区分認定者は、障害福祉担当課 

に転出を届け出る。転出元市町村は、障害程度区分認定証明書（※様式例は別 

添）を交付する。

ィ 障害程度区分認定者は、転入先市町村に転入してから14日以内に、障害程 
度区分認定証明書を添えて支給申請を行う。

ゥ転入先市町村は、あらためて認定調査及び市町村審査会における判定を経る 

ことなく、証明書の内容をもって障害程度区分を認定する。
工 なお、申請者は転入先市町村であらためて支給決定を受ける必要があること 

に留意する。

③転入先市町村における障害程度区分認定の有効期間は 

どうなるのか。

③転出元市町村で認定された有効期間の満了日まで有効とする。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

障害程度区 

分

④ 介護給付費の新規申請を受けたが、障害程度区分認定 
調査前に転出した場合どうなるのか。

⑤ 介護給付費の新規申請を受けたが、障害程度区分認定 
調査後に転出した場合どうなるのか。

④ 転出元市町村は、申請却下又は申請者に申請取下げの勧奨をするとともに、サ 
ービス利用希望者に対し、転入先市町村であらためて支給申請を行うよう指導す 

る〇
ただし、申請者が、申請後緊急その他やむを得ない理由により申請に係るサー 

ビスを利用 している場合で、市町村が特例介護給付費を支給 しようとする場合は、 
申請者に対し、転入先市町村による障害程度区分認定後に障害程度区分認定証明 
書の交付を受けて提出するよう指導し、当該認定結果に基づき障害程度区分を認 

定することができるものとする。

⑤ 次の手続により、障害程度区分を認定することを基本とする。
ア 転出元市町村は、支給申請を受け、認定調査済みであることを付記した障害 
程度区分認定証明書を申請者に交付する。この場合、備考欄に「〇月〇日 認 
定調査瘠み」と总すこととする。

イ サービス利用希望者は、転入先市町村に転入してから14日以内に、障害程 
度区分認定証明書を添えて支給申請を行う。

ウ その後転出元市町村は、市町村審査会における判定まで行い、判定終了後、 
あらためて、判定結果を記入した障害程度区分認定証明書を申請者に交付する。

エ転入先市町村は、申請者から判定結果を記入した障害程度区分認定証明書の 
提出を受けて、当該判定結果に基づき障害程度区分を認定する。

※以上の取扱いは、別途提示する事務処理要領に定める予定。

支給決定関 
係

① 平成18年9月中に障害程度区分の認定を終えること 
が困難な者について、9月中に、障害者自立支援法附則 
第6条の規定に基づき、「障害の種類及び程度」を勘案 

して、1〇月1日以降に効力を生じる支給決定を行うこ 
ととして差し支えないか。

また、その場合、障害者自立支援法施行規則第15条 
の規定の適用は受けないものと解するが如何か。

①貴見のとおり。

ただし、本取扱いは、平成18年10月1日の制度施行までの間に、やむを得 
ない理由により、障害程度区分の認定が間に合わない者についてのみ認められる 
特例的な取扱いであるので、可及的速やかに認定審査を終え、「障害程度区分」 
に基づく本来の支給決定を行うよう努められたい。なお、この方法による支給決 
定を行うに当たっては、以下の点に留意されたい。
〇 市町村は、運用上、「障害の種類及び程度」のほか「一次判定の結果」や「現 
在のサービス利用状況」等を勘案のうえ、相当する「障害程度区分」をみなし 

（「みなし区分」の認定）たうえで支給決定を行うこと。
〇その際、みなし区分とその後の実際の区分が必ずしも一致するものではない 

ことを、事前に利用者へ説明しておくこと。
〇 報酬については、みなし区分に応じた単価により支払うこととし、実際の区 
分がみなし区分と異なる区分であっても、既に支払った報酬との差額の精算等 

は必要ないこと。
〇本来の障害程度区分の認定が終了し、当該区分等に基づいて行われた本来の 
支給決定については、当該支給決定が行われた日の属する月の翌月から適用す 

ること。
〇 国庫負担基準については、みなし区分に基づく額を適用すること。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

居宅介護 ① 身体介護及び家事援助の報酬を算定するにあたって 
は、市町村が特に認める場合には3時間（家事援助は1. 
5時間）を超える部分につき、30分当たり70単位を算定 
することとされているが、市町村はどの段階で認め、ど 
のような事務を行うのか。

①支給決定時において一月当たりの支給量に加え、一回当たりの最大利用可能時 
間数を決定の上、受給者証に記載する。

② ヘルパーを2人派遣する対象となる者について、どの 
ような方法で認めればよいか。

② 支給決定時においてヘルパーの2人派遣が必要であることについて承認した 
上、受給者証に記載する。

③ーの事業者が居宅介護を行動援護又は重度訪問介護と 
併せて実施する場合、人員基準はどうなるのか。

③居宅介護、行動援護、重度訪問介護を合わせて常勤換算2. 5人以上とする。

④ 現在、居宅介護を1日に複数回算定する場合にあって 
は、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とされ、同じ 
類型のサービスの間隔が2時間未満となった場合には、 
原則として前後を1回として算定することとされている 
力ヾ、10月以降も同様か。

④ 貴見のとおり。ただし、別事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満で 
ある場合には、これらを通算して1回と算定せず、事業者ごとにそれぞれ1回と 
して算定する。

行動援護 ① 行動援護と居宅介護の併給は認められるということで 

よいか。

①貴見のとおり。

②行動援護についても現行の外出介護と同様、「経済活 
動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認め 
られないと解してよいか。

②貴見のとおり。

③障害児についても障害者と同様、てんかんの頻度にっ 
いて、医師の意見書をとらなければいけないのか。

③ 障害児の場合は、必ずしも医師の意見書をとる必要はなく、家族等からの申し 

出のみでよい。

重度訪問介 
護

① 重度訪問介護を1日に複数回実施した場合、どのよう 
に報酬算定するのか。

① 重度訪問介護については、複数回であっても1日分を通算して報酬算定する。 
ただし、サービス提供が別事業者であればそれぞれ別々に算定する。

②重度訪問介護について、3時間未満の利用は可能か。 ②同一箇所に長時間滞在し、サービス提供を行う形態である重度訪問介護の支給 

決定は1日3時間以上を基本とするが、請求は3時間未満でも可能である。

③重度訪問介護の移動介護加算に関して時間数を決定す 
る場合、重度訪問介護全体の時間数の内数となるのか。

③ 全体の時間数の内数となる。

なお、1日に複数回移動した場合であっても1日分を通算して報酬算定するが、 
別事業者であればそれぞれ別々に算定する。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

重度訪問介 

護

④重度訪問介護については、現行の日常生活支援と同様、 

「見守り介護」についてもサービス内容として含まれて 

いるということでよいか。

④ 重度訪問介護は、支援費制度の下で別々のサービスとして提供されてきた日常 

生活支援と外出介護を、重度の肢体不自由者であって常時介護を要する者に対し 

て総合的に提供するものであり、現行の日常生活支援に外出時の介護を加えたサ 

ービスとなっている。
したがって、「日常生活支援」の一部として提供されてきた「見守り介護」は 

「重度訪問介護」においてもサービス内容に含まれるものである。

⑤重度訪問介護における移動についても、現行の外出介 

護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期に 

わたる外出」は認められないと解してよいか。

⑤貴見のとおり。

⑥重度訪問介護と居宅介護の併給は認められるか。 ⑥重度訪問介護とは、日常生活全般に常時の支援を要する重度の肢体不自由者に 

対して、身体介護、家事援助、見守り等の支援及び外出時における移動中の介護 

が比較的長時間にわたり、断続的に提供されるような支援をいう。

したがって、重度訪問介護については、従前の日常生活支援の取扱いと同様に、 

身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定し 

ており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービ 

ス費を算定することはできないものである。
ただし、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯に 

サービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を 

提供する場合にあっては、この限りでない。

⑦重度訪問介護従業者養成研修の基礎研修だけを修了し 

た者が加算対象者に対してサービス提供した場合、通常 

の報酬算定となるのか。

⑦ 基礎研修だけを修了した者は加算対象者に対してサービス提供することができ・ 

ない。（仮にサービス提供したとしても報酬算定できない。）

⑧介護福祉士や居宅介護従業者養成研修修了者、日常生 

活支援従業者養成研修修了者についても重度訪問介護従 

業者養成研修の追加研修を受けなければ加算対象者に対 

してサービス提供できないのか。

⑧ご質問の者については、追加研修を要しない。（追加研修の受講が必要となる 

のは、基礎研修のみを受講している者に限られる。）
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分類 質問の内容 現段階の考え方

重度訪問介 
護

⑨重度訪問介護事業者が提供サービスを移動中の介護の 
みに特化することはできるか。

⑨重度訪問介護は移動中の介護も含めて総合的に提供する必要があるので、移動 
中の介護のみに特化してサービス提供することはできない。また、移動中の介護 
を行わないこともできない。

⑩重度訪問介護の移動中の介護を行う場合、ヘルパーに 
特別の資格要件が必要となるか。

⑩ 通常の重度訪問介護従業者の要件で足りる。

⑪重度訪問介護において、介護保険の訪問介護員養成研 
修修了者は、居宅介護従業者養成研修修了者と同じ取扱 
いとしてよいか。

⑪貴見のとおり。

重度障害者 
等包括支援

① 重度障害者等包括支援と他の障害福祉サービスとの併 
給は認められもか。

① 重度障害者等包括支援は、障害福祉サービスを包括的に提供するものであるの 
で、他の障害福祉サービスとの併給はできない。

② 重度障害者等包括支援において訪問系サービスを利用 
する場合、ヘルパーを2人派遣すもこ丄はできるか。

②ヘルパーの2人派遣も可能。その場合、支給決定する際には2人介護として積 
算して支給量を決定する。

③ 支給量の決定は一月単位となっているが、重度障害者 
等包括支援の支給決定プランを一週間単位で作成した場 
合、支給量はどのように算出すればよいのか。

③ 市町村が作成する支給決定プランから一日分の平均単位を算定し、その値に当 
該月の暦の日数を乗じて算出する。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

共同生活援 
助・共同生 
活介護

① 障害程度区分2以上の者が、共同生活援助を利用する 
ことはできるか。

①基本的には、共同生活援助の対象者は障害程度区分1又は非該当の方、共同生 

活介護の対象者は、障害程度区分2〜6の方を想定している。
しかしながら、障害程度区分2以上の方であっても、あえて共同生活援助の利 

用を希望する場合、共同生活援助を利用することは可能である。
なお、その場合の報酬単価については、共同生活援助の報酬額を適用すること 

になる。

②共同生活援助を利用中の者が、共同生活住居内で居宅 
介護を利用することは可能か。

②障害程度区分1の場合、居宅介護の対象となるが、共同生活援助の利用者にっ 
いては、共同生活住居内での必要な支援は世話人が行うこととなるため、居宅介 

護を利用することができない。

③共同生活援助や共同生活介護を利用中の者が帰省中に 
居宅介護を利用することは可能か。

③ 帰省により本体報酬が算定されない日数(月2日まで)に加え、月3日目以降 
の帰宅時支援加算の算定期間中であっても、当該加算は帰省した日ごとに算定さ 
れる報酬ではないことから、市町村が必要と認める場合は、支給決定を受けて居 
宅介護を利用することは可能である。

事業体系• 
サービス内 
容

①知的障害者入所更生施設など支援費施設に現に入所し 

ている者については、障害程度区分にかかわらず、5年 
間の経過措置として、当該施設を継続して利用できるこ 
ととされているが、施設をいったん退所した場合には、 
再度、当該経過措置の適用を受けることはできないのか。

①障害者自立支援法による新しい制度においては、
(1) 身体機能の向上を図るためのリハビリテーションや家事等の日常生活を営む 
上で必要な能力を育むための支援を行う「自立訓練」

(2) 一般就労をする上で必要な能力を育むための作業訓練や職業紹介、就労後の 
職場定着支援等を行う「就労移行支援」

を新たに創設したところであり、こうした事業に積極的に取り組むことともに、 
地域における居住の場として、グループホームや福祉ホーム等の計画的な整備を 
進め、入所施設から地域生活や一般就労への移行を進めることが重要であると考 

えている。
知的障害者入所更生施設などの支援費施設に現に入所している者については、 

法附則第22条において、平成23年度末までの経過措置として、障害程度区分 
にかかわらず、当該施設を継続して利用できることとしているが、これらの者が 
安心して地域移行に取り組むことができるよう、法施行後、自立訓練又は就労移 
行支援等を利用して施設を退所した者が、退所後の事情により地域生活の継続が 

困難となった場合には、平成23年度末までの間、障害程度区分にかかわらず、 
再入所(退所前に入所していた施設以外の施設への入所を含む。)が可能と考え 

ている。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

事業体系• 

サービス内 
容

② 障害者デイサービスを18年9月末までに旧法指定施 
設の通所部に位置付けることを考えているが問題ない 
か。あくまでも新体系サービスへの移行を求めるのか。

② 照会の件は、経過措置が設けられている本体施設に併設されている障害者ディ 
サービス事業所が、単独では新体系事業に移行が困難であることから、本体施設 
の通所部として一旦位置づけ、当分は新体系事業に移行しない趣旨であると推察 

される。
しかしながらこのような取扱いは、最終的には施設の指定を行う都道府県等の 

判断となるが、基本的考え方として、18年10月から新たなサービス体系に再編し 
て、障害者の自立支援を図るという法の趣旨に照らして望ましくないものと考え 

られる。

今回の制度改正に関しては、個別給付に移行する場合、本来は事業毎に定員2 
〇人以上の利用者数を確保することが必要であるが、複数種類の事業を一体的に 

組み合わせることにより、その合計の定員が20人以上であれば、多機能型とし 
て事業が実施できる取扱いとしたことや、施設併設の場合は、利用者数1〇人以 

上であれば、個別給付への移行を認める特例的な取扱いを設けたところ。また、 
地域生活支援事業として位置づけられる地域活動支援センターへの移行が困難な 

場合についても、経過的デイサービスセンターとして18年度中に限り、従前の 
事業を行うことができる経過措置も講じることとしたところであり、障害者自立 

支援法の理念に則って、これらの特例措置を活用しながらできる限り新体系への 

移行を図っていただきたい。
なお、国庫補助を受けて整備されたデイサービスセンターが、新体系へ移行す 

る場合は財産処分に係る所要の手続きを要しないが、敢えて旧法指定施設の通所 

部に位置付け直す場合にあっては、用途変更の財産処分の承認協議が必要となる。

③小規模通所授産施設、精神障害者社会復帰施設や小規 
模作業所の利用者は、従前の施設の利用が可能な経過措 

置対象者となっていないが、これらの利用者は、就労移 

行支援の利用や就労経験が無ければ就労継続支援B型の 
利用はできないのか。

③ 就労継続支援B型の利用対象者は、原則として、就労経験がある者であって年 
齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者や、就労移行支援事 

業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、B型の利用が適当と判 
断された者としているところであるが、今般、平成20年度までの経過措置とし 

て、
ア地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しいため雇用される 

ことが困難である、
ィ就労移行支援事業者が少ないため当該事業の利用が困難である

と市町村が判断した者も利用を可能としたところであり、この経過措置により、 
小規模通所授産施設、精神障害者社会復帰施設及び小規模作業所の利用者におい 

ても、就労経験が無い場合であっても、地域の実情によりこの要件に該当すると 

判断される場合には、B型の利用が可能と考えている。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

障害福祉計 

画
① 障害福祉計画は来年3月までに作成することとなって 

いるが、18年10月以降、事業者から、指定拒否の対象と 

なる「生活介護」、「就労継続支援（B型）」、「施設入所支 
援」の指定申請が行われた場合に、障害福祉計画の作成 
前であっても、指定拒否を行うことができるか。

①障害者自立支援法では、都道府県知事は、事業者から指定障害福祉サービス事 
業（又は障害者支援施設）の指定申請があった場合、都道府県障害福祉計画におい 
て定めるサービス見込み量（又は必要入所定員総数）に達しているか、又はこれを越 
える見込みであるとき、その他障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認 
めるときは、障害福祉サービス基盤の整備を計画的に実施するため、当該指定をしな 

いことができることとされている。
したがって、原則として、指定拒否を行うためには、障害福祉計画が作成されている 

ことが必要であるが、お尋ねのとおり、10月段階では障害福祉計画の作成が間に合っ 
ていない場合も考えられるところ。

この場合、障害福祉計画作成前の段階であっても、その時点で把握しているサービ 
ス量の将来見込みから、当該指定を行った場合に、障害福祉計画の達成に支障が生 
ずることが予想されると都道府県知事が判断する場合には、法に定める「その他障害 
福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき」に該当するものとして、指 
定を行わないことができるものと考えている。

補装具 ①1& 6. 26の会議資料11-1『補装具の支給制度について』 
の表中に、「月額負担上限額は、個々の申請者ごとに認 
定」とあるが、申請者の定義は如何。

① 申請者とは、障害者自立支援法第76条第1項に規定する「障害者又は障害児の 
保護者」である。また、障害児とは、障害者自立支援法第4条第2項に規定する「児 
童福祉法第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満のもの」で 

あり、保護者とは同条第3項に規定する「児童福祉法第6条に規定する保護者」 

である。

②補装具業者が、支給決定後に利用者負担分について値 

引きを行った場合の取扱いはどうなるのか。

②補装具業者が、支給決定後に利用者負担分について値引きを行った場合、当該 

値引き後の額が基準額となり支給決定のやり直しとなる。（仮に利用者負担分1 
〇%の全部について値引きを行う場合は、残りの9 0%を基準額とするため、補 
装具費が9 0%の9 0% （=81%）となる。）

③所得区分を判断する際の市町村民税額（所得割）にっ 
いて、定率減税は適用するのか。

③定率減税適用後の税額（賦課の実績値）によって判定されたい。

障害児施設
関係

①養護学校高等部3年生が年度途中で18歳に達した場合 
や就学免除により18歳を超えても養護学校に在籍してい 
る場合の教育費9, 000円の取扱いはどうなるか。

①教育的配慮から加算の継続を認める。

② 兄弟（ともに18歳未満）で知的障害児施設に入所し 
た場合の一般世帯の利用者負担額及び補足給付額如何。

②二人で福祉サービス費の上限額37,200円を上回る場合
｛刊）魁活計教韻）（龜サービス費）（觴好ども铁育す磧用）

補足給付費=34, 000円 +37, 200円+58, 000円x 2人一?9, 000円 
=10& 200円（一人当たり54,100円）

（毓サ-ビス費）（饋等負!贖）

利用者負担額=37, 200円+7, 800円
=45, 000円
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分類 質問の内容 現段階の考え方

障害児施設
関係

③兄が児童養護施設へ措置入所し、弟が知的障害児施設 
に契約で入所している場合の利用者負担はどうなるか。

③ 児童入所施設（児童養護施設を含む）及び障害児施設（知的障害児施設を含む） 
において、現在講じられている兄弟入所の減免措置を「契約」と「措置」の場合 
についても適用する。具体的には、児童入所施設に入所している児童の徴収金額 
を減免する扱いとする。（雇用均等•児童家庭局家庭福祉課と調整の上、取扱い 
についてお示しする。）

④医療型入所施設における治療用装具はどのような請求 
手続きとなるのか。

④治療用装具は償還払いを原則としていることから、一旦利用者に自己負担をし 
ていただき、保険者へは医療保険の療養費、自治体へは障害児施設医療費の支給 

申請をそれぞれしていただくことになる。この際、領収書が2通必要になること 
から写しを認める等適宜対応していただきたい。

⑤ 医療型障害児施設（療養介護）にかかる食費について、 
一部が障害児施設医療費（療養介護医療費）の対象とな 
る一方で自己負担が発生する場合の障害児施設医療費等 
の請求の取扱い如何。

⑤ ご質問にある食費に「障害児施設医療費等」と「自己負担」が発生する場合の 
「障害児施設医療費等」の請求は、レセプトとは別に施設より自治体に直接請求 

していいただくことになる。（具体的な請求方法は別途お示しする。）
なお、全額自己負担となるケース又は全額障害児施設医療費等で対応するケー 

スはレセプトによる請求のみで対応することとなる。

⑥医療型施設における食費負担限度額は、30. 4日で計算 
されている（23,712円又は14,592円）が、実際に食費を 
支払う際、31日の月については、公費で一部負担するこ 
とになるのか。

⑥健康保険の標準負担額は、自己負担が原則であるため、食費負担限度額の計算 

において示している30. 4日を31日に変更する。（詳しくは、本日の課長会議資料 
「医療型障害児施設（療養介護）の利用者負担認定について」を参照されたい。）

⑦医療型障害児施設及び療養介護の法別番号は新たな番 
号となるのか。

⑦ 法別番号については、既に各自治体に情報提供したところである。今後正式な 
通知でお示しすることとしている。

⑧ 6月26日の課長会議において、障害児施設の措置•契
約の取扱いが示されたところであるが、児童ディサービ 

スについて変更はないか。

⑧ 児童デイサービスについても10月以降の新規利用者の取扱いについては6月26 
日の課長会議で示した基準に基づき、ご判断していただきたい。なお、この取扱 

いに伴い、「児童福祉法第21条の25第1項に規定するやむを得ない事由による措 
置により児童デイサービスを提供する場合の留意事項について（平成15年6月6 
日障第0606002号）」は廃止することとする。
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（表面）

障害程度区分認定証明書

障
害

程 

度 

区 

分 

認 

定 

者

申請番号

フリガナ

氏名

生年月日 明•大•昭•平 年 月 日生 男•女

住所

転出予定先 

（市区町村名まで）

異動予定日 平成 年 月 日

.上記の者は、次のとおり本市（町村）において障害者自立支援法に基づく障害程度区分の認定 

を受けている者であることを証明する。

平成 年 月 日

〇〇市町村長

.............................. ....—

申請年月日 平成 年 月 日

障害程度区分 認定年月日 平成 年 月 日

認定の有効期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで有効

市町村審査会 

の意見等

備考

※裏面に注意事項を記入。



（裏面）

注意事項

1 この障害程度区分認定証明書は、障害者自立支援法の障害程度区分認定について、転出先 

の市町村で、あらためて認定調査等を受けることなく障害程度区分認定を受けることが可能 

になるように〇〇市（町村）が交付したもので、障害程度区分認定結果等を通知するものでは 

ありません。したがって、この証で障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの支給を受 

けることはできません。

2 住所を異動した際は、直ちに転入先の市（町村）の窓口で転入の届け出をし、必ずこの証明 

書を提出して障害福祉サービスの利用の申請をしてください。

転入先の市町村で改めて支給決定を受けるまでは原則として転入後に利用した障害福祉サ 

ービスの給付は受けられません。緊急に利用が必要な場合は転入先市町村にご相談ください。

3 住所を異動した先の市（町村）が、新たに障害福祉サービスにかかる給付の実施主体となり 

ます。

4異動予定日を過ぎてから住所を異動した場合は、異動予定日が過ぎてから住所を異動する 

までに利用した障害福祉サービスの給付が一部受けられなくなることがありますので、予定 

が変わった場合は（転出前の市町村に）ご相談ください。



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 参考資料②

相談支援事業について

〇指定相談支援の事業の人貝及び運営に関する基準
【6月26日会議からの主な変更点】
① 相談支援専門員の配置について（資料2・3頁）
② 相談支援専門員の実務経験について（資料6頁、Q&A2頁）

※ 変更点について斜体表示してあります。

〇相談支援事業関係Q&A

1



指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

1.指定相談支援事業の人員基準

① 従事者の員数

〇 事業所ごとに、専従の相談支援専門員を配置。ただし、事業所の管理に支障のない場合は、当該事 
業所の他の職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

② 管理者

〇 事業所ごとに専従の管理者を配置。ただし、事業所の管理に支障のない場合は、当該事業所の他の 

職務等に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

2.相談支援専門員について

① 基本的な考え方
相談支援専門員は、障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であることから、 
実務経験（3年、5年、10年）と相談支援従事者研修の受講を要件とする。

なお、現任研修を5年に1回以上受講することとする。

② 実務経験の対象となる業務（別紙のとおり）
〇障害者の保健、医療、福祉の分野における相談支援の業務及び介護等の業務
〇障害者の就労、教育の分野における相談支援の業務

③ 研修の受講
実務経験を有する者は、都道府県の実施する相談支援従事者研修（初任者研修（5日程度））を受講 

し、相談支援専門員になることができる。
〇 過去に国又は都道府県の実施する障害者ケアマネジメント研修を受講したことのある者については、 
新制度における相談支援従事者研修（1日程度）を19年度末までに受講しなければならないものと 
する。

〇 現在、相談支援事業に従事し、実務経験の要件を満たす者のうち、これまでに上記研修を受講して 
いない者については、平成19年度末までに都道府県の実施する相談支援従事者研修（初任者研修（ 

5日程度））を受講することを要件として相談支援専門員の業務を行うことができる。
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指定相談支援事業における相談支援専門員の配置について

〇相談支援専門員の配置

・事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員を置かなければならない。

・指定相談支援の業務に支障がない場合は、同一事業所の他の職務に従事させ、又は他の 
事業所、施設等の職務に従事させることができる。

【具体的には】
① 常勤、非常勤の別を問わない。

② 相談支援に支障のない範囲で、

・同一事業（当該指定相談支援事業所）の管理者、その他の従業者との兼務可

・他の事業所の管理者、サービス管理責任者等との兼務可（相関図参照）

（※これまでの考え方:常勤換算方法で1以上の相談支援専門員を置かなければならない）

職員間の兼務の整理（指定相談支援事業）

相談支援事業所 併設事業所

管 相 管 サ 直

管 X 〇 〇 〇 〇

相 〇 ヽ 〇 〇 探

（備考）
〇:兼務可（業務に支障のない範囲で）
※:直接処遇職員が適用報酬基準以上配置されている場合、 

その限度において相談支援専門員の勤務時間に繰入れ可 
管・管理者

相:相談支援専門員
サ:サービス管理責任者
直:直接処遇職員

〇留意事項

市町村が実施する一般的な相談支援（障害者相談支援事業）について、常勤の相談支援専門員が配署 

されている指定相談支援事業者に委託して実施できる取扱いを変更するものではない。
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3.運営基準
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

相談支援専門員は生活全般に係る相談、サービス利用計画の作成に関する業務を担当する。
利用者等に対してサービスの提供方法等について理解しやすいように説明するとともに、ピアカ 

ウンセリング等の支援を必要に応じて実施する。

地域のサービス事業者の情報を適正に利用者等に提供する。
利用者の居宅を訪問し、面接によるアセスメントを実施する。

サービス利用計画の原案を作成する。
サービス担当者会議を開催し、サービス利用計画の原案内容について意見を聴取する。

サービス利用計画の原案を利用者等に説明し、文書により同意を得る。
サービス利用計画を利用者等及び利用サービス等の担当者に交付するとともに、市町村へ写しを 

提出する。
月1回以上、利用者の居宅を訪問し、モニタリングする。
必要に応じ、サービス利用計画の変更を行う。 等

4.指定申請について

① 指定申請

〇 指定申請書及び必要な書類を添付して都道府県知事に申請する。
※ 相談支援専門員の経歴には、相談支援従事者研修会等の修了証書、実務経験を証する書類等を 

添付すること。
② 変更の届出

〇事業所の名称及び所在地等の事項に変更があったときは都道府県知事に届け出る。
③ 指定の有効期間

〇 法における有効期間は6年であるが、平成18年1〇月の指定時においては、更新時期を平準化 

できるよう、3年から9年の範囲内で割り振ることができる。（経過措置）
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（別紙）

相談支援専門員の要件となる実務経験等

〇相談支援専門員の要件となる実務経験者

① 第1の期間が通算して3年以上である者
② 第2、第3、第5及び第6の期間が通算して5年以上である者
③ 第4の期間が通算して10年以上である者
④ 第2から第6までの期間が通算して3年以上かつ第7の期間が通算して5年以上である者
孤 3年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して3年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が540日以上 

〇3年以上（540日以上） 〇5年以上（900日以上） 010年以上（1800日以上）

〇実務経験となる業務

第〔平成18年10月1日において現にイ又は口に掲げる者が、平成18年9月30日までの間に、イ又は口に掲げる者として相 
談支援の業務（身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常 
生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務）その他これに準ずる業務に従事した期間

ィ障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者
□精神障害者地域生活支援センターの従業者

第2イから二に掲げる者力ヾ、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間

ィ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者

ロ児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更生相談所、福祉事務所、保健所、 
市町村役場その他これらに準ずる施設の従業者

ハ 身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更 
生施設、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、指定居宅介護支援事業所その他これらに準ずる施設の従業者

ニ 保険医療機関の従業者（社会福祉主事任用資格者、ホームヘルパー養成研修2級課程相当の研修の修了者、第7に掲げ 
る資格を有する者、又は第2のイからハに掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に該当する者）
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第3イから八に掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等が、介護等の業務（身体上又は精神上の障害があることにより 
日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して 
介護に関する指導を行う業務に従事した期間

ィ障害者支援施設、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害 
者福祉センター、精神障害者社会復帰施設、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、 
知的障害者通勤療、知的障害者福祉ホーム、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その他これらに準ずる施設の従 
業者

口障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者

ハ保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者

第4第3のイから八に掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間

第5次に掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 
障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者

第6盲学校、聾学校及び養護学校その他これらに準ずる機関において、就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した 
期間

第7医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視 
能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理 
栄養士を含む。）又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

社会福祉主事任用資格者等
社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者、保育士、 
児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者

6



相談支援事業関係Q&A
平成18年8月24日

分類 質問の内容 , 現段階の考え方

サービス利 

用計画作成 

費

市町村において、サービス利用計画を作成した場合も国 

庫負担対象となるか。

市町村が、都道府県から指定相談支援事業者の指定を受けて行う指定相談支援に 

ついては、国庫負担対象（サービス利用計画作成費）として差し支えない。

サービス利用計画作成費の国庫負担基準額を算定する課 

程でサービス利用者の1〇%に相当する人数を算出する 
が、その端数処理についてどうすればよいか。

原則として、1人未満の端数については四捨五入とする。ただし、サービス利用 

者数が少なく、1〇％に相当する人数が1人未満の場合は1人とする。

サービス利用計画の作成に関して、統一したアセスメン 

ト票やケア計画表等の様式が示されるのか。

今回、新たにサービス利用計画に関する統一した様式を示す予定はなく、各事業 

者ごとに、障害者ケアガイドラインの各種様式等を参考にそれぞれ作成されるべき 

ものと考えている。

相談支援専 

門員

相談支援専門員の実務経験について、相談支援専門員と 

して配置される時点で満たしていればよく、研修受講時に 

満たしている必要はないということでよいか。

お見込みのとおり。

相談支援専門員の要件となる実務経験に関して、社会福 

祉主事任用資格者等の場合、社会福祉主事任用資格等の資 

格取得以前の期間も含めて5年の実務経験があればよいの 

か。

お見込みのとおり。社会福祉主事任用資格等の資格を取得してから、あらためて 

5年間の実務経験が必要ということではない。

相談支援専門員の要件となる実務経験に関して、児童指 

導員任用資格者が社会福祉主事任用資格者等とされている 

が、精神障害者社会復帰指導員任用資格者は含まれないの 

カヽ。

精神障害者社会復帰指導員任用資格者についても、「社会福祉主事任用資格者等」 

に含まれることとする。

相談支援専門員の実務経験等の具体的な確認方法はどの 

ように考えているか。

現に勤務する施設等の長が業務内容や勤務日数を証明し、当該証明書を事業者指 

定の際に添付する相談支援専門員等の経歴書に添付することにより確認を行うこと 

を想定している。過去に、その他の施設等に勤務した経験がある場合は、その施設 

等の長による証明書も併せて確認することになる。

また、国家資格等を確認する必要がある者については、併せて免許等の写しを添 

付すること。
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分類 質問の内容 現段階の考え方

相談支援専 

門員

いわゆる小規模作業所の職員は、相談支援専門員及びサ 

ービス管理責任者の実務経験に含まれるか。

公的な補助金又は委託により運営されている小規模作業所であって、業務内容や 

勤務状況の記録が適正に整備されており、所属長等による実務経験の証明が可能で 

あれば、実務経験に含まれるものと考える。

相談支援事 

業（地域生 

活支援事 

業）

市町村根談支援機能強化事業により配置する専門的職員 
は常勤でなければならないのか。

専門的職員は、必ずしも常勤である必要はない。市町村内又は圏域内の相談支援 

体制の整備状況やニーズ等を勘案して、特に必要と認められる能力を有する専門的 

職員を常勤で配置したり、複数の専門的職員（非常勤）を組み合わせて地域の多様 
なニーズに対応することも聶■えられる。

地域自立支援協議会において、本事業によって配置する専門的職員について協議 

し、実施計画を作成するとともに、都道府県自立支援協議会から当該実施計画に係 

る評価•助言を求めるなど、事業の適切な実施に努めること。

相談支援事業に係る交付税措置の状況はどのようになっ 

ているか

相談支援事業に係る交付税措置（基準財政需要額）については、総務省から別添 

のとおり措置されると聞いているところ。なお、基準財政需要額については、平成 

18年4月から通年ベースで市町村又は都道府県それぞれに積算されているとのこ 

とであるが、相談支援事業の継続的•安定的な運営を図り、1〇月からの相談支援 
体制に円滑に移行が図られるよう、都道府県及び市町村において、特段のご配慮を 

お願いする。
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【別添】 地域における相談支援事業に係る財政的措置等について

【平成18年4月〜】 【財政的措置】

市

町

村

障害者相談支援事業

• 3障害の一般的な相談支援

（※地域自立支援協議会の運営を含ち）

市町村相談支援機能強化事業 

住宅入居等支援事業 等

標準団体規模（1〇万人）

10, 491千円（年額） 

（交付税）

/ 市町村

/ 地域生活支援事業

\ （補助金）

、、国1/2県1/4市町村1/4

< — 厂…ハ \

都道府県相談支援体制整備事業 等〈ニニ!

都

道

府

県

道府県地域生活支援事業

く （補助金）
ヽ、 国1/2県1/2 ______/

「障害児等療育支援事業 ]

.（実施主体:都道府県.•指定都市•中核市）'

•訪問による療育指導
・外来による専門的な療育相談 等

J （※都道府県自立支援協議会の運営を含む）・ノ

標準団体規模（170万人）

53, 053千円（年額） 

（交付税）



相談支援事業にかかる交付税措置について

【平成17年度】

市町村障害者生活支援事業

財源:交付税（市町村分）

<__________ _

・章害児（者）地域療育等支援事業 

うち相談支援事業分

財源:交付税（道府県分）

精神障害者地域生活支援センター 

うち相談支援事業分

ゝ 財源:補助金（県・政令市）

障害児（者）地域療育等支援事業 

うち障害児等療育支援分

、 財源:交付税（道府県分）

【平成18年度】

障害者相談支援事業

（地域自立支援協議会の運営を含も） 

財源:交付税（市町村分）

標準団体規模（1〇万人）

10, 491千円（年額）

_____________ ）
都道府県自立支援協議会

財源:交付税（道府県分）

ノ 標準団体規模（17〇万人）

A 53, 053千円（年額） ヽ

-----  '、、障害児等療育支援事を力

./ 財源:交付税（道府県分）
黴］ /

ノ 丿



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 参考資料③

（資料提供）

市町村における多様な相談支援体制の整備について

〇相談支援事業については、原則として平成18年10月から、障害種別にか 
かわらず市町村に一元化して実施されることとなっており、市町村においては、 

地域における相談支援体制の整備が急務である。

〇今回、全国の先進地における多様な相談支援体制に係る取組み事例を取 
りまとめたので、これらを参考として、地域自立支援協議会の設置を含めて、 

地域の実情に応じた相談支援体制の整備に努められたい。

〇都道府県においては、今後、市町村において、相談支援事業が適正かっ 
円滑に実施できるよう、広域における調整等、積極的な支援が重要である。

2006年8月24日
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市町村における多様な相談支援体制のあり方（例）

1障害種別に関わらず総合的拠点を設置
① 宮古市（市人口約6万人規模 圏域約10万人規模）
② 秦野市（市人口約17万人規模）

2障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携
①藤沢市（市人口約40万人規模）

3地域包括支援センターとともに総合的な相談窓口を設置
① 高浜市（市人口約4万人規模）

② 東松山市（市人口約9万人規模、圏域約22万人規模）

4その他

① 長野市（地域のネットワーク構築 市人口約38万人規模）

② 綾瀬市（相談支援体制のステップアップ 市人口約8万人）



例1—①
宮古地の相談支援体制の概要

（3障害の総合相談窓口の設置、 域5市町村共同設置）

〇人口:圏域 約10万人（うち宮古市約6万人）

〇「障害者相談コーナー」の設置

・市内中心商店街のデパート内に設置

•開設日はデパート営業日と同じ（土・日も開設）

午前1〇時から午後7時開設
・宮古市社会福祉協議会に委託。（身体・知的・精神の3障害に対応）

・市社協の相談職員に加えて、地域の相談支援事業者から派遣されたコー 

ディネーター等が相談に応じる。

〇「宮古圏域障がい者福祉推進ネット（レインホ'-ネット）」

・企業・産業団体・医療機関・施設・ホ・ランティア団体・行政等100団体で構成 

・障害者相談コーナーを支援

〇モデル事業からのステップアップ
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モデル事業からのステップアップ

モデル事業（H15 •16年盛実施） 圈域事業（H17年度〜）
______________

圏域5市町村の共同設置 
知的・精神の相談支援職員の常駐

相談コーナー全体の管理業務 

（宮古市モデル事業）

身体

宮古市のモデ 

ル事業により、 

常勤職員1名 

及び非常勤職 

員1名を配置 

して実施

——!知的 精神

■ !:

:障害児（者）-!精神障害者地 

!地域療育等支;;域生活支援セ 

!援事業（県委:;ンター（国• 

:託）からの応;!県社会復帰施 

:援 !!設運営費補助
: :!事業）からの

L..........i ［豐………

0
〇障害者福祉施設等の相談コーナーにおける相談事業 

〇生活支援ワーカー等による相談コーナーの利用促進
〇障害者福祉施設等の相談コーナーにおける相談事業 

〇障害者就業支援ワーカー •生活支援ワーカーによる相談事業

宮古圏域障がい者福祉推進ネット（レインボー 
ネット） による相談事業の支援

•各市町村の負担軽減による効率的事業実施 ・■' -
共同実施 •専門的相談•サービス提供対応が充実

の 町村の職員では対応に限界がある、障害の分野を超えた相談•コーディネート等にかかる対応が可能
メリット •相談等にかかる機能分担による対応時間の縮減等による事務事業の効率化

•福祉政策に係る新たなアピールが可能



ヤト!L4F

サービスを愛忡吞には？
相張コーナ_彌毅日・urn篦間

手帳・付申請洁?

働きたいんだ什となあ〜!

【開設日】キャトル営業日と同じ（土•日も開設）

（年末年始は休み）

【開段時間】午前10時〜午後7時まで

などなど、お気軽に 
ご相談ください。

sm （険律・越的・に耐し・す. 
町忖への出urn/もしぎす・

r\-

キャトル4F

百円ショップ 

「ラ•エン」 軽*

「ぺぺ-

相議コーナーでは、窓口、電話等によって相談に応 

じ、必要に応じて助倉、情鞍提供及び専鬥機関等へ 

の紹介や利用あっせん等を行います。

® (0193)71—1245
FAX (0193)71-124^

談コー—ew?
障書を持った方の社会響加を促進するた 

め、宮古市・山田町•岩泉町•田野细村・川井 

村の5市町村が負担金を出し合い、宮古市社 

会福扯協議会に事集を委託して相談支援事 

業を実施します。

【問合せ先】 
宫古市福祉課障書福祉係 
富古市社会福祉協議会

® 0193-62-2111 
® 0193-64-5050

エレベーター

金
ルJ

ランド9」コ 古-J
5
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例1一②
秦野市障害福祉相談支援体制の概要

（3障害の総合相談窓口の設置）

〇人口 :168,48!人（平成18年7月現在）

〇「障害福祉なんでも相談室」の設置

・秦野市保健福祉センター内に設置

・火•木吐曜日 午前10時から午後4時開設
・NP〇法人に委託。（身体・知的・精神の3障害に対応）

・相談室の職員に加えてヽ地域の相談支援事業者、施設等から派遣された 
専門職員が相談に応じる。

・1〇月以降の体制、開設日等を検討中。（ステップアップ）

〇「はだの障害福祉ネットワーク」

•地域の施設・作業所・市社会福祉協議会・市等で構成

・障害福祉なんでも相談室との連携

〇地域自立支援協議会

•市が運営、相談室の中立公平性の確保

〇秦野市障害福祉事業連絡調整会議 6



秦野市障害福祉相談支援事業イメージ図 平・蛙佬.琴了月1H

隨書のある人やその家換が抱える様々な囲题について、安心して菟軽に相議できる爆を設聲し，必要な悄報を提供するため、次のと詁り豢 

野市障書福祉相談支援事樂を実施す召=
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障害福祉なんでも相談室
期#•知的•穩神などに障害の為る方や、その家旗などが迤えるさま 

め建拱をす密障鲁镐柱なんでも 
ーヲン。

だれでも安心して相談できますので、気軽にご利用くだされ

/こごtaannsさ5

・・・邮話り・ってもFが、どうし04休分那ら故い 

•■・のことを・r=«nmig.w、か分からない

・mu・希队・躺二ついて・んでいる
・チ供の!*長に干灾が皐梅 

、・itw・!uwMk 口でits・しづ饥ゝ 

やmmt■・などへの・僦・いて滋しい 

■nm廉について■鮭い 

こつivou处:い 

・・■・へan■・手■について丽怙  い
・・”宇・を！mしたい
・加-厶へルブ・K-卜"化・!11したい
•鼻"・について・た513

・・■«»比:入・したい

•■・量mている那社・をしたい

・■■•のために总扶・我など畫nしてほしい 
・孚=皿宇暑覽えたい

谕 Mmeい 0侏 い

0463一驚-鹽霁

JLBA

*Mvn<tomfeで mm、

•T44Z9AX、mUM/F

:題加訂
$MWW «a 4ML «t. W»M» 4« 

attMt i«r±aaMMH7J 
rMm«»*0U心祝下■してい・
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例2 一①藤沢市の相談支援体制の概要
（複数の拠点が相互に連携）

〇人□: 397,698人（平成18年7月現在）

〇藤沢市相談支援ネットワーク（9月まで）

・3相談支援事業者（身体、知的、精神）、県総合療育センター、

市子供発達相談室、障害福祉課が連携して支援

•月1回の定例連絡会で情報交換 等

〇障害者支援連絡会議（地域自立支援協議会へ移行予定）

うイフステージや地域に応じた課題の検討（事務局:市障害福祉課）

•身障、知的•精神、児童、進路の4ワーキンググループに分かれて個別の 

課題や社会資源のあり方を検討（事業所の運営）

010月以降の相談支援体制

•藤沢市3障害支援ネットワーク（別紙）

•指定相談支援事業者による障害者総合相談窓口の設置（市障害福祉課内）
9
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平咸18年10用~ イメージ18 （奧）

・类:範二

藤沢市

藤沢市3障害支援ネットワーク（精神•身障•知的）

障害者支援連絡会議

圜艄立轴®越釦励幵劇

神奈川県

援体制

林看

支援

指定相議支提事鬥 

備神障点）

穗定楫談支援事集者 

（知的障害拠点）



ゝ

マンバワーの育成（ヘルパー•
ボランティア、ピアカウンセラ 
 などの研修会、、講演会、勉強
会など）
フオーラ厶
イベント。展示会、発表会など）

の開幢

薛沢市3障邑支援ネットワーク 

-_…一・ゝ”…-耳

藤沢市3障害支援ネットワークとしては、こんなことを考えていま©

啓発•啓蒙

リ

直接相談

-障窖への理解 \
・ゆりたい萼・困り事などの把握
■サービス利用への援助
•生活相談、家族相設など全般
•制度利用などについての情報提供
•ピアカウンセリング
・ケアプランの作成援助
・ケア会議などの調整と開催、

一 J

豊かな藤沢市を! 

自分らしい生活作りを!

ネットワーク作り
ノ

相談茅業斯、サービス提做事耒\ 

惭、医療機関、教育機関、券働 
関係機関、専門機関との連携 
地域資源の活用（既存の社会诫 
源、民生姜員、児蛍相談員など） 
当事者団体、ボランティア◎と 
との連携 丿

ーノ

—11—
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例3—①
高浜市の相談支援体制の概要
（高齢者・障害者に対応する総合相談窓口）

〇人口 : 42,480人（平成18年4月現在）圏域人口:約22万人

〇3障害と高齢者の全てに対応

・福祉のワンストップサービスを目指して、名鉄三河線「三河高浜駅」前のビ 
ル2階に、福祉の拠点「高浜市いきいき広場」をオープン（平成8年4月）

・行政組織（地域福祉グループ、介護保険グループ等）、社会福祉協議会、 
地域包括支援センター（平成18年4月から）等を同一フロアに開設

•障害者相談支援については、地域包括支援 

センター内に障害者の相談支援担当職員を 

配置して対応（平成18年6月から）

•利用時間:平日午前8時3〇分〜午後9時
土、日、祝祭日

午前8時30分〜午後5時15分

12



総合的ケアマネジメントの展開について一高浜市一

地域包括支援センター

地域包括C 
相諛受付

TJ連携

4障害者相談担里 L 相談受付

地域包括 
支援センター

居宅介護支援 
事業所

せれぞれの担当者が対応し、 
せれぞれの支援・サービスに 
つなげる

/ / ク// /,

特定高齢者等 
ケース検討会議 
高齢者 
サービス調整会

携 連

介護保険法による支援プロ 
セス
（ケアマネジメントプロセス）

※インフオーマルなサービスを含む

地域包括支援センター 
障害担当

害者自立 
支援協議会 
個別支援会 

議含

自立支援法による支援プロセス 
（ケアマネジメントプロセス） 
※インフォーマルなサービスを含む

吹包括支援セヅー 
内I境害者相懿當業を

福祉のワンス 

トップサービス

高齢者•障害者を 

あわせた地域ヶ 

アの展開
13
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いきいき広場（高浜市）

厂〔地域包括支援センター :

「障害者相談支援］

障害者相談支援 

担当を配置

【主な特徴】

〇福祉のワンストップサービスを目指す

〇行政組織、地域包括支援センター、社協 

などを同一フロアーに開設

〇障害者相談支援員を地域包括支援セン 

ター内に配置

名鉄「三河高浜駅」 ! 〇土日祝祭日（12/29から1/3を除く）も対応



障害者自立支援協議会の対応（案）

【従前】 【見直し後】

.- :..•・二・二

高浜市地域ケア会議

高

齢

者

サービス担当者会議・
•ゝ.一二・やい

Iケース検討会議

厂一高浜市地域ケア会議一'ヽ

高齢者サービス調整 
会議

特定高齢者等ケース 
検討会議

■|障害者地域自立支援 
協議会

障害者就労支援会議

< 丿

—15 —
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例3—②

東松山市の相談支援体制の概要
（高齢者・障害者に対応する総合相談窓口）

〇人口 : 90,203人（平成18年6月現在）圏域人口:約22万人 

〇3障害と高齢者の全てに対応

・「東松山市総合福祉エリア」内に、3障害と高齢者に対応できる総合相談

センターを開設（平成12年1〇月）

•居宅介護支援事業所と同居、地域包括支援センターとも連携

・市社会福祉協議会に委託

•障害者の相談支援事業については、圏域8市町村の共同設置

・24時間365日の相談支援体制

〇比企郡障害者生活支援事業運営協議会

・事業内容や実績等について協議会に方向•検討し、今後の事業計画等に

つなげる。
16



総合的ケアマネジメントの展開について一東松山市一

【東

松

山

市

の

場

合

】

総合福祉エリア 

総合相談センター

相談受付

A居宅介護支援事業所在宅介護咼齢

身体

障害者自立 

支援協議会
（予定）

個別支援会議 
サービス担当者 

会議

委託相談支援事篥ノ 

（予定）

3障害対応

・サービスI

知的

別を超えて担当
$対応しそれぞ

総合相談支援

地域包括 
支援センター（市直営）

ヽ

忖連携

※インフォーマルなサービスを含む

介護保険法による支援プロセス 
（ケアマネジメントプロセス）

自立支援法による支援プロセス 
（ケアマネジメントプロセス） 
※インフォーマルなサービスを含む

連携

高齢者•障害者 

をあわせた地 
域ケアの展開17

一17 一



一18 一

総合福祉エリア総合相談センター（東松山市）

【総合相談センターの事業!

〇精神障害者地域生活支援センター 
（精神障害者）

〇地域療育等支援事業（知的障害者・ 

児童）

〇市町村障害者生活支援事業（身休 

障害者）

〇手話通訳派遣事業

〇在宅介護支援センター（高齢者）

〇居宅介護支援事業（介護保険）

〇訪問指導（保健師、歯科衛生士、栄 

養士）

【総合相談センターの主な特徴】

〇障害年齢を問わない総合相談セン 

ターを開設。

〇24時間365日の相談支援体制。

〇3障害、高齢者の相談に対応でき 

る職員体制。

〇複数相談員（ソーシャルワーカー常 
勤8人、非常勤4人）を配置し処遇困 

難事例にも対応。

18



比企郡障害者生活支援事業運営協議会

■ 

1
 

市
町
村
と
連
携
し
た 

相
談
支
援•

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

障害者相談支援事業の

8市町村共同委託
在宅介護支援センターの 

東松山市単独委託

東松山市社会福祉協議会

東松山市総合福祉エリア総合相談センター
（ソーシャルワーカー常勤8人■非常勤4人）

※障害•年齢を問わない24時間365日の相談支援体制

実施事業:市町村障害者生活支援事業•地域療育等支援事業 
.精神障害者地域生活支援事業•在宅介護支援センター

報
告
検
討
し
、
事
業
計
画
に
つ
な
げ̂

■

J

埼玉県東松山市及び比企郡の相談•ケアマネジメント体制

—19一
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例4 一①
長野市障害ふくしネットの概要

（自立支援協議会のイメージ）

〇人口 :382,862人（平成18年7月現在）

〇長野市障害ふくしネット

•関係機関の情報共有、連携強化

•複合したニーズを有する具体的なケースに係る検討•支援の策定

•行政施策について研究•検討し、提言する。

•事務局は社会福祉法人に委託（市障害福祉課と協働）

【そのための各種会議】

◎長野市障害児者サービス調整会議

◎専門部会の設置（こども部会、しごと部会、くらし部会、当事者部会、権利擁護）

◎施策フォーラム

◎ケアマネ連絡会

◎ふくしネット運営部会

〇市内相談支援事業所も福祉ネットに参画
20



長野市ふくしネ甲ト概念曲

目的:地域の独立した福祉資源等の連絡調整を行い、地域全体で障害者を支援する 

環境を整備する

長野市



平成17年度長野市障害ふくしネット議題内容一寛表

ケアマネ曲絡余 こども部会 «»«書者專鬥部会 当事者專円部会

4月
¢1}サービスBBftIKの報侈 

¢2)ケース敘討•fiH!3t1t 
(3>情“文檢

(〇サービスns^nの轮告

(»他の酔余からのn會
(3)包立について17¢®の方 
舒について

⑷i7«®の体制について

(1)じぶんのことをはなす

⑵HSC(Lxうがいしゃ)のサービスをしる 

①交通にうつう)について

(3) ビデオづくりについて

(4) 罠・(さいがい)について

5月

・箪について•ケアマネージメントアセスメ 

ントシートの檢対・その・

⑵ケース ・N-fltffK1ft

CD他の口余からのN借

(2) 自立生活HIX・寒について
(3) 17年®の方针について

(4) その他

(1)Cぷんのことをはむす 

⑵2通について

(3) 施傲フォーラムへの提占について
(4) ビデオづくりについて 

⑸舅歡さいがい)について

6月

(iMVttKS分利Wit行・食についての予・ 
される"
①蛊方!* 

«&D>RX*n£iSR KVntt&l A*

<2«K«)CJ»
9入方憧

③アセユメント〇廉］!HIB
<3*aKA»nx 

ttrt—Atttt 
(iWtMXtt

⑴縄策フォーラムの握・について 

(2)宜立生について

0) ・分(じぶん)®ことを滋すなす〉 
⑵3!通にうつう)Uついて

•これまでの蚩し令い09まとめ

-ttnフォーラムへの堤gについての!8俗 
•12・内もをもう少し具・化しよう.

⑶ビデオづくりに・X'て
«)50*1さいがい)Uついて(Ratん)^9などの 

MS(IXうこ。

7月

tn nii«-c<DiMHa0»■について

(3) ケー X檢餉
(4) *mwe*«>t：tt«xA(3is-^av 
のケアプラン"底・*>

KK1SK9ふく5ットに议ゝて 
こど tV«ttll0>HMlz-7L'T
・己I0介
«> こど〇)jEMBftCS出にm'T
(2〉・・毎・・からよせられfcr-v.«B(zoL'T 
0CAXK

(1) もんぜんブラ竈の,當について

(2) 自立支援まについての状況輙皆

Mses立支握法くじりつしえんほう)につい 

ての卒彎

8月

(1)H律・■・へのケアマネジメンb»«(8A1 
Rスタート)
(Z) ■1X3EM筮・行(手宴)!ンもなう审への 

««
⑶ひとりぐらしをはじめる叙工たへ<7ニュアル 

低!*)
-r<GLB«j-cKm.r»Li<

«) WltKt»o-t-«>»»(・ービXHM* 
ftfficosMia&f)
«)ケ・ス奶

cn enaK

a) teiirju!の9itMT・aM0>システム化は角け 
■CJ
■nttXK
•ttKM
•¥Kffl

¢1)尊書福祉操より

(2) 24S*flDの棺後支援体制について 

⑶S^ftPFiEの更新についての现状

(1)倉分(じぶん)のことを越す(はなす) 

⑵ ビデオづくりについてrifiuuへんし3う) 

のしかた」

(3)ふくしネットのぼかの部金(ぷかい)にっ 

いて
⑷ 交通にうつう)について「蠢(もリ)と木 

(書)でのはなしJ

9月

(1)ケ77■ン作について~11!伸分冊 

(» vnxtii=-x'T
(3> «MttN
(4) 1RIR 文 H
(5) ケ~ス・討

(i)ft»ff©«.ttW7rD-w：*®«tt 
(2> KH・のMMK(3$の方)

(3)fLttxmの文i!システ厶について

(1) 1・書福祉9Eより

(2) 24片間の相談支援体制について

¢3) NHKの受信粉免除について

(1)を分のことを话す

⑵FSE羞につい・Cjtf)ニれから
C3)災書について

(4>ビデオつくりについて

(5)ふくしネットのほがの《#会について
16) MHSE»

10 
耳

(1> *Mttt4
⑵福祉サービス科用のtt方について

(1)・立文援霑の!!(長野1M・・483) 
⑵ K*«H ”"加-シ协ワー・ーから

Ktt«H-C<DfiMft0MVn0 サポート体 

H現状

-ASirrMDr
⑶長野市の・書！CfKfT空燔サ・'・卜体・ 

(HooiBne・ とめて)

〇)nvnitK より

(2) NHK&1B料割引について 

⑶241*1111支援体制について

(4) nv«aM^别金・について

(5) その他

<Uじぶんのことをはなす
<« rjj*(こうつう)についてimztiから

⑶災・信いがい)について
⑷ビデオづくりについて
<5)ふくし齐ットの僅かの“*1ぶかい)<=ついで 
«!じょうぼこうかん

11 
片

¢1}
(2) It•會・立文蝕肉■について

C3) «««»
••ネームヘルブ ・-d 7.®«»<OCCfe»fl!4 
maとは~
(4) HE«KO«*I：-7C'X
(200$律!Utフォーラムへの魂*のその後)

<S) ffiKEIk

(1)乳の支援シスMについて(~3才) 

•MVの药る飯生についての頼 

た«SX
① VI电の匪1M敷)琵を覲いて封处

② 初■ケア食・の举め方について

⑵ **««©・と・H=wrc
⑶その・

(1)障書ffittS!より

C2)尊書看週H！特别企・•分科会につい 

て

(3) 24時側の相績支援体制について

(4) NHKftffiH免除についての報告

HS«S立支t!法SMR会1いう恥、しゃじり 

っしえんほうせつめいかい)

12 
月

(1)»v«fi立文握滋の鋭"(長野im*

⑵ケ-x»w
(3) W«£»
⑷停後のヶ”•,ン十・の・“について

(5>その・

(1)アンケートを受忡ての握案

KttiftMOfllMXS 体・1の賞れ(~3 才) 

⑴の具体的作累について

⑶SitittSX«4lについて
⑷その他

クリスマス・会增:西洋レストランもりたろう

1月

(1)R»* ・立文!・塗 ・ffttOMMV 
«DK«t«ttについて

⑵ケアマ利・絡・ H17CKのふりがえり 

と案年!Kの刻・について

(3)1WIK3EM
«)その他

⑴の鋼01文HbflHt撮供のも口のバ 

ンフレット作り!=-X'T
(2) AttKMの!Mしたtan支援体制つくり

(3) 戊字微材などについて

¢1)自立支提法について(障書福社SU 
リ)

C2) 企・!の給告

⑶その*!

(1) しようがいふ<L■かより
(2) さいがいについて「おおめきのなかでみ 

なさんのようすj
(3) ビデオづくりについて

(4) パンフレットづくリについて

(5) ほかのぶかいのようす

(6) じょろぼうこうかん

2月

(1)ケアマネjlll# H17Wのふりかえり 

との艮・について

(!) «««Aのについて

(3) *««tt
(4) 1WWXK
(5) その備

CD乳幼免期の績縄した相護支援体制つく 

り

⑵点宇敘材などについて

(1)自丈支援法について 

⑵篇策フォーラムについて

(3)その他

(1)しょうがいふくしかより

⑵さいがいについてrお衿ゆきのながでみ 

なさんのようす2J
(3) ビデオづくりについて

(4) パンフレットづくりについて

(5) ほかのぶかいのようす

(6) じょうほうこうがん

3月

⑴ケアマネ;l«t H17年區のふりかえり

(2) 创!•晶の・連について

(3) VM«H

⑴その■

⑴■立xasについて(譚窖福祉探) 

⑵4月がらの・食のあり方について 
~各律会の状況を曲まえて~

¢3!緞簸フォーラムにBi-rc ««at・文援 

センター1 口について

(4)その他

U)しようがいふくしかより

¢2)パッナイングセンターの見字のほうこ < (ボ 
プラの僉)

(3)パンフレットづくりについて

⑴サービスMSfEHについて

(5)らいねんどについて

⑹じょうほうこうかん
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長野市における障害のある人の地域生活支援システム概念図

i障害児者援護施設； 
!サービス提供事業所!

フィードバック［社会資源開発（サービス）等］ ボランティア団体等
!基盤整備•活動強化:

相談支援事業・福祉施 
設・行政窓口等へ相談

当
事
者

障
害
児
・
者
及
び
家
族

相談

七忑ケアプラン作成

ニーズ評価 
支給量等の決定

④ケアプランの実施

（サービス等の提供）

⑤継続的な見守り

長野市障害ふくしネットケアマネジメント

①相談•ニーズの掘り起こし

②ニーズの把握・分析.評価

専門部会 

［再門課超の検討

情報共有

——ス

情報共有

;ふくしネット事務局; 

:ケアマネ連絡会議! 

!情報収集・整理:

相談支援事篥 
（身体•知的•措神）

:総合相談窓口
［障害者ケアマネジメント

コー丁イネート 

プラザながの

ケア会議等
の開催

自立生活ブログ 

ラム等の実施

⑥ケアプラン見直し■修正

ケア会議等

の開催

（再アセスメント）

フィードバック［社会資源開発（制度•事業）等］

情報共有

!行政林策についての研究•提・&［

障害児者サー

;サービスの総合I

•

情
報
共
有

施策フォーラム

行政機関

条件整備

1

—ーズ 〇



ふくしネット専門部会の構成メンバー

ふくし卓ット邇営部会

部会の名称 想定されるテーマ 構成メンバー（施設の擡別等）

こども支援部会 〇出生時からの継続した家族へ 

のフォローアッブ休制の擠築 

〇教育と福祉の連携

障害児通園施設、児童デイサービス施設、保健所健康課、保健センター（保犍 

篩）、児童相談所、社遴事業所、養護学校自立支援教育コーディネーター、療育 

コーディネーター（地域療育等支援事集）、長野市自律支援教育担任者会長、障 

害児保育関係者他

しごと支援部会

I
〇学校卒業後の進路の検討 

〇作策工賃アップ 

〇授産活動の活性化

播体授産、身体福祉工境、知的授産、精神授産、共同作業所、作業所、福祉工 

埸,養護学校進路指導主事他

しごと支援部会 

n
〇就労支援ネットワークの構築 

〇就労支援チーム

〇福祉版ジョブコーチ

就労移行授産、ハローワーク・障害者雜葉センター、企業、養護学校進路指導 

主事、生活支援ワーカー他

くらし支援部会 〇施設入所者の曲移行 

〇災害時の対策

。福祉人材育成

〇サービスの改善、開発

身体更生、知的更生、身障療護、靈心施設、知的デイサービス事業所、知的グ 

ルーブホーム、精神グループホーム、生活寮、精神福祉ホーム、居宅サーピス 

事簾所他

当事者部会 ★当事者の視点がら、現行の施策 

やサービス状況を検証する。

身体・知的・精神当事者

施策フォーラム ★各部会からの依頼により各機 

関への提書をまとめる。

メンバーは連當部会で依頼

ケアマネ連絡会 ★相談ケースよy潜在的ニーズ 

を探り、ネットワークのエンジン 

となる事務局会議

3障害の相談支援事業、障害者ケアプランナー

権利療護部会 ★權利侵害防止のスローガン案 

柞成や倫理鋼灾作成、櫃祉オン 

ブズマンの絹犠代

テーマ毎に部会を設定、メンバーは必要に疝じて運営部会で侬頼

-23-



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 24 参考資料④

就労支援事業会計処理基準の創設について

1.基本的考え方(方向性)

(1) 社会福祉事業の財源が、措置費から利用料へ転換されており、かつ、今時の新 

事業体系の施行により利用者の定率負担等が導入されることから、従来の単純消 

費会計方式から、発生主義をベースに費用・収益をキチンと対比させつつ把握し 

ていく企業会計方式へ転換することが必要。(経営状況の適切な把握)

(2) また、目標工賃の導入等の関係から、工賃については、従来の授産事業に要請 

されていた「事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃 

として支払う」こと確保しつつ、簡単で分かりやすい会計方式とする必要。

(3) 18年1〇月からの障害者自立支援法の全面施行によって事業運営主体の緩和 

され、NPO法人等の参入が予定されていることから、社会福祉法人以外の法人に 

ついても適用可能な会計方式とする必要。

2.会計処理基準の概要

(1)現行の社会福祉法人については、一つの法人に「社会福祉法人会計基準」と「授 

産施設会計基準」の複数の会計基準が適応されており、徒に会計処理を複雑にし 

混乱を招くおそれがあること、新規参入法人への適用においても種々の問題が存 

在することから、従来の授産施設会計基準は廃止。

(2) 就労支援事業については、事業活動収支計算(損益計算)上の事業収益・事業 

費用に適切な勘定科目を用いて経理し、

① 「製造原価計算」を導入し就労支援事業の直接経費(工賃等)を経理

② 法人職員の人件費等については、共通経費として適切な配分基準に基づき全 

事業(または全施設)に割り掛け

することにより、施設毎の就労支援事業と法人全体の費用•収益を適切に把握。

(3) 社会福祉法人以外の法人については、税制上の特例措置等の関係から、就労支 

援事業を他の事業と区分して経理した上、セグメント別または特別な勘定として 

それぞれの事業の決算概要の明示を要請

(4) 会計年度末に摩擦的に発生する未支給工賃については、翌期における確実な配 

布を担保するため、「未払金」経理を徹底。(費用は当期に計上し、支給は翌期)



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 参考資料⑤

障害者自立支援法の円滑施行に向けて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部



1 認定状況調査における障害程度区分の判定状況

〇 昨年、障害程度区分判定等試行事業を実施した自治体から、6月末までの判定結果報告を収 

集し、速報データとして結果を取りまとめた。

〇 二次判定では約3分の1のケースで上位区分の変更が行われていた。

〇 判定結果を踏まえ、自治体の参考となるよう「障害程度区分状態像の例」、「二次判定変更事 

例集」を作成した。

・全体 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 二次判定上位区分変更率

33.2%0.4% 10.8% 23.1% 23.4% 14.6% 11.3% 16.4%

・身体 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 二次判定上位区分変更率

20.0%0.4% 10.5% 22.0% 18.5% 10.6% 12.6% 25.4%

・知的 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 二次判定上位区分変更率

43.0%0.3% 5.7% 15.0% 26.0% 21.3% 14.2% 1 7.6%

■精神 非該当 区分1 区分2 区分3 区分4 区分5 区分6 二次判定上位区分変更率

52.9%0.7% 19.6% 39.8% 28.3% 8.6% 2.1% 0.9%



2ケアホー厶の夜間支援体制等の強化

〇 現在のグループホームの実態を踏まえ、夜間支援体制を確保しているケアホーム 

の対象者すべて（現在案では区分4以上に限定）について報酬上、加算措置を講じ 

ることとする。

【当初（案）】 【見直し（案）】

〇 グループホーム利用者の入院・外泊に対応した加算措置を新たに創設する。

r入院時支援加算3日〜6日

〃 7日以上

帰宅時支援加算3日〜6日 
し 〃 7日以上

5 61単位（月1回算定）

1,1 2 2単位（ " ）

18 ?単位（ 〃 ）
3 7 4単位（ 〃 ）

2



3入所施設の支援体制の強化

〇障害の程度が比較的軽い障害者の夜間支援体制については、当初案は宿直分の評価しか行っ 

ていなかったが、実態を踏まえ、夜勤対応を行っている施設については夜勤分の評価を行う。

【一人当たり施設入所支援報酬額】

r 夜勤職員を2人配置した場合

夜勤職員を1人配置した場合 
し 宿直職員のみの場合......

18 8単位/日（定員5 0人規模）

13 8単位/日（ 〃 ）

99単位/日（ 〃 ）

ヽ

〇強度行動障害に関する加算措置について、こうした障害者が多数入所する施設について、 

その実態に適した内容となるよう見直しを行う。

強度行動障害者一人につき 定額（生活介護サービス費（V）に移行した場合: 

15万円程度/月）を加算する方式に見直し

【当初案】

〇強度行動障害者が1名以上いる場合 

であって、行動援護対象者が利用者全 

体の2割以上いる場合、2 8単位/日 

を加算

【改定案】

〇 強度行動障害者1人につき、505単位/日 

（生活介護サービス費（V）に移行した場合）を 

加算

3



4 生活介護・施設入所の報酬算定要件の緩和

〇 新体系への移行を容易にする観点から、①人員配置、②平均障害程度区分、 

③重度障害者の割合の3つの要件で報酬区分が設定される仕組みに加えて、 

重度障害者の割合に関わらず、報酬区分を選択できる仕組みを導入する。

【見直し案】【当初案】

§

人員配置
’ ’一，

平均障害程度区分
-- ■■ .

重度障害者の割合

より弾力的な運営が可能に。

4



＜生活介護の報酬単価〉

【当初案】

区分
報酬単価

平均障害程度（※し サービス提供職員 

配置基準（常勤換算）
定員40人以下 定M41人以上60人以下 定,61人以上80人以下 定員81人以上

生活介護サービス費（I） 1,262単位 1.232単位 1,177単位 1.162単位

平均区分5. 〇以上

区分6の者が60%以上 1.7:1以上

生活介護サービス費（n） 1,119単位 1.088単位 1,043単位 1.029単位 区分6の者が50%以上 2:1以上
生活介護サービス費（皿）， 95 5単位 ;924単位 89!単位 877単位 区分6の者が40%以上 2. 5:1以上

生活介護サービス費（IV） 846単位 817単位 789単位 776単位 _ 3:"!以上

平均区分4. 5以上

区分5・6の者が50%以上 3:1以上

生活介護サービス費（V） •770単位 736単位 718単位 704単位 区分5・6.の者が40%以上 3. 5:1以上

生活介護サービス費（VI） 696単位 667単位 645単位 633単位
~-— 4:1以上

平均区分4・。以上

区分5・6の者が40%以上 4:1以上

生活介護サービス費（VI） 650単位 618単位 601単位 588単位 区分5・6の者が30%以上 4, 5:1以上

主活介護サービス費（哑） 606単位 578単位 564単位 551単位
-------------- - . 5:1以上

平均区分4. 〇未満

区分5・6の者が30%以上 5:1以上

生活介護サービス費（IX） 577単位 546単位 533単位 522単位 区分5・6の者が20%以上 5. 5:1以上

生活介護サービス費（X） 547単位 515単位 510単位 496単位 6:1以上

生活介護サービス費（XI） 502単位 473単位 460単位 446単位 経過措置利用者 10:1以上

【改定案】

V

区分
報酬単価 サービス提供職員 

配置基準（常勤換算）

サービス管理責任者 

配置基準
平均障害程度（探）

定員40人以下 定*44人以上60人以・': 定JI61人IS上BO人以卞 定員81人以上

生活介護サービス費（I） 1,262単位 [,232単位 1门7単位 1,162単位 1.7:1以上 平均区分5.5以上

又
は

平均区分5 〇以上

区分6の者が60%以上

生活介護サービス費（D） 1,119単位 1,088単位 1,043< 位 1,029単位 2:1以上 平均区分5.3以上5.5未満 区分6の者が50%以上

生活介護サービス費（血） 955単位 924单位 801単位 8刀単位 2. 5:1以上 平均区分5.1以上5.3未満 区分6の者が40%以上

生活介護サービス費（IV） 846単位 817単位 789単位 776単位 3:1以上

利用者60人以下 

1人以上

（以降4 〇人又はその 
端数を増すごとに1人 
を加えて得た数以上）

平均区分4.9以上5.1未满
J—

平均区分4. 5以上

区分5-60者が50%以上

生活介護サービス費（V） 770単位 :打龜単位 718単仪 ,704> 位 ■ 3. 5:1以上 平均区分4.7以上4.9未満 区分5-60者が40%以上

生活介護サービス費（VI） 696単位 66?単位 645単位 633単位 4:1以上 平均区分44以上4.7未満
-一

平均区分4. 〇以上

区分5・6の者が40%以上

生活介護サービス費（VII） 650単位 61,8単位 601単位 588単位 4. 5:1以上 平均区分4.1以上4.4未満 区分5・6の者が30%以上

生活介護サービス費（呦 606単位 578単位 564単位 551単位 5:1以上 平均区分3.8以上4.1未満

平均区分4. 〇未満

区分5・6の者が30%以上

生活介護サービス費（区） 5刃単位・ 546単位 533単位 522単位 5. 5:1以上 平均区分3.5以上3.8未満 区分5・6の者が20%以上

生活介護サービス費（X） 547単位 515単位 510単位 496単位 以上 平均区分3.5未満

生活介護サービス費（XI） 502単位 473単位 460単位 446単位 10:1以上 1 J J経過措置利用者 ノ

いずれかを選択
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5 報酬日額化導入に伴う影響緩和関係（既施行分への対応）

（1）入所施設の入院時の報酬上の評価

〇 施設入所者が、身寄りがない等のために入院中の支援を受けた場合に、報酬上、加算措置を講 

じる。（障害児施設についても同様の措置を講じる。）

r 入院•外泊時には6日を限度に3 2 〇単位/日が算定されていることから、この6日間を超えゝ 
た下記の入院日数に応じて算定

6日以内の入院があった場合 ................ 5 61単位（月1回算定）
し 7日以上の入院があった場合.......... 1,12 2単位（月1回算定） ノ

（2） 通所施設が行う通所以外の支援（家庭訪問）の評価

〇利用者が継続して通所できない場合に、施設職員が家庭を訪問し、利用者又は家族へ必要な支 

援を行った場合に報酬上評価を行う。 

r月2回を限度に1回当たり........1時間まで187単位 >
し ........1時間超 2 8 0単位 丿

（3） 通所施設の定員規制の緩和

〇通所施設について、新たな利用者の受け入れを可能とする観点から、定員の1割増まで（現 

在は5 %増まで）の利用を認める（平成19年度末までの経過措置）。

（4）激変緩和措置の取扱の見直し

〇 旧体系サービスに係る従前額の8 〇%の最低保障措置について、来年度以降、保障水準を段階 

的に引き下げていくこととされているが、この取扱については凍結し、80%を維持する。
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6 障害児施設関係（1〇月施行分への対応）

（1）利用者負担の見直し

〇学齢期前の障害児に係る通所施設の利用者負担を、保育所の保育料程度の負担水準に抑えると 

ともに、入所施設の利用者負担の軽減措置の対象範囲を市町村民税額（所得割）が2万円未満の 

世帯まで拡充する。（平成21年3月末までの経過措置）

＜通所施設〉

・学齢期前の障害児に係る通所施設につき、一般の子育て世帯との均衡から、保育所の保育料程度の負担水 

準となるよう食費負担軽減措置を拡大。

措置費制度
平均事業費約14. 4万円

低所得世帯1

1,1〇〇円

低所得世帯2

1,100円

一般世帯
（市町村民税額（所得割）＜2万円）

2, 20〇/ 3 , 300円

一般世帯（所得税課税）
_4, 一5 00円~全額 ____丿

7



＜入所施設〉

•障害児を養育する世帯については他の世代に比べて若い世帯が多いことに特に配慮し、育成医療の負担軽 

減措置を踏まえ、市町村民税所得割額2万円未満世帯まで、食費■光熱水費の軽減措置を拡大。

探18歳未満の場合

措置費制度
平均事業費約18.6万円

低所得世帯1
2 , 2 0 0 円

低所得世帯2
2 , 2 0 0 円

一般世帯

（市町村民税額（所得割）く 2万円）

4 , 5 0 0 円/ 6. 600円

一般世帯（所得税課税）

9. 000円~全額

児童福祉法（契約制度）

（見直し前） 
I

【見直し後

8 , 5 0 0円

1 3 , 3 0 0円

4 5 , 0 0 0円

1
1 9 . 6 00円

4 5 , 0〇0円

うち食費・光熱水費

1,0 0〇円

（補足給付5 7 , 0 00円）

1,0 0 0 円
（補足給付5 7, 000円）

2 6, 4 0 0 円

1,0 0 0 円
（補足給付5 7 r 000円）

2 6 , 4 0 0 円
（補足給付31,60 0円）

厂

（2）児童デイサービスの定員要件の緩和］

〇 地域において、発達障害児も含め充実した早期療育支援が実施しやすいように、少子化の影 

響を踏まえ、児童デイサービスの最低定員要件を緩和する。

＜見直しの考え方〉

・当初案では最低定員要件を各クラス毎に1〇人以上としていたが、これを1日の利用定員の合計数 

が1〇人以上で可とし、同日に複数クラスを実施する場合においては、クラス定員数の合計が1〇人 

以上であれば可とする。

8



I定員要件を満たしていない

【現在の整理】 【見直し案】

（3）障害児入所施設における夏休み帰省時等の報酬上の評価

〇障害児の入所施設における帰省時の報酬上の取扱いについて、学校の夏季休暇等において、 

障害児を帰省させることが親子関係の維持に必要であるという障害児の特殊事情を踏まえた 

措置を講じる。 ―

〇 1月につき、6日まで .............. 3 2 0単位/日（障害者と同様の扱い）

7日から12 Bまで …… 16 〇単位/日（障害児のみ）

〇 乳幼児の保護者に対し、障害児の健全育成を図る観点から、サービス利用計画に位置づけ、 

職員が家庭を訪問し、利用児童や家族への支援■指導を行った場合に、家庭連携加算を算定 

することができることとする。

〇月2回を限度に1回当たり 1時間まで18 フ単位

1時間超 2 8 0単位

⑨



障害保健福祉関係主管課長会議

H 1 8. 8. 2 4 参考資料⑥

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等の基準に関する事項

< 3/1主管課長会議からの変更•追加〉

1障害者等が指定通所介護事業所等を利用する場合の取扱い

〇 障害者が介護保険における指定通所介護事業所を利用する場合については、障害程 

度区分等に応じて、基準該当生活介護又は基準該当自立訓練（機能訓練•生活訓練） 

とする。

〇障害児が生活介護事業所又は介護保険における指定通所介護事業所を利用する場合 

については、基準該当児童デイサービスとする。

2 サービス管理責任者について

〇 日中活動事業（児童デイサービスを除く。）のサービス管理責任者の配置要件につい 

て、専従かつ常勤とする。

〇 1〇人未満のグループホーム、ケアホームについては、サービス管理責任者の配置 

の義務付けを平成21年3月末までの間猶予する。

3 利用定員について

〇 指定児童デイサービス事業の利用定員について、1日の利用定員の合計数が1〇人 

以上（多機能型で行う場合は5名以上）であることとする。

〇 I口体系施設に併設されているデイサービス事業所、小規模通所授産施設及び精神障 

害者地域生活支援センターが個別給付対象事業に転換する場合、利用定員は1〇名以 

上とする。

4 就労継続支援（A型）の利用者等について

〇 就労継続支援（人型）事業所の障害者以外の者の雇用割合について、以下のとおり

「とする。

•利用定員10〜20人

•利用定員21〜3 0人

•利用定員31人以上

利用定員の5割以下

1〇人又は利用定員の4割のいずれか多い人数以下

12人又は利用定員の3割のいずれか多い人数以下

1



〇 下記の要件を満たす就労継続支援（A型）事業所において、雇用によらない利用を 

可能とする。

•雇用による利用者の利用定員が1〇人以上

•雇用によらない利用者の利用定員が、雇用による利用者の利用定員の半数未満（ただし、 

当該利用者は1〇人を超えることができない。）

•雇用による利用者と雇用によらない利用者の作業場所、作業内容を明確に区分すること

5 基準該当就労継続支援（B型）について

〇 社会事業授産及び生保授産事業所が、障害者を対象に事業を行う場合、基準該当就 

労継続支援（B型）事業とする。

6自立訓練（生活訓練）事業における「宿泊訓練型」（仮称）の新設 

（1）事業実施の要件

自立訓練（生活訓練）事業における宿泊型自立訓練は、以下の要件を満たした場合 

に実施可能とする。

;【実施できる場合】 [
'! ア 宿泊訓I練型のみ行う自立訓練（生活訓練）事業所として行う場合 :

： ① 障害者就業•生活支援センターに併設して行う場合 :
: ②現行の精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者福祉ホーム7

: （B型）、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、知的障害者通勤寮が転[

! 換して行う場合 [
! イ 自立訓練（生活訓練）の通所型事業所の一部として行う場合 1

I I

;【人員配置】 !

;〇サービス管理責任者 60:1 :
; ※ 通所型事業所の・部として行う場合には、通所型の利用者との合算により算出する 1

1〇 生活支援員 1〇 :1以上（うち1人以上常勤） [

!〇地域移行支援員15:1以上 1
; ※障害の福祉又は就労に関し専門的知識及び実務経験を有する者 :

;【設備基準】 1

: 〇定員規模

: ① 宿泊訓練型のみ行う自立訓練（生活訓練）事業所:2 0人以上 :

： ② 自立訓練（生活訓練）の通所型事業所の一部として行う場合:1〇人以上 :

; ※ ただし、宿泊型の定員とは別に通所型事業所の定員規模は2 0人以上であり、また、

: 多機能型事業所である通所型事業所の-部として行う場合は、多機能型事業所の定員の ;

; 合計が2 0人以上であること。 ；

;〇 居室の定員 原則個室 [

2



: ※ 現行の施設（2人以下、4人以下）からの移行については、経過措置を設ける。

;〇居室面積 ？. 4 3m
; ※ 居室面積が6. 6试以上である通勤寮及び居室面積が4. 4 n｛である精神障害者生

! 活訓練施設が移行する場合については経過措置を講ずる。

!〇 相談室•多目的室（兼用可）

:〇食堂

:〇 浴宅、洗面所、便所

（2）利用期間

〇 原則1年間とする。3ヶ月ごとに更新（3回を限度とする）。市町村は、利用継続 

の必要性について確認し、更新支給決定を行う。

7 指定相談支援事業所の従事者要件について

〇 指定相談支援事業所ごとに専従の相談支援専門員を置かなければならないものとす 

る。

8 障害福祉サービス事業の社会福祉事業における取扱い

〇 社会福祉事業の対象となる障害福祉サービス事業の利用定員については以下のとお 

りとする。

① 就労継続支援A型に係る障害福祉サービス事業の利用定員は1〇名以上とする。

② 過疎、離島地域等において、都道府県知事が利用者数の確保が困難と認めた場合 

の生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（B型）（以下「生活介護 

等」という。）に係る障害福祉サービス事業を行う場合は、利用定員が1〇名以上で 

あることとする。

③ I□体系施設に併設されているデイサービス事業所、小規模通所授産施設及び精神 

障害者地域生活支援センターが生活介護等に係る障害福祉サービス事業に転換する 

場合、利用定員は1〇名以上とする。

9 その他

〇 従来から特別障害者手当等については、原則として在宅の障害者を対象としている 

ことから、障害者支援施設に入所する障害者に対しては、特別障害者手当等を支給し 

ないこととする。
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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等の報酬に関する事項

< 371主管課長会議からの変更•追加〉

1 居宅介護（通院介助）に係る報酬について

〇 居宅介護（通院介助）について、以下のとおり報酬を設定。

居宅介護

身体介護 家事援助等

通院等乗降介助① 居宅における身体介護

② 通院介助（身体介護を伴う）

① 家事援助

② 通院介助（身体介護を伴わない）

〜0.5 2 3 0単位 8 0単位 !回につき

9 9単位〜1.0 4 0 0単位 15 〇単位

〜1.5 5 8 0単位 2 2 5単位

〜2.0 6 5 5単位 市町村が特に必要と認めた場合、

3 〇分ごとに7 〇単位〜2.5 7 3 0単位

〜3.0 8 0 5単位

〜3.5 市町村が特に必要と認めた場合、

3 〇分ごとに7 〇単位

2 重度訪問介護対象者の経過措置について

〇 平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者であって、 

重度訪問介護の対象者要件に該当しない者のうち、

① 障害程度区分3以上で、

② 日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が12 5時間を超える者 

については、当該者の障害程度区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象とする。

なお、当該経過措置対象者のうち、区分3の者に係る報酬は、区分4の者に適用さ 

れる額と同額とし、国庫負担基準は15, 2 2 0単位とする。
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3 重度訪問介護従業者養成研修修了者が居宅介護に従事した場合の報酬単価

〇市町村がやむを得ないと認める場合において、一定の実務経験を有する重度訪問介 

護従業者養成研修修了者が居宅介護に従事した場合に適用する報酬単価については、 

以下のとおりである。

① 「居宅における身体介護」又は「通院介助（身体介護を伴う場合）」を提供した場 

合は、重度訪問介護の報酬単価を適用

② 「家事援助」、「通院介助（身体介護を伴わない場合）」又は「通院等のための乗車 

又は降車の介助」を提供した場合は、それぞれの報酬単価に1〇%の減算を行った 

報酬単価を適用

4 自立訓練及び就労移行支援の報酬について

（1）自立訓練（生活訓練）における「宿泊訓練型」の新設等に伴う見直し

【生活訓練サービス費】

報酬 単価

サービス提供職員 

配置基準（常勤換算）

定員4 0人以下 定員4!人以上

6 〇人以下

定員61人以上

8 〇人以下

定員8!人以上

生活訓練サービス費（I） 6 3 9単位 6 0 8単位 5 8 3単位 5 4 7単位 6 :1以上

生活訓練サービス費（U） 18 ？単位 1人以上

生活訓練サービス費（皿） 2 7 0単位 1〇 :1以上

※丨:通所による訓練を行った場合には生活訓練サービス費（I）を算定

探2 :訪問による訓練を行った場合には生活訓練サービス費（n）を算定（週2回を限度として算定）

※彳:宿泊訓練型による場合には生活訓練サービス費（皿）を算定（利用期間が1年を超える場合には、

A4 〇 %減額）

【短期滞在加算】

短期滞在を行う事業所の勤務体制に临じた加算額（日額）を適用する。

宿直体制:115単位 夜勤体制:18 0単位

（2）精神障害者退院支援施設加算について（実施時期を含めて検討）

〇自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援に係る精神障害者退院支援施設加算につ

いては、以下の要件を満たした場合に、算定を行うことが可能とする。

ア加算が算定できる場合

精神障害者退院支援施設（精神科病棟の病床減少を行う形で設置した自立訓練

（生活訓練）事業所又は就労移行支援事業所（イの要件を満たしたものに限る。） 
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であって平成23年度末までに指定を受けたもの）において、精神科病院に概ね 

1年程度入院していた退院患者や入退院を繰り返している退院患者等であって、自 

立訓練（生活訓練）又は就労移行支援を利用している間の夜間の居住の場を提供し 

た場合に算定

ィ 精神障害者退院支援施設の人員、設備、運営基準

【病院設備を転用する場合】

・定員規模:2 〇人以上6 〇人以下

• 設備要件:居室;1室当たり4人以下、1人当たり床面積6ポ以上 

食堂、浴室、洗面設備、便所等

•人員配置:通常の自立訓練（生活訓練）事業又は就労移行支援事業の人員配置 

に加え、夜間における生活支援員1人以上

•運営基準:通常の生活訓練事業所又は就労移行支援事業所として満たすべき基 

準のほか、公共交通機関の利用、外部での活動等を組み合わせた個 

別支援計画の策定、地域の関係者等との連携等を通じ、地域活動等 

への参加を確保する。

•利用期間:自立訓練（生活訓練）の加算であるため原則として2年〜3年

【外で設置する場合】

•定員規模:2 〇人以上3 〇人以下

•設備要件:居室;原則個室、1人当たり床面積8ポ以上

食堂、浴室、洗面設備、便所等

•人員配置/運営基準については、病院設備を転用する場合と同様

•利用期間:就労移行支援の加算であるため原則として2年〜3年

5 基準該当生活介護/自立訓練の報酬について

① 介護保険における指定通所介護事業所において 
基準該当生活介護を提供した場合

日額 6 9 6単位

② 介護保険における指定通所介護事業所において 

基準該当自立訓練（生活訓練•機能訓練）を提 

供した場合

日額 639単位

6 基準該当就労継続支援（B型）の報酬について

〇 社会事業授産施設及び生活保護授産施設が行う基準該当就労継続支援（B型）の報 

酬は、現状の当該該施設における措置費単価に基づく額に23単位を加えた額とし、
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就労継続支援（B型）の報酬単価を上限とする。

【適用される加減算】 •サービス管理責任者欠如減算

•個別支援計画未作成減算
•食事提供体制加算
•激変緩和加算

7人院時又は帰宅時の支援費加算について

（1）入所施設における入院時支援加算

〇 入院•外泊により本体報酬を算定されない日数が月6日を超える場合であって、 

当該6日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、 

家族等の支援を受けることが困難で、施設職員が家族に代わって入院期間中の支 

援を行う必要があり、本人又は保護者の同意の下、個別支援計画に基づき、入院 

期間中、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行った 

ときは、次のとおり報酬を加算（月1回算定）。

6日までの場合............ 5 61単位
7日以上の場合..... 1,12 2単位

（2）グループホーム、ケアホームにおける入院時支援加算又は帰宅時支援加算

【入院時支援加算】

〇 入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、上記と同様の支援 

を行ったときは、入院時支援加算を算定（月1回算定）。

3〜6日の場合..... 5 6!単位
7日以上の場合……1,12 2単位

【帰宅時支援加算】

〇 帰省により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、個別支援計画に基 

づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算（月1回算定）。

3〜6日の場合.....  18 ？単位
7日以上の場合..... 3 7 4単位

8 通所施設が行う通所以外の支援に係る評価について

〇 通所施設利用者であって、常時サービスを利用している者が、心身の状況の変化等 

により、5日以上連続して利用がなかった場合、その者の居宅を訪問して利用者の状 

況を確認し、利用者の同意の上で次の支援を行った場合には、月2回を限度として、 

報酬を算定することができる。

①引き続き現行のサービスを利用するための動機付け

7



② 再アセスメントに基づく個別支援計画の見直し

③ 相談支援事業者等へのあっせん•連絡調整

月2回を限度に1回当たり……1時間まで187単位
1時間超 2 8 0単位

〇 児童デイサービス利用児童及びその保護者に対し、家庭訪問等を個別支援計画に位 

置付ける了解を得るとともに、事前に日程調整を行った上で家庭訪問等を実施し、指 

導•支援を行った場合には、月2回を限度として、報酬を算定することができる。

月2回を限度に1回当たり……1時間まで187単位
1時間超 2 8 0単位

9 生活介護及び施設入所支援の報酬算定について

〇 新体系への移行を容易にする観点から、①人員配置、②平均障害程度区分、③重度 

障害者の割合の3つの要件で報酬区分が設定される仕組みに加えて、重度障害者の割 

合に関わらず、報酬区分を選択できる仕組みを導入する。

（15頁別表参照）

1〇 入所施設における夜間の支援体制について

〇経過措置利用者及び訓練等給付受給者の入所施設における夜間支援体制について、 

実態を踏まえ、夜勤対応を行っている施設については夜勤分の評価を行う。

【一人当たり施設入所支援報酬額】

夜勤職員を2人配置した場合..... 1

夜勤職員をI人配置した場合..... 1

宿直職員のみの場合

8 8単位/日（定員5 〇人の場合）

3 8単位/日（定員5 〇人の場合）

9 9単位/日（定員5 〇人の場合）

〇 施設入所支援の報酬算定の要件について、40人以下の小規模施設の実態を踏まえ、 

夜勤職員の配置について、新たな基準を設ける。

【定員規模】 【夜勤職員配置】

施設入所支援 (I)--（皿） 2 1-T 0人 夜勤2人以上

施設入所支援 (I)--（皿） 10-レ2 0人 夜勤1人以上

施設入所支援 (IV)--(vn) 1 〇-レ3 0人 夜勤1人以上

11 強度行動障害を有する者に対する支援について 
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〇 強度行動障害に関する加算措置について、こうした障害者が多数入所する施設につ 

いて、当初案の「重度障害者支援体制加算」を、その実態に適した内容となるよう見 

直しを行い、個人単位で加算する仕組みとする。

区分 報酬

（日額）

人員配置 施設入所支援の費用区分

重度障害者加算（I） 40単位 〇. 5人加配 施設入所支援サービス費（I） 1.7:1

重度障害者加算（U） 164単位 施設入所支援サービス費（n） 2 :1

重度障害者加算（皿） 306単位 施設入所支援サービス費（皿） 2.5:1

重度障害者加算（IV） 435単位 1.〇人加配 施設入所支援サービス費（IV） 3 :1

重度障害者加算（V） 505単位 施設入所支援サービス費（V） 3.5:1

重度障害者加算（VI） 563単位 施設入所支援サービス費（VI） 4 :1

重度障害者加算（V© 605単位 施設入所支援サービス費（vn） 4. 5 :1

重度障害者加算（V® 676単位 1.5人加配 施設入所支援サービス費（V® 5 :1

重度障害者加算（玖） 704単位 施設入所支援サービス費（IX） 5.5:1

重度障害者加算（X） 730単位 施設入所支援サービス費（X） 6 :1

重度障害者加算（X I） 799単位 施設入所支援サービス費（X I） 経過措置

12 ケアホームにおける夜間支援体制加算等について

〇現在のグループホームの実態を踏まえ、夜間支援体制を確保しているケアホームの 

対象者（区分2以上）すべて（現在案では区分4以上に限定）について報酬上、加 

算措置を講じることとする。

【夜間支援体制加算】

1〇人

以下

11人 12人 13人 14人 15人 16人 17人 18人 19人 2 0人 2!〜

3 0人

区分5 - 6 9 7単位

/日

8 5単位

/日

8 3単位

/日

7 9単位

/日

7 2単位

./日

71単位

/日

71単位

/日

6 8単位：

/日

6 3単位

/日

6 2単位

/日

61単位：

/日

5 6単位

/日

区分4 5 2単位

/日

4 〇単位

/日

3も単位

/日

3 4単位

/日

2 7単位

/日

2 6単位

/日

2 6単位

/日

2 3単位

/日

18単位

/日

17単位

/日

16単位

/日

11単位：

/日

区分2 - 3 2 位

/日

2 〇単位

/日

17単位:

/日

15単位

/日

13単位

/日

11単位

ノ日

9単位

/日

&単位

/日

7単位

/日

6単位

/日

5単位:

/日

1単位

/日

【小規模事業夜間支援体制加算（平成21年3月末までの経過措置）】

＜加算の対象〉

•平成18年4月1日現在で既に夜間支援体制を確保していた事業所であって、小 

規模な事業所（ケアホーム）

•なお、4月1日より後に開設した事業所については、開設時以降、夜間支援体制
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を確保していた事業所

• 対象となる利用者は、当該事業所に入居しているケアホーム対象者

（注）平成2 0年度の加算額は、上記単価の1/2とする。

4人 5人. 6人 7人 8人 9人

区分5 - 6 12 7単位/H 9 8単位/FI 7 3単位/H 5 7単位/H 4 2単位/日 3 2単位/H

区分4 6 5単位/冃 4 6単位/H 3 単位/日 19単位/円 12単位/H 5単位/日

区分2 -,3 2 6単位/H 2 2単位/冃 1&単位/R 11単位/FI 8単位/ H 3単位/日

【小規模事業加算（平成21年3月末までの経過措置）】

, 加算の対象を5人規模のグループホーム•ケアホーム（現在案では4人規模の 

み）にも拡大する。

4人規模 ・•••■■ 3 7単位/日
5人規模……14単位/日

（注）平成2 0年度の加算額は、上記単価の1/2とする。

13 I □支援費施設における他障害を受け入れた場合の報酬について

〇 I□法支援施設を利用する場合の報酬単価については、利用する施設の種別に临じて、 

利用者の障害種別及び区分に応じた報酬単価を適用する。

【報酬単価】

身体障害者療護施設（通所）を利用する場合

知的障害者 区分A 9 3 9単位 区分E 8 6 5単位 区分C 7 9!単位

精神障害者 4 2 0単位

身体障害者更生施設（通所）を利用する場合

知的障害者 区分A 5 51単位 区分B 514単位 区分C 4 7 7単位

精神障害者 4 2 0単位

身体障害者授産施設（通所•分場）を利用する場合

知的障害者 区分A 5 51単位 区分B 514単位 区分C 4 7 7単位

精神障害者 4 2 0単位

身体障害者通所授産施設を利用する場合

知的障害者

小規模 区分A 9 3 9単位 区分B 8 6 5単位 区分C 7 91単位

標準1 区分A 7 2 7単位 区分B 6 7 ？単位 区分C 6 2 8単位

標準2 区分A 6 01単位 区分B 5 71単位 区分C 5 4 2単位

大規模 区分A 5 0 8単位 区分B 4 8 ？単位 区分C 4 6 6単位

精神障害者 4 2 0単位
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知的障害者更生施設（通所•分場）を利用する場合

身体障害者

通所 区分A 4 0 3単位 区分B 3 9 4単位 区分C 3 8 4単位

分場 区分A 514単位 区分B 4 7 5単位 区分C 4 3 6単位

精神障害者 4 2 0単位

知的障害者授産施設（通所•分場）を利用する場合

身体障害者

通所 区分A 4 0 3単位 区分B 3 9 4単位 区分C 3 8 4単位

分場 区分A 514単位 区分B 4 7 5単位 区分C 4 3 6単位

精神障害者 4 2 0単位

知的障害者通所授産施設を利用する場合

身体障害者

小規模 区分A 6 9 3単位 区分B 6 5 6単位 区分C 5 7 9単位

標準1 区分A 5 4 3単位 区分B 519単位 区分C 4 9 4単位

標準2 区分A 4 3 3単位 区分B 418単位 区分C 3 8 7単位

大規模 区分A 3 7 3単位 区分B 3 6 2単位 区分C 3 4 0単位

精神障害者 4 2 0単位

【適用する加算•減算】

〇 入所時特別支援加算、退所時特別支援加算、重度•重複障害者に対する加算、 

栄養管理体制加算、食事提供体制加算、利用者負担上限管理加算、利用率の低い施 

設に対する激変緩和措置、利用定員超過減算

14 激変緩和措置の取扱いの見直しについて

〇 I□体系サービスに係る従前額の8 〇%の最低保障措置について、来年度以降、保障 

水準を段階的に引き下げていくこととされているが、この取扱については凍結し、 

8 〇%を維持する。

15 定員超過利用減算について

（1）新事業体系の日中活動支援又は経過措置施設の通所施設又は児童デイサービスにつ 

いては、新たな利用者の受入を可能とする観点から、定員の1割増まで（現在は5 % 

増まで）の利用を認めることとし、定員超過利用減算については以下のとおりとする 

（平成19年度末までの経過措置）。
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ア 1日当たりの利用者数が、定員5〇人までの場合は当該定員の120%を、 

定員が5 〇人を超える場合は当該定員の数に当該定員から5 〇を差し引いた員数の 

1〇%を加えた数に1〇を加えた数を、それぞれ超過しているとき

ただし、定員15人未満の施設にあっては、1日当たりの利用者数が、当該定員 

の数に3を加えた数を超過している場合

―基本単位数の7 0%を算定

ィ 過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に11〇%を乗じた数に開 

所日数を乗じた数を超過している場合

ただし、定員3 〇人未満の施設にあっては、過去3か月間の利用者の合計が、当 

該定員の数に3を加えた数に開所日数を乗じた数を超過している場合,

—基本単位数の? 〇%を算定

(2 )新事業体系の施設入所支援又は経過措置施設の入所施設の入所施設の定員超過利用 

減算については以下のとおりとする。

ア 1日当たりの利用者数が、定員5 〇人までの場合は当該定員の11〇%を、定員 

が5 〇人を超える場合は当該定員の数に当該定員から5 〇を差し引いた員数の5 % 

を加えた数に5を加えた数を、それぞれ超過している場合

一基本単位数の? 〇%を算定

ィ 過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に105%を乗じた数に 

開所日数を乗じた数を超過している場合

— 基本単位数の?0%を算定

16 報酬請求方法について

〇 平成19年1〇月以降、国民健康保険連合会に対して介護給付費等の請求を行う場 

合、インターネットを利用して行うものとする。

17 障害児施設に係る報酬について

(1)入所施設における入院•外泊に係る報酬について

〇 入所者が入院を要した場合又は外泊した場合は、1月に12日を限度として本体 

報酬に代えて1日につき次の報酬を算定する。

6日まで....... 3 2 0単位
7日以降12日まで....... 16 〇単位

(2)入所施設における入院時支援加算

〇 入院•外泊により本体報酬を算定されない日数が月12日を超える場合であって、
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当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記日数の場合に、 

家族等の支援を受けることが困難で、施設職員が家族に代わって入院期間中の支援 

を行う必要があり、本人又は保護者の同意の下、サービス利用計画に基づき、入院 

期間中、入院先を訪問し、人院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったと 

きは、次のとおり報酬を加算(月1回算定)。

6日までの場合
7日以上の場合

■- 5 61単位
1,12 2単位

(3 )通所施設が行う通所以外の支援に係る評価について

〇通所施設利用児童及びその保護者に対し、家庭訪問等をサービス利用計画に位置 

付ける了解を得るとともに、事前に日程調整を行った上で家庭訪問等を実施し、指 

導・支援を行った場合には、月2回を限度として、報酬を算定することができる。

月2回を限度に1回当たり……1時間まで187単位
1時間超 2 8 0単位

〇 通所施設利用児童であって、常時サービスを利用しているが、心身の状況の変化 

等により、5日以上連続して利用がなかった場合、その児童の居宅を訪問して利用 

児童の状況を確認し、保護者の同意の上で次の支援を行った場合には、月2回を限 

度として、報酬を算定することができる。

① 引き続き現行のサービスを利用するための動機付け

② 再アセスメントに基づく個別支援計画の見直し

③ 相談支援事業者等へのあっせん•連絡調整

月2回を限度に1回当たり……1時間まで187単位
1時間超 2 8 0単位

(4)障害児通園施設における他障害を受け入れた場合の報酬について 

〇 原則として利用者の障害種別に临じた報酬単価を適用する。

利用施設 受入児童 適用する報酬単位区分

知的障害児通園施設
難聴幼児 難聴幼児通園施設

肢体不自由児 知的障害児通園施設

肢体不自由児通園施設
知的障害児 知的障害児通園施設

難聴幼児 難聴幼児通園施設

難聴幼児通園施設
知的障害児 知的障害児通園施設

肢体不自由児 知的障害児通園施設
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（5） 定員超過利用減算について

ア障害児通所施設のについては、新たな利用者の受入を可能とする観点から、定員 

の1割増までの利用を認めることとし、定員超過利用減算について以下のとおりと 

する（平成19年度末までの経過措置）。

（ア）1日当たりの利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の120%を、定 

員が5 〇人を超える場合は当該定員の数に当該定員から5 〇を差し引いた員数の 

1〇%を加えた数に1〇を加えた数を、それぞれ超過しているとき

ただし、定員15人未満の施設にあっては、1日当たりの利用者数が、当該定 

員の数に3を加えた数を超過している場合

—基本単位数の? 〇%を算定

（イ）過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に11〇%を乗じた数に 

開所日数を乗じた数を超過している場合

ただし、定員3 0人未満の施設にあっては、過去3か月間の利用者の合計が、 

当該定員の数に3を加えた数に開所日数を乗じた数を超過している場合

~基本単位数の7 0%を算定

ィ 障害児入所施設の定員超過利用減算については以下のとおりとする。

（ア）1日当たりの利用者数が、定員5 0人までの場合は当該定員の110%を、定 

員が5 〇人を超える場合は当該定員の数に当該定員から5 〇を差し引いた員数の 

5 %を加えた数に5に加えた数を、それぞれ超過している場合

〜基本単位数の? 〇%を算定

（イ）過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に10 5%を乗じた数に 

開所日数を乗じた数を超過している場合

7基本単位数の7 0%を算定

（6） 学齢期前の障害児に係る食事提供加算について

〇通園施設を利用する学齢期前の障害児に係る食事提供加算については、以下のと 

おりとする。

低所得1,低所得2 ................................... 5 8単位

市町村民税所得割2万円以下の世帯 …… 42単位
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別表

（生活介護）

区分

報酬単価
サービス複供!5員 
配

サービス管理責枉者 

配置基準
平均障書程度定員40人 

以下

良員41人以上

60人以下

定員61人 

以上80人 

以下

定員81人 

以上

生席介護サービス費,:I 1.262単位 1.232単位 1,177単位 叩62単位 1.7:1以上

利用者60人以下 

1人以上

（以降40人又はその 

端数を增すごとに1 

人を加えて得た数以 

上）

平均区分55以上

平均区分
5. 〇以上

区分6の者が60% 

以上

主熔介證サービス費,』） 1,119単位 1088単位 1,043 M 位 1,029単位 2:1以上
平均区分5.3以上

5.5未満

区分6の者が50% 

以上

生活介雄サービスS（m） 955単位 924単位 891単位 87？単位 2 5;1以上
平均区分5.1以上

5.3未満

区分6の者が40% 

以上

生活介證サービス5W1 846単位 817単位 789単位 776単位 3:1以上
平均区分4.9以上

5.!未満

平沟区分
4. 5以上

区分5,6の者が 

50%以上

生活介證サービス«（V） 770単位 736単位 718単位 704単位 3. 5:1以上
平均区分4.7以上 

4.9未満

区分5・6の看が

40%以上

生活介51サービス費くVI） 696単位 667単位 645単位 633単位 4:1以上
平均区分4.4以上 

4.7未満

平均区分
4. 〇以上

区分5・6の者が 

40%以上

生活介議サービス費（W） 650単位 618単位 60!単位 588単位 4. 5:1以上
平均区分4」以上

4.4未満
区分5・6の者が

30%以上

生活介證サービスfi（VB） 606単位 578 m位 564単位 55!単位 5ロ以上
平均区分3.8以上

4.1未満

平均区分
4. 〇未満

区分5・6の者が 

30%以上

生活介Uサービス費（〇〇 57？単位 546単位 533単位 522単位 5. 5:1以上
平均区分3.5以上

3.8未満

区分5・6の者が 

20%以上

生活介4サービス養iX） 547単位 515単位 510単位 496単位 6:1以上 平均区分3.5未満

生活介證サービス費（XP 502単位 473単位 460単位 446単位 10:1以上 越過措置利用者

（施設入所支援）

区分

報酬単価
夜間瑾員 
配置基準

平均障害程度定員40人以 

下

定員41人以 

上60人以下

定員61人以 

上80人以下

定員81人以 

上

施設入所支援サービス費（I） 400単位 309単位 255単位 23!単位
利用者60人以下 
夜勤議員3人以上

平均区分5.5以 

上

区分6の者が6 

〇%以上

施設入所支摆サービス費（H） 381単位 289単位 238単位 214単位

（以降40人を增すご 

とに1人を加えて得 

た数以上）

平均区分5.3以 

上5.5未満 平均区分

区分6の者が5 

〇%以上

施設入所支援サービス費（皿） 359単位 266単位 219単位 195単位
平均区分5.1以 
上5.3未満

5 〇以上 区分6の者が4 

〇%以上

施設入所支援サービス費（N） 28!単位 214単位 179単位 162単位
平均区分4.9以

利用者60人以下

上5.1未満 区分5・6の者が

50%以上

施般入所支援サービス費（V） 270単位 203単位 170単位 153単位
夜勤鐵員2人以上 平均区分4ヨ以 

上4.9未満

平均区分
4. 5以上

区分5・6の者が 

40%以上

施設入所支援サービス費（VI） 262単位 195単位 163単位 146単位

（以降40人を增すご 

とに1人を加えて得 平均区分4.4以
§

た数以上） 上4.7未満 区分5・6の者が 

40%以上

施股入所支援サービス費（VH） 256単位 188単位 158単位 14!単位
平均区分4」以 

上44未満
平均区分
4. 〇以上

区分5・6の者が 

30%以上

施設入所支援サービス費（W） 188単位 146単位 127単位 115単位 利用者60人以下 平均区分3.8以

夜勤鐵員1人以上 ±4.1未満 区分5・6の者が 

30%以上

施設入所支援サービス費fix） 184単位 141単位 124単位 112単位
（以降40人を増すご 

とに1人を加えて得

平均区分3.5以 

上3.8未満
平均区分
4 〇未満

区分5・6の者が 

20%以上

施設入所支援サービス費（X） 180単位 138単位 12!単位 109単位
た数以上） 平均区分3.5未 

満

施設入所支援サービス費（XI） 115単位 99単位 92単位 88単位 宿直鐵貝1人以上 経過措置入所者
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